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施策１－１  

 
 

 

【主担当部局：防災対策部】 

現状と課題 

①災害対応力の強化を図るため、毎年度、総合図上訓練や総合防災訓練を実施しており、情報収集力、

分析・対策立案力の向上、防災関係機関との連携強化等に取り組んでいます。近い将来の発生が想

定される南海トラフ地震や激甚化･頻発化する風水害に、より迅速かつ的確に対応できるよう、組

織体制の強化や人材育成に取り組むとともに、災害対策活動を支える環境の整備が必要です。 

 

②災害対策本部は、警戒体制時は防災対策部内の災害対策室、非常体制時は県庁講堂や講堂棟の会議

室等を活用することとしていますが、南海トラフ地震や激甚化・頻発化している風水害に備えるた

めには、ハード面を含めたオペレーション機能の一層の強化が必要です。 

 

③「三重県防災・減災対策行動計画」に基づく防災・減災対策の取組を進めています。今後も、本計

画に基づき着実に取組を推進するとともに、市町の防災・減災対策の取組を支援していく必要があ

ります。また、県の業務の継続体制を定めた「三重県業務継続計画（三重県ＢＣＰ）」を運用して

おり、継続的な検証が必要です。 

 

④国立研究開発法人海洋研究開発機構が開発・整備した、南海トラフ地震を海底で直接検知するため

のＤＯＮＥＴを活用し、県南部地域９市町において津波予測・伝達システムを運用しています。今

後も、伊勢湾岸地域も含めた運用に向けて、引き続き取組を進める必要があります。 

 

⑤県民の皆さんとともに「防災の日常化」に取り組み、災害が発生した際は人命の確保はもとより、

被災者の早期の生活再建と地域社会のより良い復興を成し遂げる職員を育成するため、「三重県職

員防災人材育成指針」をふまえて作成した計画に基づき、研修を実施しています。今後も、毎年作

成する研修計画に基づき、計画的に人材育成を進める必要があります。 

 

⑥国や他都道府県等からの応援を円滑に受け入れ、効果的な被災者支援につなげるためには、県と市

町が連携した受援体制の構築が必要であり、「三重県市町受援計画策定手引書」を活用した市町受

援計画策定の支援など、市町の受援体制の整備を推進しています。引き続き、県と市町とが一体と

なった受援体制が整備されるよう市町の取組を支援していく必要があります。 

 

⑦本県への台風襲来が予想される場合は、タイムラインを発動し、各段階に応じた「抜け・漏れ・落

ち」のない災害対策を講じています。また、市町にタイムラインの策定を働きかけ、令和２年度末

には全市町がタイムラインを策定したことから、令和３年度から県内の全市町でタイムラインの運

用が開始されました。引き続き、「三重県版タイムライン」を市町のタイムラインと連携して運用・

検証し、台風接近時の適切な災害対策活動を行う必要があります。 

 

 

 

 

災害対応力の充実・強化 
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⑧物資の備蓄について、「三重県備蓄・調達基本方針」に基づき、セーフティネットとして現物備蓄を

している食料や飲料水、生活必需品を適切に管理するとともに、県と市町で公的備蓄・調達目標に

対する充足状況を把握・共有しました。また、備蓄目標量に達していない哺乳瓶などについて、流

通備蓄による確保に向けて、民間事業者との協定締結を進めています。今後も流通備蓄をはじめと

した必要な物資の確保に努める必要があります。 

 

⑨「南海トラフ地震臨時情報」への対応について、市町での計画策定に関する課題や進捗状況の情報

共有を図るとともに、市町域を越える広域避難の検討を行うなど、市町を支援しています。引き続

き、市町の計画策定等を支援するとともに、県民等に対して南海トラフ地震臨時情報への対応を周

知していく必要があります。 

 

⑩広域防災拠点について、災害発生時に物資集配機能や情報通信機能等が十分発揮できるよう、施設

の修繕や消防設備・フォークリフトの点検などの維持管理を行っています。引き続き、適切な維持

管理に努めていく必要があります。 

 

⑪防災通信ネットワークについて、常に良好な通信状態を確保するため、適正な維持管理を行うとと

もに、無線設備の新基準・新規格への適合や、機器の老朽化に対応するため、市町施設等に設置す

る地上系防災行政無線設備の更新を実施しています。引き続き、更新作業を計画的に進める必要が

あります。 

 

⑫消防団の入団促進や消防本部の連携強化に取り組んでいます。近年の大規模な災害の発生により、

消防に寄せられる県民の期待はますます大きくなっていることから、引き続き、消防体制および消

防力のさらなる充実・強化に取り組んでいく必要があります。 

 

⑬高圧ガス等の保安の確保に向けた取組を行っています。高圧ガス施設等において事故が発生してい

ることから、引き続き、高圧ガス等の取扱事業者に対して保安検査および立入検査等を実施し、適

正な保安管理等の徹底を指導することにより、事業者の自主保安を推進し、産業保安の確保を図る

必要があります。 

 

⑭防災ヘリコプターの運航により山岳遭難、水難事故等における要救助者及び傷病者等の救助、救急

搬送や林野火災における空中消火を行っています。引き続き、安全管理を徹底し、適正に運航を行

う必要があります。 

 

⑮消防学校において消防職団員等に各種教育訓練を実施しています。引き続き、消防職団員の人材育

成や資質向上に取り組んでいく必要があります。 

 

⑯有事への対応を迅速かつ的確に行うため、令和３年７月に国、市町、関係機関と国民保護共同図上

訓練を実施しました。引き続き、関係機関と連携した訓練の実施や、県民への情報提供を行う必要

があります。 
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⑰ＢＣＰの考え方に基づく病院災害対応マニュアルの整備促進に取り組むとともに、災害医療コーデ

ィネーター研修等の実施やＤＭＡＴ訓練への参加促進、ＤＨＥＡＴの体制強化等に取り組んでいま

す。引き続き、災害発災時における保健医療体制の充実・強化に取り組む必要があります。 

 

⑱災害等発生時における警察の初動対応に際して、事態の把握・被災者の有無等を確認するために必

要な情報を集約する機能が脆弱な状況にあります。この課題に対処し、的確な現場指揮機能を確保

するため、移動指揮車及び高い情報収集機能を有するドローンを整備する必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

 

①いつ大規模災害が発生しても迅速かつ的確に対応できるよう、組織体制の強化や実践的な大規模防

災訓練の実施等、訓練の充実を図り、災害に即応できる人材育成に取り組むとともに、情報収集、

分析・対策立案をより効果的に実施するための機器整備等を行います。 

 

②市町や国、防災関係機関等と連携した災害対応が迅速に実施できるよう、災害対策活動のオペレー

ション機能の強化に向けた調査等を実施します。 

 

③「三重県防災対策推進条例」や「三重県防災・減災対策行動計画」に基づく取組を進めるとともに、

令和４年度は「三重県防災・減災対策行動計画」の最終年度となることから、現計画の総括を行い、

新たな計画の策定に取り組みます。また、県の業務の継続体制を定めた「三重県業務継続計画（三

重県ＢＣＰ）」について、各部局における検証と見直しを行います。 

 

④南海トラフ地震による津波を早期に検知し、迅速な初動対応や的確な避難につなげていくため、 

「ＤＯＮＥＴを活用した津波予測・伝達システム」を運用します。 

 

⑤「三重県職員防災人材育成指針」をふまえて作成する研修計画に基づき、災害（被災）イメージ力

の向上等を図るために作成した研修教材を活用して、役割や階層に応じた研修を実施し、県民とと

もに「防災の日常化」に取り組む職員の育成を図ります。 

 

⑥市町において、避難所までの物資輸送、他県等から市町への応援職員やボランティアの受け入れ等

が円滑に進むよう、市町における受援体制の整備を支援していきます。 

 

⑦「三重県版タイムライン」を市町のタイムラインと連携して運用し、台風接近時の適切な災害対策

活動を行うとともに、住民の適切な避難行動につなげます。 

 

⑧物資の備蓄について、現物備蓄している物資の適切な管理を行うとともに、必要な物資を市町と連

携して確保します。また、民間事業者の協力を得て協定締結先を拡大することで、流通備蓄による

物資の確保に取り組みます。 

 

⑨「南海トラフ地震臨時情報」が発表された場合に備えて、市町と連携し、県民に対する必要な対応

についての普及啓発や、市町域を越える広域避難を検討するなど、対策の充実・強化を図ります。 
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⑩広域防災拠点について、機能が維持されるよう必要な修繕や点検など、適切な維持管理を行います。 

 

⑪救助・救援に必要な情報の伝達・共有を確実にし、災害時における県・市町や防災関係機関との通

信を確保するための防災通信ネットワークについて、災害拠点病院等に設置する地上系防災行政無

線設備の更新や衛星系防災行政無線設備の新規格への対応を進め、より信頼性の高い設備に更新し

ます。 

 

⑫減少傾向にある消防団員を確保するため、市町および三重県消防協会と連携し、機能別消防団員制

度の導入を支援するとともに、女性や学生など幅広い層を対象に消防団員の裾野を広げられるよう

加入促進に継続して取り組み、消防団の充実・強化を図ります。また、「三重県消防広域化及び連携・

協力に関する推進計画」に基づき、消防の広域化および連携・協力の推進に取り組みます。 

 

⑬高圧ガス等の産業保安について、適正な保安管理等を徹底するため、保安検査、立入検査等を実施

するともに、自主保安の推進を支援するための研修等を行います。また、「三重県石油コンビナート

等防災計画」に基づき、コンビナート事業者の防災対策を促進します。 

 

⑭防災ヘリコプターの運航により山岳遭難、水難事故等における要救助者及び傷病者等の救助、救急

搬送や林野火災における空中消火を迅速かつ的確に行います。また、運航の安全性向上のため、二

人操縦士体制への移行を行います。 

 

⑮消防学校において消防職団員等に各種教育訓練を実施し、知識・技術の習得を図ります。また、映

像やデータなどデジタル教材を活用したより高度な座学や実技等の教育訓練を実施します。 

 

⑯有事への対応をより迅速かつ的確に行うため、「三重県国民保護計画」の所要の見直しを行うととも

に、計画に基づき、国、関係機関と連携した図上訓練を実施します。また、ホームページ等により

県民へわかりやすく情報提供していきます。 

 

 

⑰災害時においても必要な保健医療が提供できるよう、ＢＣＰの考え方に基づく病院災害対応マニュ

アルの整備促進と定着化を図るとともに、保健医療活動を支える人材の育成に取り組みます。さら

に、広域搬送体制の充実を図るため、広域搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の整備を行います。 

 

 

⑱災害等発生時の初動対応や指揮機能を強化するため、現場指揮に特化した移動指揮車と高い情報収

集機能を有するドローンを整備します。 
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主な事業 

 

①（一部新）災害即応力強化推進事業 

（第２款 総務費 第８項 防災費 １ 防災総務費） 

予算額：(R3) １０，８２２千円 → (R4) ４１，８７５千円 

事業概要：いつ大規模災害が発生しても迅速かつ的確に対応することができるよう、組織体制の

強化や実践的な大規模防災訓練の実施等、訓練の充実を図るとともに、情報収集、分

析・対策立案をより効果的に実施するための機器整備等を行い、災害に対する即応力

の一層の強化を図ります。また、市町や国、防災関係機関等と連携した災害対応が迅

速に実施できるよう、災害対策活動のオペレーション機能の強化に向けた調査等を実

施します。 

 

②災害対策管理費 

（第２款 総務費 第８項 防災費 １ 防災総務費） 

予算額：(R3) ４０，６６４千円 → (R4) ４８，５０４千円 

事業概要：局地的豪雨や台風、地震をはじめとする大規模災害に備えるため、発災初期に必要と

なる携帯・簡易トイレの確保を行います。また、市町における受援計画の作成やタイ

ムラインの運用を支援するほか、南海トラフ地震臨時情報に対する防災対応について

普及啓発を図るなど、災害対応力を強化します。 

 

  ③広域防災拠点維持管理費 

（第２款 総務費 第８項 防災費 １ 防災総務費） 

   予算額：(R3) １３，８９６千円 → (R4) ５４，７２２千円 

   事業概要：大規模災害発生時の県内への広域的な応援・受援体制の拠点としての役割を担う広域

防災拠点の適切な維持管理を行います。 

 

④防災行政無線整備事業 

（第２款 総務費 第８項 防災費 １ 防災総務費） 

予算額：(R3) １，０５４，４１８千円 → (R4) １，２９９，０１２千円 

事業概要：地震、台風などの非常災害時にも必要な通信を確保するため、防災通信ネットワーク

における地上系防災行政無線および衛星系防災行政無線等の設備について、より信頼

性の高い設備への更新を計画的に行います。 

 

 ⑤消防行政指導事業 

（第２款 総務費 第８項 防災費 ２ 消防指導費） 

予算額：(R3) １７，２１２千円 → (R4) １２，１５２千円 

事業概要：地域防災力の向上のため、消防体制の充実とともに、消防学校と連携した消防職団員

の教育訓練等の充実強化を図ります。また、市町及び三重県消防協会等と連携し、消

防団員の確保や消防団の活性化のための取組を進め、消防団の充実強化を図ります。 
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  ⑥高圧ガス指導事業 

（第２款 総務費 第８項 防災費 ３ 銃砲火薬ガス等取締費） 

予算額：(R3) １７，８４０千円 → (R4) １７，６６６千円 

事業概要：高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガス事業所等の保安管理に関する指導を徹

底するとともに、許認可申請に対する審査および保安検査、完成検査により安全を確

保します。また、企業による自主保安の推進を目的とした研修を行います。 

 

  ⑦防災ヘリコプター運航管理費 

（第２款 総務費 第８項 防災費 １ 防災総務費） 

予算額：(R3) ３６０，２３６千円 → (R4) ４９７，７７６千円 

事業概要：防災ヘリコプターの適正な運航により山岳遭難、水難事故等における要救助者及び傷

病者等の救助、救急搬送や林野火災における空中消火を迅速かつ的確に行います。ま

た、運航の安全性向上のため、二人操縦士体制への移行を行います。 

 

 ⑧（一部新）消防職団員教育訓練費 

（第２款 総務費 第８項 防災費 ２ 消防指導費） 

予算額：(R3) ８，６５４千円 → (R4) １６，７０５千円 

事業概要：消防学校において、県内消防防災体制の充実･強化を図るため、消防職団員等に対し

各種教育訓練を実施し、知識・技術の習得を図ります。また、映像やデータなどデジ

タル教材を活用したより高度な座学や実技等の教育訓練を実施します。 

 

  ⑨国民保護対策費 

（第２款 総務費 第８項 防災費 １ 防災総務費） 

   予算額：(R3) ７６１千円 → (R4) １，２３９千円 

   事業概要：有事への対応を迅速かつ的確に行うため、三重県国民保護計画の所要の見直しを行う

とともに、国及び関係機関と連携した国民保護訓練を実施し、緊急対処事態等におけ

る対応力の強化を図ります。 

 

 

⑩災害医療体制強化推進事業 

 （第３款 民生費 第４項 災害救助費 １ 救助費） 

 予算額：（R3） １０，４５６千円 → （R4） ３８，３０１千円 

 事業概要：災害時においても全ての病院で病院機能が維持され、必要な医療が提供できるよう、研

修会の開催によりＢＣＰの考え方に基づく病院災害対応マニュアルの整備促進と定着

化を図ります。また、保健医療活動を支える人材を育成するため、災害医療コーディネ

ーター研修や災害看護研修等を実施するとともに、ＤＨＥＡＴの専門研修へ参加します。

さらに、広域搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の整備を行い、大規模災害時の医療体制

を強化します。 
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⑪（一部新）災害警備対策事業 

（第９款 警察費 第２項 警察活動費 ２ 刑事警察費） 

予算額：（R3） ８，４５６千円 → （R4） ２５，２６８千円 

事業概要：災害等発生時における救出救助等の活動を迅速かつ的確に実施するために、移動指揮

車と高い情報収集機能を有するドローン等の装備資機材を整備します。 
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施策１－２  

 
 

 

【主担当部局：防災対策部】 

現状と課題 

①近い将来の発生が想定される南海トラフ地震や激甚化・頻発化する風水害に備えるため、「みえ防

災・減災センター」と連携し、県民の「自助」や地域の「共助」による防災活動を支援する防災人

材の育成をはじめ、シンポジウムの開催や「みえ防災・減災アーカイブ」の活用による県民の防災

意識の醸成、課題に応じた研修会の実施や防災相談への対応など市町や企業等の支援に取り組んで

います。今後も育成した人材を活用するとともに、さまざまな防災関係機関、県民等が相互に連携

し、防災対策に取り組んでいく必要があります。 

 

②避難所の適正な運営や避難所における感染症対策に関するアセスメントを実施しています。また、

県民の皆さん一人ひとりの適切な避難を支援するため、個人や地域の避難計画の作成を働きかける

とともに、地区防災計画の策定など、地域の避難対策等の取組を支援しています。さらに災害リス

クの高い区域に立地する社会福祉施設における実効性のある避難対策を進めるため、適切な避難実

施に向けた調査を実施しモデルケースの構築に取り組んでいます。今後も、県民の皆さんの適切な

避難行動を促進するための取組を支援していく必要があります。 

 

③少子高齢化の進展により、地域の防災活動を担う若い人材が不足し、若者の参画が進まない現状が

あります。地域における防災活動を持続的に推進するためには、若者の防災意識の向上を図り、次

代の地域防災を担う人材を育成する必要があります。 

 

④県民の災害への備えや地域の防災力の向上を図るため、防災啓発車による啓発活動等を行うととも

に、地域における地区防災計画や避難所運営マニュアルの策定およびこれらに基づく取組を支援し

ています。老朽化した啓発車を更新するとともに、今後も市町と連携して、「防災の日常化」の定

着や「共助」の取組を促進する必要があります。また、避難所の見直しを含め、災害リスクに関す

る新たな調査や知見を踏まえた市町の適切な避難対策を支援していく必要があります。 

 

⑤市町が取り組む風水害対策や南海トラフ地震対策の充実・強化、避難所における新型コロナウイル

ス感染症対策について地域減災力強化推進補助金による支援を行っています。また、海抜ゼロメー

トル地帯の広域避難対策として、桑員地域２市２町と県で策定した「桑員地域広域避難タイムライ

ン」にかかる図上訓練や、三泗地区１市３町における広域避難の取組への支援を行っています。引

き続き、市町が実施する防災・減災対策の取組を支援する必要があります。 

 

⑥災害時の県民の適切な避難行動を促進するため、気象や災害に関する情報等を、ホームページやＳ

ＮＳなどさまざまな手段を用いてわかりやすく提供しています。また、より適切な避難行動につな

げるため、発災の恐れのある状況や発災直後の現場等からの情報をＳＮＳやＡＩを活用しリアルタ

イムに収集するシステム等を導入し、運用しています。今後も、避難を必要とする人が適切に避難

を行えるよう、取組を進めていく必要があります。 

 

 

地域防災力の向上 
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⑦「みえ災害ボランティア支援センター」の運営に参画し、コロナ禍におけるボランティア活動に関

する研修会等を開催しています。引き続き、大規模災害時に、県内外からのボランティアや専門性

を有したＮＰＯ等が、円滑かつ効果的に支援活動ができる環境を充実・強化していく必要がありま

す。 

 

⑧防災ノートを新入生等に配付するとともに、外国人児童生徒には外国語版を配付しました。今後、

家庭における防災ノートの活用を進めるとともに、地震発生時の模擬体験や避難時の適切な判断・

行動力を身につけるためのデジタルコンテンツの活用を図る必要があります。 

 

 

令和４年度の取組方向 

 

①「みえ防災・減災センター」と連携し、県民の「自助」や地域の「共助」による防災活動を支援す

る人材を育成するとともに、みえ防災人材バンクへの登録を進め、登録した人材を地域の防災活動

へ派遣します。また、県民の防災意識の醸成につながるシンポジウムや研修会、みえ防災・減災ア

ーカイブを活用した普及啓発を行うとともに、「みえ防災・減災センター」のハブ機能・シンクタ

ンク機能を活用して企業や市町・自主防災組織等の活動支援に取り組みます。 

 

②感染症対策など新しい課題に対応した避難所運営が求められることから、アセスメントの実施など

により運営に携わる自主防災組織等の対応力向上を図ります。また、災害リスクの高い区域に立地

する社会福祉施設における実効性のある避難を促進するとともに、避難行動要支援者をはじめ避難

を必要とする人が適切に避難を行えるよう、地区防災計画の策定や個別避難計画の作成を促進しま

す。 

 

③県内の学生等を地域防災の担い手として育成し、その方々が若年層の防災意識の向上を図るととも

に、他の若者を巻き込んで地域で防災活動を行うことにより、災害に強い地域づくりを進めます。

また、ＳＮＳを活用した参画型のキャンペーンを通じて、若年層を含めた幅広い層の防災活動への

参加を促進します。 

 

④県民の災害への備えや地域の防災力の向上を図るため、老朽化した防災啓発車を更新し、より機動

的に防災啓発活動を行うとともに、地域における地区防災計画や避難所運営マニュアルの策定を促

進します。 

 

⑤市町が取り組む風水害対策や南海トラフ地震対策の充実・強化、避難所における新型コロナウイル

ス感染症対策の取組や、海抜ゼロメートル地帯での広域避難を含めた避難対策を支援します。 

 

⑥「防災みえ．ｊｐ」のホームページやメールにより気象情報や災害情報を提供するとともに、ＳＮ

Ｓで県民にわかりやすい表現で防災情報等を伝えるなど、防災情報プラットフォームの活用を図り

ます。また、ＳＮＳにより県民等から発せられた災害情報を、ＡＩを活用して集約することで、県

民へのタイムリーな情報提供や早期の現場対応などの災害対策につなげます。 

 
 

防災対策部 
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 ⑦コロナ禍においても、大規模災害時に県内外からの災害ボランティアを円滑に受け入れられるよう、

「みえ災害ボランティア支援センター」の運営に参画します。また、研修会の開催等を通じ、市町・

社会福祉協議会・ＮＰＯ等と連携して受援体制の整備に取り組みます。 

 
 

⑧各学校に防災ノートを配付し、学校における防災教育を推進します。また、学校が行う家庭や地域

と連携した体験型防災学習等を支援するとともに、みえ防災・減災センターと連携して、学校防災

リーダー等への防災研修を行い、教職員の防災にかかる資質の向上を図ります。 

 
 

主な事業 

 

①（一部新）「みえ防災・減災センター」事業 

（第２款 総務費 第８項 防災費 １ 防災総務費） 

予算額：(R3) ２５，３６１千円 → (R4)  ２５，１２１千円 

事業概要：「みえ防災・減災センター」において、防災人材の育成やシンポジウム等による防災

啓発、市町や企業を対象とした研修会の開催等を通じ、地域防災力の向上を図るとと

もに、避難行動要支援者をはじめ避難を必要とする人が適切に避難を行えるよう、取

組を進めます。また、若年層の防災意識の向上を図るため、地域の防災活動に主体的

に取り組む「みえ学生防災啓発サポーター」として県内の学生等を育成するとともに、

サポーターが自らの活動を情報発信することにより、地域の防災活動への若者の参画

を促進します。 

 

  ②（新）防災活動参加促進事業 

（第２款 総務費 第８項 防災費 １ 防災総務費） 

   予算額：(R3) ― 千円 → (R4) ４，３７０千円 

   事業概要：災害に備えて各家庭で準備している防災用品や、子どもと作った避難経路図、家族で

一緒に行う防災活動など、一人ひとりの身近な防災の取組をＳＮＳに投稿いただく参

画型のキャンペーンを実施することで、若年層を含めた幅広い層の防災への関心を高

め、防災活動への参加を促進します。 

 

  ③地域防災力向上支援事業 

（第２款 総務費 第８項 防災費 １ 防災総務費） 

   予算額：(R3) １３，０５２千円 →  (R4) ５０，６８５千円 

事業概要：地震の揺れを体験できる防災啓発車の更新を行い、より機動的に防災啓発を実施する

とともに、地区防災計画の作成促進や自主防災組織の活動支援などにより、地域防災

力の向上を進めます。 

 

 

 

 

 

防災対策部 

教育委員会 

環境生活部
部 
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 ④地域減災対策推進事業 

（第２款 総務費 第８項 防災費 １ 防災総務費） 

予算額：(R3) ８０，３５３千円 → (R4) ５５，８３７千円 

事業概要：頻発化・激甚化している風水害に対し、「住民の適切な避難行動につなげ、命を守る」

取組を緊急的に支援するとともに、「三重県防災・減災対策行動計画」で進捗を図る

べき「避難行動要支援者の避難体制づくり」「自主防災組織と消防団との連携」「避難

者の多様性に配慮した避難所運営」「地区防災計画の促進」に関する取組に加え、新

型コロナウイルス感染症への取組に対しても支援を行います。また、南海トラフ特措

法における特別強化地域の指定から外れた県北部の海抜ゼロメートル地帯を有する

市町を対象とし、津波避難に関する課題に対応するため、避難施設・避難経路等の整

備に対する支援を行います。 

 

⑤防災情報プラットフォーム事業 

（第２款 総務費 第８項 防災費 １ 防災総務費） 

予算額：(R3) ６８，２１０千円 → (R4) ６６，６５２千円 

事業概要：県民にわかりやすい防災情報を提供するため、防災情報プラットフォームについて適

切に維持管理を行うとともに、「防災みえ．ｊｐ」のホームページの多言語対応をさ

らに進めるため、新たにベトナム語、タガログ語のページを作成します。 

 

  ⑥避難行動促進事業 

（第２款 総務費 第８項 防災費 １ 防災総務費） 

予算額：（R3） ２０，９１８千円 → （R4） １６，１３３千円 

事業概要：市町職員、消防団員等から収集した情報や県民等がＳＮＳで発信した災害情報をＡＩ

を活用して集約することで、災害対策活動のさらなる充実や効果的な避難情報の提供

につなげるなど、県民の適切な避難を促す取組を進めます。 

 

 

⑦災害ボランティア支援等事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 

予算額：(R3)  ８，２７０千円 → (R4)  ８，５３３千円 

事業概要：「みえ災害ボランティア支援センター」の運営に参画するとともに、研修会の開催等

を通じ、関係機関と連携して災害ボランティアの受援体制の整備に取り組みます。 

 

 

 

⑧学校防災推進事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ２ 事務局費） 

予算額：(R3) １２，９７０千円 → (R4) ２１，７３８千円 

事業概要：防災ノートを新入生等に配付するとともに、体験型防災学習等の支援、学校防災リー

ダー等教職員を対象とした防災研修、中高生による東日本大震災の被災地でのボラン

ティア活動や交流学習を実施します。また、災害時に孤立することが想定される地域

に立地する県立学校の児童生徒用備蓄食料を更新します。 

 

教育委員会 

環境生活部 
部 
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⑨災害時学校支援事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ２ 事務局費） 

予算額：(R3) １，７３２千円 → (R4)  ５６１千円 

事業概要：避難所の開設・運営や学校の再開準備、児童生徒の心のケアなど、災害時の学校運営

に関する専門的な知識や実践的な対応能力を備えた教職員による「三重県災害時学校

支援チーム」において、大規模災害発生時には隊員を被災した学校に派遣して、学校

教育の早期再開を支援します。また、民間団体・企業等との連携による災害時の子ど

も支援の仕組みづくりを進め、市町との連携につなげます。 
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施策１－３ 

 

 

 
 

 

【主担当部局：県土整備部】 

現状と課題 

①気候変動の影響により激甚化・頻発化する風水害や、切迫する大規模地震等から県民の生命・財 

産・暮らしを守るため、防災・減災、国土強靱化の取組を強化していくことは喫緊の課題です。ま

た、高度経済成長期以降に集中的に整備された河川、海岸、土砂災害防止施設等は、県民の安全・

安心な社会経済活動の基盤でもあり、将来にわたってその役割を果たすための老朽化対策が課題と

なっています。 

 

②静岡県熱海市の土石流災害など、暮らしの安全・安心を脅かす事案が全国的に発生しており、早急 

な対応が求められています。また、河川等における土砂の堆積など県民の皆さんの暮らしに身近な 

課題への対応強化が必要です。 

 

③令和２年７月豪雨をはじめ、台風や集中豪雨による災害が多発する中、山地災害からの早期復旧を 

図るとともに、災害を未然に防止するための治山施設の整備や、保安林の適正な整備を進めていく 

ことが必要です。 

 

令和４年度の取組方向 

 

①「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」について、緊急輸送道路の土砂災害対策や 

橋梁耐震補強、河口部の大型水門の耐震補強など、「５年後の達成目標」を踏まえ計画的に進めます。 

 

②各水系で定めた「流域治水プロジェクト」に基づき、流域治水を本格的に展開します。 

 

③老朽化が進行する堤防、海岸などの施設について定期点検・補修を予防保全の考え方を取り入れな

がら、着実に進めます。 

 

④河川や砂防ダムに堆積する土砂について、緊急浚渫推進事業をフル活用して、官民連携で計画的な

撤去を進めます。 

 

⑤熱海市での土石流災害を踏まえ、砂防指定地等における違反行為への行政指導や、住民からの通報

対応等を強化します。 

 

⑥公共土木工事への県産木材の活用や道路や公園での雨水浸透桝の整備など、生態系を活用した防

災・減災対策に積極的に取り組みます。 

 

⑦河川の危機管理型水位計などＩＣＴ・ＡＩを活用したモニタリング体制を拡充します。 

 

⑧災害時に迅速な対応が可能となるようコントロールルームの高度化や現場資機材の拡充を進めます。 

 

災害に強い県土づくり 

 

 

県土整備部 
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⑨台風等による山地災害からの早期復旧に取り組むとともに、山地災害危険地区の施設整備未着手箇

所で治山事業を実施し、災害の未然防止を図ります。また、土砂流出防止等の公益的機能が低下し

た保安林内の森林整備を進めるとともに、長寿命化計画に基づき老朽化した治山施設の改修に取り

組みます。 

 

⑩漁港海岸堤防等については、引き続き耐震・耐津波対策や高潮対策を計画的に実施するとともに、

長寿命化計画に基づき適切な機能維持に取り組み、大規模地震や津波・高潮に対する安全性の確保

を図ります。 

 

主な事業 
 

①河川事業 

 （第８款 土木費 第３項 河川海岸費 ２ 河川改良費）など 

予算額：(R3) ８，５０８，８１２千円 → (R4) ８，８９７，３１７千円 

        （１５，９１２，２１０千円 → １３，５２５，３１７千円 ※1月補正含みベース） 

  事業概要：河川改修等により治水安全度の向上を図るとともに、大型水門等の耐震対策や、長寿命

化計画に基づく計画的な施設の修繕・更新を進めます。避難に資するソフト対策として

は、水位・雨量情報システムの更新や簡易型河川監視カメラをはじめとする水害リスク

情報の発信など、ＤＸの推進に取り組みます。流域全体で水害を軽減させる治水対策「流

域治水」を計画的に推進するため、流域治水プロジェクトを着実に進めます。 

       

②河川堆積土砂対策事業 

（第８款 土木費 第３項 河川海岸費 ２ 河川改良費）など 

予算額：(R3) ２，２５８，１１２千円 → (R4) ２，７３５，１１２千円 

事業概要：河川堆積土砂の撤去および河川内の樹木の伐採を、関係市町と優先度を検討しながら、

連携して実施します。  

 

③砂防事業 

（第８款 土木費 第３項 河川海岸費 ３ 砂防費）など 

予算額：(R3) ４，１３５，５５４千円 → (R4) ４，１４９，８９７千円  

            （６，８４４，６０４千円 →    ６，３８２，８７２千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：砂防えん堤や擁壁等の土砂災害防止施設の整備を進めます。また、熱海市での土石流災

害を踏まえ、砂防指定地等における違反行為への行政指導や住民からの通報対応等を強

化します。 

 

④海岸改修事業 

（第８款 土木費 第３項 河川海岸費 ４ 海岸保全費）など 

予算額：(R3) ２，１９４，８１４千円 → (R4) ２，３５２，３６３千円  

（３，８０６，０１４千円  →   ３，８３２，８６３千円 ※１月補正含みベース） 

  事業概要：堤防等の高潮・侵食対策、耐震対策、海岸堤防強靱化対策を進めます。 

 

 

農林水産部 
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⑤緊急輸送道路機能確保事業 

（第８款 土木費 第２項 道路橋りょう費 ３ 道路橋りょう新設改良費）など 

予算額：(R3) ４，７２５，４０４千円 → (R4) ４，９３１，４７４千円  

（５，５８９，６０４千円 → ６，０１５，７８０千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：災害対応力の充実・強化のため、緊急輸送道路等の土砂災害対策や橋梁耐震対策を進め

ます。  

 

  

⑥治山事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ７ 治山費） 

予算額：(R3) ３，５１３，７２５千円 → (R4) ３，５２４，１９５千円 

（４，０２５，７２５千円  → ３，５８７，１９５千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：災害に強い森林づくりに向け、土砂災害の防止を図る治山施設を整備するとともに、

公益的機能が低下した保安林の整備を進めます。 

 

⑦海岸保全施設整備事業 

（第６款 農林水産業費 第３項 農地費 ３ 農地防災事業費） 

予算額：(R3) ３３０，７５０千円 → (R4) １５２，７８５千円 

事業概要：老朽化した海岸保全施設の改修等の実施により施設の機能強化、回復を進めます。 

 

⑧県営漁港海岸保全事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 ６ 水産基盤整備費） 

予算額：(R3) ４１５，３９８千円 → (R4) ４６４，８０１千円 

（４７８，３９８千円 →      ４７９，８０１千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：大規模自然災害に備えるため、海岸保全施設の改修等の実施により施設の機能強化を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産部 

18



 

 

19



施策２－１  

 
 

 

【主担当部局：医療保健部】 

現状と課題 

①令和２年度に行った「第７次三重県医療計画」の中間見直しをふまえ、５疾病・５事業および在宅

医療の対策等の医療提供体制の構築を進めるとともに、地域医療構想の実現に向け、県内８地域に

設置する地域医療構想調整会議において医療機能の分化・連携に係る検討を進めています。今般の

新型コロナウイルス感染症が地域の医療提供体制に与えた影響をふまえた上で、取組を進めていく

必要があります。 

 

②若手医師を中心に、県内の医師数は着実に増加していますが、国から示された都道府県ごとの医師

偏在指標は下位（医師少数都道府県）に位置づけられるなど、依然として不足している状況にあり、

また、地域偏在等の課題もあることから、引き続き、地域医療に従事する医師の確保を図る必要が

あります。 

 

③看護職員数は年々増加の傾向にはありますが、需給推計では依然として不足が見込まれており、特

に訪問看護等在宅医療を担う看護職員や、新型コロナウイルス感染症に対応する専門的な看護師が

不足していることから、引き続き、看護職員総数の確保を図るとともに、不足する領域の看護師の

確保を図る必要があります。 

 

④「第７次三重県医療計画」に基づき、脳卒中や心筋梗塞等への対策として、発症予防や急性期にお

ける医療体制の構築などを進めています。循環器病対策基本法の施行をふまえ、「三重県循環器病対

策推進計画」を策定し、循環器病対策を総合的かつ計画的に進めていく必要があります。 

 

⑤「三重県がん対策推進計画（第４期三重県がん対策戦略プラン）」に基づき、避けられるがんを防ぐ

ことや、さまざまながんの病態に応じて、適切ながん医療や支援を受けられるよう、総合的かつ計

画的ながん対策を実施しています。新型コロナウイルス感染症の影響により、がん検診の受診や医

療機関への受診を控える傾向が見られることから、がん検診の受診や医療機関への早期受診を促す

必要があります。 

 

⑥平成 30年４月から県が市町とともに国民健康保険の運営を担い、財政運営の責任主体として中心的

な役割を果たしています。財政運営に係る事務を確実に行い、円滑な国保運営に努めるとともに、

制度の持続可能性を高めるため、引き続き各市町の保険財政の安定化や医療費適正化を図っていく

必要があります。 

 

⑦子ども・一人親家庭等・障がい者が、経済的理由から必要な医療を受けられないことにより、疾病

が重症化することを防ぎ、安心して必要な医療を受けられるようにするため、各市町が実施する福

祉医療費助成事業を支援していく必要があります。 

 

 

 

地域医療提供体制の確保 
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⑧救命率の向上を図るため、消防職員の救急救命士養成機関への入校を支援し、救急救命士の養成に

取り組むとともに、救急救命士が行う輸液などの特定行為を円滑に行うための講習、通信指令員に

係る救急教育を実施するなど救急救命士の資質向上に取り組んでいます。引き続き、三重県救急搬

送・医療連携協議会によるメディカルコントロール体制のもと、救急救命士の養成や資質向上に取

り組む必要があります。 

 

⑨新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、各県立病院において、引き続き同感染症に係る

専用病床の確保や検査などに対応しながら、診療機能を維持していく必要があります。 

 

⑩こころの医療センターにおいては県内の精神科医療の中核病院としての取組を、一志病院において

はプライマリ・ケアの実践や人材育成の取組を、志摩病院においては指定管理者制度のもと地域の

中核病院としての取組を進めています。今後も、それぞれの役割やニーズに応じた医療を提供しな

がら、健全な病院運営を行っていく必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

 

①地域にふさわしいバランスのとれた医療提供体制の構築をめざして、新型コロナウイルス感染症に

係る対応等をふまえ、「第７次三重県医療計画」における目標の達成に向けた取組を進めるととも

に、地域医療構想の実現に向けて、地域医療構想調整会議等を通じて、医療機関の機能分化や連携

に係る協議を進めます。 

 

②医師の確保について、「三重県医師確保計画」に基づき、医師修学資金貸与制度の運用や、地域枠

医師等に対するキャリア形成支援と医師不足地域への医師派遣を進めるなど、医師の総数の確保と

偏在の解消に取り組みます。 

 

③看護職員の確保・定着を図るため、看護職員修学資金貸与制度の運用や、三重県ナースセンターに

おける潜在看護職員の復職支援などにより、県全体の看護職員の確保に努めるとともに、訪問看護

等在宅医療を担う看護職員の育成や感染管理認定看護師の養成に取り組みます。 

 

④脳卒中や心筋梗塞等の循環器病対策を進めるため、令和３年度に策定する「三重県循環器病対策推

進計画」に基づき、予防や正しい知識の普及啓発、保健、医療および福祉に係るサービス提供体制

の充実、対策を推進するための基盤整備など、総合的かつ計画的に取組を推進します。 

 

⑤がん対策のさらなる推進をめざし、「三重県がん対策推進計画（第４期三重県がん対策戦略プラン）」

における３つの柱である「がん予防」、「がん医療の充実」、「がんとの共生」のそれぞれの段階に応

じた総合的ながん対策を実施することで、より効果的な事業の展開を図ります。とりわけ、がんの

早期発見・早期治療の観点から、市町や医療機関等と連携して、がん検診の受診や医療機関への受

診が遅れないよう、さらなる受診勧奨等に努めていきます。 
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⑥国民健康保険の財政運営の責任主体として市町や関係団体と連携し、安定的な財政運営や効率的な

事業実施に努めるとともに、三重県国民健康保険運営方針等に沿って、市町の国保事業の安定的な

運営を支援しつつ、保険者努力支援制度等を活用し、医療費適正化や収納率向上等の取組を促進し

ます。 

 

⑦子ども・一人親家庭等・障がい者が安心して必要な医療を受けられるようにするため、市町が実施

する医療費助成事業を引き続き支援します。 

 
 

⑧救命率の向上を図るため、引き続き、消防職員の救急救命士養成機関への入校を支援し、救急救命

士の養成に取り組むとともに、指導救命士の養成講習や救急救命士が行う特定行為を円滑に行うた

めの講習を実施するなど救急救命士の資質向上に取り組みます。 

 
 

⑨新型コロナウイルス感染症による今後の影響が見通せない中、各病院において、引き続き徹底した

感染対策を講じながら診療機能を維持するとともに、同感染症にかかる専用病床の確保や検査、ワ

クチン接種にも対応し、県立病院としての役割を果たしていきます。 

 

⑩こころの医療センターにおいては、政策的医療のほか訪問看護やデイケア等の地域生活支援、認知

症治療や依存症治療等の専門的医療の提供に取り組みます。一志病院においては、総合診療医を中

心としたプライマリ・ケアの実践やプライマリ・ケア人材の育成、地域包括ケアシステムの構築に

向けた多職種連携に取り組みます。志摩病院においては、指定管理者と密接に連携しながら地域の

医療ニーズをふまえた診療機能の充実に向けて取り組みます。 

 
主な事業 

 

① 医療審議会費 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 １ 医務費） 

 予算額：（R3） ５，７６０千円 → （R4） ５，７０９千円 

 事業概要：医療審議会や地域医療構想の達成に向けて、県内８地域に設置する地域医療構想調整会

議において、新型コロナウイルス感染症への対応をふまえたうえで、医療機関の分化や

連携に係る協議を行います。また、三重県地域医療介護総合確保懇話会を開催し、地域

医療介護総合確保基金に係る令和４年度県計画を策定します。 

 

② 病床機能分化推進基盤整備事業 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 １ 医務費） 

 予算額：（R3） ２１３，２６４千円 → （R4） １３４，８０１千円 

 事業概要：地域にふさわしいバランスの取れた医療提供体制の構築に向けて、病床機能の再編に取

り組む医療機関を支援します。 

 

 

 

医療保健部 

防災対策部 

病院事業庁 
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③ 在宅医療体制整備推進事業 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ３ 老人福祉費） 

 予算額：（R3） ２３，５７２千円 → （R4） ２４，１１７千円 

 事業概要：地域における在宅医療体制の構築に向け、在宅医療・介護連携アドバイザーの派遣、住

民への普及啓発、人材育成等の事業に取り組みます。また、在宅医療・介護連携の推進

にかかる研修等を行うとともに、訪問看護ステーションの運営の安定化・効率化を図る

ための相談窓口の設置、アドバイザーの派遣等に取り組みます。 

 

④ 医師確保対策事業 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 １ 医務費） 

 予算額：（R3） ５８９，９４９千円 → （R4） ５５９，８６８千円 

 事業概要：医師の不足・偏在解消を図るため、医師修学資金貸与制度の運用、臨床研修医の定着支

援、若手医師の定着につながる指導医の確保・育成等に取り組むとともに、「女性が働

きやすい医療機関」認証制度等により医療機関の勤務環境改善の促進を図ります。 

 

⑤ 医師等キャリア形成支援事業 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 １ 医務費） 

 予算額：（R3） ５９，０５９千円 → （R4） ５８，１３２千円 

 事業概要：「三重県医師確保計画」に基づき、医師の偏在解消を図るため、三重県地域医療支援セ

ンターにおいて、地域枠医師および医師修学資金貸与者等に対するキャリア支援や医師

不足地域への医師派遣調整等に取り組みます。 

 

⑥ ナースセンター事業 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 ２ 医療従事者確保対策費） 

 予算額：（R3） ３９，７８９千円 → （R4） ３９，７９０千円 

 事業概要：未就業の看護師等に対して、無料就業斡旋等による再就業支援を行うとともに、看護の

魅力の発信を通じて、医療機関等の看護職員不足の解消を図ります。また、免許保持者

の届出制度に基づき把握した情報をもとに、再就業に向けた取組を進めます。 

 

⑦ （一部新）看護職員確保対策事業 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 ２ 医療従事者確保対策費） 

 予算額：（R3） １６４，２０３千円 → （R4） ５３８，７８９千円 

 事業概要：病院内保育所に対する運営支援を行うとともに、医療勤務環境改善支援センターにおけ

る病院内保育所に対する運営支援を行うとともに、医療勤務環境改善支援センターにお

ける医療機関への助言・支援等の取組を通じて、医療従事者の離職防止、復職支援を図

ります。また、訪問看護等在宅医療を担う看護職員の育成や、感染管理認定看護師の養

成に取り組みます。さらに、国の経済対策に基づき、新型コロナウイルス感染症等に対

応する看護職員等の処遇改善を行っている病院を対象に必要な経費を支援します。 
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⑧ 脳卒中等循環器疾患対策事業費 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 １ 医務費） 

 予算額：（R3） ２，５０３千円 → （R4） ３，２１７千円 

 事業概要：令和３年度に策定する「三重県循環器病対策推進計画」に基づき、循環器病の予防や正

しい知識の普及啓発など総合的かつ計画的に取組を推進します。 

 

⑨ がん予防・早期発見事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ３ 予防費） 

 予算額：（R3） １４，３８６千円 → （R4） ８，５５８千円 

 事業概要：がん検診および精密検査の受診率向上のため、がん検診精度管理調査における結果の情

報共有等を行うとともに、各種がん検診において受診勧奨等に取り組む市町に対する支

援を行います。また、がんに対する県民の理解を深めるため、企業、関係機関・団体等

と連携し、がん検診やがんに関する正しい知識の普及啓発を進めるとともに、小・中・

高等学校の児童生徒を対象としたがん教育を支援します。 

 

⑩ がん医療基盤整備事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ３ 予防費） 

 予算額：（R3） ６６，４２１千円 → （R4） ５４，７０６千円 

 事業概要：がんの実態を把握するため、三重大学医学部附属病院と連携し、精度の高いがん罹患情

報の収集・集計（がん登録）に取り組むともに、蓄積されたがん登録情報をもとに、市

町、医療機関への集計・分析結果の情報提供、がん対策に係る施策の検討および効果の

検証を行います。また、がん医療に携わる医療機関の施設・設備の整備に必要な経費を

支援するなど、がん医療提供体制の充実を図ります。 

 

⑪ がん患者支援事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ３ 予防費） 

 予算額：（R3） ４２，０１３千円 → （R4） ４１，７６１千円 

 事業概要：がん診療連携拠点病院等におけるがん相談支援センターの運営や緩和ケアに関する知

識・技能を持った医療従事者等を養成するための研修等の事業実施を支援します。また、

三重県がん相談支援センター等の相談窓口を周知するとともに、がん患者とその家族等

のための相談を実施します。さらに、がん患者が治療と仕事を両立できるよう、就労等

の社会生活への支援や、企業への訪問、説明会の開催等を通じて、がんに関する正しい

知識の普及啓発を進め、治療と仕事が両立できる環境の整備に取り組みます。 

 

⑫ 三次救急医療体制整備推進事業 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 １ 医務費） 

 予算額：（R3） ４７９，０７９千円 → （R4） ４８２，１８４千円 

 事業概要：重篤な救急患者の医療を確保するため、救命救急センターの運営やドクターヘリの運航

に必要な経費を支援します。また、高度救命救急センターの整備に向けて検討します。 
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⑬ 小児・周産期医療体制強化推進事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 １ 公衆衛生総務費） 

 予算額：（R3） ３５６，３６７千円 → （R4） ３１６，１６４千円 

 事業概要：周産期母子医療センターや小児医療機関の運営および設備整備を支援するとともに、周

産期死亡率のさらなる改善に向け、周産期医療に係るネットワーク体制の構築や多職種

連携のための研修会等を開催し、安心して産み育てることができる環境づくりを推進し

ます。 

 

⑭ 国民健康保険事業特別会計繰出金 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ６ 国民健康保険指導費） 

 予算額：（R3） ９，９９０，６８７千円 → （R4） ９，７３１，９９１千円 

 事業概要：国民健康保険財政の安定化を図るため、国民健康保険運営事業に必要な経費について、

国民健康保険法等で定められた額を県国民健康保険事業特別会計に繰り入れたうえで

市町等へ交付します。 

 

⑮ 子ども医療費補助金 

 （第３款 民生費 第２項 児童福祉費 １ 児童福祉総務費） 

 予算額：（R3） ２，１５３，５５１千円 → （R4） ２，０４７，４５７千円 

 事業概要：子どもが必要な医療を安心して受けることができるよう、市町が実施する医療費助成事

業に要する経費について補助を行います。 

 

⑯ 一人親家庭等医療費補助金 

 （第３款 民生費 第２項 児童福祉費 ３ 母子福祉費） 

 予算額：（R3） ４１１，１４９千円 → （R4） ４０２，８８６千円 

 事業概要：一人親家庭等が必要な医療を安心して受けることができるよう、市町が実施する医療費

助成事業に要する経費について補助を行います。 

 

⑰ 障がい者医療費補助金 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ２ 障がい者福祉費） 

 予算額：（R3） ２，２４２，９７４千円 → （R4） ２，２１１，７９５千円 

 事業概要：障がい者が必要な医療を安心して受けることができるよう、市町が実施する医療費助成

事業に要する経費について補助を行います。 

 
 

⑱救急救命活動向上事業 

 （第２款 総務費 第８項 防災費 ２ 消防指導費） 

 予算額：(R3) ２，９１９千円 → (R4) ２，９１９千円 

 事業概要：救命率の向上に向け、メディカルコントロール体制のもとで指導救命士の養成講習や、

救急救命士が行う特定行為を円滑に行うための講習等を実施します。 

 

 

 

防災対策部 
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⑲病院施設・設備整備事業 

 （第１款 資本的支出 第１項 建設改良費 １ 病院増改築工事費） 

 予算額：(R3) ２２８，００１千円 → (R4) ４３４，３９５千円 

 事業概要：安全・安心な療養環境の整備・向上を図るため、志摩病院の病棟屋上防水・外壁改修や

空調機改修、こころの医療センターのエレベーター改修を実施します。 

 

⑳志摩病院管理運営事業 

 （第１款 病院事業費用 第１項 医業費用 ３ 経費 等） 

 予算額：(R3) １，２０５，８２０千円 → (R4) １，０１３，４３７千円 

 事業概要：志摩病院の指定管理者に対して、政策的医療を実施するために必要な経費（指定管理料）

を交付するとともに、安定的、継続的な病院運営を実施するための資金の貸付を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院事業庁 
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施策２－２  

 
 

 

【主担当部局：医療保健部】 

現状と課題 

①新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制を確保するため、病床の確保や臨時応急処置施設、

宿泊療養施設の運営に取り組むとともに、自宅療養者への健康フォローアップ等にも対応していま

す。また、医療機関、民間検査機関などさまざまな関係機関と連携・協力し、検査体制を確保する

とともに、市町等と連携し、円滑なワクチン接種の推進に取り組んでいます。今後も新型コロナウ

イルス感染症の発生動向を注視するとともに、感染状況に応じた的確な対策を講じていく必要があ

ります。 

 

②季節性インフルエンザやノロウイルスなど感染症全般に係る予防や拡大防止を図るため、県民等へ

感染予防の普及啓発を行っています。引き続き、感染症発生動向調査システム等を活用し、感染症

発生情報の収集・解析を行った上で、関係機関や県民への情報提供を行う必要があります。 

 

③ＨＩＶ感染症やウイルス性肝炎、結核等の感染症の検査を実施するとともに、相談体制の充実に取

り組んでいます。感染拡大や発病の予防には早期発見と適切な医療が重要であることから、引き続

き、これらの取組を進めていく必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

①新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制を確保するため、引き続き、病床の確保や臨時応急

処置施設、宿泊療養施設の運営に取り組むとともに、自宅療養者への健康フォローアップ等にも対

応していきます。また、検査需要に対応できるよう、医療機関、民間検査機関などさまざまな関係

機関と連携・協力し、検査体制を確保するとともに、ワクチン接種について、今後の状況を見据え

つつ、市町等と連携し円滑に進めていきます。 

 

②県民一人ひとりが感染症の予防や拡大防止に関する理解を深め、適切な行動がとれるよう、正しい

知識の啓発や流行状況に応じた情報発信等を行います。 

 

③ＨＩＶ感染症やウイルス性肝炎、結核等の感染症について、検査や検診の受診を促し、早期発見と

適切な治療につなげるため、相談体制の充実等に取り組みます。 

 
主な事業 

①防疫対策事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ３ 予防費） 

 予算額：（R3） ３９，５６６，４９６千円 → （R4） ４４，６５７，３００千円 

 事業概要：感染状況に応じた受入病床の確保や臨時応急処置施設、宿泊療養施設の整備・運営に取

り組むとともに、自宅療養者の健康フォローアップ体制を確保します。また、民間検査

機関等の活用により検査体制を確保するとともに、市町等との連携によりワクチン接種

を円滑に進めていきます。 

 

感染症対策の推進 
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②結核・感染症発生動向調査事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ３ 予防費） 

 予算額：（R3） １５，５４３千円 → （R4） １５，０８４千円 

 事業概要：感染症の予防や感染拡大防止のためには、その知識の普及啓発や流行状況に応じた情報

発信が必要であることから、感染予防に関する研修会の開催や感染症発生動向調査シス

テム等を活用した情報発信等に取り組みます。 

 

③エイズ等対策費 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ３ 予防費） 

 予算額：（R3） １２，８９３千円 → （R4） １４，５７２千円 

 事業概要：エイズや肝炎等の無料検査の実施、正しい知識の普及啓発、相談・指導体制の充実等に

より、感染拡大防止を図ります。また、肝炎ウイルス検査陽性者等のフォローアップ事

業や検査費用の助成を行い、重症化予防を図ります。 

 

④結核対策事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ２ 結核対策費） 

 予算額：（R3） ８，２５８千円 → （R4） ８，２４４千円 

 事業概要：結核の早期発見につなげるため、啓発活動と健康診断の助成制度を継続し、患者が治療

を完遂出来るよう訪問指導等でＤＯＴＳ（直接服薬確認療法）を実施します。また、結

核医療に従事する医師や医療従事者の確保を図るため、人材育成や研修に取り組みます。 
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施策２－３  

 
 

 

【主担当部局：医療保健部】 

現状と課題 

①施設サービスを必要とする方の増加が見込まれることから、広域型特別養護老人ホームの整備を進

めるとともに、特別養護老人ホームの入所基準の適正な運用に向けた施設への訪問調査を行ってい

ます。引き続き、特別養護老人ホーム等の介護基盤の整備を進めるとともに、入所基準の適正な運

用に向けた取組を行う必要があります。 

 

②介護人材を確保するため、県福祉人材センターによる参入促進のための取組や介護福祉士修学資金

等の貸付を実施するとともに、介護未経験者を対象とした研修の実施や、外国人材を対象とした集

合研修の開催に係る事業所への支援、「介護助手」の導入に向けた支援を行っています。引き続き、

介護人材の新規参入および定着促進に向けて取り組む必要があります。 

 

③介護職員の負担軽減や介護現場における業務効率化に資する介護ソフト、タブレット端末などのＩ

ＣＴや介護ロボットの導入を支援するとともに、介護支援専門員の各種研修を実施し資質向上を図

っています。引き続き、これらの取組を実施し、介護サービスの質の向上や人材の確保を図る必要

があります。 

 

④地域の中で認知症サポーターを組織化し、認知症の人や家族のニーズに合った具体的な支援につな

げる仕組み（チームオレンジ）の構築の支援等を行っています。今後も認知症高齢者の増加が見込

まれることから、それぞれの地域で本人と家族を支えるための支援体制を構築するとともに、医療

と介護の連携を進め、認知症の予防や早期診察、診断後の支援等に取り組む必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

①施設サービスを必要とする高齢者が円滑に入所できるよう、特別養護老人ホーム等の介護基盤の整

備を進めるとともに、入所基準の適正な運用に向けた取組を行います。 

 

②介護人材を確保するため、県福祉人材センターによる無料職業紹介、マッチング支援等の取組や介

護福祉士修学資金等の貸付を実施するとともに、介護未経験者や外国人材の参入促進に取り組みま

す。また、介護職場における機能分担を進めるための「介護助手」の導入支援や「働きやすい介護

職場応援制度」の普及啓発等、介護人材の参入と定着促進に向けた取組を進めます。 

 

③介護サービスの一層の充実を図るため、介護現場の生産性向上に資する介護ロボットやＩＣＴの導

入促進に取り組むとともに、介護支援専門員の資質向上に向けた研修を実施します。 

 

④認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会をめざして、「共生」と「予防」を車の両

輪として総合的に施策を推進するため、認知症サポーターの養成やチームオレンジの構築を支援す

るとともに、認知症の予防や早期診療、診断後の支援等に取り組みます。 

 
 

介護の基盤整備と人材確保 
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主な事業 

① 介護サービス基盤整備補助金 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ３ 老人福祉費） 

 予算額：（R3） ３３７，６６５千円 → （R4） ３９６，４１８千円 

 事業概要： 施設サービスを必要とする高齢者ができるだけ円滑に入所できるよう、特別養護老人ホ

ーム等の整備を支援します。 

 

② （一部新）介護保険サービス事業者・施設指定事業 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ３ 老人福祉費） 

 予算額：（R3） ８３，０１２千円 → （R4） ３，６９０，５９４千円 

 事業概要：新型コロナウイルス感染症が発生した介護保険事業所・施設等に対し、介護報酬の対象と

ならないかかり増し経費の支援等を行います。 

      国の経済対策に基づき、介護職員の処遇改善を行っている介護保険事業所・施設を対象に

必要な経費を支援します。 

 

③ 介護サービス施設・設備整備等推進事業 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ３ 老人福祉費） 

 予算額：（R3） ７４１，４４４千円 → （R4） ７７５，６８０千円 

      （１，０７２，１９４千円 →   １，０８９，５４３千円 ※２月補正含みベース） 

 事業概要：新型コロナウイルスの感染防止対策について、介護施設等へ配布する衛生用品等の購入や

備蓄を進めるとともに、介護施設等における面会室の整備や簡易陰圧装置の設置等の支援

を行います。 

      高齢者が住み慣れた地域で必要なサービスが受けられるよう、地域医療介護総合確保基金

を活用し、地域密着型サービスの整備や療養病床から介護医療院への円滑な転換等を支援

します。また、介護施設等における防災・減災対策を推進するため、高齢者施設等の非常

用自家発電設備等の整備に必要な経費等を支援します。 

 

④ （一部新）福祉人材センター運営事業 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

 予算額：（R3） ４４，１１４千円 → （R4） ４４，１２３千円 

 事業概要：福祉人材センターに福祉・介護職場に係る求人・求職情報を集約し、無料職業紹介や福祉

職場説明会の実施に取り組むとともに、法人向け研修会を開催するなど、福祉・介護職場

での就労を希望する人や事業者への支援を行います。また、新たに介護助手等普及推進員

を配置し、介護助手の導入支援促進を図ります。さらに、介護職員の悩み相談窓口を設置

し、離職防止を図ります。 

 

⑤ （一部新）福祉・介護人材確保対策事業 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

 予算額：（R3） １０４，３７５千円 → （R4） １２２，３５４千円 

 事業概要：若い世代に対し、福祉・介護の魅力を発信するとともに介護未経験者のための入門的研修

や離職者、就職氷河期世代に対する介護職員初任者研修を開催します。また、小規模事業

所等に対する人材確保と定着のための支援、潜在的有資格者の介護職場への再就業促進、

働きやすい介護職場の応援制度の運用を行います。さらに、離島・中山間地域等における

人材確保のための支援等に取り組みます。 
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⑥ （一部新）介護福祉士等修学資金貸付事業 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

 予算額：（R3） ８２千円 → （R4） ５２，２９９千円 

    （７６，０８２千円 →     ５２，２９９千円 ※２月補正含みベース） 

 事業概要：他業種から介護職への転職者に就職準備金を貸し付けるとともに、介護福祉士の資格取得

をめざす福祉系高校の学生に対して修学資金を貸し付けます。 

 

⑦ 外国人介護人材確保対策事業 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

 予算額：（R3） ２０，５０３千円 → （R4） ３８，２４７千円 

 事業概要：外国人技能実習生等を対象とした介護技術の向上を図るための集合研修を行います。 

      また、外国人留学生の就労先の介護施設等が実施する奨学金制度を支援します。 

 

⑧ 三重県介護従事者確保事業費補助金 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

 予算額：（R3） １４５，６３３千円 → （R4） ４４７，１６１千円 

 事業概要：地域医療介護総合確保基金を活用し、介護従事者確保のため、「参入促進」、「資質向上」、

「労働環境・処遇の改善」に取り組む市町や介護関係団体等を支援します。また、介護施設

等が行う介護ロボットやＩＣＴの導入等を支援します。 

 

⑨ 介護支援専門員資質向上事業 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ３ 老人福祉費） 

 予算額：（R3） ３０，１６７千円 → （R4） ２７，６７２千円 

 事業概要：高齢者が要介護状態となっても、できる限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むこ

とができるよう、その中核を担う介護支援専門員の資質向上の研修と資格管理を行います。 

 

⑩ 認知症地域生活安心サポート事業 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ３ 老人福祉費） 

 予算額：（R3） １６，１６５千円 → （R4） １５，２４９千円 

 事業概要：認知症サポーターの養成を行うとともに、サポーターを組織化して認知症の人や家族への

支援につなげる仕組み（チームオレンジ）の構築に取り組む市町を支援します。また、市

町における成年後見制度に係る中核機関の設置の取組を促進するため、アドバイザーの派

遣、研修会・報告会の開催に取り組みます。 

 

⑪ （一部新）認知症ケア医療介護連携事業 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ３ 老人福祉費） 

 予算額：（R3） ４１，９０９千円 → （R4） ５８，７４９千円 

 事業概要：認知症の人や家族が、診断後であっても、今後の生活や認知症に対する不安の軽減が図ら

れるとともに円滑な日常生活を過ごせるよう、認知症疾患医療センターにおいて新たに診

断後等支援機能の強化を行うなど、医療と介護の連携を進め、認知症の早期からの適切な

診断や対応に取り組みます。 
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施策２－４  

 
 

 

【主担当部局：医療保健部】 

現状と課題 

①県民の主体的な健康づくりを推進するため「三重とこわか健康マイレージ事業」を実施するととも

に、企業における健康経営の取組を推進するため「三重とこわか健康経営カンパニー」認定制度の

普及定着に取り組んでいます。新型コロナウイルス感染症の影響により、生活習慣が変化し、心身

等への影響が生じる一方で、健康への関心が高まり、健康づくりに取り組む県民の皆さんが増加し

ているこの機を捉え、社会全体で健康づくりの取組をさらに推進していく必要があります。 

 

②「三重の健康づくり基本計画」に基づき、企業、関係機関・団体と連携して、健康的な食生活に関

する啓発や「健康づくり応援の店」の登録を行っています。また、喫煙・受動喫煙が健康に及ぼす

影響等について情報発信を行うとともに、「たばこの煙の無いお店」の認定に取り組んでいます。適

正な生活習慣の定着に向け、引き続き取組を推進していく必要があります。 

 

③令和２年度に改正した「みえ歯と口腔の健康づくり条例」に基づき、歯と口腔の健康づくりに関す

る施策の充実を図っています。引き続き、市町、関係機関・団体等と連携して、各ライフステージ

に応じた歯と口腔の健康づくりを計画的に推進する必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

①コロナ禍において健康づくりの重要性が再認識されていることをふまえ、企業、市町、関係機関・

団体等と連携し、社会全体で継続して健康づくりに取り組む気運の醸成を図るとともに、新しい生

活様式にも対応した個人の主体的な健康づくりや企業の健康経営を推進します。 

 

②さまざまな主体との連携により食育活動を推進し、バランスとのとれた食事の重要性について広く

県民に啓発を行います。また、受動喫煙防止に係る事業所等からの相談に応じるとともに、喫煙・

受動喫煙が健康に及ぼす影響等について、県民に情報発信を行います。 

 

③県民の皆さんの歯科口腔保健の保持増進を図るため、市町、関係機関・団体等と連携し、各ライフ

ステージに応じた対策や医科歯科連携による疾病対策等に取り組みます。 

 
主な事業 

①三重とこわか健康推進事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 １ 公衆衛生総務費） 

 予算額：（R3） ３２，５０５千円 → （R4） ２４，２３０千円 

 事業概要：新しい生活様式に対応した健康づくりの取組を進めるため、県民が主体的かつ継続的に

健康づくりに取り組めるよう、デジタル技術を活用した「三重とこわか健康マイレージ

事業」を行う市町を支援するとともに、「三重とこわか健康経営カンパニー」の認定や

表彰、取組事例の水平展開等を通じて、企業における主体的な健康経営を促進します。 

 

 

健康づくりの推進 
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②三重の健康づくり推進事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 １ 公衆衛生総務費） 

 予算額：（R3） ２２，８３７千円 → （R4） ２０，４２８千円 

 事業概要：受動喫煙の防止や生活習慣の改善、食育に係る取組が各地域で促進されるよう、関係機

関と連携を図り、地域に応じた健康づくりを推進します。また、「三重の健康づくり基

本計画」の最終評価および次期計画策定の基礎資料を得るため、県民の健康づくりに関

する意識調査を実施します。 

 

③国民健康・栄養調査費 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 １ 公衆衛生総務費） 

 予算額：（R3）  ８，４８０千円 → （R4） １０，２６４千円 

 事業概要：県民の健康増進を図る「三重の健康づくり基本計画」の最終評価及び次期計画策定の基

礎資料を得るため、県民の身体状況、栄養摂取量及び生活習慣状況に関する調査を実施

します。 

 

④歯科保健推進事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 １ 公衆衛生総務費） 

 予算額：（R3） ９３，９９４千円 → （R4） ９４，１４７千円 

 事業概要：「みえ歯と口腔の健康づくり条例」をふまえ、各地域の在宅口腔ケアや歯科治療の充実、

介護予防、医科歯科連携に取り組むため、地域口腔ケアステーションの機能充実を図る

とともに、歯科口腔保健に関する啓発やフッ化物洗口の実施施設数の拡大に向けて、市

町、関係機関・団体等と連携して取り組みます。また、「みえ歯と口腔の健康づくり基

本計画」などの最終評価および次期計画策定の基礎資料を得るため、歯科疾患実態調査

を実施します。 
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施策３－１  

 
 

 

【主担当部局：警察本部】 

現状と課題 

①大台警察署は、近い将来に発生が予想される南海トラフ地震等の災害発生時、南部地域の災害活動

拠点として、警察活動を迅速かつ的確に展開できるよう建て替えを進める必要があります。また、

尾鷲警察署は、外壁のひび割れが多数存在し、屋上防水機能が低下するなど、老朽化が著しく、大

規模改修により長寿命化を図る必要があります。これらの築年数が経過した警察施設は、バリアフ

リーが十分には確保されていないなど、あらゆる来庁者にとって利用しやすい状況となっていない

ことから、来庁者に配慮した施設の整備にも取り組む必要があります。 

 

②犯罪が悪質化・巧妙化し、その早期検挙が重要となる中、裁判員裁判制度が導入されるなど、犯罪

の立証において客観証拠の重要性が高まり、科学捜査力の充実、鑑定の高度化・効率化が求められ

ています。現在、本部庁舎内にある科学捜査研究所の作業スペースは極めて狭く、狭隘化が過度に

進んでいることから、独立庁舎を整備する必要があります。 

 

③110 番通報を適切に受理し、パトカー等を現場へ急行させるための通信指令システムが、令和４年

度中にリース契約期間満了となるため、システムの更新整備を行う必要があります。 

 

④78 か所の交番・駐在所が耐用年数を超過しており、建替整備等を進めて地域住民の利便性の向上や

施設のセキュリティの強化を図るほか、パトカーが配備されていない 31 か所の駐在所の機動力を

確保するなど、警察活動を支える基盤の整備に取り組む必要があります。 

 

⑤サイバー空間の脅威に対処するため、最新の技術・サービスを悪用したサイバー犯罪の取締りを強

化するほか、サイバー犯罪に関する相談が後を絶たないことから、被害防止対策を推進するなど、

サイバー空間の安全安心の確保に向けた取組を推進する必要があります。 

 

⑥社会のデジタル化に向けた機運が急速に高まる中、警察の業務を高度化、効率化するためのシステ

ム開発を行う人材が不足し、開発環境も不十分な状況にあります。このため、警察のデジタル化基

盤の強化に向けて、システム開発を行う人材の育成と開発環境の整備を行う必要があります。 

 

⑦刑法犯認知件数は減少を続けている一方で、子どもや女性、高齢者等が被害に遭う犯罪は後を絶た

ず、通学路等における子どもの安全確保、高齢者が特殊詐欺被害に遭わないための取組が求められ

ています。県民の皆さんが安全で安心して暮らせる犯罪の起きにくい社会を構築するため、市町や

地域住民、ボランティア団体などさまざまな主体と連携・協働して犯罪防止に向けた取組を推進す

る必要があります。 

犯罪に強いまちづくり 
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⑧安全で安心な三重のまちづくりを推進していくため、市町に加え県民の皆さんや、事業者等との連

携を強化するとともに、地域防犯力の向上に向けて人材育成や意識啓発に継続して取り組む必要が

あります。また、県内市町における犯罪被害者等支援条例の制定等が進みつつある中、総合的な支

援体制のさらなる底上げが求められるとともに、二次被害を防止するため犯罪被害者等に対する県

民の皆さんの理解を一層促進していく必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

 

①災害等有事の際の即応体制、災害活動拠点としての機能に配意しつつ、人口減少・高齢化社会に適

応した大台警察署の整備に取り組みます。また、老朽化した尾鷲警察署を大規模改修して長寿命化

を図るとともに、ユニバーサルデザインを取り入れ、来庁者が利用しやすい施設の整備に取り組み

ます。 

 

②ＤＮＡ型の鑑定や解析を緻密かつ効率的に実施できるよう科学捜査研究所の独立庁舎整備を進め

るほか、犯罪を早期に検挙するために必要な捜査資機材を整備し、重要犯罪を始め、県民の皆さん

に不安を与える各種犯罪の徹底検挙を図ります。 

 

③さまざまな警察事象に迅速・的確に対応するため、既存の通信指令システムの更新整備にあわせ 

て機能強化を図ります。 

 

④老朽化した交番・駐在所の建て替え、人口増加が著しい朝日町への交番の新設、パトカーの配備  

など警察活動を支える基盤の整備に取り組みます。 

 

⑤社会情勢等の変化に的確に対応しつつ、サイバー空間の脅威に的確に対処するため、民間事業者等

の情報や知見を活用し、サイバー犯罪捜査の中核となる専門的な捜査員の育成に取り組みます。 

 

⑥警察活動を支える情報システムの維持、充実を図るため、その開発・運用に必要な人材の育成や機

材の整備を図ります。 

 

⑦県民の皆さんが安全で安心して暮らせる、犯罪の起きにくい社会の実現に向け、市町や地域住民、

ボランティア団体などさまざまな主体と連携・協働し、特殊詐欺を始めとする各種犯罪の防止に向

けた取組を推進します。 

 

 

⑧犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するため、市町や県民の皆さん、事業者等と協働しなが

ら地域の自主的な防犯活動等を促進し、地域防犯力の向上を図ります。また、犯罪被害者等の立場

に立った支援が途切れることなく提供されるよう、市町や関係機関等が連携した総合的な支援体制

を整備するとともに、犯罪被害者等への県民の皆さんの理解促進を図ります。 

警察本部 

環境生活部 
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主な事業 

 

①警察署庁舎整備事業 

（第９款 警察費 第１項 警察管理費 ４ 警察施設費） 

   予算額：（R3） １２８，８５６千円 → （R4） １１１，７８３千円 

事業概要：南部地域の災害拠点としての役割を踏まえ、大台警察署の建替整備に向けて基本・実

施設計を行います。また、老朽化した尾鷲警察署の大規模改修を行うため、基本・実

施設計を行うほか、仮設庁舎の整備を行います。 

 

②庁舎等施設整備事業（科学捜査研究所整備事業） 

（第９款 警察費 第１項 警察管理費 ４ 警察施設費） 

予算額：（R3） ３，５６０千円 → （R4） ２８，０７５千円 

事業概要：緻密かつ効率的な鑑定を可能とする科学捜査研究所の独立庁舎整備に向けて基本・実

施設計を行います。 

 

③通信指令室機器維持管理事業 

（第９款 警察費 第２項 警察活動費 ２ 刑事警察費） 

   予算額：（R3） ３０８，１０２千円 → （R4） ５１５，１４４千円 

事業概要：通信指令システムの更新整備にあわせ、現場で活動する警察官と画像をリアルタイム

に共有できるようにするなどの機能強化を図ります。 

 

④警察官駐在所等整備事業 

（第９款 警察費 第１項 警察管理費 ４ 警察施設費） 

   予算額：（R3） ２０４，５８７千円 → （R4） ２１２，１７９千円 

事業概要：朝日町に交番を新設するほか、老朽化した交番・駐在所の建替整備を行います。 

 

⑤サイバー犯罪対処能力向上事業 

（第９款 警察費 第２項 警察活動費 ２ 刑事警察費） 

   予算額：（R3） ５，８１９千円 → （R4） ５，７１４千円 

事業概要：サイバー犯罪の被害防止対策、取締りを推進するため、サイバー犯罪捜査に精通した

人材の育成を図ります。 

 

⑥（一部新）情報化基盤運営事業 

（第９款 警察費 第１項 警察管理費 ２ 警察本部費） 

予算額：（R3） １９１，９８９千円 → （R4） ２４８，２３２千円 

事業概要：警察における行政手続のオンライン化や事務の効率化を図るため、情報システムの開

発・運用に必要な人材の育成や機材整備などの環境構築を行うほか、既存の情報シス

テムの更新整備を行います。 

警察本部 
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⑦地域安全活動推進事業 

（第９款 警察費 第２項 警察活動費 ２ 刑事警察費） 

予算額：（R3） ４，９４９千円 → （R4） ５，２５４千円 

事業概要：犯罪の起きにくい社会を実現するため、ボランティア団体などの活動を活性化すると

ともに、防犯情報を県民に広く提供するなど各種犯罪の防止に向けた取組を推進しま

す。 

 

 

⑧安全安心まちづくり事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 

予算額：(R3)  ７２８千円 → (R4)  ６２３千円 

事業概要：「安全で安心な三重のまちづくりアクションプログラム・第２弾」に基づき、市町と

の連携強化を図るとともに、県民の皆さんや事業者等さまざまな主体と協働しながら、

犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり実現に向けた取組を進めます。 

 

⑨犯罪被害者等支援事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 

予算額：(R3)  ８，５９１千円 → (R4)  ７，２５４千円 

事業概要：「三重県犯罪被害者等支援推進計画」に基づき、犯罪被害者等に寄り添った各種支援

施策を推進するとともに、関係機関・団体が相互に連携する総合的な支援体制を整備

します。また、犯罪被害者等が二次被害を受けることがないよう、県民の皆さんの理

解促進を図ります。 

環境生活部 
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【主担当部局：環境生活部】 

現状と課題 

①県内の交通事故死者数は、長期的には減少傾向が続き、過去最少レベルにありますが、高齢者が当

事者となる交通事故の占める割合が増加傾向にあるとともに、全国的に高齢運転者が当事者となる

交通事故が社会問題化しているため、高齢者の交通事故抑止対策を推進する必要があります。 

 

②交通安全施設等の老朽化が課題となっています。更新が不十分な状態では、信号機の誤作動や道路

標識が腐食して倒壊するおそれがあるほか、道路標示が剥離して視認性が低下するなど、交通規制

を担保することもできず、道路利用者の安全を確保することができません。このような状況をふま

え、交通安全施設等の計画的な更新整備を行う必要があります。 

  

令和４年度の取組方向 

 

①四季の交通安全運動をはじめとする広報・啓発活動を推進するとともに、子どもから高齢者まで幅

広い県民の皆さんを対象にした参加・体験・実践型の交通安全教育を実施します。また、高齢者の

交通事故防止対策として、市町や関係団体と連携の上、安全運転サポート車等の普及啓発に加えて、

高齢運転者の運転継続に向けた取組を進めます。飲酒運転違反撲滅のためには再発防止対策が重要

であることから、さらなるアルコール依存症に関する受診の促進、飲酒運転防止相談などの取組を

推進します。 

 

 

②歩行者の安全を確保するため、摩耗した横断歩道等道路標示の塗り替え、老朽化した信号制御機の

更新、歩行者支援システムの整備を行うなど交通安全施設等の適正な管理に取り組むとともに、道

路交通環境の変化等により実態に合わなくなった交通規制の見直しにも取り組みます。 

 

主な事業 
 

①交通安全企画調整事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ２ 交通安全対策費） 

予算額：(R3)  １，４６０千円 → (R4)  １，４６５千円  

事業概要：令和３年７月に策定した「第 11 次三重県交通安全計画」に基づき、市町や関係機関と 

連絡調整を図りながら効果的な交通安全対策を推進するとともに、令和３年３月に制定

した「三重県交通安全条例」について、Ｗｅｂ広告を活用して効果的・効率的に周知し、

県民の皆さんの交通安全意識や交通マナーの向上、自転車損害賠償責任保険等の加入促

進を図ります。 

 

 

 

 

施策３－２  交通安全対策の推進 

環境生活部 

環境生活部 

警察本部 
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②交通安全運動推進事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ２ 交通安全対策費） 

予算額：(R3)  ５，８７６千円 → (R4)  ５，１３８千円  

事業概要：関係機関・団体と連携して、四季の交通安全運動等における年間を通じた交通安全啓発

活動（ポスターの掲示、チラシ・啓発物品の配布、交通安全イベントの開催、ラジオ等

による広報啓発等）を行い、交通事故防止の徹底に向けた取組を推進します。 

 

③交通安全研修センター管理運営事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ２ 交通安全対策費） 

予算額：(R3) ３９，３５５千円 → (R4)  ３９，３５５千円  

事業概要：県交通安全研修センターにおいて、幼児から高齢者まで幅広い県民の皆さんを対象にし

た参加・体験・実践型の交通安全教育を実施するとともに、地域や職域で活動する交通

安全教育指導者の養成・資質向上を図ります。 

 

④飲酒運転０(ゼロ)をめざす推進運動事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ２ 交通安全対策費） 

予算額：(R3)  ３，２６８千円 → (R4)  ３，３１４千円  

事業概要：令和３年８月に策定した「第３次三重県飲酒運転０(ゼロ)をめざす基本計画」に基づき、

関係機関と連携し、飲酒運転の根絶に関する教育および知識の普及・啓発を行います。

特に、飲酒運転違反者に対して、アルコール依存症に関する診断を受けるよう通知、勧

告、再勧告を行うことにより再発防止対策を推進するとともに、飲酒運転とアルコール

問題に関する相談窓口を運営し、飲酒運転の根絶を図ります。 

 

 

⑤交通安全施設整備事業 

（第９款 警察費 第２項 警察活動費 ４ 交通安全施設整備費） 

予算額：（R3）１，４８５，１６３千円 →（R4）１，８６１，８１４千円 

（１，４８５，１６３千円 →      １，８７５，５８０千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：摩耗した横断歩道の塗り替え、老朽化した信号制御機の更新、歩行者支援システムの整

備を行うなど交通安全施設等の更新、整備を行います。 

 

 

 

警察本部 
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【主担当部局：環境生活部】 

現状と課題 

①消費者を取り巻く社会環境は大きく変化しており、新たな消費者トラブルの発生が懸念されている

ことから、県消費生活センターが中核センターとしての役割を継続して発揮し、消費者トラブル防

止のため、さまざまな主体と連携した啓発活動や消費者教育を多様な手法により実施するとともに、

市町を含む県全体の相談対応能力の向上等を図る必要があります。また、持続可能な社会の形成に

寄与するため、エシカル消費の普及啓発に取り組む必要があります。 

主 

令和４年度の取組方向 

①消費者トラブルの未然防止・拡大防止のため、若年者や高齢者を中心に各世代の特性に適した方法

による効果的な啓発活動、消費者教育に取り組みます。また、エシカル消費に対する理解が深まる

よう、関係機関と連携して普及啓発を行います。県消費生活センターの専門性を確保するとともに、

県内どこに住んでいても質の高い相談が受けられるよう、市町を含む相談員の資質向上等を図りま

す。また、適正な商取引や商品・サービスの表示が行われるよう、事業者を監視・指導します。 

 

主な事業 
①消費者啓発事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ７ 消費生活事業費） 

予算額：(R3)  １６，０８７千円 → (R4)  ２０，５５６千円  

事業概要：消費者トラブルの未然防止、拡大防止に向けて、若年者や高齢者を中心に幅広い世代を

対象とした消費生活出前講座等を開催するとともに、市町、消費者団体、事業者団体、

関係機関、消費者啓発地域リーダー等のさまざまな主体と連携した啓発活動や多様な情

報媒体の活用等により消費者啓発・消費者教育に取り組みます。また、人や社会、環境

に配慮した消費行動であるエシカル消費に対する理解が深まるよう、関係機関と連携し

てセミナー等の普及啓発を行います。 

 

②消費者行政推進事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ７ 消費生活事業費） 

予算額：(R3)  ２４，３５９千円 → (R4)  ２０，５９９千円  

事業概要：弁護士等との連携により県消費生活センターの専門性を確保するとともに、県、市町の

相談員等を対象とした研修会を開催し、県全体の相談対応能力の向上を図ります。また、

消費者啓発地域リーダーを生かした啓発活動や見守り活動を促進するとともに、市町に

おける消費者行政の推進を支援します。 

 

③相談対応強化事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ７ 消費生活事業費） 

予算額：(R3)  ２４，７３３千円 → (R4)  ２４，３９２千円  

事業概要：県消費生活センターに消費生活相談員を配置するとともにその資質向上を図り、消費者

からの相談に対して迅速かつ適切に対応します。また、多重債務に関する相談に対して

関係機関と連携して、適切に対応します。 

施策３－３  消費生活の安全確保 
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④事業者指導事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ７ 消費生活事業費） 

予算額：(R3)  ６，２２２千円 → (R4)  ６，１６８千円  

事業概要：事業者指導の実効性を高めるため、不当商取引指導専門員を配置するとともに、国、近

隣県、警察、関係機関、関係部局等と連携して、悪質な取引や商品・サービスに係る不

適正な表示について事業者の監視・指導を行います。また、適正な商取引や商品等の表

示に向けた事業者の自主的な取組を支援します。 
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施策３－４  

 
 

 

【主担当部局：医療保健部】 

現状と課題 

①一般社団法人三重県食品衛生協会等の関係団体と連携し、食品事業者に対して改正食品衛生法の周

知等を行っています。全ての食品事業者が新たな許可・届出制度やＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に

対応できるよう、引き続き支援を行う必要があります。 

 

②食の安全・安心の確保に向け、農林水産物の生産から流通に至る監視指導とともに、関係事業者に

おける意識の醸成等に取り組んでいます。今後とも、食品関連事業者や生産者のコンプライアンス

意識の向上、消費者と食品関連事業者の相互理解を図る必要があります。また、卸売市場や食肉処

理施設における衛生管理の適正化を進める必要があります。 

 

③医薬品等の安全確保のため、医薬品製造業者や販売業者等に対する監視指導や医薬品等の検査を実

施するとともに、県民の皆さんへの医薬品等に関する正しい知識の啓発に取り組んでいます。引き

続き、医薬品製造業者等の監視指導や県民の皆さんへの啓発等を行う必要があります。 

 

④薬剤師・薬局は地域包括ケアシステムにおいて重要な役割を担っていることから、訪問薬剤管理指

導等に取り組む薬剤師・薬局等を支援しています。引き続き、在宅医療への薬剤師・薬局の参画に

係る取組や多職種連携、復職・転職の支援等により薬剤師の確保を進める必要があります。 

 

⑤ボランティア団体や関係機関等と連携して、献血意識の向上に取り組むとともに、骨髄移植しやす

い環境づくり等に取り組んでいます。将来にわたり献血や骨髄移植に対する協力者を確保するため、

引き続き、特に若年層に対する啓発に取り組む必要があります。 

 

⑥三重県動物愛護推進センター「あすまいる」を県の動物愛護管理の推進拠点として、公益社団法人

三重県獣医師会やボランティア団体等と連携し、殺処分数ゼロに向けた譲渡事業や動物愛護教室に

よる普及啓発活動、災害時の動物救護に係る体制整備等を行っています。「第３次三重県動物愛護管

理推進計画」に基づき、「人と動物が安全・快適に共生できる社会」をめざし、引き続き取組を推進

する必要があります。 

 

⑦「令和３年度三重県薬物乱用対策推進計画」に基づき、警察本部、教育委員会、ボランティア団体

等と連携し、薬物乱用防止に関する啓発、立入検査、再乱用防止に取り組んでいます。引き続き、

関係機関と連携し、大麻等の薬物乱用防止対策に取り組む必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

 

①食品事業者において、改正食品衛生法に基づく新たな許可・届出制度への対応が適切にできるよう

周知・支援を行うとともに、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が適切に運用できるよう食品事業者自ら

が行う衛生管理計画の作成・運用について支援を行います。 

 

食の安全・安心と暮らしの衛生の確保 

医療保健部 
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②医薬品等の安全確保のため、医薬品製造業者等の品質管理に関する技能向上を図るとともに、県民

の皆さんに対して医薬品等に関する正しい知識の啓発に取り組みます。 

 

③在宅医療への参画や多職種との連携等に取り組む薬局・薬剤師を支援するとともに、復職・転職の

支援など薬剤師の確保を進めます。 

 

④安定した血液供給の維持や骨髄バンクの円滑な運用に向け、ボランティア団体等と連携し、特に若

年層を対象とした啓発に取り組みます。 

 

⑤三重県動物愛護推進センター「あすまいる」を県の動物愛護管理の推進拠点として、「第３次三重

県動物愛護管理推進計画」に基づき、公益社団法人三重県獣医師会やボランティア団体等さまざま

な主体との協創により、殺処分数ゼロに向けた取組を進めるとともに、終生飼養等の普及啓発や災

害時における同行避難等の危機管理対応の取組を進めます。 

 

⑥薬物乱用防止対策の推進は、関係機関が連携して取組を進めていくことが重要であることから、引

き続き、「三重県薬物乱用対策推進本部」等を活用し、計画的な啓発、取締りや再乱用防止等を実

施することにより、大麻等の薬物乱用防止に取り組みます。 

 
 

⑦食の安全・安心に関し、食品関連事業者や生産者におけるコンプライアンス意識の向上を図るとと

もに、消費者との相互理解の醸成に取り組みます。また、畜産物の安定供給に向け、食肉処理施設

の経営安定を図るとともに、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に取り組みます。 

 
主な事業 

 

①食の安全総合監視指導事業費 

 （第４款 衛生費 第２項 環境衛生費 １ 食品衛生指導費） 

 予算額：（R3） ９３，５３４千円 → （R4） ９８，８２１千円 

 事業概要：食の安全・安心を確保するため、「三重県食品監視指導計画」に基づき、食品関係施設

の監視指導や食品中の残留農薬・微生物等の検査、食品表示の適正化等に取り組みます。

また、関係団体と連携し、食品事業者のＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の取組を支援する

とともに、営業許可制度の見直しに係る法改正に食品事業者が適切に対応できるよう助

言、指導を行います。 

 

②生活衛生関係営業指導費 

 （第４款 衛生費 第２項 環境衛生費 ２ 環境衛生指導費） 

 予算額：（R3） ２８，２７８千円 → （R4） ３１，４１０千円 

 事業概要：生活衛生営業施設等の監視指導や講習会等を行います。また、三重県生活衛生営業指導

センターと連携し、生活衛生営業施設等における自主的な衛生管理の推進を図ります。 

 

 

 

医療保健部 

農林水産部 
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③薬事審査指導費 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 ４ 薬務費） 

 予算額：（R3） １７，４９３千円 → （R4） １６，４２５千円 

 事業概要：医薬品等の品質、有効性および安全性を確保するための監視等を行うとともに、県民に

対して医薬品等の正しい知識を提供し、適正使用の推進に取り組みます。 

 

④薬事経済調査費 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 ４ 薬務費） 

 予算額：（R3） １５，９１６千円 → （R4） ５，５９７千円 

 事業概要：医薬品、医療機器等の安定供給と、適切な価格設定等に貢献するため、薬価調査、医薬

品需給状況調査を実施するとともに、医薬品製造業等の許認可事務を通じて、医薬品等

の品質確保をすすめます。また、後発医薬品の品質確保や適正使用の推進に取り組みま

す。 

 

⑤薬局機能強化事業 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 ４ 薬務費） 

 予算額：（R3） ７，５００千円 → （R4） ８，１４６千円 

 事業概要：「かかりつけ薬剤師・薬局」を推進するため、在宅医療への参画や多職種との連携等に

取り組む薬剤師・薬局を支援します。また、復職・転職の支援や、中・高校生への啓発

等の薬剤師への魅力を高める取組により、薬剤師の確保を図ります。 

 

⑥血液事業推進費 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 ４ 薬務費） 

 予算額：（R3）  ２，４３９千円 → （R4） ２，４２４千円 

 事業概要：将来的に安定して血液を供給するためには、若年層の協力が必要不可欠であることから、

高等学校における献血セミナーの開催や高校生、大学生等の献血ボランティアとの連携

を推進するとともに、献血セミナーの受講者等が実際に献血者に結び付く取組の充実を

図ります。また、医療機関における血液製剤使用の適正化を図ります。 

 

⑦骨髄バンク事業 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 ４ 薬務費） 

 予算額：（R3）  １，１３８千円 → （R4） １，１０９千円 

 事業概要：骨髄提供希望者（ドナ－）登録を推進するボランティア団体や三重県赤十字血液センタ

ー、市町等の関係機関と連携を図りながら、若年層を中心とした骨髄バンクに関する正

しい知識の普及啓発やドナ－の確保に取り組むとともに、「三重県骨髄等移植ドナー助

成事業補助金」により、ドナー助成を実施する市町を支援します。 
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⑧動物愛護管理推進事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ３ 予防費） 

 予算額：（R3） １２８，９９２千円 → （R4） １２２，６３１千円 

 事業概要：三重県動物愛護推進センター「あすまいる」を動物愛護管理の拠点として、「第３次三

重県動物愛護管理推進計画」に基づき、関係団体等と連携した動物愛護週間行事等の普

及啓発活動をはじめ、クラウドファンディングを活用した飼い主のいない猫の不妊・去

勢手術や子猫の育成、犬・猫の譲渡等の殺処分数ゼロに向けた取組等を推進します。 

 

⑨薬物乱用防止対策事業 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 ４ 薬務費） 

 予算額：（R3） ８，８４３千円 → （R4） ９，３９０千円 

 事業概要：警察本部等の関係機関と連携し、若年層を対象とした薬物乱用防止教室等による啓発活

動、違法薬物等の取締りや薬物依存症者等に対する回復支援を中心とした再乱用防止に

取り組みます。 

 
 

⑩食の安全・安心確保推進事業 

 （第６款 農林水産業費 第１項 農業費 １ 農業総務費） 

 予算額：(R3) ９７５千円 → (R4) １，１３０千円 

 事業概要：「食の安全・安心が確保された三重県」を実現するため、条例および基本方針に基づく

施策を総合的に推進するとともに、米トレーサビリティ法等に係る監視指導等に取り組

みます。また、消費者が食の安全・安心に関する正しい知識と理解を深め、適切に判断

し、食品を選択できるよう情報提供の充実を図ります。 

 

⑪食肉センター流通対策事業 

 （第６款 農林水産業費 第２項 畜産業費 １ 畜産振興費） 

 予算額：(R3) ８４，１０２千円 → (R4) ７９，３６１千円 

 事業概要：食肉の安定的な流通を確保するため、県内の基幹食肉処理施設である四日市市食肉セン

ターと松阪食肉流通センターの経営安定のための支援を行うとともに、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大防止に向けた衛生資機材の整備を支援します。 

 

農林水産部 
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【主担当部局：環境生活部】 

現状と課題 

①ＳＤＧｓが国連総会において採択されるなど、地球環境の持続可能性に対する国際的な危機感が高

まっていることから、環境への負荷が少ない持続可能な社会の実現に向けた取組や、環境教育・環

境学習の充実が求められています。また、大規模な開発事業等の実施にあたっては、環境影響の回

避や低減等の環境保全措置を講じるなど、適切な環境配慮が求められています。 

 

②温室効果ガス削減のための国際枠組みである「パリ協定」の本格運用が開始され、国内でも 2050 年

の脱炭素社会の実現に向け、2030 年度に温室効果ガスを 2013 年度から 46％削減することをめざす

ことが表明されるなど国内外で脱炭素の流れが加速している中、「三重県地球温暖化対策総合計画」

についても、削減目標の見直しと必要な対策の追加・拡充を行う必要があります。温室効果ガスの

排出削減等を行う地球温暖化の「緩和」だけでなく、既に現れている気候変動の影響や中長期的に

避けられない影響を回避・軽減する「適応」の取組を進める必要があります。 

主 

令和４年度の取組方向 

①ＳＤＧｓの考え方を取り入れた「三重県環境基本計画」に基づく取組を推進し、環境・経済・社会

の統合的向上を図ります。持続可能な社会の実現に向け自ら行動する人づくりを進めるため、県環

境学習情報センター等を活用して環境教育・環境学習に取り組みます。大規模な開発事業等につい

て、事業者が環境配慮を行い、環境に対する影響を低減させるため、環境影響評価等の取組を進め

ます。また、風力発電所に係る環境影響評価法の規模要件緩和に伴い、「三重県環境影響評価条例施

行規則」の見直しを行います。 

 

②脱炭素社会の実現に向け、「三重県地球温暖化対策総合計画」を見直すとともに、オール三重で「県

民一人ひとりが脱炭素に向けて行動する持続可能な社会」の実現に向けた取組を推進します。「三重

県地球温暖化対策推進条例」に基づく地球温暖化対策計画書制度等により事業者の自主的な温室効

果ガス排出削減の取組を促進するとともに、脱炭素経営に先進的に取り組む企業等を支援し、県に

おいても事業者として再エネ電力調達の手法を検討するなどの取組を進めます。また、県民の皆さ

んや市町等のさまざまな主体と連携し、「三重県地球温暖化防止活動推進センター」等が取り組む普

及啓発活動等を通じて、環境負荷の少ないライフスタイルへの転換を促進するとともに、地球温暖

化による本県の気候変動やその影響について、「三重県気候変動適応センター」と連携し、情報収集

や分析、情報発信を行い、気候変動適応の取組を促進します。 

 

主な事業 
①環境学習情報センター運営事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 １ 環境総務費） 

予算額：(R3)  ３２，０７４千円 → (R4)  ３２，０６８千円 

事業概要：県環境学習情報センターを拠点として、環境講座や環境保全に関するイベントの開催等

を通じて、環境教育・環境学習を進めるとともに、指導者の育成や情報提供等を行いま

す。  

施策４－１  脱炭素社会の実現 
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②環境影響・公害審査事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 １ 環境総務費） 

予算額：(R3)  ８３８千円 → (R4)  ９１４千円 

事業概要：環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業等について、事業者において適切な環境配

慮が行われるよう、環境影響評価の取組を促進するほか、風力発電所に係る「三重県環

境影響評価条例施行規則」の見直しを行います。また、公害事前審査や公害紛争処理に

係る制度を適切に運用します。 

 

③（一部新）脱炭素社会推進事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費） 

予算額：(R3)  １８，８０１千円 → (R4)  ２９，５０３千円 

事業概要：脱炭素宣言「ミッションゼロ 2050 みえ」の具現化に向けた取組をオール三重で進める

ため、「ミッションゼロ 2050 みえ推進チーム」の枠組みを活用して、再生可能エネル  

ギーの利用促進、脱炭素経営の促進、ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥの推進等に取り組みます。

特に、温室効果ガス排出量の多い産業部門対策として、優良な脱炭素への取組等を実地

に調査し、水平展開を図ることで、事業者等の自主的な脱炭素への取組を促進します。

また、県も脱炭素への取組を進めるため、県有施設への再エネ電力調達の手法を検討し

ます。 

 

④地球温暖化対策普及事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費） 

予算額：(R3)  １２，５００千円 → (R4)  １１，６６１千円  

事業概要：温室効果ガスの排出削減に向けた取組の普及を図るとともに、「三重県気候変動適応セ

ンター」と連携し、「気候変動適応法」に基づく気候変動影響への適応の取組を促進しま

す。また、脱炭素社会の実現に向けた動きが加速していることから、「三重県地球温暖化

対策総合計画」の削減目標の再検討や必要な対策を追加・拡充するなど、見直しを行う

とともに、同計画の進捗状況については、「三重県地球温暖化対策総合計画推進委員会」

で評価等を行います。 

 

⑤環境行動促進事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 １ 環境総務費） 

予算額：(R3)  ４，７４０千円 → (R4)  ４，６２４千円  

事業概要：「三重県地球温暖化防止活動推進センター」を拠点とした地球温暖化防止活動推進員に

よる活動や、学校、企業と連携した啓発活動を通じて、家庭における温室効果ガスの排

出削減に取り組みます。 
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【主担当部局：環境生活部廃棄物対策局】 

現状と課題 

①持続可能な循環型社会の構築をめざし、令和３年３月に「三重県循環型社会形成推進計画」を策定

し取組を実施しています。廃棄物の最終処分量は、県民の皆さん、事業者、行政等のさまざまな主

体が連携した３Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）の取組により一定削減が進んできているものの、

近年は横ばい傾向にあり、一層の取組が必要です。 

 

②プラスチックごみ対策については、資源循環の高度化や海洋への流出防止を図るため、ペットボト

ルのボトル to ボトルのモデル事業等に取り組むとともに、食品ロス削減については、令和３年７月

から食品提供システム「みえ～る」の運用を開始しています。引き続き、社会的課題となっている

これらの取組を一層推進していく必要があります。 

 

③排出事業者の処理責任の徹底については、改正した「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関す

る条例」等により、優良認定処理業者への委託を促進する必要があります。また、ポリ塩化ビフェ

ニル（ＰＣＢ）廃棄物の適正処理に取り組むとともに、南海トラフ地震等の大規模災害時において

も速やかに対応できるよう、災害廃棄物処理体制の強化が必要です。 

 

④産業廃棄物の不法投棄等は依然として後を絶たず、特に建設系廃棄物の割合が高い状況にあります。

不法投棄等を根絶するためには、未然防止と早期発見・早期是正が重要であることから、これまで

の取組に加え、ＩＣＴを活用した効率的・効果的な監視指導方法の検討が必要です。また、建設系

廃棄物は解体工事に伴って排出されることから、排出事業者の意識向上に資する取組や解体工事に

係る法令を所管する関係機関等との連携を進めていく必要があります。 

 

⑤過去に産業廃棄物が不適正処理され、行政代執行による生活環境保全上の支障等の除去等を行って

いる４事案（四日市市大矢知・平津、桑名市源十郎新田、桑名市五反田、四日市市内山）について

は、着実に環境修復を行い、安全・安心を確保する必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

①持続可能な循環型社会の形成に向けて、「３Ｒ＋Ｒ（再生可能資源への代替）」の促進や廃棄物処理

の安全・安心の確保に取り組むとともに、県民の皆さんや事業者の意識を高め、行動につなげても

らうため、市町等と連携し、減量化やリサイクルに役立つ情報を発信します。さらに、循環関連産

業の振興を図るため、発生抑制等に係る研究や施設整備に対する支援の一層の拡充や、人材育成等

を実施します。 

 

 ②プラスチック資源循環の推進については、高度なリサイクルに向けた実証事業やアプリを活用した

ごみ拾いの見える化に取り組みます。また、食品ロス削減については、食品関連事業者と連携した

取組を進めるとともに、食品提供システム「みえ～る」による生活困窮者等への食品の提供等の取

組を一層促進します。 

 

施策４－２  循環型社会の構築 
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 ③排出事業者責任の徹底を図るため優良認定処理業者への委託を促進するとともに、ＰＣＢ廃棄物に

ついては処分期間内に適正処理されるよう、ＰＣＢ特別措置法等に基づく指導等を徹底します。さ

らに、大規模災害に備え災害廃棄物が適正かつ円滑に処理されるよう、引き続き人材育成や関係機

関との連携強化に取り組みます。 

  

④産業廃棄物の不法投棄等に対しては、監視カメラやドローン等の資機材を充実させ、スマートフォ

ンによる不法投棄通報システムといったＩＣＴの活用や関係機関との連携等により早期発見・早期

是正を図ります。特に不法投棄案件の大半を占めている建設系廃棄物について、排出事業者等の意

識向上に資する取組や適切な監視指導を進めます。 

 

 ⑤行政代執行を継続している３事案（四日市市大矢知・平津、桑名市源十郎新田、桑名市五反田）に

ついては、令和４年度末までの対策完了に向け、着実に工事等を実施します。また、令和元年度に

対策を完了した四日市市内山事案については、モニタリング等を継続します。 

 

主な事業 
①地域循環高度化促進事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ２ 廃棄物対策費） 

予算額：(R3)  １１７，８８５千円 → (R4)  １４３，３８４千円 

事業概要：地域の廃棄物を資源としてとらえ、地域での一層の有効活用と高度化を促進するため、

産業廃棄物の発生抑制、再生、減量化に加え、新たに環境負荷低減等の設備導入等に対

して、その経費の一部を補助するとともに、事業者、研究機関、行政等のさまざまな主

体と連携し、調査研究を進めます。 

 

②（新）循環関連産業振興事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ２ 廃棄物対策費） 

予算額：(R3)    －   千円 → (R4)  ２９，７６６千円 

事業概要：循環関連産業の振興を図り、資源循環と経済の好循環を生み出すよう、脱炭素化等の取

組を促すための経営者向けトップセミナーや、資源循環に関する担当者向け研修を実施

します。また、産業廃棄物に係る手続き案内等の一部自動化を行うとともに、資源循環

を促進するためのガイドラインを策定します。 

 

③（一部新）プラスチック対策等推進事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ２ 廃棄物対策費） 

予算額：(R3)  ３７，７１３千円 → (R4)  ２１，５０９千円 

事業概要：プラスチック資源循環の促進に向け、混合プラスチックを排出する事業者やマテリアル

リサイクル技術を有する事業者と連携し、実証事業を行います。また、海洋プラスチッ

クごみ対策として、県民の皆さんや事業者が楽しみながらごみ拾いできるアプリの導入

に取り組みます。 
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④（一部新）食品ロス削減推進事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ２ 廃棄物対策費） 

予算額：(R3)  １７，０７６千円 → (R4)  １３，４５７千円 

事業概要：食品ロス削減に向け、まだ食べられる食品の活用により生活困窮者等を支援するため、

三重県食品提供システム「みえ～る」の参加企業・団体の拡大に取り組むとともに、小

売店舗等の食品ロス削減に向け、市町と連携し、フードシェアリングサービスの導入等

を進めます。 

 

⑤ＰＣＢ廃棄物適正管理推進事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ２ 廃棄物対策費） 

予算額：(R3)  ４９，９６５千円 → (R4)  ４９，１９５千円 

事業概要：ＰＣＢ廃棄物の適正な処理を推進するため、事業者に対し、ＰＣＢ特別措置法等に基づ

き処分期間内に処理されるよう指導等を行います。また、必要に応じて行政代執行を行

います。 

 

⑥（一部新）不法投棄等の未然防止・早期発見推進事業  

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ２ 廃棄物対策費） 

予算額：(R3)  ７２，３８８千円 → (R4)  ７７，１５２千円 

事業概要：不法投棄の防止および早期発見のため、市町等と連携した取組を進めるとともに、監視

カメラやドローン等を積極的に活用した的確かつ効率的な監視・指導を行うほか、新た

に自動運用型ドローンによる監視手法を検討します。また、建設系廃棄物対策のため、

研修会を開催等します。 

 

⑦環境修復事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ２ 廃棄物対策費） 

予算額：(R3)  ４，１５２，９６６千円 → (R4)  ３，１４０，８９８千円 

事業概要：生活環境保全上の支障等がある３つの産業廃棄物不適正処理事案（四日市市大矢知・  

平津、桑名市源十郎新田、桑名市五反田）の行政代執行について、産廃特措法に基づく

国の支援を得て、実施計画に基づき、令和４年度末までに着実に対策工事を完了させま

す。また、四日市市内山事案については、その効果が継続していることを確認するため、

モニタリングを実施します。 
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施策４－３ 

 

 

 
 

 

【主担当部局：農林水産部】 

現状と課題 

①生物多様性や豊かな自然環境の保全に向けて、「第３期みえ生物多様性推進プラン」に基づいた取組

を進めています。引き続き、地域が主体となった自主的な保全活動が持続的に展開されるよう取り

組むとともに、太陽光発電施設の設置等の大規模開発による自然環境への影響を軽減していく必要

があります。 

 

②自然やアウトドアへの関心が高まる中、県民の皆さんに自然とのふれあいの場を提供するため、自

然公園施設の適正な維持管理や整備を進めています。今後も、地域の資源を生かした集客・交流の

取組を充実させ、自然公園の利用者数の増加や満足度の向上を図っていくことが必要です。 

 

令和４年度の取組方向 

①生物多様性の保全に対する関心の高まりや大規模な開発の増加など、生物多様性を取り巻く社会状

況の変化をふまえ、希少野生動植物種の調査やデータ整理を進めるとともに、自然環境保全上重要

な地域を明確化することによって、県民の皆さんに生物多様性の保全への配慮を求めていきます。 

 

②自然公園やユネスコエコパーク、三重県自然環境保全地域の適正な保全と活用に取り組むとともに、

利用者が安全に自然公園を楽しめるよう、老朽化や災害で修繕が必要な公園施設の整備を計画的に

進めます。また、より多くの方が自然公園の魅力を満喫できるよう、エコツーリズムの質の向上や

ガイドの育成に取り組みます。 

 
主な事業 

①野生生物保護事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 11 野生生物共生費） 

予算額：(R3) ５，８９４千円 → (R4) １９，４１０ 千円 

事業概要：希少性の高い野生動植物種の現況を調査・再評価し、既存のデータを整理することで三

重県レッドリストの改定を進めます。また、開発行為に対して自然環境の保全への配慮 

を求めることで、県内の自然環境と生物多様性保全を図ります。さらに、生物多様性を

推進する活動団体と支援企業とのマッチングを進めるとともに、自然観察会や調査体験

会、環境学習講座を行い、生物多様性の保全や野生生物の保護に係る普及啓発を行いま

す。 

 

②自然公園利用促進事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 12 自然公園費） 

予算額：(R3) ２７，０８４千円 → (R4) ２６，８７０千円 

事業概要：県内の優れた自然の風景地を県民の資産として継承するため、自然公園施設の適正な維

持管理を行うとともに自然公園施設を活用した森林教育や、自然公園内における地域資

源の保全・活用に取り組みます。 

 

自然環境の保全と活用 
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【主担当部局：環境生活部】 

現状と課題 

① これまで実施してきた「大気汚染防止法」「水質汚濁防止法」等の関係法令遵守指導等により、大

気・水・土壌環境や土砂等の埋立て等に大きな影響は生じていません。しかし、近年の気候変動に

伴い、気温上昇等による光化学オキシダント濃度が高くなる日の増加、海水域の水温上昇等による

生態系への影響が懸念されています。また、自動車排ガス対策は、国がＮＯx・ＰＭ法に基づく総量

削減基本方針を決定後、次期計画の策定等を検討する必要があります。 

 

② 生活排水処理施設の整備は、「生活排水処理アクションプログラム」に基づき着実に進展していま

すが、令和７（2025）年度末の中期目標達成のため、引き続き未整備人口の解消に向けて取り組ん

でいく必要があります。 

 

③近年、海域の栄養塩類減少等により水産資源等の生物生産性が低下し、海域の豊かさの重要性が指

摘されていることから、「きれいで豊かな海」をめざして、従来の「規制」から「管理」へと移行し

た総合的な水環境改善対策に取り組んでいく必要があります。 

 

④伊勢湾等の海岸域では、河川等を経由して流入したごみの漂着により、砂浜等の景観の悪化のほか、

漁業や生態系への影響が懸念されています。海岸漂着物の問題は、本県のみの対策では解決が困難

なことから、他県、市町等の関係機関やさまざまな主体と連携して、海岸漂着物対策に取り組んで

いく必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

① 良好な環境を確保するため、大気環境や水環境の常時監視による環境基準等の適合状況を確認する

とともに、大気、水質の対象工場等や土砂等の埋立て場所等への検査を行いコンプライアンスの徹

底を指導します。自動車環境対策については、ＮＯｘ・ＰＭ法に基づき、事業者や関係団体の協力

を得ながら次期計画の策定等について検討を進めていきます。 

 

② 市町と連携し、「生活排水処理アクションプログラム」に基づいた生活排水処理施設の整備を促進し

ます。浄化槽については、補助制度を活用し、単独処理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽

への転換を促進します。 

 

③「きれいで豊かな海」の観点を取り入れた「第９次水質総量削減計画」を策定し、工場等から排出

される汚濁負荷量の管理等、総合的な水環境改善対策の取組を進めます。 

 

④森から川、海へのつながりを意識した伊勢湾流域圏等における広域的な活動が広がるよう、引き続

き、三県一市をはじめさまざまな主体と連携して「伊勢湾 森・川・海のクリーンアップ大作戦」

等の取組を展開するなど、効果的な海岸漂着物対策を進めます。 

 

 

施策４－４  生活環境の保全 
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主な事業 
①大気テレメータ維持管理事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費） 

予算額：(R3)  ６５，２１９千円 → (R4)  １５２，５１１千円 

事業概要：大気環境測定局の自動測定機器等の保守および更新を行い、大気汚染の状況をモニタリ

ングするほか、排出ガス量が多い工場の常時監視をします。また、濃度上昇の際は予報

等の発令を行い、大気環境の保全を図ります。令和４年度には、大気汚染の状況をモニ

タリングしている三重県環境総合監視システムの更新を行います。 

 

②自動車ＮＯｘ等対策推進事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費） 

予算額：(R3)  ５，８２９千円 → (R4)  ５，９６８千円 

事業概要：ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域内において、自動車から排出される二酸化窒素および浮遊粒子

状物質の排出量調査ならびに沿道のＮＯｘ調査を実施し、総量削減計画の進行管理等を

行います。 

 

③ 騒音、振動、悪臭等対策事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費） 

予算額：(R3)  ２，２４０千円 → (R4)  ３，５０８千円 

事業概要：「三重県生活環境の保全に関する条例」（騒音・振動）に基づき、工場・事業場に遵守指

導を行います。また、「悪臭防止法」に基づき、町の区域において規制地域の指定および

規制基準の検討を行います。令和４年度は、老朽化した低周波騒音計の更新を行います。 

 

④土砂条例監視・指導事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ２ 廃棄物対策費） 

予算額：(R3)  ５，６５０千円 → (R4)  ５，６００千円  

事業概要：県内において、土砂等の埋立て等が適正に行われるよう、「三重県土砂等の埋立て等の 

規制に関する条例」に基づき厳正に審査するとともに、土砂等の埋立て等を行う者など

への監視・指導活動を実施します。 

 

⑤浄化槽設置促進事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費） 

予算額：(R3)  １１８，８１４千円 → (R4)  １１６，１２３千円  

事業概要：下水道と同等の処理能力を有する浄化槽や高度処理型浄化槽について、設置者に補助を

行う市町および公営事業として高度処理浄化槽を設置し、維持管理を行う市町に対し助

成し生活排水処理施設の整備率向上を図ります。 

 

⑥河川等公共用水域水質監視事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費） 

予算額：(R3)  ３３，４１４千円 → (R4) ３８，１９１千円  

事業概要：公共用水域および地下水の水質常時監視を行うほか、伊勢湾に流入する汚濁負荷量  

（ＣＯＤ、窒素、りん）の管理を図る水質総量規制を実施するとともに、伊勢湾の水質

汚濁の実態を把握するための調査等を実施し、河川、海域等の水質保全を図ります。 
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⑦伊勢湾行動計画推進事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費） 

予算額：(R3)  ７６，５３５千円 → (R4)  ８５，１３６千円  

事業概要：海岸漂着物対策として、市町等が取り組む回収・処理および発生抑制対策事業に助成し

ます。また、「伊勢湾 森・川・海のクリーンアップ大作戦」等の発生抑制対策を広域的

に展開するとともに、「きれいで豊かな海」の観点を取り入れた調査研究を実施します。 
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施策５－１  

 
 

 

【主担当部局：雇用経済部観光局】 

現状と課題 

①新型コロナウイルス感染症により多大な影響を受けた県内観光関連産業の早期再生のため、感染防

止対策を徹底のうえ、県内への誘客や周遊を促進するための事業に取り組んでおり、引き続き、観

光需要を喚起していく必要があります。また、観光消費額の増加に向け、観光地域づくりを行う団

体への支援など、観光の産業化を推進していく必要があります。 

 

②旅の目的地として国内外から選ばれる三重の観光の実現に向けて、観光ＤＸの取組を推進し、観光

客の多様なニーズを的確にとらえるためのデジタルマーケティングの仕組みを確立するとともに、

三重の美しい自然や食、地域の文化・歴史など、三重県ならではの魅力を多くの方々のニーズにあ

わせて効果的に伝えるためのプロモーションに取り組んでいく必要があります。 

 

③新型コロナウイルス感染症の拡大が県内観光関連産業に多大な影響を与えており、アフターコロナ

に向けて、地域全体の観光消費を拡大し、地域の稼ぐ力を向上させるために、三重県ならではの資

源を活かした観光地の魅力向上や、快適な受入環境の整備など県内各地域での滞在時間の長期化を

図っていく必要があります。 

 

④海外における新型コロナウイルス感染症や国際航空便の運航状況等を注視しつつ、アフターコロナ

における外国人旅行者のニーズの変化に対応し、三重県の認知度の向上を図るとともに、来訪につ

なげるための取組を促進する必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

①官民一体の組織である「みえ観光の産業化推進委員会」において、観光の産業化と持続可能な観光

地域づくりの推進に取り組むとともに、新型コロナウイルス感染症により多大な影響を受けた県内

観光関連産業を支援するため、観光需要を喚起する取組を実施します。 

 

②三重ならではの魅力を発信し、誘客や県内観光地での周遊を促進することで拠点滞在型観光を推進

していきます。また、旅行者のニーズや動向に合わせた情報発信を行うとともに、データを活用し

た効果的・効率的なマーケティングを実施できるよう観光事業者や県内観光関連団体の人材育成を

行い、観光分野におけるＤＸを推進していきます。 

 

③市町や観光地域づくり法人（ＤＭＯ）など地域と連携し、観光コンテンツの創出や磨き上げを行い、

新たな周遊ルートを創出するとともに、地域が実施する長期滞在を促進する受入環境の整備を一体

となって推進することで、観光地の更なる魅力づくりを進めていきます。 

 

④訪日旅行再開後の外国人旅行者の誘致を図るため、アフターコロナにおける旅行ニーズの変化を踏

まえ、滞在型観光を推進するとともに、ＳＮＳ等オンラインを活用した情報発信やレップ（営業代

理人）による現地でのセールス活動等を行います。また、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）と連携して

その知見と発信力を活用したプロモーションを展開します。 

観光産業の振興 
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主な事業 

①（一部新）みえ観光の産業化推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R3) １，１４１，２２３千円 → (R4) １，８１６，３９０千円 

事業概要：観光の産業化と持続可能な観光地域づくりを推進するため、県内の地域ＤＭＯ等観光地

域づくりを行う団体に支援を行うとともに、県内周遊を促進するプロモーション等に取

り組みます。また、新型コロナウイルス感染症により多大な影響を受けた県内観光関連

産業の早期再生に向け、旅行や体験施設等の割引クーポンの発行、県内学校による県内

での教育旅行の支援など、旅行需要や消費を喚起するための取組を実施します。さらに、

三重ならではの魅力あるコンテンツの磨き上げやコンテンツを活用した周遊ルートを

創出するためのモデル事業を実施します。 

 

②（新）地域観光産業支援事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4)          － 千円 

   （   － 千円 →    １１，８３６，８２３千円 ※２月補正含みベース） 

事業概要：国の「地域観光事業支援」制度を活用し、県内での旅行需要の喚起や観光地での消費促

進を目的とした旅行割引、地域応援クーポンの発行を実施します。 

 

③（新）三重の観光資源を活かした拠点滞在型観光推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) ９７，３１９千円 

事業概要：地域の魅力的な自然や食、文化など三重ならではの魅力のプロモーションを実施すると

ともに、県内各地の周遊ルートを組み込んだ旅行商品の造成・販売を支援します。また、

旅行者に効果的、効率的に訴求するために、令和３年度に構築する三重県観光マーケテ

ィングプラットフォームを活用した情報発信や周遊キャンペーンを展開し、三重県への

誘客に確実につなげていきます。 

 

④（新）みえの観光地づくり推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R3) ― 千円 → (R4) ３８５，２３８千円 

事業概要：県内観光地が受入環境を充実させ、魅力的な観光地づくりを促進していくため、観光地

域づくり法人（ＤＭＯ）、市町、観光関連事業者が行う、長期滞在や周遊性の向上につ

ながる前向きな取組を支援します。 

 

 ⑤（新）インバウンド誘客回復促進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) ８，７６３千円 

事業概要：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）と連携し、その知見や情報発信力を活用したプロモーシ  

ョンを展開するとともに、外国人旅行者のユーザーデータを活用し的確な情報発信につ

なげることにより、訪日旅行再開後のインバウンド誘客の早期回復を目指します。 
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⑥アフターコロナ・インバウンド復活事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R3) １２，３１３千円 → (R4)５１，６５５千円 

事業概要：アフターコロナにおける訪日旅行のニーズの変化に対応し、地域の文化体験や自然体験

等を行う「滞在型観光」を促進するとともに、海外旅行会社の招請やオンライン商談会

の実施等を通じて訪日旅行受入再開後の県内への誘客を促進します。 

 

⑦（一部新）観光デジタルファースト推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R3) １９，８９８千円 → (R4) ２８,０８７千円 

事業概要：ＳＮＳや動画、ウェブサイト等のオンラインを活用し、海外に向けて外国人目線での三

重県の魅力を発信することを通じて三重県の認知度の向上を図るとともに、ＳＮＳのフ

ォロワー等との関係を強化し、新たな三重県ファンの獲得やファンとの交流を深めるこ

とにより、訪日旅行再開後の県内への誘客につなげます。 

 

⑧海外誘客推進プロジェクト事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R3) １３，０９４千円 → (R4) １４,６５１千円 

事業概要：コロナ収束後の新たな旅行ニーズに対応し、現地情勢を踏まえた適時適切なプロモーシ

ョンを展開するため、現地へレップ（営業代理人）を設置すること等を通じて、訪日旅

行再開後の外国人旅行者の誘致を図ります。 
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施策５－２  

 
 

 

【主担当部局：雇用経済部】 

現状と課題 

①新型コロナウイルス感染症への対応や社会経済情勢の変化を的確に捉えながら、首都圏、関西圏、

中部圏及び海外において、三重県の認知度の向上や県産品の販路拡大、観光客の増加に向けた戦略

的なプロモーションを行う必要があります。また、全国的にテレワークの普及が進む中、コロナ後

を見据え、サスティナブルで新しい働き方やライフスタイルへの変革に向けた取組として、ワーケ

ーションを部局横断的に連携して推進していく必要があります。 

 

②伝統産業・地場産業では、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、ライフスタイルや消費行

動が大きく変化する中、魅力の発信や販路拡大につなげるため、事業者の多様な連携による商品開

発など新たな魅力や価値を創造する取組を支援するとともに、オンライン等を活用した多様な手法

による情報発信、販路開拓等の取組を進める必要があります。 

 

③コロナ禍において、外出自粛やテレワークの増加など、消費者を取り巻く社会環境や日常生活が大

きく変化し、自宅等での質の高い生活につながる商品・サービスの需要が高まっています。こうし

た消費者ニーズの変化等に対応した商品・サービスを創出するための支援を行うとともに、新たに

生み出した商品等を効果的かつ効率的に情報発信し、販路を開拓していく必要があります。また、

輸出に関して、食品の安全性を確保するためのＨＡＣＣＰ等による衛生・品質管理が求められてい

ることから、輸出先国からのニーズに対応した管理基準を満たすための施設整備等を行っていく必

要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

①三重県の認知度の向上や県産品の販路拡大、観光誘客を促進するため、市町、関係団体等と連携し、

首都圏、関西圏、中部圏及び海外において戦略的かつ効果的なプロモーションを展開するとともに、

三重テラスにおいては、三重の魅力情報の発信、三重ファンと連携した取組、ＩＣＴを活用したイ

ベント開催や県産品の販売、安心・安全の消費者ニーズに対応した店づくりに注力します。また、

三重県として独自性のあるワーケーションを推進します。さらに、2025 年開催予定の大阪・関西万

博の機会を生かし、三重の魅力を強力に情報発信する活動を展開します。 

 

②伝統産業・地場産業では、現代のライフスタイルや消費者ニーズに対応できるよう、伝統産業事業

者や食関連事業者など異業種との多様な連携を促進し、ＳＤＧｓやエシカルなど新しい視点を取り

入れた付加価値の高い商品・サービスの開発に取り組むとともに、オンラインなど多様な手法を活

用して商品の魅力を国内外に発信し、販路開拓の取組を支援します。 

 

③「みえの食」のイメージを向上させ、新たな市場を獲得するため、クリエイティブ人材等との多様

な連携を推進し、洗練されたサービスや新商品の開発等を支援します。また、国内外のバイヤーを

招聘した商談会の開催、地域商社の既存商流の活用など、県産品の販路開拓に取り組みます。さら

に、海外への販路拡大に取り組む事業者等に対して、輸出先国のニーズに対応したＨＡＣＣＰ等の基準

を満たすため、施設の改修、機器の導入等を支援します。 

三重の魅力発信 
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主な事業 

①（一部新）戦略的営業活動展開推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 １ 商工業総務費） 

予算額：(R3) ７，３５４千円 → (R4) ９，６２２千円 

事業概要：三重のブランド力の向上、販路拡大や県内への誘客を図るため、国内外において、包括

連携協定締結企業や小売事業者等との連携により戦略的かつ効果的なプロモーション

を実施します。また、大阪・関西万博における「関西広域連合パビリオン」への本県と

しての出展にかかる基本計画の策定等に取り組みます。 

 

②首都圏営業拠点推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R3) ９６，２１３千円 → (R4) ９３，７６１千円 

事業概要：首都圏における三重県の認知度の向上につなげるため、首都圏における営業活動の拠点

であり、三重の魅力を発信する首都圏営業拠点「三重テラス」の効果的な管理・運営を

行い、県産品の販路拡大や県内への誘客に取り組みます。 

 

③ワーケーション推進事業 

 （第７款 商工費 第１項 商工業費 １ 商工業総務費） 

予算額：(R3) ２５，４４７千円 → (R4) ７，６６７千円 

事業概要：三重県として独自性のあるワーケーションを県内外に水平展開するため、情報交換や人

的ネットワーク形成の場づくり、企業をターゲットとしたＳＤＧｓワーケーションプロ

グラム造成を市町や関連団体と連携しながら実施します。 

 

④関西圏営業基盤構築事業 

 （第７款 商工費 第１項 商工業費 １ 商工業総務費） 

予算額：(R3) ５，３０５千円 → (R4) ４，７６２千円 

事業概要：関西圏営業戦略に基づき、ＤＸに対応する新たな営業活動手法を取り入れながら、県産

品等の販路拡大、観光誘客の促進、Ｕ・Ｉターン就職及び移住の促進・企業誘致、関西

圏のネットワークの充実・強化などに取り組みます。 

 

⑤伝統産業・地場産業の新たな市場開拓促進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R3) ４，１１０千円 → (R4) １０，６５７千円 

事業概要：伝統産業・地場産業の魅力を改めて認識し、現代のライフスタイルや消費者ニーズに沿

った新たな価値を創出するため、異業種等との多様な連携による付加価値の高い商品開

発や販路開拓、魅力発信に取り組みます。 
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⑥みえセレクション運営・販路創出支援事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 １ 商工業総務費） 

予算額：(R3) ９，４５５千円 → (R4) ９，３３１千円 

事業概要：県内の特徴ある優れた産品を「みえセレクション」として選定するとともに、首都圏で

開催される食品見本市への出展、量販店等バイヤーを招聘した選定事業所への現地視察

の実施など、「みえの食」の販路拡大の機会を創出します。 

 

⑦食のローカル・ブランディング推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R3) ９，８４０千円 → (R4) １０，１５５千円 

事業概要：県産品の販路開拓支援および県内事業者の商品企画力・販売力の強化を図るため、ク 

リエイティブ人材等との多様な連携を推進し、洗練された商品やサービスの創出を図り

ます。また、通販ポータルサイト「三重のお宝マーケット」の運営およびマッチング商

談会の開催等に取り組みます。 

 

⑧（新）アフターコロナ社会に向けた販路開拓モデル構築事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 １ 商工業総務費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) ２７，４８１千円 

事業概要：商社機能を有する県内事業者および当該事業者のネットワークを活用し、新たな商流の

開拓が可能な県産品の掘り起こしや効率的な販路拡大を支援するとともに、県内地域商

社の育成を図ります。 

 

⑨食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R3) ２５０，０００千円 → (R4) ７００，０００千円 

事業概要：海外への販路拡大に取り組む事業者等に対して、輸出先国のニーズに対応したＨＡＣＣ

Ｐ等の基準を満たすための施設改修および機器導入等を支援します。 
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施策６－１  

 
 

 

【主担当部局：農林水産部】 

現状と課題 

①「三重の水田農業戦略 2020」等に基づき、主食用米の生産調整とともに、需要に応じた米・麦・大

豆等の生産拡大や販売促進に取り組んでいます。今後も引き続き、水田作物の生産体制の強化や販

売拡大を図る必要があります。特に、米については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響

も加わり消費量の減少・米価の下落が顕著なことから、県産米の需要拡大を図る必要があります。 

 

②法人化や農地集積による経営規模の拡大など農業経営体の経営発展に向けた取組を支援するととも

に、新規就農者の確保・育成に取り組んでいます。今後も農業経営体の経営発展を図るとともに、

若者等の就農・定着に向け、スマート技術の導入を通じた、省力化などによる労働生産性の向上や

技術習得の円滑化を図る必要があります。 

 

③茶については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響も加わり、消費量の減少などから、販

売価格が低迷し、生産者の経営は厳しい状況となっています。今後は、令和３年度に策定した「伊

勢茶振興計画」に基づき、生産者の「所得向上」と伊勢茶の「消費拡大」を図る必要があります。 

 

④環境に配慮した生産方式の拡大に向け、産地における地力の維持増進とともに、ＩＰＭ（総合的病

害虫管理）や有機農業などの取組を促進しています。今後は、国が展開する「みどりの食料システ

ム戦略」に対応し、持続可能な農業生産の取組をさらに拡大する必要があります。 

 

⑤畜産業では、飼料価格の高騰や和牛子牛価格の高止まりなど厳しい経営環境が続いています。今後

も、畜産経営の持続的発展に向け、耕種農家や飼料販売事業者等の異業種と連携し、畜産の低コス

ト化や省力化、高付加価値化などを図る必要があります。 

 

⑥豚熱や高病原性鳥インフルエンザなど家畜伝染病の発生とまん延の防止に向け、県内畜産農場にお

ける飼養衛生管理基準の遵守・徹底や防疫対策を推進しています。今後も、家畜伝染病の発生防止

に向け、農場の防疫体制の強化を図るほか、特に、豚熱については、感染源の一つである野生イノ

シシの感染拡大の防止に取り組む必要があります。 

 

⑦効率的かつ安定的な農業経営の実現に向けて、担い手への農地集積・集約化等を通じた生産コスト

の削減や高収益作物への転換等を促進することが重要なことから、引き続き、営農の高度化・効率

化に向けた生産基盤の整備を計画的に進めていく必要があります。 

 

⑧これまで、大都市圏のホテル・レストランに対する県産食材のプロモーションや県内量販店等と連

携した地産地消の推進に取り組んできました。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響により、

販売先の変更等を余儀なくされている生産者も多いことから、県産農林水産物の販路拡大をさらに

図る必要があります。 

 

農業の振興 
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⑨新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、減収などの影響を受けた農業者等に対し、経営の維持・

継続や販売拡大に向けた支援に、関係機関と連携しながら取り組んでいます。引き続き、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を受けた農業者等における経営安定を図る必要があります。 

 

⑩雇用力のある農業法人の経営者などを育成するため設置している「みえ農業版ＭＢＡ養成塾」にお

いて、農業ビジネス人材の育成に取り組んでいます。今後も引き続き、こうした人材を効果的に確

保・育成していくため、養成塾の一層の周知とカリキュラムの改善を図る必要があります。 

 

⑪高齢農家や兼業農家など小規模な家族農業の収入確保に向け、米の生産安定と品質向上を図るため、

ドローンを活用した肥料の散布などスマート技術を活用した栽培実証に取り組んでいます。今後も、

小規模な家族農業が営農継続できるよう、スマート技術を活用しながら、低コスト化や省力化など

を図る必要があります。 

 

⑫家族農業の継続に向け、農繁期などに労働力が不足する農家と地域に存在する兼業や副業を志向す

る人材（ワンデイワーカー）とをマッチングする取組を進めています。今後も、家族農業における

労働力不足を補うための仕組みづくりを早急に進める必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

①「三重の水田農業戦略 2020」等に基づき、引き続き、需要に応じた米・麦・大豆等の生産振興を

図ります。また、県産米の消費拡大に向け、県産米を積極的に活用していただいている県内の外食

事業者や宿泊事業者等を通じ、それぞれの顧客に対する県産米のＰＲを促進するとともに、関西圏

を中心に、県産米の販売拡大を図ります。 

 

②農業の生産性と働く場としての魅力の向上を図るため、農業・畜産研究所と農業改良普及センター

を中心に、産学官が連携し、スマート農業技術の現場実装に取り組みます。 

 

③令和３年度に策定した「伊勢茶振興計画」に基づき、生産者の所得向上と伊勢茶の消費拡大を図る

ため、民間事業者による伊勢茶を使った新たな商品やサービスの開発・提供、伊勢茶の歴史・文化

を活用した食育活動を進めるとともに、伊勢茶産地の振興に向け、地域の実情に応じた課題解決の

ためのプロジェクト活動に取り組みます。 

 

④国が進める「みどりの食料システム戦略」に対応し、有機農業など環境にやさしい持続的な営農活

動を促進するとともに、それらを推進する人材の確保・育成に取り組みます。 

 

⑤畜産経営の持続的発展に向け、生産性向上に必要な畜産施設の整備を支援することを通じて、畜産

事業者を核にさまざまな関係事業者が連携する高収益型畜産連携体の育成を図ります。 

 

⑥豚熱や高病原性鳥インフルエンザなど家畜伝染病の発生とまん延の防止に向け、生産者における飼

養衛生管理基準の遵守・徹底を図るとともに、防疫対策の推進に取り組みます。また、豚熱の感染

源の一つである野生イノシシの豚熱検査の強化や経口ワクチンの散布に取り組みます。 
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⑦営農の高度化、効率化を図るため、スマート農業に適したほ場の大区画化や農業用水路のパイプラ

イン化等の農業生産基盤の整備を計画的に進めます。 

 

⑧県産農林水産物の売り込みに向け、飲食業や宿泊業、卸売・小売業に加え、交通関連事業者などタ

ーゲットに応じたさまざまなチャンネルを活用し、県内外への効果的な情報発信や販路拡大に取り

組みます。 

 

⑨新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い影響を受けた農業者等の経営安定を図るため、関係機関と

連携しながら、ネット販売の拡大など需要の変化に対応した販路拡大の取組を支援します。 

 

⑩農業ビジネス人材を確保・育成していくため、「みえ農業版ＭＢＡ養成塾」について、座学やインタ

ーンシップなどカリキュラムの充実を図りながら、運営を行うとともに、県内外に向けた一層のＰ

Ｒに取り組みます。 

 

⑪県産米の生産安定と品質向上に向け、小規模な家族農業が実践できる栽培技術体系を確立するため、

スマート技術を取り入れた栽培実証に取り組みます。 

 

⑫農繁期に労働力の不足する小規模な家族農業と短期間でも農作業に従事可能な人材とのマッチング

を図るため、求人アプリを活用した労働力確保に向けた仕組みづくりに取り組みます。 

 
主な事業 

①三重の水田農業構造改革総合対策事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ６ 農作物対策費） 

予算額：(R3) ２７５，５１０千円 → (R4) ２５２，２５８千円 

事業概要：新たなマーケットに対応した米・麦・大豆等の生産拡大や販売促進に取り組むとともに、

国の経営所得安定対策を活用した米の生産調整の推進や優良種子の安定供給などを進め

ます。  

 

②農業のスマート化促進事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ４ 農業振興費） 

予算額：(R3) ６，０００千円 → (R4) ８１，０００千円 

事業概要：茶や施設園芸等について、農薬の削減など環境に配慮した栽培方法の拡大や、農業技術

の円滑な習得、作業の省力化につながるＩＣＴ等を活用した取組を促進します。  

 

③（新）伊勢茶を愛する県民運動展開事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ６ 農作物対策費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) ８，０００千円 

事業概要：伊勢茶の県内外への消費拡大を図るため、民間事業者による伊勢茶を活用した多様な商

品や新たなサービスの開発を支援するとともに、伊勢茶産地の振興に向け、地域の実情

に応じた課題解決のためのプロジェクト活動を推進します。  
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④農業環境価値創出事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 １２ 農業経営対策費） 

予算額：(R3) ２１，３２７千円 → (R4) ２１，８６２千円 

事業概要：国が進める「みどりの食料システム戦略」に対応し、有機農業やＩＰＭ（総合的病害虫・

雑草管理）の実践、堆肥など有機物の農地への施用といった、環境に配慮した取組を促

進するとともに、有機ＪＡＳ制度に関する指導者の育成など、有機農業の拡大に向けた

環境整備に取り組みます。 

 

⑤高収益型畜産連携体育成事業 

（第６款 農林水産業費 第２項 畜産業費 １ 畜産振興費） 

予算額：(R3) ６１９，９１７千円 → (R4) ４８７，０９５千円 

事業概要：畜産経営の持続的発展に向け、生産性向上などのために必要な畜産施設等の整備を支援

することにより、高収益型畜産連携体の育成につなげます。  

 

⑥家畜衛生危機管理体制維持事業 

（第６款 農林水産業費 第２項 畜産業費 ２ 家畜保健衛生費） 

予算額：(R3) ２３４，０２７千円 → (R4) ２４２，４４９千円 

事業概要：家畜保健衛生所の設備・備品の更新やメンテナンス等を行うとともに、野生イノシシの

調査捕獲や豚熱検査の強化に取り組みます。  

 

⑦家畜衛生防疫事業 

（第６款 農林水産業費 第２項 畜産業費 ２ 家畜保健衛生費） 

予算額：(R3) ５１２，６９４千円 → (R4) ６２６，１１２千円 

   事業概要：農場への定期巡回や立入検査等による監視指導を強化するとともに、引き続き、飼養豚

に対する豚熱ワクチンの接種や野生イノシシに対する経口ワクチンの散布に取り組みま

す。  

 

⑧高度水利機能確保基盤整備事業 

（第６款 農林水産業費 第３項 農地費 ２ 土地改良費） 

予算額：(R3) １，２９９，６８５千円 → (R4) １，２３０，８６２千円 

（２，５９２，５３１千円 →     ２，５９０，４６２千円  

※１月補正含みベース） 

事業概要：農地を集積し大規模経営に取り組む意欲のある農業経営体の効率的な営農の実現に向 

け、ほ場の大区画化や用水路のパイプライン化など農業生産基盤の整備に計画的に取り

組みます。 

 

⑨農業経営近代化資金融通事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ７ 農水金融対策費） 

予算額：(R3) ８３，４０４千円 → (R4) ７７，９８１千円 

事業概要：農業者が経営改善を図るために必要な資金の調達を支援します。とくに、融資枠を拡

大し、新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた農業者の経営継続を支援

します。  
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⑩（新）農林水産ネット販売販路拡大支援事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ２ 農林水産振興費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) １４，０００千円 

事業概要：首都圏等において、消費者とネット販売に取り組む県内の生産者とが、農林水産物の販

売を通じて交流する「マルシェ」を開催することにより、生産者におけるネット販売の

拡大、ひいては新型コロナウイルス感染症からの反転攻勢につなげます。  

 

⑪（新）若者世代による県産品消費拡大啓発推進事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ２ 農林水産振興費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) ４，０００千円 

事業概要：ＳＮＳに慣れ親しんでいる若者世代の柔軟な発想を生かした県産農林水産物の魅力をＰ

Ｒする動画を作成し発信することで、県民の地産地消への意識を高め、経済の地域内循

環を促進します。 

 

⑫（一部新）東京オリパラへの取組を生かした「みえのブランド」強化事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ２ 農林水産振興費） 

予算額：(R3) １，４７２千円 → (R4) ３，３３４千円 

事業概要：ＳＤＧｓに配慮するなど付加価値を高めた県産食材等のＰＲイベントおよび商談会を開

催し、大都市圏の飲食店等事業者や消費者の認知度を高め、販路拡大を図ります。 

 

⑬戦略的ブランド化推進事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ２ 農林水産振興費） 

予算額：(R3) ７，４１１千円 → (R4) １０，８１８千円 

事業概要：特に優れた県産品およびその生産者を「三重ブランド」として認定して情報発信するほ

か、地域の食に関する多様な関係者が参画する地域食品産業連携プロジェクト（ＬＦＰ）

への支援を通して、県産農林水産物等のブランド力向上と三重県のイメージアップを図

ります。  

 

⑭（新）アンバサダーマーケティングによる県産米消費拡大推進事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ６ 農作物対策費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) ５，２００千円 

事業概要：県産米の消費拡大に向け、県産米を積極的に活用していただいている県内の外食事業者

や宿泊事業者等を通じ、県内外の顧客に対して県産米をＰＲするため、「アンバサダー

マーケティング」の手法を活用した販路開拓に取り組みます。また、関西圏を中心に、

量販店における消費者へのＰＲなどを通じて、県産米の販売拡大を図ります。  

 

⑮（新）デカフェ伊勢茶の海外展開事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ６ 農作物対策費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) ４，０００千円 

事業概要：伊勢茶を活用したカフェインレスのデカフェ商品の開発を進めるとともに、欧米を対象

にマーケット調査を行い、販路開拓につなげます。 
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⑯海外に拠点を持つ旅行事業者等と連携した販路開拓事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ６ 農作物対策費） 

予算額：(R3) ２，７４５千円 → (R4) ３，０６８千円 

事業概要：伊勢茶とみかんを輸出重点品目に位置付け、旅行事業者等との連携により、多様な商品

開発を通じた市場開拓や輸出相手先と一体となった販路拡大に取り組みます。 

 

⑰（一部新）三重の畜産物海外輸出ルート再構築支援事業 

（第６款 農林水産業費 第２項 畜産業費 １ 畜産振興費） 

予算額：(R3) １，６３８千円 → (R4) １５，０５０千円 

事業概要：世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響により停止した畜産物の輸出につ

いて、生産者団体等が行う輸出の再開や新たなルートの構築に向けた取組を支援します。  

 

⑱三重の農業若き匠の里プロジェクト総合対策事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ５ 農林漁業担い手対策費） 

予算額：(R3) ７，８３１千円 → (R4) ６，８０１千円 

事業概要：県農業大学校に設置した「みえ農業版ＭＢＡ養成塾」において、座学とインターンシッ

プによる実習を組み合わせた産学官連携による人材育成プログラムを実施し、農業ビジ

ネス人材の育成を図ります。  

 

⑲家族農業プロジェクト生産技術向上推進事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ４ 農業振興費） 

予算額：(R3) ３，３０７千円 → (R4) ２，６４５千円 

事業概要：県産米の生産安定と品質向上に向け、小規模な家族農業が実践できる水稲の栽培技術体

系を確立するため、スマート技術を取り入れた栽培実証に取り組みます。  

 

⑳農業におけるワンデイワーク等多様な人材活用推進事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ４ 農業振興費） 

予算額：(R3) ４，８２８千円 → (R4) ２，６６２千円 

事業概要：求人アプリを活用し、小規模な家族農業の作業を短時間手伝っていただける働き手の確

保に取り組みます。 
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施策６－２  

 
 

 

【主担当部局：農林水産部】 

現状と課題 

①「森林経営管理制度」の創設から３年が経過し、制度に基づく取組が定着しつつあります。一方で、

市町ごとに抱える課題が多様化してきていることから、さらにきめ細かな支援が必要です。 

 

②林業では、他産業に比べ高い労働災害発生率や、林業先進国と比較して低位な生産性などの課題を

抱えています。今後はスマート化をさらに進め、効率的で持続可能な林業を実現していくことが必

要です。 

 

③県内の森林資源の大半が本格的な利用期を迎えている一方で、住宅着工戸数が伸び悩んでいます。

今後は建築物のみならずさまざまな場面で木材利用を推進していくことが必要です。 

 

④みえ森林教育ビジョンのめざす姿の実現に向けた取組を進めています。引き続き、森林や木材が暮

らしや経済に当たり前に取り入れられている社会づくりに向けて、子どもから大人までを対象とし

て体系的に森林教育を進めていくことが必要です。 

 

⑤開講から３年が経過した「みえ森林・林業アカデミー」において人材育成を進めています。今後は、

よりニーズにあった人材育成を行っていくためには、講座のさらなるブラッシュアップを図るとと

もに、スマート林業にも対応できる充実した教育環境を整えていくことが必要です。 

 

⑥令和２年７月豪雨をはじめ、台風や集中豪雨による災害が多発しています。引き続き、災害に強い

森林づくりに向けた取組を着実に進めていくことが必要です。 

 

令和４年度の取組方向 

①適切な森林管理の促進に向け、「森林経営管理制度」による市町が主体となった森林整備が円滑に進

むよう、「みえ森林経営管理支援センター」の体制をさらに充実して市町への支援に取り組みます。 

 

②林業の生産性と働く場としての魅力の向上を図るため、試験研究機関と普及組織を中心に、産学官

が連携し、スマート技術の現場実装に取り組みます。 

 

③令和３年 10 月に施行した「みえ木材利用方針」に基づき、日常生活や事業活動など幅広い場面で県

産材の利用の促進に取り組むとともに、木材輸出等の新たな需要への対応を進めます。 

 

④みえ森林教育ビジョンの実現に向け、小学生向け森林教育プログラムの作成や自然環境キャンプの

指導者養成、各種講座やシンポジウムの開催に取り組みます。また、学校や地域で実施される森林

教育や森づくり活動にかかる相談窓口となる「みえ森づくりサポートセンター」を運営し、指導者

の育成を行います。 

 

林業の振興と森林づくり 
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⑤「みえ森林・林業アカデミー」において、主に既就業者を対象とした専門的な知識や実践的な技術

が学べる講座を運営するとともに、講座運営の拠点となる新校舎の整備を進め、次代を担う林業の

人材育成につなげます。 

 

⑥災害に強い森林づくりに向け、「みえ森と緑の県民税」を活用して、流木となるおそれのある渓流沿

いの樹木の伐採・搬出やライフライン沿いの危険木の事前伐採を進めます。 

 

主な事業 

①新たな森林経営管理体制支援事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ９ 森林総務費） 

予算額：(R3) ４３，４９３千円 → (R4) ４７，０２２千円 

事業概要：市町が行う森林整備の促進を図るため、「みえ森林経営管理支援センター」を通じた「新

たな森林経営管理制度」の円滑な業務推進への支援に取り組むとともに、林業の担い手

の確保や、少花粉スギ・ヒノキの種子の生産体制の強化を行います。 

 

②森林情報基盤整備事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ９ 森林総務費） 

予算額：(R3) １６７，９４４千円 → (R4) １５３，２２５千円 

事業概要：災害に強い森林づくりを効果的に進めるため、航空レーザ測量を実施して森林資源等の

詳細な情報を取得し、客観的な評価に基づく整備が必要な森林の把握等を行います。 

 

③（新）森林情報利活用促進事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ９ 森林総務費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) １，６９９千円 

事業概要：森林計画図や航空レーザ測量の森林資源解析成果を県のＧＩＳ上で公開し、森林所有者

や林業関係事業者等の利活用を促進します。 

 

④ＬＰＷＡＮ等を活用したスマート林業推進事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ９ 森林総務費） 

予算額：(R3) １５，７４７千円 → (R4) ９，７６３千円 

（１５，７４７千円 →    １２，１３０千円 ※２月補正含みベース） 

事業概要：県内に低消費電力かつ長距離通信技術であるＬＰＷＡＮ通信環境を構築したモデル地区

を設定し、当該地区内において労働安全性や、生産性の向上に向けたスマート技術の導

入に取り組む事業者を支援するとともに、その成果の普及に取り組みます。 

 

⑤造林事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ５ 造林費） 

予算額：(R3) ４２３，３８４千円 → (R4) ４１６，０７４千円 

事業概要：森林の有する多面的機能の維持・増進や持続的林業生産活動の推進を図るため、植栽、

下刈、保育間伐、搬出間伐、枝打ちといった森林整備や獣害防護柵、森林作業道の整備

を支援します。 
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⑥林道事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ６ 林道費） 

予算額：(R3) ４６６,３２７千円 →  (R4) ８３２，１８０千円 

（５５４,６５０千円 →   １，０００，１８０千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：木材の生産や搬出に必要な林道及び災害時に市町道等の代替路となる林道を開設する 

とともに、輸送力の向上と通行の安全の確保等を図るため、既設林道の改良等を実施し

ます。 

 

⑦（新）豊かな暮らしを創る身近な「三重の木づかい」推進事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ２ 林業振興指導費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) ９，９１６千円 

事業概要：令和３年 10 月に施行した「みえ木材利用方針」に基づき、さまざまな形で暮らしの中

に木を取り入れていくため、「身のまわりの生活用品」の新製品の募集や、子どもたち

などからの夢のある木製品のアイデア募集に取り組みます。 

 

⑧中国等アジア圏に向けた県産材輸出促進事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ２ 林業振興指導費） 

予算額：(R3) １，２８４千円 → (R4) ９８８千円 

事業概要：中国等アジア圏への県産材の輸出を促進するため、輸出先企業を対象とした県産材製品

の魅力を伝える説明会の開催や、国際見本市におけるＰＲ活動等の情報発信に取り組み

ます。 

 

⑨みえ森林・林業アカデミー運営事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 １ 林業総務費） 

予算額：(R3) ４７，７０２千円 → (R4) ４２，７９８千円 

事業概要：「みえ森林・林業アカデミー」において、主に既就業者を対象とした基本コース、市町

職員向け講座を実施するとともに、高校生等の就業希望者を対象とした林業現場の体験

のほか、中大規模の木造建築物の設計講座など、専門的、実践的な知識や技術を学べる

選択講座を運営することで、次代を担う林業の人材育成を行います。 

 

⑩森を育む人づくりサポート体制整備事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ８ 緑化対策費） 

予算額：(R3) ８４，９０８千円 → (R4) ７６，３６９千円 

事業概要：子どもから大人までの森林教育を進めるため、プログラムの作成や、各種講座、シンポ

ジウムの開催に取り組みます。また、学校や地域で実施される森林教育や森づくり活動

にかかる相談窓口となる「みえ森づくりサポートセンター」を運営し、指導者の育成を

行うほか、既存施設を活用した森林教育の場づくりを行います。 
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⑪みえ森と緑の県民税市町交付金事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ８ 緑化対策費） 

  予算額：(R3) ５５６，５１１千円 → (R4) ６２９，５７０千円 

事業概要：「みえ森と緑の県民税」を活用し、市町が創意工夫した森林づくりの施策を展開すると

ともに、面的な森林整備や植栽地の獣害防止等の流域の防災機能を強化する対策、ライ

フライン沿いの危険木を事前伐採する対策に、県と市町が連携して取り組めるよう交付

金を交付します。 

 

⑫災害に強い森林づくり推進事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ５ 造林費） 

予算額：(R3) ３８０，０００千円 → (R4) ３８０，０００千円 

事業概要：｢みえ森と緑の県民税｣を活用して、「災害に強い森林づくり」を進めるため、流木とな

るおそれのある渓流沿いの樹木の伐採・搬出を行います。 
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施策６－３  

 
 

 

【主担当部局：農林水産部】 

現状と課題 

①本県海面養殖業は漁業産出額の約４割を占める重要な産業ですが、気候変動に伴う高水温化や餌不

足など漁場環境の変化により収獲量が減少し、事業継続が厳しくなっています。今後は、気候変動

に適応した養殖技術を確立する必要があります。 

 

②水産業では、小規模経営体が多く、漁業生産量や就業者数が減少しています。このため、スマート

技術の導入による生産性の向上や労働環境の改善を図り、漁業就業者にとって魅力ある働く場を創

出する必要があります。 

 

③海女就業者数やその主な漁獲物であるアワビの漁獲量が減少しています。引き続き、アワビ資源の

回復やその餌場である藻場の維持を図るとともに、持続可能な海女漁業の魅力発信に取り組む必要

があります。 

 

④これまで、大都市圏のホテル・レストランへの県産食材のプロモーションや、県内量販店等と連携

した地産地消の推進に取り組んできました。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている生産者

も多くいることから、さらなる県産農林水産物の情報発信や販路拡大に取り組む必要があります。 

 

⑤新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、減収などの影響を受けた漁業者等に対し、経営の維持・

継続や販売拡大に向けた支援に、関係機関と連携しながら取り組んでいます。引き続き、新型コロ

ナウイルス感染症の影響を受けた漁業者等における経営安定を図る必要があります。 

 

⑥漁業就業者の減少や高齢化が進行する中、新たな担い手の確保が急務となっています。このため、

都市部の若者等を本県水産業へ呼び込むための仕組みづくりとともに、就業の受け皿となる法人経

営体の育成を図る必要があります。 

 

⑦内水面地域は、水産物の供給や多面的機能の発揮など重要な役割を果たしているものの、カワウ等

の食害、河川環境の悪化等による水産資源の減少や、遊漁者の減少などの課題に直面しています。

このため、内水面水産資源や漁場環境の保全、食害生物の駆除、遊漁者確保などの取組支援を通じ

て、内水面地域の活性化を図る必要があります。 

 

⑧南海トラフ地震発生の緊迫度が増すとともに、大型化する台風や豪雨による自然災害が頻発・激甚

化する中、多くの漁港施設が築後 50 年を経過し、老朽化が進んでいることから、防災・減災に向

けた施設の機能強化を進めています。引き続き、防災・減災に向けた取組を計画的に進めていく必

要があります。 

 

 

 

水産業の振興 
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令和４年度の取組方向 

①気候変動に適応する強靱な養殖業を実現するため、真珠養殖では官民が連携してアコヤガイの高水

温耐性種苗の生産、カキ養殖では高水温化に適応する養殖技術の開発、魚類養殖では免疫機能を高

める新たな飼料の開発、藻類養殖では青ノリの天然の種を確実に網に付ける技術の開発に取り組み

ます。 

 

②水産業の生産性と働く場としての魅力の向上を図るため、試験研究機関と普及組織を中心に、産学

官が連携し、スマート技術の現場実装に取り組みます。 

 

③海女漁業の振興に向け、海女による藻場管理の仕組みづくりやアワビ種苗生産、海女漁業の魅力発

信に取り組みます。 

 

④県産農林水産物の売り込みに向け、飲食業や宿泊業、卸売・小売業に加え、交通関連事業者などタ

ーゲットに応じたさまざまなチャンネルを活用し、県内外への効果的な情報発信や販路拡大に取り

組みます。 

 

⑤新型コロナウイルス感染症の影響を受けた漁業者等に対する経営支援や販路拡大支援に、引き続き、

関係機関と連携して取り組みます。 

 

⑥既存の漁師塾を補完するオンライン漁師育成機関を運営し、都市部の若者など漁業就業希望者の円

滑な着業・定着を支援するとともに、法人化等に取り組む若手・中堅漁業者の育成を進めます。 

 

⑦内水面地域の活性化を図るため、稚アユの放流など資源増殖の取組を支援するとともに、遊漁券の

オンライン販売、子ども等への河川環境教育や河川に親しむ機会の提供等、遊漁者確保に向けた積

極的な取組を支援します。また、ドローンを活用した少労力かつ効率的なカワウ被害軽減対策を支

援していきます。 

 

⑧災害に強い水産基盤の整備に向け、漁港施設の地震や津波、高潮への対策および施設の老朽化対策

を計画的に進めます。 

 
主な事業 

①（新）気候変動に適応する強靱な新養殖事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 １ 水産業振興費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) １６，０００千円 

事業概要：気候変動に伴う高水温化による養殖被害を防止し、高水温化に適応する新しい養殖業を

確立することで、安定的な水産物の生産・供給を可能にし、効率的かつ持続的に発展で

きる強靱な養殖業を実現します。 
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②（新）漁場生産力向上対策事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 １ 水産業振興費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) ２３，１９５千円 

事業概要：伊勢湾における漁業生産力の強化に向けて、栄養塩調査の充実を図るとともに、シミュ

レーション解析により、持続的な生物生産に必要な対応策を検討します。 

 

③法人化に向けた魚類養殖業の構造改革促進事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 １ 水産業振興費） 

予算額：(R3) １６，４０８千円 → (R4) １２，３４２千円 

事業概要：魚類養殖業の構造改革に向け、新技術の導入による生産性の向上や、リスクヘッジに向

けた新魚種の導入などを進めるとともに、新規就業者の受け皿となる魚類養殖の法人化

に取り組みます。また、疾病被害の軽減に向けたワクチンの２回接種に係る実証試験な

どマハタのへい死対策に取り組みます。 

 

④次世代型海藻養殖による豊かな伊勢湾再生事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 １ 水産業振興費） 

予算額：(R3) ３，１５５千円 → (R4) ２，５００千円 

事業概要：伊勢湾地区の冬季の基幹産業であるノリ養殖業の収益の向上と生産の安定化に向け、Ｉ

ＣＴセンサーによる水温データなど各種海況情報をクラウド上に集約し、養殖業者に配

信するプラットフォームを構築するとともに、その情報を活用したノリ適正養殖管理技

術の開発を行います。 

 

⑤海女による豊かな海づくり事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 １ 水産業振興費） 

予算額：(R3) ２，９２８千円 → (R4) ２，３４２千円 

事業概要：「海女による豊かな海づくり」のため、関係機関と連携し、海女による藻場管理の仕組

みづくりやアワビの実証飼育への支援、海の環境変化に対応したアワビ種苗生産、サス

ティナブルな海女漁業の魅力発信に取り組みます。 

 

⑥漁業近代化資金融通事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 １１ 水産業経営対策費） 

予算額：(R3) ８７，１７６千円 → (R4) ７９，３１９千円 

事業概要：漁業者の経営改善を図るために必要となる設備・運転資金等の融資を円滑にするため、

利子補給措置等を講じます。また、新型コロナウイルス感染症、アコヤガイやマハタの

へい死の影響を受けた養殖業者等が融資を受ける際に、融資機関等に対して無利子化等

の助成を市町と連携して行います。 

 

⑦（新）現地ニーズに対応した水産物輸出体制構築事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 １ 水産業振興費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) ２，１５０千円 

事業概要：県産水産物の輸出を拡大するため、輸出先国の小売業等で求められる条件に合わせて商

品を改良し提供するなど、現地ニーズに対応した輸出体制の構築を図ります。 
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⑧地域水産業担い手確保事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 １１ 水産業経営対策費） 

予算額：(R3) ６，７３５千円 → (R4) ５，０５２千円 

事業概要：既存の漁師塾を補完するオンライン漁師育成機関を運営し、都市部の若者などの円滑な

着業・定着を支援するとともに、法人化等に取り組む若手・中堅漁業者の育成を進めま

す。 

 

⑨内水面水産資源の回復促進事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 ５ 資源管理費） 

予算額：(R3) ２０，０００千円 → (R4) ２０，０００千円 

事業概要：内水面地域において、遊漁者の増加を図るとともに、大きな被害が続いているカワウに

よるアユ等の県内内水面水産資源の食害防止対策を強化し、内水面水産資源の早期回復、

漁場環境の再生を図ります。  

 

⑩県営水産生産基盤整備事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 ６ 水産基盤整備費） 

予算額：(R3) ４４９，７５０千円 → (R4) ７１４，６０９千円 

（７６０，２５０千円 →     ９７２，６０９千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：水産物の生産機能の強化および防災・減災対策を図るため、防波堤の耐震・耐津波対策

や老朽化した岸壁の改修に取り組みます。 

 

⑪県営漁港施設機能強化事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 ６ 水産基盤整備費） 

予算額：(R3) １５７，５００千円 → (R4) １１９，７００千円 

（１８８，５００千円 →     １９２，７００千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：勢力を増す台風等の自然災害による高潮・波浪による越波や浸水被害に備えるため、防

波堤等の漁港施設の機能強化に取り組みます。 
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施策６－４ 

 

 

 
 

 

【主担当部局：農林水産部】 

現状と課題 

①人口減少や高齢化に伴う集落機能の低下により、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良

好な景観の保全、文化の伝承など、農山漁村の多面的機能に支障が生じています。今後も引き続き、

これらの多面的機能を維持・発揮していくための取組が必要です。 

 

②リモートワークやオンライン教育の普及により、若者を中心に地方への関心が高まっています。こ

の地方回帰の流れを好機と捉え、人口減少や高齢化が著しい農山漁村地域の関係人口の増加、ひい

ては地域活性化につなげていく必要があります。 

 

③野生鳥獣による農林水産業被害は着実に減少していますが、依然として被害軽減が実感されていな

い集落があることや、列車等との衝突事故など生活被害も発生しています。今後も、さらなる獣害

対策の推進が求められています。また、捕獲した野生獣を有効に生かす獣肉等の有効活用を図る必

要があります。 

 

④頻発・激甚化する豪雨や大規模地震等の自然災害に伴い、農業用ため池における堤体の決壊や、老

朽化が進んでいる排水機場の機能低下などから、農村に被害を及ぼすおそれがあります。安全で安

心な農村の暮らしを守るためには、ハード・ソフトの両面から防災・減災対策をより一層推進する

ことが必要です。 

 

令和４年度の取組方向 

①農業・農村の持つ多面的機能を発揮させるため、若い世代や女性などの多様な人材や企業等さまざ

まな主体が参画する地域資源の維持・保全活動に取り組む体制づくりを進めます。 

 

②農山漁村における関係人口の拡大や地域経済の活性化につなげるため、農山漁村地域を応援する若

者と農山漁村地域をつなぐ新たな仕組みづくりに産学官が連携して取り組みます。 

 

③野生鳥獣による農林水産業被害のさらなる減少に向けて、被害対策や生息管理、体制づくりを進め

るとともに、県が主体となった捕獲を実施します。また、高品質で安全・安心なジビエの普及に取

り組みます。 

 

④安全・安心な農村づくりに向け、農業用ため池や排水機場の豪雨・耐震化対策および長寿命化に取

り組みます。 

 
 
 
 
 

農山漁村の振興 
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主な事業 

①多面的機能支払事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農地費 ８ 農村振興費） 

予算額：(R3) １，１０３，８６４千円 → (R4) １，１０３，８６４千円 

事業概要：農業･農村の有する多面的機能の維持･発揮を図るため、農地･農道･水路等の地域資源の

保全や景観形成などに向けた地域の共同活動を支援するとともに、農村の地域資源を保

全していく体制の整備に取り組みます。 

 

②県営中山間地域総合整備事業 

（第６款 農林水産業費 第３項 農地費 ７ 中山間振興費） 

予算額：(R3) ９４５，３００千円 → (R4) ８８９，４３６千円 

事業概要：中山間地域の条件不利を解消するため、地域の特性を生かした農業生産基盤の整備を効

率的に行うとともに、集落道路等の農村生活環境の整備を総合的に推進します。 

 

③みえアウトドア・ヤングサポーター育成事業 

（第６款 農林水産業費 第３項 農地費 ７ 中山間振興費） 

予算額：(R3) ６，６７１千円 → (R4) ５，００３千円 

事業概要：産学官が連携して、アウトドアを好むバイタリティあふれる若者と包容力ある個性豊か

な農山漁村地域をつなぐ新たなサポーター制度を構築し、これまでに整備した受入環境

を最大限生かしながら、より長期の滞在や関係人口の増加、ひいては地域活性化につな

げます。 

 

④獣害につよい地域づくり推進事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 12 農業経営対策費） 

予算額：(R3) ３２０，９３４千円 → (R4) ３１６，７４７千円 

事業概要：集落ぐるみの被害防止対策や有害鳥獣捕獲の取組を推進するため、鳥獣被害防止施設の

整備や捕獲活動等への支援を行い、被害軽減を図ります。 

 

⑤野生イノシシ捕獲強化事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 12 農業経営対策費） 

予算額：(R3) ６０，０００千円 → (R4) ６０，０００千円 

事業概要：豚熱の感染拡大を防止するため、豚熱の感染源の一つである野生イノシシの捕獲を県が

主体となって行い、捕獲力強化に取り組みます。 

 

⑥県営ため池等整備事業 

（第６款 農林水産業費 第３項 農地費 ３ 農地防災事業費） 

予算額：(R3) ８２３，６４８千円 → (R4) １，０３２，２８７千円 

（１，２７４，２４８千円 →    １，６６２，４１７千円 

 ※１月補正含みベース） 

事業概要：農業用ため池の決壊等による被害を防止するため、耐震性能不足や老朽化した農業用た

め池等の整備に取り組みます。 

 

 

 

83



⑦団体営ため池等整備事業 

（第６款 農林水産業費 第３項 農地費 ３ 農地防災事業費） 

予算額：(R3) ７０１，１１０千円 → (R4) ７１５，８４８千円 

（１，０６２，０５０千円 →  １，４２８，９１５千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：破堤した際、人家等に被害が及ぶおそれのあるため池の豪雨・耐震調査や整備にかかる

実施計画の策定を支援します。 

 

⑧基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業 

（第６款 農林水産業費 第３項 農地費 ３ 農地防災事業費） 

予算額：(R3) １，３６８，６５５千円 → (R4) １，９２７，４５８千円 

（１，９４７，７０５千円 →    ２，２５３，５８５千円  

※１月補正含みベース） 

事業概要：集中豪雨等の自然災害から生命や財産を守るため、排水機場の整備に取り組みます。 
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施策７－１  

 
 

 

【主担当部局：雇用経済部】 

現状と課題 

①中小企業・小規模企業は県内企業の 99.8％を占め、地域経済を支える役割を担っています。一方、

中小企業・小規模企業においては、後継者の不在や自然災害、感染拡大への備え、経営力向上など

様々な課題を抱えています。中小企業・小規模企業が事業を継続し、雇用を維持するためには、事

業承継の早めの準備や事業継続計画（ＢＣＰ）の策定、経営力向上を図るためのＤＸの対応等が必

要です。 

 

②コロナ禍による生活様式やサプライチェーンの変化により、中小企業・小規模企業は自社のビジネ

スモデルの見直しを迫られており、アフターコロナを見据えた生産性向上や業態転換に向けた取組

への支援が必要です。また、県内経済の再生に向けて、県内で安心して飲食できる機会を提供する

飲食店第三者認証制度への的確な対応が求められています。さらに、多くの事業者は、感染防止対

策を進めつつ事業活動に取り組んでおり、その両立に向けた一層の支援が必要です。 

 

③新型コロナウイルス感染症の長期化の影響を受けた中小企業・小規模企業においては、事業継続に

向けた手厚い資金繰り支援や、再成長に向けた取組に必要な資金の円滑な調達を支援する必要があ

ります。また、事業者が、借入を順調に返済できるよう経営改善の取組を支援するとともに、地域

の核となる中小企業が経営体力の回復を図るため、脆弱化した財務基盤の強化に向けた資本支援が

必要です。 

 

令和４年度の取組方向 

①中小企業・小規模企業が継続的に発展できるよう、引き続き、経営力向上に向けた取組を商工団体

と連携し、伴走型の支援を行います。特に、休廃業の増加を抑えるための事業承継や、感染症を含

む次の災害に備える事業継続計画（ＢＣＰ）策定、経営力向上を図るためのＤＸの推進に取り組み

ます。 

 

②コロナ禍による生活様式や経営環境の大きな変化に対応するため、中小企業・小規模企業が行う生

産性向上や業態転換の取組を支援します。また、県内経済の再生につなげるため、「みえ安心おも

てなし施設認証制度（通称：あんしんみえリア）」の利用を促進するとともに、新型コロナウイル

スの感染防止対策と経済活動の両立を図る地域ぐるみの取組について、アドバイザーを派遣するな

どの支援を行います。 

 

③中小企業・小規模企業の事業継続に支障が生じないよう、引き続き切れ目のない資金繰り支援を行

うとともに、事業者が新型コロナウイルス感染症の影響やＤＸ・脱炭素化等の新たな経営課題を克

服し、再成長に向けて取り組む設備投資に対して資金面から支援を行います。また、「新型コロナ

ウイルス感染症対応資金」等を利用している事業者が順調に借入を返済し、事業を発展的に継続で

きるよう、金融機関、商工団体など関係機関と連携して支援するとともに、地域経済の核となる企

業の財務基盤を強化するため、官民一体となったプラットフォームによる資本力強化や経営改善の

支援を行います。 

中小企業・小規模企業の振興 
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主な事業 

①小規模事業支援費補助金 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R3) １，４４０，２１９千円 → (R4) １，４２８，１７０千円 

事業概要：小規模事業者等の振興と安定を図るため、販路拡大や経営改善、資金調達、事業承継、

防災・減災対策等、商工会・商工会議所の行う小規模事業者等の経営・技術の改善・発

達に向けた伴走型支援の充実を図ります。 

 

②経営向上ステップアップ促進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R3) ２３，８６８千円 → (R4) １７，００２千円 

事業概要：中小企業・小規模企業の経営力向上を後押しするため、商工団体等関係機関と一体にな

って、三重県版経営向上計画及び経営革新計画の策定支援を行うとともに、計画の実現

に向けて専門家派遣を行うなど、フォローアップ支援を行います。 

 

③（新）生産性向上・業態転換支援補助金 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) ３１９，１７７千円 

事業概要：中小企業・小規模企業がコロナ禍の影響を乗り越え、継続的に発展するため、さらなる

生産性向上や新商品・サービスによる業態転換など、アフターコロナを見据えた経営計

画を立て、これを実現するための取組を支援します。 

 

④国内販路開拓支援事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R3) ７，８８８千円 → (R4) ９，１５８千円 

事業概要：中小企業・小規模企業の販路拡大の機会を創出し、新たな取引先の開拓を支援するとと

もに、川下企業のニーズの把握や、ネットワークの構築・強化を図るため、川下企業等

との展示会・商談会等を開催します。 

 

⑤事業承継支援総合対策事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R3) １０，７０２千円 → (R4) １２，７９５千円 

事業概要：中小企業・小規模企業の後継者難による廃業を食い止めるため、関係機関によるネット

ワーク構築、小規模事業者等を対象とした事業承継マッチングセミナーの開催、事業承

継を予定している事業者への資金繰り支援を行います。 

 

⑥中小企業防災・減災対策推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R3) ５，３２２千円 → (R4) ４，４５８千円 

事業概要：自然災害や感染拡大等による中小企業・小規模企業の事業活動への影響を軽減するため、

事業継続力強化計画等の策定支援を行うとともに、計画の実現に向けた取組に必要な資

金の調達を支援します。 
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⑦（新）みえ安心おもてなし施設認証制度運営事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) １１１，５４６千円 

事業概要：新型コロナウイルスの感染拡大を防止しながら、飲食店、観光施設を安心して利用でき

る環境づくりを進めて経済の再生につなげるため、「みえ安心おもてなし施設認証制度

（通称：あんしんみえリア）」を運営します。 

 

⑧（新）新型コロナウイルス克服・地域経済活性化支援事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) ２９，３３１千円 

事業概要：新型コロナウイルスの感染防止対策と経済活動の両立が地域経済の持続的発展にとって

大きな課題となっていることから、感染防止対策と経済活動の両立を図る地域ぐるみの

取組について、アドバイザー派遣などの支援を行います。 

 

⑨中小企業金融対策事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R3) ７，５３９，７５２千円 → (R4) ５，３８６，５６５千円 

事業概要：中小企業・小規模企業の資金調達の円滑化を図るため、地域金融機関の協力を得て三重

県中小企業融資制度を運用し、「セーフティネット資金」等にかかる事業者負担を軽減

するための信用保証協会への保証料補助と金融機関への利子補給補助を行うとともに、

市町が独自の金融支援を行う場合、県がその一定割合を補助します。また、地域経済の

核となる中小企業の財務基盤を強化するため、官民一体となったプラットフォームによ

る資本力強化や経営改善の支援を行います。 

 

⑩三重県中小企業支援ネットワーク推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R3) １１１，４４２千円 → (R4) １１０，５１４千円 

事業概要：「新型コロナウイルス感染症対応資金」等を利用している中小企業・小規模企業が、順

調に借入を返済し、事業を発展的に継続できるよう支援を行う経営改善コーディネータ

ーを、三重県中小企業支援ネットワークの事務局である三重県信用保証協会に配置し、

経営課題を抱える事業者を商工会・商工会議所、金融機関などの関係機関と連携して支

援します。 
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施策７－２  

 
 

 

【主担当部局：雇用経済部】 

現状と課題 

①デジタル化の進展やカーボンニュートラル実現に向けた取組が加速する中、県内企業においては、

省電力・脱炭素、ＤＸに関する取組が十分に進んでいない状況です。そのため、県内経済を牽引す

るものづくり企業が早急にデジタル化を活用したカーボンニュートラル実現に取り組むことで、競

争力強化を図り、地域経済の持続的発展につなげていく必要があります。 

 

②脱炭素社会の実現には再生可能エネルギーの最大限の導入が求められるものの、その普及促進には

地域の理解・協力が必要不可欠であるとともに、再生可能エネルギーによる地域経済活性化や産業

振興を図るためには、産学官連携による多様な主体の協力が求められています。 

 

③研究・支援機関等の参画や企業の参入を促進させることにより、ヘルスケア産業の振興やライフイ

ノベーションの推進に取り組んでいます。開発ニーズの把握、市場特性、規制への対応等において、

ヘルスケア産業特有のハードルも存在することから、企業が持つ技術・ノウハウを向上させるとと

もに、製品開発や市場開拓に向けた取組を支援する必要があります。 

 

④令和元年９月に三重ごみ固形燃料発電所における焼却・発電を終了したことに伴い、施設撤去など

を実施し、ＲＤＦ焼却・発電事業を円滑に終了する必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

 

①「ゼロエミッションみえ」プロジェクトを具現化する取組の一つとして、より効率的・効果的に 

ＣＯ2を削減していくとともに生産性向上による事業継続力や競争力を高めていくため、デジタル  

化を推進し、県内ものづくり企業が電化への対応、新たな領域への挑戦、業態転換、事業再構築、

多角化等に前向きに取り組めるよう、積極的に支援を行い、新たな産業や雇用を生み出すグリーン 

成長につなげていきます。 

 

②地方における脱炭素社会の実現や地域内経済循環による地域活性化を図るため、地域のエネルギー

を活用した再生可能エネルギーの導入を支援します。 

 

 

③ヘルスケア産業の振興やライフイノベーションの推進に向け、関係機関・企業等の参画を促進する

とともに、ヘルスケア産業への参入に関心を持つ企業が、開発からマーケティングに向けた企業力

を高められるよう、技術・ノウハウの向上や製品開発、市場開拓の取組を支援します。 

 

 

④関係市町等と連携し、ＲＤＦ焼却・発電事業の円滑な終了に向けて取り組むとともに、施設撤去に

ついては、安全対策、環境対策などに配慮して工事を進めます。 

 

ものづくり産業の振興 

 

企業庁 

雇用経済部 

医療保健部 
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主な事業 

 

①（新）「ゼロエミッションみえ」駆動 成長産業育成・競争力強化事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) ５８，２５０千円 

事業概要：県内ものづくり企業が世界的競争に乗り遅れることなく、デジタル技術を活用した  

カーボンニュートラル実現に向けて前向きに取り組み、新たな産業や雇用を生み出すグ

リーン成長につなげていくため、データに基づき経営資源の最適化を判断し、生産性向

上に向けた経営変革を行える企業を支援していきます。また、本県における再生可能エ

ネルギー導入の可能性について検討を行うとともに、再生可能エネルギーに関わる成長

産業の育成を図っていきます。 

 

②次世代自動車開発支援事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R3) ５，４０９千円 → (R4) ５，５２５千円 

事業概要：自動車関連企業等をはじめとする県内ものづくり中小企業・小規模企業等それぞれが有

する「固有技術」(技術や製品における自社の強み)や、試作から流通・検査の各工程の

強みを棚卸し、「固有技術」の磨上げと自社の強みを売り込む「提案力の向上」を企業

のＤＸを推進しながら支援し、安全で安定した経営と他分野・新たな業種への開拓を図

ります。 

 

③（新）脱炭素社会実現に向けたまちづくり支援事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) ４，０００千円 

事業概要：地方における脱炭素社会の実現や地域内経済循環による地域活性化を図るにあたり、地

域のエネルギーを活用した再生可能エネルギーの最大限の導入を促進するため、産学官

連携による脱炭素社会構築に向けたまちづくりプロジェクトの設立、運営を支援します。 

 

 

④みえライフイノベーション総合特区促進プロジェクト事業 

 （第４款 衛生費 第４項 医薬費 ４ 薬務費） 

 予算額：（R3） １２，３０８千円 → （R4） １１，０２７千円 

 事業概要：ヘルスケア産業の振興やライフイノベーションの推進に向け、研究機関等の参画や企業

の参入を促進するとともに、開発からマーケティングに向けた企業力を高められるよう、

技術・ノウハウの向上や製品開発、市場開拓の取組を支援します。 

 

 

⑤電気事業 

（第１款 電気事業費用 第１項 営業費用 １ 一般管理費） 

予算額：(R3) ８４５，９５７千円 → (R4) １，２４７，２７１千円 

事業概要：ＲＤＦ焼却・発電事業の円滑な終了に向けて、施設撤去工事等の取組を進めます。 

雇用経済部 

企業庁 

医療保健部 
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施策７－３  

 
 

 

【主担当部局：雇用経済部】 

現状と課題 

① カーボンニュートラルに向けた産業構造の転換や、ＩｏＴ、ＡＩ等のＩＣＴの急速な技術革新によ

るＤＸの進展、感染症拡大や経済安全保障の観点からのサプライチェーンの見直しなど、企業を取

り巻く環境が大きく変動する中、地域の特性を踏まえ、県内産業の高度化・強靭化に向けた企業に

よる投資を促進する必要があります。 

 

② 新名神高速道路の開通等による操業環境の向上もあり、北勢地域を中心に県内への企業立地ニーズ

は高いものの、既存工業団地等の分譲可能用地が減少し、将来的にも用地不足による誘致機会の逸

失が懸念されることから、新たな産業用地の確保が喫緊の課題となっています。また立地済み企業

については、国際競争力の強化や事業運営の円滑化を図るための、規制や法手続き面での環境整備

が求められています。 

 

③四日市港においては、コンテナ貨物量の増加や船舶の大型化、サプライチェーンの強靱化に対応す

るため、港湾機能の強化が必要です。また、港湾・海岸施設の多くは供用から 50 年以上が経過して

おり、老朽化対策が課題となっています。さらに、国際物流や産業の拠点となる港湾において脱炭

素化が求められるなか、臨海部企業が競争力を維持した上で脱炭素化を推進していくため、カーボ

ンニュートラルポートの形成に向けて取り組む必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

① 企業投資促進制度の活用やワンストップサービスの提供などにより、グリーン・デジタル関連等の

成長産業分野への投資やマザー工場化、スマート工場化、研究開発施設などの高付加価値化や拠点

機能の強化につながる投資、県南部地域における地域資源を活用した産業への投資、さらにはサプ

ライチェーンの強靱化を推し進めることにより、県内生産拠点の強靱化ひいては本県産業の高度化

を図ります。また、ものづくり基盤技術の高度化や付加価値の高いサービスの提供などに取り組む

中小企業・小規模企業の設備投資を促進します。さらに、市町等と連携し、先進性のある地域経済

牽引事業の促進を図ります。 

 

② 企業の操業環境の向上を図るため、企業からの聞き取りを継続的に行い、規制の合理化及び法手続

きの迅速化に向けた調整を行うことで、企業の課題解決や新たな事業展開を支援します。また、産

業用地の確保については計画が進められている産業用地の開発に係る許認可等の手続きが円滑に進

むよう関係部局との調整を行うとともに、企業の立地ポテンシャルが高い北勢地域について、産業

用地の開発を促進するための適地調査を行います。 

 

③四日市港が背後圏産業の競争力の維持・強化に物流面から貢献できるよう、コンテナ船用の耐震強

化岸壁(Ｗ81)の整備促進をはじめ、四日市港管理組合が行う港湾・海岸施設の防災・減災対策、老

朽化対策などの機能強化の取組や、港湾におけるカーボンニュートラルの実現に向けた計画策定等

の取組を支援します。 

 

企業誘致の推進と県内再投資の促進 
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主な事業 

①県内投資促進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ２ 工業開発費） 

予算額：(R3) １，８００，５７０千円 → (R4) １，８１９，７１９千円 

事業概要：マイレージ制度を取り入れた企業投資促進制度を活用し、グリーン・デジタル関連等 

の成長産業、マザー工場化、スマート工場化、研究開発施設及び外資系企業の拠点な 

どに関する県内投資への支援を行います。 

 

②（一部新）企業操業環境向上事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ２ 工業開発費） 

予算額：(R3) ４６７千円 → (R4) ５０，４２９千円 

事業概要：企業の操業環境の向上を図るため、規制の合理化及び法手続きの迅速化に向けた検  

討を行うとともに、不足が見込まれる北勢地域における産業用地の開発を促進する  

ための適地調査を行います。 

 

③（新）三重県サプライチェーン強靱化促進緊急対策補助金 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ２ 工業開発費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) ３２０，１２０千円 

事業概要：県内においてサプライチェーンを構築するために必要な設備投資費、海外からの設置 

移転費、調査費及び当該事業によって生まれる新規雇用増加数に対する支援を行いま

す。 

 

④四日市港振興事業 

（第８款 土木費 第４項 港湾費 ３ 港湾諸費） 

予算額：(R3) １，５１６，５３８千円 → (R4) １，６２０，２０７千円 

事業概要：四日市港が背後圏産業の競争力の維持・強化に物流面から貢献するため、コンテナ船

用の耐震強化岸壁(Ｗ81)の整備をはじめ、四日市港管理組合による港湾施設等の機能

強化の取組や、港湾におけるカーボンニュートラルの実現に向けた計画策定等の取組

を支援します。 
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施策７－４  

 
 

 

【主担当部局：雇用経済部】 

現状と課題 

①人口減少の進展に伴い、国内市場の縮小が見込まれることから、県内企業の国際展開は喫緊の課題

となっています。現在、新型コロナウイルス感染症の影響で海外との人的往来に制約があるなど、

県内企業の海外ビジネスは未だ困難な状況にありますが、海外ビジネスの本格的な再開が今後見込

まれることから、県内企業の海外ビジネス展開を一層支援していく必要があります。 

 

②新型コロナウイルス感染症の影響により海外渡航が制限されていることから、留学や国際交流の機

会が大きく減少し、国際的な視野を持ち、地域で活躍するグローカル人材を育成するための貴重な

機会が失われています。コロナ禍の収束が見通せない中においては、オンラインも活用し、国際交

流や国際的な視野を持つ若者を養成する機会を積極的に提供していく必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

①日本貿易振興機構（ジェトロ）等の関係機関と連携し、県内中小企業の海外ビジネス展開を支援し

ます。また、本県がこれまで構築してきた海外政府・自治体とのネットワークを生かしながら、商

談会や交流会等に取り組みます。加えて、海外ミッションを実施し、県産品や県内観光資源のＰＲ

に取り組むとともに、産業連携の覚書（ＭＯＵ）を締結している海外政府・自治体等との関係強化

に努めます。 

 

②高校生や大学生を対象とした連続講座の開催をはじめ、若者に対して国際的な交流や学びの機会を

積極的に提供することにより、グローカル人材の育成を推進します。また、各国大使館及び国際関

係機関等との関係の拡大強化や、友好・姉妹提携先との関係強化を図るとともに、三重県知事が日

本自治体側の代表である太平洋島嶼国・日本地方自治体ネットワークの構成道県との連携により、

太平洋島しょ国との交流も推進します。 

 
主な事業 

①県内中小企業国際展開促進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R3) １４，６９５千円 → (R4) １６，２４１千円 

事業概要：県内企業の国際競争力向上を図り、成長著しいアジアをはじめ海外市場の獲得を本県産

業の発展につなげるため、日本貿易振興機構（ジェトロ）等の関係機関と連携し、県内

中小企業の国際展開を支援します。 

 

②（新）海外ビジネス展開支援事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) ５５，２４３千円 

事業概要：コロナ禍で停滞していた海外ビジネスの本格的な再開が見込まれることから、海外販路

拡大など反転攻勢へ向けて県内中小企業が行う取組を支援します。 

 

国際展開の推進 

 

 

 

94



③（一部新）国際ネットワーク強化推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R3) １８，０４５千円 → (R4) １６，３６７千円 

事業概要：友好・姉妹提携先や駐日大使館、領事館とのネットワークの維持強化を図ります。特に

パラオ共和国とは農業分野での交流、中国河南省とは友好ウィーク活動訪問団の受入等

による交流を行うとともに、太平洋島しょ国と日本の自治体の共通課題に関する研修や

情報交換による交流を行います。 

 

④（新）グローカル人材育成推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 １ 商工業総務費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) ２，５５６千円 

事業概要：三重の未来を担う若者をグローカル人材として育成するため、友好・姉妹提携先をはじ

めとする海外との交流機会を積極的に提供するとともに、高校生や大学生を対象とした

連続講座の開催や定期的なオンライン交流を行います。 
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施策８－１ 

 

 

 
 

 

【主担当部局：雇用経済部】 

現状と課題 

①人口減少、少子高齢化の進行や、若者・子育て世代の転出超過などにより、県内中小企業では労働

力不足が深刻化しています。全体の転出超過のうち、若者の割合が大部分を占めており、特に若者

の県外流出が大きな課題となっています。このため、県内高等教育機関卒業生の県内企業への就労

を促進するとともに、県外の大学に進学した学生を就職時に県内へ呼び戻す取組が必要です。 

 

②県内企業での就職やインターンシップを希望する県外の大学へ進学した学生等に、県内企業の情報

が十分に知られていない状況であるため、地域で働く魅力などの情報発信に地域が一体となって取

り組むなど、地域における就業支援を含めた受入態勢の準備を進めることが必要です。 

 

③労働力不足を解消するためには、新規学卒者に加え、離職者、転職希望者等の幅広い人材の県内企

業への就職・定着が必要であるとともに、無業者などの潜在的な労働力を確保することが重要です。 

 

④ＩｏＴやロボット技術など成長・基幹産業に対応する人材や、生産性向上、競争力の強化を図る企

業ニーズに対応する人材を育成するため、若者の職業能力の開発に取り組む必要があります。 

 

 ⑤三重県の令和３年の転出超過数 3,480 人の約９割が 15 歳～29 歳の若者となっており、その転出の

要因は進学または就職によるものと推測されます。また、令和３年度の大学進学者収容力は 40.6％

（令和２年度 39.8％）と全国最低水準にある一方で、地元の大学に進学した者は、地元外の大学に

進学した者に比べて、地元への就職を希望する率が高いという民間の調査結果があります。若者の

県内定着を図るため、新たな県立大学の設置や既存の県内大学の定員増について検討していく必要

があります。 

 

 ⑥新型コロナウイルス感染症拡大により、若者の進学や就職に対する考え方、学生募集や就職活動の

方法に変化が生じており、若者の県内定着を促進するため、これらの変化をふまえた県内入学者や

県内就職者の増加をめざす県内高等教育機関の取組を促進する必要があります。 

 

 ⑦大学生等の奨学金返還額の一部を助成する制度については、令和２年度から、過疎地域などへの居

住等を条件とする「指定地域枠」に加え、県内での居住及び県内産業への就業等を条件とする「業

種指定枠」を設け、募集人数を 40名に倍増しました。若者の県外流出が続いていることから、継続

して取り組む必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

 

①若者の安定した就労に向けて、その支援拠点である「おしごと広場みえ」を中心として、総合的な

就労支援サービスを提供するとともに、就職支援協定締結大学や経済団体等と連携した県内企業の

情報発信や、県内企業へのインターンシップ、合同企業説明会の開催などにより、Ｕ・Ｉターン就

職を促進します。 

若者の就労支援・県内定着促進 

 

雇用経済部 
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②若者の県内定着を図るため、県内外の学生やＵ・Ｉターン就職を検討している求職者等を対象とし

て、若者のネットワークも活用しつつ、県内企業の情報や地域で働く魅力を発信するとともに、地

域を挙げた採用活動や人材育成を推進します。 

 

③若者をはじめとした多様な人材の育成・確保、さらには企業が行う生産性向上や新たな事業展開な

どを支援し、地域の産業政策と一体となった雇用機会の創出、拡大に取り組みます。 

 

④成長が見込まれるＩＴ分野や求人ニーズが高いものづくり分野への就労を目指した職業訓練など、

地域産業の担い手となる人材を育成するとともに、技能検定等の円滑な実施や、民間の職業能力開

発校への支援を行うことにより、企業や労働者のスキル・キャリアアップの機会を確保します。 

 

 

⑤大学進学時における学びの選択肢を拡大し、若者の県内定着を図るため、新たな県立大学の設置に

ついて、具体的な大学像を検討し、県立大学設置に係る費用や本県にもたらす効果等を調査します。

そのうえで、県民や事業者等を対象としたアンケートを実施するとともに、既存の県内大学の定員

増の可能性についても検討し、関係機関の参画を得て開催する検討会議において、議論を深めます。 

 

⑥県内の高等学校を卒業した大学進学者が県内大学へ入学した割合は約２割にとどまっており、また、 

県内高等教育機関の卒業生が県内に就職した割合も５割に満たない中で、県内入学者や県内就職者

の増加につなげるため、県内高等教育機関が新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う環境変化をふ

まえて講じる取組に対し継続的な支援を行います。 

 

⑦若者の県内定着を促進するため、「過疎地域などの指定地域への居住」や「県内での居住および県内

産業への就業」などを満たした場合、奨学金返還額の一部を助成します。 

 
主な事業 

 

①おしごと広場みえ運営事業 

（第５款 労働費 第１項 労政費 １ 労政総務費） 

予算額：(R3) ２８，９８２千円 → (R4) ２８，８３２千円 

事業概要：若年求職者、大学生等の安定した就労や職場定着を図るため、三重労働局等と連携し、

「おしごと広場みえ」を拠点として、オンラインを含めた就職相談や各種セミナーの開

催に取り組むとともに、県内企業の人材確保ニーズと若者の就労ニーズとのマッチング

を図るなど、ワンストップで総合的な就労支援を実施します。 

 

②（新）若者の地域還流・定着促進支援事業 

（第５款 労働費 第１項 労政費 １ 労政総務費） 

予算額：(R3) ― 千円 → (R4) ２４，２１０千円 

事業概要：地域別の企業説明会や、地域ぐるみで若者の定着支援を行う機運を醸成するためのセミ

ナーの実施など、地域を挙げた採用活動や人材育成を推進します。また、若者のネット

ワークを活用しながら、地域で働く魅力や県内企業の情報発信を行います。 

 

戦略企画部 

雇用経済部 
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③公共職業訓練費 

（第５款 労働費 第２項 職業訓練費 ２ 技術学校費） 

予算額：(R3) ４３５，９９５千円 → (R4) ５０１，１３３千円 

事業概要：県内産業の担い手となる人材を育成するため、津高等技術学校において、求職者側、求

人側双方のニーズに応じた訓練カリキュラムを作成し、学卒者等を対象とした施設内訓

練を実施するとともに、離転職者を対象とした委託訓練を実施します。 

 

④（一部新）労働力需給調整事業 

（第５款 労働費 第１項 労政費 １ 労政総務費） 

予算額：(R3) ５５，１７７千円 → (R4) ２７，８３１千円 

事業概要：新型コロナウイルス感染症の影響により雇用維持に悩む企業と労働力不足に悩む企業等

の間での「雇用シェア」が活用されるよう、周知啓発を行います。また、災害等の非常

時において、即時的に「雇用シェア」のマッチングを行うための企業間ネットワークを

構築します。 

 

 

⑤高等教育機関連携推進事業 

（第２款 総務費 第２項 企画費 ３ 企画費） 

予算額：(R3) ２２，７５６千円 → (R4) ２１，４８４千円 

事業概要：新たな県立大学の設置について、具体的な大学像を検討し、設置に係る費用や本県にも

たらす効果等を調査したうえで、県民や事業者等を対象としたアンケートを実施すると

ともに、関係機関の参画を得て、検討会議を開催し、新たな県立大学設置について議論

を深めます。また、県内高等教育機関が新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う環境変

化をふまえて行う県内入学者や県内就職者の増加につながる取組に対し継続的な支援

を行います。 

      

⑥地域と若者の未来を拓く学生奨学金返還支援事業 

（第２款 総務費 第２項 企画費 ３ 企画費） 

予算額：（R3）２３，６５２千円 → (R4) ２１，３７６千円 

事業概要：若者の県内定着を促進するため、「過疎地域などの指定地域への居住」や「県内での居

住および県内産業への就業」などを満たした場合、奨学金返還額の一部を助成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦略企画部 
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施策８－２ 

 

 

 
 

 

【主担当部局：雇用経済部】 

現状と課題 

①働く意欲のあるすべての人が、いきいきと働くことができるよう、社会全体で働きやすい労働環境

の整備を促進するとともに、ポストコロナの「新しい日常」に対応した働き方として、引き続きテ

レワークなど多様で柔軟な働き方が選択できる勤務形態の導入に取り組み、企業の人材確保・定着

支援や生産性向上につなげていく必要があります。 

 

②障がい者雇用においては、三重労働局など関係機関との連携を一層強化し、企業における課題解決

の支援が必要です。特に、定期的に改定される法定雇用率の引き上げへの対応や、障がい者雇用に

関する一層の周知・啓発が求められるとともに、自らの障がいの状況や能力、希望に合わせて働く

ことができるよう、テレワークなど働き方の選択肢の拡大が必要となっています。 

 

③女性や高齢者、外国人など、多様な人材が能力を発揮することができるよう、地域の中で活躍し安

心して働き続けられる職場環境づくりを関係機関と連携して取り組むことが必要です。特に、新型

コロナウイルス感染症の長期化により、非正規雇用割合が高い女性が大きな影響を受けているため、

一人ひとりの希望に合った形で就労することができるよう支援する必要があります。また、高齢者

においては、60 歳以降も高い就業意欲を持つ方が多く、労働力不足が続く中、地域の実情に応じた

高齢者の雇用促進を図る必要があります。さらに、外国人においては、受入にあたっての職場環境

づくりを進めるとともに、日本での就労に必要なルールやマナー、技能等の習得支援が必要です。 

 

④雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った就職氷河期世代については、現在も本意ではない非正規

雇用や無業の状態である人が一定数存在しており、安定した就労に向けた支援の充実が求められて

います。 

 

令和４年度の取組方向 

①働く意欲のあるすべての人が、やりがいや生きがいをもって自らの希望をかなえ、いきいきと働く

ことができるよう、職場環境の整備に取り組むとともに、テレワークの導入や継続の支援を行いま

す。 

 

②障がい者雇用に対する県民や企業への理解促進や障がい者雇用を進める企業を増やすなど雇用機会

の拡大に取り組むとともに、テレワークなど、働く意欲のある全ての障がい者が希望や特性、体力

等に応じて働くことのできる多様な働き方を推進します。 

 

③働く意欲のある女性が希望する形で就労できるよう、各種資格やスキルの習得など「人づくり」の

取組を実施し、キャリアアップや再就職を支援するとともに、就労継続の意識啓発に取り組みます。

また、高齢者の雇用を促進するため、シルバー人材センターなど高齢者雇用促進に関する取組の支

援を行います。さらに、企業側が外国人労働者に配慮した労働環境を整備できるよう、労働関係法

令の遵守や日本語教育・生活支援の必要性等について、周知・徹底を図るとともに、外国人労働者

が企業ニーズを満たした知識や技能を習得できるよう、日本語能力に配慮した職業訓練を実施しま

す。 

 

多様で柔軟な働き方の推進 
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④就職氷河期世代の安定した就労を希望する人を対象に、相談から就職まで切れ目ない支援に取り組

むとともに、就労体験や就労訓練の受入先となる企業等の開拓を行います。 

 

主な事業 

①テレワーク活用による働き方改革促進事業 

（第５款 労働費 第１項 労政費 ３ 労働福祉費） 

予算額：(R3) ３，３９５千円 → (R4) ２，５９６千円 

事業概要：場所や時間にとらわれない働き方の実現に有効なテレワークの導入促進を図るため、三

重県オリジナルのテレワーク導入ガイドを活用した入門研修を実施するとともに、導入

をサポートする企業との交流会の開催などにより、具体的な導入イメージの形成につな

げ、導入に向けた環境づくりを進めます。 

 

②（新）テレワークによる障がい者雇用促進事業 
（第５款 労働費 第１項 労政費 １ 労政総務費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) ４０，０００千円 

事業概要：県内の障がい者雇用者数や法定雇用率達成企業数の増加と、障がい者の職場定着の向上

を図るため、障がい者を支援するスタッフが常駐し、県内中小企業等が障がい者雇用の

場として共同利用できるテレワーク拠点を開設する民間事業者を支援します。 

 

③障がい者ステップアップ推進事業 
（第５款 労働費 第１項 労政費 １ 労政総務費） 

予算額：(R3) ６，２５２千円 → (R4) ９，０８６千円 

事業概要：県内企業の障がい者雇用を促進するため、優良事例の普及・啓発、支援制度の周知、職

場定着の推進に向けた企業の人材育成などの取組を進めます。また、ステップアップカ

フェを活用した障がい者雇用に関する理解の促進や、障がい者雇用に関する企業間ネッ

トワークの支援などに取り組みます。 

 

④（新）多様な人材の県内就労総合推進事業 

（第５款 労働費 第１項 労政費 １ 労政総務費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) １１，９５３千円 

事業概要：非正規雇用が多い女性や外国人労働者が能力を発揮し、安心して働き続けることができ

るよう、スキルアップや資格取得、インターンシップ等の体験を通して求職者の能力開

発を図るとともに、マッチングイベントの開催による出会いの場の創出や、ＳＮＳによ

る様々な女性活躍事例の発信等を行います。 

 

⑤女性の就労支援事業 

（第５款 労働費 第１項 労政費 １ 労政総務費） 

予算額：(R3) ４，６２７千円 → (R4) ２，８６７千円 

事業概要：働く意欲のある女性が希望する形で就労できるよう、一人ひとりのニーズに合わせて再

就職やキャリアアップにつながるよう支援するとともに、多様な事情を抱える女性の就

職に関する不安や悩みの解消に取り組みます。 
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⑥外国人の受入環境整備促進等事業 

（第５款 労働費 第１項 労政費 １ 労政総務費） 

予算額：(R3) ４,３６８千円 → (R4) ４，０７４千円 

事業概要：外国人材の受入を円滑に行うため、企業における受入体制の整備を促進するためのセミ

ナー等を開催し、適切な労働環境の確保を図ります。また、外国人留学生等が安心して

県内企業に就職することができるよう、県内企業との出会いと就職の機会を提供します。 

 

⑦就職氷河期世代再チャレンジ応援緊急対策事業 

（第５款 労働費 第１項 労政費 １ 労政総務費） 

予算額：(R3) ２１，１４０千円 → (R4) ２１，１６１千円 

事業概要：就職氷河期世代の安定した就労につなげるため、関係機関と連携しながら相談から就職

に至る切れ目ない支援を実施するとともに、就労体験や訓練の受入先となる企業等の開

拓に取り組みます。また、支援対象者やその家族に対する情報のアウトリーチに取り組

み、各種支援策の利用を促進します。 
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施策９－１  

 
 

 

【主担当部局：地域連携部】 

現状と課題 

①県と市町で構成する「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」の仕組みを活用し、地域課題の解

決に向け検討を進めるとともに、全県的な課題となっている若者の力を地域コミュニティの活性化

に生かすため、地域で活動する若者のトークイベントを開催するなど、地域づくりに携わるきっか

けづくりを行いました。市町との連携を一層強化して、持続可能な地域コミュニティづくりがより

多くの地域に広がるよう取り組む必要があります。 

 

②人口減少の進行に伴い、市町は、これからも持続可能な形で行政サービスを提供し続け、その水準

をいかに維持・向上していくかが課題となっています。このため、市町が基礎自治体として自主性、

自立性を確保しつつ、効率的かつ効果的な行財政運営が行われるよう、支援する必要があります。 

 

③木曽岬干拓地の伊勢湾岸自動車道以北については、工業団地として都市的土地利用を進めており、

約 50％を企業に分譲しました。また、伊勢湾岸自動車道以南については、都市的土地利用計画の策

定に向けて検討を進めています。引き続き、市町等と連携のもと利活用を図っていく必要がありま

す。 

 

④大仏山地域については、散策路等を適切に維持管理するとともに、樹名板を設置するなどして利用

促進に取り組んでおり、引き続き、地域住民など多様な主体が連携して利用促進を図っていく必要

があります。また、宮川の流量回復の取組については、今年度は、流量が減少傾向にあった際に関

係機関と放流時期等を協議し、準備態勢を整えましたが、その後の降雨により流量が回復したため

流量回復放流や、かんがい放流との同時放流の試行を実施するには至りませんでした。一方、宮川

ダム直下から三瀬谷ダム間のより良い流況については、今年度、「宮川のより良い流況に向けた流量

回復等検討会議」を４回開催（令和４年１月末時点）し、関係部局において情報共有を図りながら、

放流量を変化させた際のダム貯水量への影響シミュレーションなどの取組を進めているところです。

引き続き、県議会からの提言をふまえた流量回復の取組を進めていくとともに、宮川ダム直下から

三瀬谷ダム間のより良い流況に向けて関係部局で取り組んでいく必要があります。 

 

⑤南部地域は過疎・高齢化により地域を支える世代の人口流出が進み、地域の活力の維持が課題とな

っています。地域おこし協力隊のネットワーク化を図り、隊員の定住・定着を進めながら、地域の

活力を維持していく必要があります。 

 

⑥令和３年４月に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、今後５

年間における過疎地域の持続的発展を図るための方針である「三重県過疎地域持続的発展方針」を

策定しました。今後も人口減少と高齢化が加速する過疎・離島・半島地域が持続可能な地域社会を

構築することができるよう、市町と連携して地域活性化や定住促進などに取り組む必要があります。 

 

 

 

市町との連携による地域活性化 
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⑦離島航路は、島民にとって医療などの生活の基盤であると同時に、産業や島外との交流の基盤であ

り、唯一の交通手段です。離島の存続発展には離島航路は必要不可欠であり、維持改善していく必

要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

①住民に最も身近な自治体である市町と県の連携を一層強化して、地域における課題の解決に向けた

取組を進め、地域・市町の実情に応じた持続可能な地域づくりを推進します。また、市町が策定し

た地方版総合戦略の推進を支援します。 

 

②市町が行政事務を適正かつ的確に処理するとともに、安定的な財政運営が行われ、地域の活性化に

つながるよう、地方自治制度、地方公務員制度、地方財政制度の運用のみならず、公営企業の経営

改革や公共施設等の適正管理の推進等について、必要な支援を行います。 

 

③木曽岬干拓地については、分譲地の都市的土地利用の促進による地域の活性化に向け、関係する町

や部局と連携し、企業誘致に取り組むとともに、立地を希望する企業に対しては、立地・早期操業

に結びつくよう支援を行います。また、伊勢湾岸自動車道以南の都市的土地利用計画策定に向け、

土地利用の方向性を定めていくとともに、道路等の基盤整備を進めます。 

 

④大仏山地域については、引き続き散策路等を適切に維持管理し利用促進に取り組むとともに、将来

の多様な主体による里山の保全・活用に向けた検討を進めていきます。また、宮川の流量回復につ

いては、「粟生頭首工直下毎秒３トン」の年間を通じた安定的な確保に取り組みます。一方で、宮川

ダム直下から三瀬谷ダム間のより良い流況に向けて関係部局で検討を進めます。 

 

⑤過疎・高齢化によって地域を支える世代の人口流出が進み、地域の活力維持が課題となっているこ

とから、地域おこし協力隊のネットワーク化を一段と進め、人材育成やサポート体制を充実させる

ことにより、任期終了後の定住・定着を促進する取組を進めます。 

 

⑥過疎地域等の条件不利地域において、魅力と活力ある地域づくりを推進するため、市町が行う住民

の身近な生活課題を解決するための取組や地域の特色を生かした活性化の取組を支援します。 

 

⑦離島と本土、離島間を結ぶ唯一の交通機関である離島航路について、市が実施する老朽化船舶の代

替船建造に対して支援を行い、航路の維持・改善、島民の生活基盤の安定、島外との交流促進につ

なげます。 

 

主な事業 
①持続可能な地域コミュニティづくり推進事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R3) ３，４７１千円 → (R4) ２，９８７千円 

事業概要：「県と市町の地域づくり連携・協働協議会」の仕組みを活用し、住民が主体となった地域

のコミュニティづくりがより多くの地域に広がるよう取り組むとともに、若者の力を地

域コミュニティの活性化に生かすための取組を進めます。 
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②市町振興事務費 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 ２ 市町振興費） 

予算額：(R3) ６，９６８千円 → (R4) ６，４６４千円 

事業概要：市町が行政事務を適正かつ的確に処理するとともに、市町の行財政改革を支援し、安定

的な財政運営を行うことができるよう、適切な助言や支援を行います。 

 

③木曽岬干拓地整備事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R3) １，４１７，４４１千円 → (R4) ４５８，５５７千円 

事業概要：排水機場等を適切に維持管理するとともに、土地の利活用を促進していくため、道路等

の基盤整備を行うなど取組を着実に進めます。 

 

④特定振興地域推進事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R3) ２６，６２７千円 → (R4) ２６，７１７千円 

事業概要：大仏山地域に整備した散策路等を適切に維持管理し利用促進に取り組むとともに、将来

の多様な主体の参画に向けた検討を進めます。また、関係部局と連携して宮川ダム直下

から三瀬谷ダム間のより良い流況に向けた検討を行います。 

 

⑤地域づくり人材支援事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R3) １，４２３千円 → (R4) １，４１０千円 

事業概要：地域おこし協力隊ＯＢ・ＯＧを含む隊員同士が支え合う仕組みを構築するため、地域お

こし協力隊のネットワークの活用を進めるとともに、隊員の定住・定着を促進します。 

 

⑥地域活性化支援事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R3) ２，６５９千円 → (R4) ２，８３２千円 

事業概要：過疎地域、離島地域、辺地の存する市町および東紀州地域の市町が実施する、住民の身

近な生活課題を解決するための取組や地域活性化への取組に対し、補助対象経費の  

１／２以内の範囲で補助金を交付します。 

 

⑦（新）離島航路船舶新造事業補助金 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) ５５４千円 

事業概要：島民の生活基盤の安定化と離島の自立的発展を促すため、離島航路事業者に対し、新船

建造費の一部を補助し離島航路の維持確保を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

106



 

107



施策９－２  

 
 

 

【主担当部局：地域連携部】 

現状と課題 

①移住の促進に向け、平成 27 年４月から東京に設置している「ええとこやんか三重 移住相談センタ

ー」や、大阪および名古屋での相談会などにおいて、きめ細かな相談対応を行うとともに、移住者

を受け入れる体制の整備など、市町と連携した取組を進めた結果、県および市町の施策を利用した

県外からの移住者数は、平成 27 年度から令和２年度までの６年間で 1,900 人を超えました。引き続

き、市町と連携した取組を進めるとともに、移住者の県内への定着や移住促進の取組を地域の活性

化につなげていく必要があります。 

 

②新型コロナウイルス感染症の拡大などに伴い、地方への関心が高まっていることを受け、移住の促

進に向けた取組が多くの自治体で行われている中、本県が“選ばれる地域”となるために、これま

でにも増して戦略的な取組が必要となります。 

 

③新型コロナウイルス感染症拡大の影響をふまえ、オンラインを活用した相談を実施することで、「え

えとこやんか三重 移住相談センター」においても、全国から相談をいただくようになり、センタ

ーでの相談件数は前年度の約 1.4 倍（令和３年 12 月末時点）に増加しています。首都圏から全国に

向けた情報発信に加え、関西圏、中京圏での取組をさらに充実させていくことが必要です。また、

移住希望者と県内の地域の人たちが継続的につながる仕組みである「三重暮らし魅力発信サポータ

ーズスクエア」での交流会等、移住希望者と地域が継続的につながる取組を着実に進める必要があ

ります。 

 

④移住希望者が安心して三重に移住し、暮らし続けていけるよう、市町の受け入れ態勢を充実させる

取組を支援する必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

①持続可能な地域づくりにも寄与する移住という視点から、県外の若者と地域づくりに取り組む人々

との交流の促進や、受け入れ態勢の充実を図ります。 

 

②大阪・関西万博やリニア中央新幹線等により注目される「関西圏・中京圏」の人や仕事の流れを取

り込むための情報発信の充実や、テレワークをはじめとする「転職なき移住」という新たな動きに

対する企業へのアプローチなどに取り組みます。 

 

③「ええとこやんか三重 移住相談センター」を中心に、きめ細かな相談対応を行うとともに、全国

フェアへの出展や他県と連携した移住プロモーション、ＨＰ等での情報発信を行います。地方移住

に向けた人の流れや関心の高まりを、三重への移住につなげられるよう、対面での相談対応等も重

視しながら、オンラインを積極的に活用したハイブリッドでの事業実施など、相談会等のさらなる

充実を図ります。また、「三重暮らし魅力発信サポーターズスクエア」の取組を、市町や「三重暮ら

し応援コンシェルジュ」と連携しながら進めます。 

 

移住の促進 
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④市町の担当者会議や研修会を通じて、県と市町の連携を深め、移住促進に向けた課題や効果的な手

法等について情報共有することで、市町の取組を支援します。また、東京 23 区在住者等の地方への

移住を後押しする移住支援事業について、引き続き市町と連携し実施します。 

 

主な事業 
①（一部新）ええとこやんか三重移住促進事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R3) ３７，０６２千円 → (R4) ３８，５８７千円 

事業概要：県外の若者と地域づくりに取り組む人々との交流を促進するほか、移住者や地域の方と

一緒に地域づくりに取り組む人の育成により、受け入れ態勢を充実します。また、大阪・

関西万博、リニア中央新幹線等により注目される「関西圏・中京圏」の人や仕事の流れ

を取り込むための情報発信の充実や、テレワークをはじめとする「転職なき移住」とい

う新たな動きに対する企業へのアプローチなどに取り組みます。あわせて「ええとこや

んか三重 移住相談センター」を中心としたきめ細かな相談対応、全国フェアへの出展

や他県と連携した移住プロモーション、ＨＰ等での情報発信を行うとともに「三重暮ら

し魅力発信サポーターズスクエア」の取組をさらに進めます。 

 

②移住促進のための市町支援事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R3) ２８，４３５千円 → (R4) １４，９４５千円 

事業概要：県と市町の連携を深め、移住希望者のニーズや移住促進に向けた課題や効果的な手法等

について情報共有する担当者会議や研修会を実施します。また、東京 23区の在住者又は

東京圏在住で 23区への通勤者で、三重県に移住・就職した人等を対象に、市町と連携し

て移住支援金を支給します。 
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施策９－３  

 
 

 

【主担当部局：地域連携部南部地域活性化局】 

現状と課題 

①南部地域は、第一次産業の活力の低下に加え、大規模な工場誘致による雇用の場の確保も難しいこ

となどから、若者世代の人口の流出と高齢化に歯止めがかからない状況が続いています。南部地域

活性化基金等を活用して市町が行う働く場の確保に向けた取組や住民の生活に寄り添った取組を支

援することにより、持続可能な地域社会の実現を図ることが求められています。 

 

②新型コロナウイルス感染症により、南部地域においても観光業をはじめ、多くの産業が影響を受け

ています。感染症対策と社会経済活動を両立させ、南部地域の経済の再生・活性化を図る必要があ

ります。 

 

③南部地域は過疎・高齢化により地域を支える世代の人口流出が進み、地域の活力の維持が課題とな

っています。持続可能な地域づくりを実現するため、関係人口の取組（度会県）を進め、地域コミ

ュニティを維持、活性化していく必要があります。 

主 

令和４年度の取組方向 

①南部地域各市町の効果的な取組を促進するため、南部地域 13 市町や有識者、県で構成する南部地域

活性化推進協議会において、情報共有や課題の解決に向けた検討を行い、南部地域活性化基金等に

より市町の取組を支援していきます。 

 

②県内の学校が実施する南部地域を目的地とする教育旅行を支援することにより、南部地域が大きく

注目・認識され、地域の魅力が見直されています。こうした気運を将来の若者人口の流出抑制、ふ

るさと三重へのＵターン意識の涵養につなげていきます。また、南部地域の豊かな自然と歴史文化

の魅力によって教育旅行の需要喚起を図り、地域経済に直接的な需要を創出するとともに、子ども

たちの「活気」による「賑わい」を創出していきます。 

 

③過疎・高齢化によって地域を支える世代の人口流出が進み、地域の活力維持が課題となっているこ

とから、市町と連携して関係人口の取組（度会県）を進め、関係人口の裾野拡大と、地域と関係人

口との関わりの深化に取り組みます。 

 

主な事業 
①南部地域活性化基金支援事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R3) １０，９７９千円 → (R4) ９，６４７千円 

事業概要：南部地域活性化基金等を活用し、若者の定着のため、市町が行う若者の働く場の確保に

向けた取組等を支援します。 

 

 

 

南部地域の活性化 
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②豊かな自然の中で安心して楽しめる南部地域魅力発信事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R3) １０１，６９０千円 → (R4) １００，９００千円 

事業概要：南部地域への教育旅行を実施する県内学校の支援を行うとともに、教育旅行受入に向け

た体験プログラムの開発・改善や宿泊施設の環境整備への支援等を行い、教育旅行の目

的地として南部地域が継続的に選ばれるよう取り組みます。 

 

③地域づくり人材支援事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R3) ７３千円 → (R4) ５６９千円 

事業概要：関係人口の力を生かして持続可能な地域づくりを実現するため、関係人口の裾野拡大と、

地域と関係人口との関わりの深化に取り組みます。 
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施策９－４  

 
 

 

【主担当部局：地域連携部南部地域活性化局】 

現状と課題 

①東紀州地域では、過疎・高齢化の進行や若年層の流出などに伴い、県内でも特に人口減少が懸念さ

れており、持続可能な地域社会の実現に向けた方策が求められています。 

 

②伝統文化の担い手の高齢化が進み、その継承が危ぶまれつつあります。地域の大切な財産である地

域文化や産業を次世代に継承し、地域の活力向上につなげるため、新たな担い手を発掘し、創出し

ようとする地域の気運醸成が必要となっています。 

 

③新型コロナウイルス感染症の影響で、当面の間、外国人旅行者の来訪が見込めない一方、近場で観

光を楽しむマイクロツーリズムへの関心の持続が見込まれることなどから、引き続き、新型コロナ

ウイルス感染症影響下での観光振興の取組を進める必要があります。 

 

④東紀州地域ではリピーター率が県全体よりも高い一方で、子ども連れの家族旅行の率が県全体より

も低いことから、潜在観光客の来訪意欲を喚起していく必要があります。新型コロナウイルス感染

症の収束後を見据え、ターゲットに応じて新たな魅力を発掘・発信すること並びに初めて来訪され

る方や体力に自信がない方の不安を和らげるための情報を提供することが重要です。 

 

⑤東紀州地域は、地理的条件もあって地域経済が低迷しており、また、観光関連産業を含めた産業分

野には小規模な事業者も多いことから、さまざまな主体が連携して、商機拡大に向けた取組を進め

るなど、地域経済の活性化を図る必要があります。 

主 

令和４年度の取組方向 

①持続可能な地域社会づくりに向けた基盤を整えるため、地域のコーディネーターとしての役割を担

う東紀州地域振興公社と連携しながら、東紀州地域の観光振興、産業振興等の取組を促進します。 

 

②地域産品のブランド力強化や販路拡大など、地域経済の活性化につながる取組を支援するとともに、

観光関連産業が地域をけん引する産業となることをめざし、観光の産業化に向けて取り組みます。 

 

③国内外に向けて、熊野古道をはじめとする東紀州地域ならではの魅力の発信に取り組みます。また、

新型コロナウイルス感染症の収束後を見据えた来訪者の受入環境整備や、県内や近隣県からの集客

に向けた取組を進めます。 

 

④来訪者にさまざまな楽しみや学びを提供しつつ古道歩きが具体的に思い描けるコンテンツの活用な

ど、来訪者の不安軽減と一層の満足度向上に向けた取組を進めます。 

 

⑤地域の伝統文化の担い手づくりに向けて、次世代を担う子どもや若者に、東紀州地域の生活の中に

息づく価値や魅力を伝え、地域への誇りと愛着心を育む取組を進めます。 

 

東紀州地域の活性化 
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主な事業 
①東紀州地域振興推進事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R3) １０，２５５千円 → (R4) １０，２５５千円 

事業概要：持続可能な地域社会づくりに向けた基盤を整えるため、地域のコーディネーターの役割

を担う（一社）東紀州地域振興公社と連携し、地域が一体となり、観光振興を中心に、産

業振興、まちづくりを推進する取組を進めます。 

 

②選ばれる東紀州地域を目指して産業活性化支援事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R3) １１，２５９千円 → (R4) １１，２５９千円 

事業概要：東紀州地域の市町や関係団体が連携して行う地域産品の高付加価値化や販路拡大、観光

サービスのブラッシュアップ等の取組を支援し、地域産業・雇用の活性化を図ることに

より、東紀州地域の持続的な発展につなげます。 

 

③Easy Access to 東紀州！プロジェクト推進事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R3) ６，２８８千円 → (R4) ４，５８９千円 

事業概要：地域の魅力の発信や旅行者の受入環境整備について、（一社）東紀州地域振興公社等と連

携して取り組みます。また、他県も含めた広域連携による誘客促進に取り組み、東紀州

地域における旅行者の周遊性・滞在性を高めます。 

 

④熊野古道活用促進事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R3) ５，１５８千円 → (R4) ６，５０３千円 

事業概要：世界遺産登録 15 周年の成果を 20 周年につなげるため、熊野古道の価値や魅力を国内外

に発信することなどにより誘客促進を図るとともに、スペイン・バスク自治州との交流

を継続します。また、伊勢から熊野まで熊野古道を結ぶ環境整備等に取り組むことによ

り、交流人口の拡大と地域経済の活性化を図ります。 

 

⑤さあ出かけよう、熊野古道再発見旅事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R3) １１，３９０千円 → (R4) ４，８５１千円 

事業概要：子ども連れ家族などの来訪意欲を喚起するため、古道歩きが具体的に思い描ける映像や、

来訪時にさまざまな楽しみや学びを提供できる動画等を作成します。 

さらに、リピーターなどの再訪を促していくため、古道周辺のこれまであまり紹介されて

いない隠れた魅力を映像により紹介します。 

 

⑥地域の誇り次世代継承プロジェクト事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R3) ２，６６０千円 → (R4) １，８１１千円 

事業概要：熊野古道や周辺地域の豊かな自然、歴史、文化等の価値を次世代に継承するため、東紀

州地域の子どもや若者が、熊野古道やその周辺の自然・歴史・文化等を体験し、地域の

「本物」に触れることにより、地域への関心や理解を深める取組を実施します。 
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⑦東紀州地域活性化推進費 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R3) ２，８３２千円 → (R4) ２，７８４千円 

事業概要：熊野古道の保全と活用を図ることを目的に熊野古道協働会議を開催するなど、東紀州地

域の活性化に係る課題に対応します。 

 

⑧東紀州地域集客交流推進事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 １ 地域振興費） 

予算額：(R3) ７１，９１１千円 → (R4) ８１，７６４千円 

事業概要：熊野古道センターを通じて、熊野古道をはじめとした東紀州地域の歴史・文化、自然等

を地域内外に発信するとともに、集客交流を促進します。 
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施策９－５  

 
 

 

【主担当部局：デジタル社会推進局】 

現状と課題 

①デジタル社会形成基本法の施行やデジタル庁の発足など、デジタル社会形成に向けた機運が高まっ

ています。県民の皆さんや事業者、市町がＤＸを自分事と捉え、行動に移してもらうためには、各

主体によるＤＸの取組を後押しする必要があります。 

 

②新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、人々の働き方が変化するとともに、新たな地域課題・社

会課題が発生していることから、革新的な技術やサービスを活用した新たなビジネスの創出を支援

することで、多様な働く場の創出や新たな経済活性化につなげていく必要があります。 

 

③令和元年度に策定した「空飛ぶクルマ三重県版ロードマップ」では、令和５年の物流の事業化、令

和９年の乗用の事業化をマイルストーンとして設定し、空の移動革命促進に取り組んでいます。来

年度に向けて法整備等が予定されていることから、ドローンや「空飛ぶクルマ」を活用した事業者

に対するさらなる支援や地域受容性の向上に向けた機運醸成・環境整備を進める必要があります。 

 

④企業におけるＤＸ推進には、企業経営者の意識、企業内でＤＸを推進する人材の確保、業務担当者

の知識・スキルの向上等が重要な要素である一方、社会・経済環境が変化する中にあっても、ＤＸ

に関する「取組を行っていない」・「概念を聞いたことがない」とする県内企業が８割以上を占める

ことから、企業の意識啓発を図りながら、ＤＸ人材の育成支援に取り組んでいく必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

①デジタルの得意・不得意にかかわらず、それぞれが自分事としてＤＸを捉え、行動に移してもらえ

るよう県民の皆さんや事業者、市町・県庁各部局がＤＸに取り組む「第一歩」を踏み出すことを応

援するため、ＤＸを牽引する専門家や企業と連携した相談支援を行います。 

 

②起業家がその経験をふまえて後進の支援を行い、ネットワークを拡大していく「とこわかＭＩＥス

タートアップエコシステム」の構築を推進します。また、地域課題や社会課題を解決するため、革

新的な技術やサービスを活用した社会実装の支援に取り組みます。 

 

③ドローンや「空飛ぶクルマ」の活用によるさまざまな地域課題の解決や新たなビジネスの創出をめ

ざして、実証実験の支援や地域受容性の向上に向けた取組を実施することにより、「空の移動革命」

の促進・ＰＲに取り組みます。 

 

④社会全体のデジタル化が進められる中、県内ではＤＸの取組やその認知度が低く、県内企業をはじ

めとしたさまざまな主体において、デジタル人材の不足が生じていることから、産官学各層のデジ

タル人材の育成及び県内定着を支援します。 

 

 

 

ＤＸの推進 
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主な事業 
① （新）三重ＤＸ推進事業 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 10 情報対策費） 

予算額：(R3)  ― 千円 → (R4)   １１，４１７千円 

事業概要：デジタルの得意・不得意にかかわらず、それぞれが自分事としてＤＸを捉え、行動に 

移してもらえるよう、ＤＸを牽引する専門家や企業と連携した「みえＤＸセンター」 

の取組を通して、県民の皆さんや事業者、市町・県庁各部局がＤＸに取り組む「第一 

歩」を踏み出すことを応援し、社会におけるＤＸの推進につなげます。 

 

② スタートアップ支援事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R3) １８８，９３２千円 → (R4)   ２７，０００千円 

事業概要：デジタル技術や新たなビジネスモデルによる創業・第二創業（スタートアップ）をめ 

ざす者を主な対象に、県内外の起業家等のネットワークを活用し、事業計画の磨き上 

げやマッチング機会の提供等を通じて、自律的・継続的なスタートアップの創出を促 

進します。また、県内で発生している地域課題・社会課題の克服のため、革新的な技 

術やサービスの社会実装をめざす事業者等の支援に取り組みます。 

 

③ 空の移動革命促進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ７ 新産業振興費） 

予算額：(R3)  ２０，９４６千円 → (R4)   ２０，６３０千円 

事業概要：三重県が抱える交通や観光、防災、生活等のさまざまな地域課題を解決し、地域にお

ける生活の質の維持・向上と新たなビジネスの創出を図るため、ドローンや「空飛ぶ

クルマ」を活用した民間事業者による実証実験を通じた事業化や県内事業者による将

来的なビジネスの展開を促進します。 

 

④ （一部新）ＤＸ人材育成推進事業 

（第７款 商工費 第１項 商工業費 ３ 商工業振興費） 

予算額：(R3)  １７，５１９千円 → (R4)   １６，１７４千円 

事業概要：社会のデジタル化を加速する人材育成を目的としたナレッジ研修を通じ、デジタル人

材の育成に取り組みます。また、高齢者を対象としたデジタル活用支援や、「みえＩＣ

Ｔ・データサイエンス推進協議会」を中心とした産学官の連携により、地域課題の解

決に取り組みます。 
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施策１０―１  

 
 

 

【主担当部局：県土整備部】 

現状と課題 

①多くの幹線道路等の整備が進み、地域間の交流・連携が促進されるとともに、地域の安全・安心が

高まるなど整備効果があらわれてきていますが、都市部における慢性的な渋滞の発生、気候変動の

影響により激甚化・頻発化する風水害や切迫する大規模地震等への備えなど多くの課題があり、引

き続き幹線道路ネットワークの強化やバイパスなどの抜本的な整備及び早期に事業効果を発現で

きる待避所の設置など柔軟な対応も織り交ぜた道路整備を推進していく必要があります。また、港

湾は地域経済を支え、防災拠点としての役割を果たす必要があることから、引き続き計画的かつ効

果的な補修に取り組むとともに、緊急物資輸送ルートの機能を確保するため港湾施設の耐震化を進

める必要があります。 

 

②千葉県八街市の通学児童が犠牲となった交通事故などを受け、歩行者等の安全・安心を確保するた

めの早急な対応が求められています。また、道路の路面標示における剥離の進行など、県民の皆さ

んの暮らしに身近な課題への対応強化が必要です。 

 

③平常時・災害時を含めた、道路等のインフラの利用・管理を効率的かつ効果的にマネジメントする

ためには、これまでの人手中心の情報収集・提供の仕組みから、ＩＣＴやＡＩを活用した仕組みに

転換することが必要です。 

 

④気候変動への適応や、緑豊かな生活を実現するためには、公共空間におけるグリーン化に積極的に

取り組む必要があります。 

 

⑤コロナ時代の社会変容に対応し、インフラの新たな価値観を創造しつつ、豊かで活力のある地方創

生の実現のため、道路空間の再編による賑わいの創出、観光の復興に向けたアクセス道路の改善な

どを通じて、ポストコロナを見据えた地域づくりを推進していくことが必要です。 

 

令和４年度の取組方向 

①災害時の人流・物流の確保、早期の復旧・復興を可能にする幹線道路ネットワークのミッシングリ

ンクの解消及び４車線化、港湾施設の耐震対策などを進めます。 

 

②老朽化が進行する道路、港湾などの施設について、定期点検・補修を予防保全の考え方も取り入れ

ながら着実に進めます。 

 

③全国で実施した通学路の合同点検結果に基づき関係者と連携しながら、交通安全対策についてスピ

ード感をもって対応します。 

 

④剥離が進行する道路の路面標示について、警察と連携しながら改善し、一定の水準の確保・定常化

を進めます。 

 

道路・港湾整備の推進 
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⑤地域社会を支える生活道路で車両のすれ違いが困難な未改良区間の解消を進めます。 

 

⑥道路のＡＩカメラなどＩＣＴ・ＡＩを活用したモニタリング体制を拡充します。また、路面標示な

どのインフラの維持管理についてＡＩなどを活用した効率化を進めます。 

 

⑦街路樹の樹形管理や地域との協働による花植え、美化活動など空間のグリーン化についてメリハリ

をつけながら進めます。 

 

⑧駅周辺地域における道路空間の再編などによる賑わいの創出や、公共交通の利便性の向上を社会実

験も含めて進めます。 

 

⑨観光の復興に向けたアクセス道路の改善、道の駅の利活用、駐車場の整備など、地域の文化、景観

にも配慮しながら積極的に取り組みます。 

 

主な事業 
①直轄道路事業 

 （第８款 土木費 第２項 道路橋りょう費 ３ 道路橋りょう新設改良費）  

予算額：(R3) ９，４５３，３３２千円 → (R4) ９，４１０，８３２千円  

（１１，９５８，３３２千円 → １２，８５１，８３２千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：地方創生、国土強靱化に資する幹線道路ネットワーク構築・機能強化を促進します。  

 

②道路調査 

（第８款 土木費 第２項 道路橋りょう費 １ 道路橋りょう総務費） 

予算額：(R3) ２０，５５０千円 → (R4) ２０，５５０千円  

事業概要：地域の自立的発展や地域間の連携を支える高規格道路の予備設計を進めます。また、駅

周辺地域における道路空間の再編などによる賑わいの創出や、公共交通の利便性の向上

を社会実験も含めて具体化できるよう検討を進めます。  

 

③道路改築事業 

（第８款 土木費 第２項 道路橋りょう費 ３ 道路橋りょう新設改良費）など 

予算額：(R3) １０，１４２，６２０千円 → (R4) １０，３３８，００４千円  

     （１４，３１６，８７０千円 → １５，３９９，５３２千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：高規格道路や直轄国道の整備効果を最大限に生かす道路ネットワークの形成、第二次緊

急輸送道路等の整備や地域ニーズへの的確な対応に向けて、着実な道路整備を進めます。

また、地域社会を支える生活道路で車両のすれ違いが困難な未改良区間の解消を進めま

す。  
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④道路インフラメンテナンス事業 

（第８款 土木費 第２項 道路橋りょう費 ２ 道路橋りょう維持費）など 

予算額：(R3) ２，５２５，９１８千円 → (R4) １，８９９，１９５千円  

        （４，３５５，４６８千円 →  ２，７６３，４５５千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：老朽化が進行する道路施設について、予防保全の考え方も取り入れながら、計画的な点

検や効果的な修繕、痛んだ舗装の修繕を着実に進めます。 

 

⑤道路維持管理事業 

（第８款 土木費 第１項 土木管理費 １ 土木総務費）など 

予算額：(R3) ６，６１７，４１０千円 → (R4) ６，６８２，６８８千円 

        （６，６１７，４１０千円 → ６，７２４，６８８千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：道路利用者が安全・安心・快適に利用できるよう剥離が進行する道路の路面標示につい

て、警察と連携しながら改善し、一定の水準の確保・定常化を進めます。また、街路樹

の樹形管理や地域との協働による花植え、美化活動など空間のグリーン化やＡＩ技術等

デジタル化による維持管理の高度化・省力化を進めます。 

 

⑥交通安全事業 

（第８款 土木費 第２項 道路橋りょう費 ２ 道路橋りょう維持費） 

予算額：(R3) ９１８，９８７千円 → (R4) １，１５４，２１３千円  

（９１８，９８７千円 →   ２，０９１，１０４千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：千葉県八街市の事故を踏まえた合同点検や通学路交通安全プログラムの対策箇所につい

て、関係者と連携しながら、スピード感をもって対応します。 

 

⑦港湾事業 

（第８款 土木費 第４項 港湾費 ２ 港湾建設費）など 

予算額：(R3) ８２６，２５０千円 → (R4) ８３８，９００千円  

（１，０３６，２５０千円 →       ９９１，１００千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：港湾施設の定期点検・補修を実施するとともに、岸壁等の老朽化対策を進めます。また、

岸壁、臨港道路橋梁の耐震対策を進めます。  
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施策１０－２  

 
 

 

【主担当部局：地域連携部】 

現状と課題 

①県内公共交通については、長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者が大幅に減少し、

厳しい経営環境が続いていることから、バスや地域鉄道等の安定的な運行の維持や感染拡大防止、

利用回帰に向けた取組などへの支援を行う必要があります。 

 

②複数市町等をまたぐ幹線バスの運行経費等を国と協調して支援するとともに、市町の地域公共交通

会議などでの検討を通じ、路線の利便性向上や利用促進等を図りました。また、鉄道について、地

域鉄道事業者が実施する安全対策等を国等と協調して支援するとともに、沿線市町や関係府県等と

連携し、在来線や地域鉄道の利用促進に取り組みました。引き続き、県民の生活を支える地域公共

交通の維持・活性化が図られるよう取り組んでいく必要があります。 

 

③高齢者の交通事故が社会問題化し、自動車運転免許証の返納件数が大幅に増加する中、交通不便地

域等における高齢者をはじめとする県民の皆さんの移動手段を確保していくことが重要な課題とな

っています。このため、交通分野と福祉分野等が連携した取組や、次世代モビリティ等を活用した

取組をモデル事業として積極的に進めるとともに、こうした取組を核としながら新たな移動手段を

導入する地域の拡大を図る必要があります。 

 

④新型コロナウイルス感染症の影響により、国際線だけでなく国内線においても航空需要が大幅に減

少していることから、感染症の収束状況や空港における検疫体制等をふまえつつ、「中部国際空港利

用促進協議会」等関係者との連携を図りながら空港の利用促進に取り組むとともに、二本目滑走路

の整備による 24 時間完全運用の実現に向けて関係者と意見交換を行っていく必要があります。ま

た、津なぎさまちと中部国際空港とを高速船で結ぶ海上アクセスについても、大幅な利用者の減少

から減便等を余儀なくされており、感染症収束後の利用促進や利便性の向上に取り組む必要があり

ます。 

 

⑤リニア中央新幹線について、令和３年 10 月に開催したリニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会

臨時総会において、亀山市から県内駅候補地案の提案があり、県内駅位置の確定に向けて大きく前

進しました。このため、三重・奈良・大阪ルートおよび県内駅位置の早期確定と一日も早い全線開

業の実現に向け、事業主体であるＪＲ東海の名古屋以西準備担当部門と協議を進めるとともに、県

内市町等関係機関が一丸となって取り組んでいく必要があります。また、円滑な事業実施にあたっ

ては、リニア事業に対する県民の皆さんの理解や協力が不可欠であるため、啓発動画の配信などに

取り組みました。引き続き、一層の気運醸成を図っていく必要があります。 

主 

令和４年度の取組方向 

①新型コロナウイルス感染症の影響により、県内の交通事業者においては、厳しい経営状況となって

いることから、安定的な運行の維持や、感染症拡大防止対策などの取組へ支援を行うことにより、

地域公共交通の維持・確保を図ります。 

 

公共交通の充実・確保 
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②バス、鉄道の維持・活性化に向け、国と協調し市町や事業者への支援を行うとともに、地域の実情

に応じた具体的な取組が進むよう、市町の地域公共交通会議などで検討を進めます。幹線バスにつ

いて、「特に利用状況が悪く、存続に向けた取組が必要」とされたバス路線の利用促進に取り組みま

す。鉄道について、県内の地域鉄道等の各事業者が実施する安全対策等に国や沿線市町と協調して

支援します。また、県や関係市町等で出資する第三セクターの伊勢鉄道について、設備整備や厳し

い経営状況を支援します。さらに、「三重県鉄道網整備促進期成同盟会」、「関西本線整備・利用促進

連盟」、「ＪＲ名松線沿線地域活性化協議会」などにおける利用促進活動に取り組みます。 

 

③車を持たない高齢者などの円滑な移動を支援するため、地域の実情に応じた、次世代モビリティ等

の活用や福祉分野等との連携などによる取組を市町、事業者等と進めるとともに、これらの取組を

核としながら、円滑な移動手段の確保に取り組む地域の拡大を図ります。 

 

④中部国際空港について、早期の二本目滑走路の整備による 24 時間完全運用の実現に向け、空港会社

や東海三県一市の自治体および経済団体と意見調整を進めるほか、「中部国際空港利用促進協議会」

と連携して、新型コロナウイルス感染症の収束後を見据えた将来の需要拡大や利用促進に取り組み

ます。また、海上アクセスについて、「海上アクセス利用促進調整会議」や「中部国際空港利用促進

協議会」等を通じ、関係自治体、運航事業者、バス会社等と連携して、利便性の向上や利用回帰に

取り組みます。 

 

⑤リニア中央新幹線について、「リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟会」において、令和３年度

臨時総会で亀山市から提案された県内駅候補地案をふまえて、市町および経済団体と連携を密に県

内駅候補地の検討を進めるとともに、ルート・駅位置の早期確定につながる円滑な環境アセスメン

トの実施に向け、ＪＲ東海と協議を進め、事前準備に取り組みます。また、「三重・奈良・大阪リニ

ア中央新幹線建設促進会議」および「リニア中央新幹線東海三県一市連絡会議」の２つの枠組みに

おいて、全線開業の実現に向けた取組を進めます。加えて、県民の皆さんのリニア事業に対する理

解や協力を得られるよう、効果的な啓発を積極的に行い、気運醸成を図ります。 

 

主な事業 
①（一部新）新型コロナウイルス感染症に対する交通事業者支援事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 ４ 交通政策費） 

予算額：(R3) ２４２，６６４千円 → (R4) ３９９，６８０千円 

事業概要：長引く新型コロナウイルス感染症の影響に対し、地域公共交通の維持・確保を図るため、

引き続き、県内交通事業者が行う安定的な運行の維持や、感染症拡大防止などにかかる

取組を支援します。 

 

②地方バス路線維持確保事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 ４ 交通政策費） 

予算額：(R3) ３４４，８７４千円 → (R4) ３４５，０００千円 

事業概要：地域間を結ぶ幹線バスの運行経費等に国と協調して補助するほか、県の生活交通確保対

策協議会、市町の地域公共交通会議等において、地域公共交通の維持・活性化に取り組

みます。 
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③鉄道利便性・安全性確保等対策事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 ４ 交通政策費） 

予算額：(R3) １０７，４０５千円 → (R4) １０３，６２４千円 

事業概要：地方自治体を含む中小鉄道事業者が行う鉄道の安全性・利便性の向上を図るための施設

整備等や、鉄道事業者が行う施設の耐震対策について、国や沿線市町等と協調して支援

します。 

 

④伊勢鉄道基盤強化等対策事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 ４ 交通政策費） 

予算額：(R3) ３８０，８０９千円 → (R4) ２７４，８１０千円 

事業概要：新型コロナウイルス感染症の影響による伊勢鉄道株式会社の厳しい経営を関係市町と支

援します。また、同社が行う鉄道の安全性・利便性の向上を図るための施設整備等につ

いて、国と協調するなどにより支援します。 

 

⑤（一部新）次世代モビリティ等を活用した円滑な移動手段確保事業 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 ４ 交通政策費） 

予算額：(R3) １４，２００千円 → (R4) ２２，４１５千円 

事業概要：車を持たない高齢者などの円滑な移動を支援するため、次世代モビリティ等の活用や福

祉分野等との連携などによる取組を市町と連携しモデル的に実施するとともに、こうし

た取組を核としながら新たな移動手段を導入する地域の拡大を図ります。また、移動手

段確保に向けて取り組むうえで必要となる、地域の公共交通の現状・課題、利用者の移

動特性を把握し、向かうべき将来像などを得るための調査を実施します。 

 

⑥航空関係費 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 ４ 交通政策費） 

予算額：(R3) １６，３９２千円 → (R4) １６，６６９千円 

事業概要：新型コロナウイルス感染症の収束後の展開を見据えて、「中部国際空港利用促進協議会」

や「関西国際空港全体構想促進協議会」等の活動を通じ、本県へのインバウンドの増加

等に資する両空港の利用促進や機能の充実などに取り組みます。 

 

⑦（一部新）リニア中央新幹線関係費 

（第２款 総務費 第６項 地域振興費 ４ 交通政策費） 

予算額：(R3) ９，０００千円 → (R4) ９，３６３千円 

事業概要：名古屋・大阪間の環境アセスメントの着手時期が近づいてきたことから、県同盟会にお

いて、市町等との意見交換をふまえ県内駅候補地を決議のうえＪＲ東海に要望します。

また、環境アセスメントの円滑な着手やルートおよび駅位置の早期確定に向け、関係府

県、経済団体等と連携した取組や、ＪＲ東海との協議を進めます。さらに、若い世代を

はじめ県民の皆さんの気運醸成に積極的に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

124



 

125



施策１０―３  

 
 

 

【主担当部局：県土整備部】 

現状と課題 

①人口減少・超高齢社会に対応したまちづくり及び発生が懸念される南海トラフ地震等の大規模災害 

に対応したまちづくりに向けて、都市計画の策定や都市基盤の整備が求められています。 

 

②ポストコロナを見据え、交流人口の拡大のための新たな賑わいを創出する官民連携等による公園整

備を進めていくことが必要です。 

 

③住宅・建築物の耐震対策、空き家対策など、県民の皆さんの暮らしに身近な課題への対応強化が必 

要です。 

  

令和４年度の取組方向 

① 持続可能な集約型都市構造形成及び災害リスクを踏まえたまちづくりのため、必要な都市計画決定 

や電線類の地中化等の都市基盤整備を進めます。 

 

②ワーケーションの推進に必要な公園整備や、新たな賑わいを創出するための Park-PFI 手法による公

園整備を進めます。 

 

③良好な住環境を実現するため、住宅・建築物の耐震化、空き家の対策、県営住宅の改修を進めます。 

 

主な事業 
①都市計画策定事業 

 （第８款 土木費 第５項 都市計画費 １ 都市計画総務費）  

予算額：(R3) ５３，２９６千円 → (R4) ４２，６３９千円 

事業概要：都市計画決定（変更）の基礎資料とするため、人口規模や土地利用等に関する現況及び

将来の見通しについての基礎調査を行うとともに、都市計画区域マスタープランに沿っ

た都市計画の策定を進めます。  

 

②無電柱化事業 

（第８款 土木費 第５項 都市計画費 ３ 街路事業費）  

予算額：(R3) ４６３，０００千円 → (R4)  ５０７，０００千円  

       （５２４，９９９千円 →     ５７９，１６６千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：「三重県無電柱化推進計画」の方針に基づき、電柱倒壊の危険性の高い市街地の緊急輸

送道路の区間において、電線類の地中化を進めます。 

 

 

 

 

 

 

安全で快適な住まいまちづくり 
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③都市公園整備事業 

（第８款 土木費 第５項 都市計画費 ４ 公園費）  

予算額：(R3) １６７，４７５千円 → (R4) ６２４，７５０千円 

(１６７，４７５千円  →        ７８１，２３０千円 ※１月補正含みベース） 

事業概要：ワーケーション推進に必要な公園整備や新たな賑わいを創出するためのＰａｒｋ－ 

ＰＦＩ手法による公園整備を進めます。 

 

④住宅・建築物耐震促進事業 

（第８款 土木費 第６項 住宅費 １ 住宅管理費）など 

予算額：(R3) １７０，７５１千円 → (R4) １６４，５２０千円 

事業概要：木造住宅の耐震診断、耐震改修、除却等を支援するほか、低コストの補強工法の普及を

図るため、設計者や施工者向けの講習会を開催します。また、避難路沿道建築物の耐震

診断や耐震改修等に対する支援を行います。 

 

⑤（一部新）空き家対策支援事業 

（第８款 土木費 第６項 住宅費 １ 住宅管理費） 

予算額：(R3) ４，７７７千円   → (R4) ５，０２３千円 

事業概要：特定空家等の除却や移住定住のための空き家リフォームを支援します。また、県民等を 

対象にした空き家の適正管理や活用に係る講習会を開催します。 

 

⑥公営住宅建設事業 

（第８款 土木費 第６項 住宅費 ２ 住宅建設費） 

予算額：(R3) ２６８，００５千円 → (R4) ２７２，９９６千円 

事業概要：既存県営住宅の施設の長寿命化のため、外壁改修および屋上防水改修工事等を行うとと 

もに、居住性を高めるため、バリアフリー改修や子育て世帯向けの住戸内の改修工事を

行います。  

127



施策１０－４  

 
 

 

【主担当部局：地域連携部】 

現状と課題 

①長良川河口堰建設事業に伴う工業用水に係る管理費等については、一般会計から工業用水道事業会

計に出資し先行的に水源を確保しており、今後も確保していく必要があります。 

 

②地籍調査については、市町とともに推進を図っていますが、令和２年度末時点の進捗率（9.7％）は

全国平均（52％）を下回っています。このため、引き続き、大規模災害時に備えた防災・復旧対策

の推進やインフラ整備の円滑化など、緊急性が高いと考えられる地区に注力し、市町等と連携して

推進していく必要があります。 

 

③県内の水道事業については、基幹管路の耐震適合率は全国平均と比較して低い状況にあることから、

交付金等を活用して主要施設の整備や耐震化等を促進する必要があります。また、人口減少などの

社会情勢が変化する中で、将来にわたり県内水道事業の経営環境を維持するため、「三重県水道事業

基盤強化協議会」等で水道基盤強化の取組を促進する必要があります。 

 

④水道用水供給事業および工業用水道事業については、今後発生が予想される南海トラフ地震などの

大規模地震、近年多発する集中豪雨などの被害や施設の老朽化が懸念されています。こうした中で、

「安全で安心な水道用水」と「良質な工業用水」を安定して供給するため、耐震化や老朽化対策な

どに取り組んでいく必要があります。 

主 

令和４年度の取組方向 

 

①長良川河口堰建設事業に伴う工業用水に係る管理費等については、生活や産業活動に不可欠な水を

安定して供給するため、引き続き一般会計から工業用水道事業会計に出資し、長期的な視点から水

資源の確保を図ります。 

 

②地籍調査については、南海トラフ地震等の大規模災害時に備えた防災・復旧対策の推進や、インフ

ラ整備の円滑化など緊急性が高いと考えられる地区に重点を置き、市町と連携して効率的・効果的

に推進します。 

 

 

③交付金等を活用して、水道事業等における施設整備や耐震化等のライフライン機能強化の促進を図

ります。また、認可等に係る指導監督、立入検査および災害時における応急給水活動の連携強化を

行うとともに、県内市町水道事業が持続的な経営をしていけるよう、水道の基盤強化に向けた取組

を進めます。 

 

 

 

 

水の安定供給と土地の適正な利用 

 

 

地域連携部 
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④「安全で安心な水道用水」と「良質な工業用水」を安定して供給するため、引き続きＩＳＯ９００１

を活用し、品質管理の徹底と業務改善に取り組むとともに、耐震化や老朽化対策などの施設の改良

を計画的、効率的に実施します。 

 

主な事業 
 

①工業用水道事業会計出資金 

（第２款 総務費  第６項 地域振興費 ５ 資源対策費） 

予算額：(R3) ３１８，１０２千円 → (R4) ２９０，２９６千円 

事業概要：県勢振興のため先行的に確保している水源の工業用水に係る管理費等について、一般会

計から工業用水道事業会計に出資します。 

 

②地籍調査費負担金 

（第２款 総務費  第６項 地域振興費 ５ 資源対策費） 

予算額：(R3) ２３５，１１９千円 → (R4) １７５，８２４千円 

（２５９，５３９千円 →    ２６３，０００千円 ※２月補正含みベース） 

事業概要：土地取引の円滑化や土地資産の保全、災害復旧の迅速化等に資するため、地籍の明確化

を図ることとし、地籍調査を実施する市町に対してその取組を支援します。 

 

 

③水道事業等指導事業 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費） 

予算額：(R3) １３，５８９千円 → (R4) ６，８０２千円  

事業概要：県民に対し安心して飲める水が安定的に供給されるよう、水道の施設整備や事業経営お

よび施設の維持管理についての指導監督を行います。また、県内の水道事業が将来にわ

たり経営環境を維持していけるよう水道基盤強化の取組を促進します。 

 

④生活基盤施設耐震化等補助金 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費） 

予算額：(R3) １，０５３，８９７千円 → (R4) １，２３４，９８２千円  

事業概要：水道事業等を行う市町等に対し国交付金を財源とした助成を行い、水道施設の耐震化や

老朽化対策および水道事業の広域化の取組を支援します。 

 

⑤水道事業会計支出金 

（第４款 衛生費 第６項 環境保全費 ３ 環境指導費） 

予算額：(R3) ３３９，９３０千円 → (R4) １４７，４２０千円  

事業概要：水道広域化施設等に対し、一般会計から水道事業会計に出資・補助を行い、地方公営     

企業の経営健全化を促進し、その経営基盤の強化を図ります。 

 

 

 

 

地域連携部 
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⑥水道施設改良事業 

（第１款 資本的支出 第１項 建設改良費 １ 業務設備及び改良費 他） 

予算額：(R3) ４，５４９，５５９千円 → (R4) ４，６５８，６７７千円  

事業概要：水道用水を安定的に供給できる施設機能を維持するため、北中勢および南勢志摩水道用

水供給事業の施設の更新や改良等を計画的に行います。 

 

⑦工業用水道施設改良事業 

（第１款 資本的支出 第１項 建設改良費 １ 業務設備及び改良費 他） 

予算額：(R3) ４，７３１，９７３千円 → (R4) ５，１０６，６７６千円  

事業概要：工業用水を安定的に供給できる施設機能を維持するため、北伊勢、中伊勢および松阪工

業用水道事業の施設の更新や改良等を計画的に行います。 
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【主担当部局：環境生活部】 

現状と課題 

①「第四次人権が尊重される三重をつくる行動プラン」に基づき、人権が尊重されるまちづくりや啓

発等の人権施策を推進してきましたが、依然として、偏見等による差別や人権侵害は発生していま

す。人権尊重社会の実現には、住民のあらゆる活動のベースに人権尊重の視点が根づき、人権が尊

重されるまちづくりが県内全域で実施される必要があります。 

 

②人権相談の内容が多様化・複雑化してきていることから、相談機関の相談員の資質向上が求められ

るとともに、相談機関相互が連携できる体制づくりが必要です。また、ＳＮＳ等インターネット上

における誹謗・中傷等の差別的な書き込みについては、瞬時に広範囲にわたって流布されるなどの

特性があることから、早期対応とともに発生防止のための取組が重要です。 

 

③自他の人権を守るための実践行動ができる力を身につけられるよう、それぞれの学校で作成されて

いる人権教育カリキュラムに基づき、学校の教育活動全体を通じた取組が進められています。引き

続き、カリキュラムに沿った取組を進めるとともに、カリキュラムを改善していく必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

 

①住民組織、ＮＰＯ・団体、企業等、地域のさまざまな主体が行う人権尊重の視点に基づく活動を支

援し、人権が尊重されるまちづくりを推進します。また、多様な手段と機会を通じて、県民の皆さ

んに人権に関する知識や情報を提供し、理解の促進を図るとともに、人権問題をより多くの県民の

皆さんが自分自身の問題としてとらえられるよう効果的な啓発を実施します。 

 

②人権に関わる相談機関の相談員の資質向上を図るとともに、相談機関相互のネットワークの強化を

推進します。また、インターネット上の差別的な書き込み等を防止するため、モニタリングを実施

するなど、早期の発見・拡大防止に努めるとともに、関係機関と連携し削除要請に取り組みます。 

 

 

③子どもたちが人権問題を解決するための実践行動ができる力を身につけられるよう、一人ひとりの

存在や思いが大切にされる学校づくりを進めるとともに、個別的な人権問題を解決するための教育

を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１１－１  人権が尊重される社会づくり 
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主な事業 
 

①人権施策総合推進事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ４ 人権施策推進費） 

予算額：(R3)  １，７９６千円 → (R4)  １，９７５千円 

事業概要：人権が尊重される社会を実現していくため、「第四次人権が尊重される三重をつくる行

動プラン」に基づき、人権施策の進捗管理を行い、人権尊重の視点に立った行政を推進

します。 

 

②人権文化のまちづくり創造事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ４ 人権施策推進費） 

予算額：(R3)  ８１５千円 → (R4)  ７８７千円 

事業概要：人権が尊重されるまちづくりの取組が県内全域において展開されるよう、地域の団体等

が主体的に開催する研修会等への講師派遣による支援を行います。 

 

③隣保館運営費等補助金 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ４ 人権施策推進費） 

予算額：(R3)  ２５０，０４２千円 → (R4)  ２４９，４３８千円 

事業概要：市町が設置する隣保館において、相談事業、啓発および広報活動、地域交流などの隣保

事業が推進されるよう支援します。 

 

④人権啓発事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ４ 人権施策推進費） 

予算額：(R3)  ２３，４９９千円 → (R4)  ２２，１９０千円  

事業概要：県民一人ひとりの人権意識の高揚を図るため、講演会等の開催やスポーツ組織との連携

による啓発等を行うとともに、地域の実情に応じた啓発活動を展開することができるよ

う、市町の取組に対する支援を行います。また、インターネット上の差別について、  

ＳＮＳ広告を活用した効果的な人権啓発を実施し、ネット差別の発生防止を図ります。 

 

⑤同和問題等啓発事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ４ 人権施策推進費） 

予算額：(R3)  １５，２６３千円 → (R4)  １５，２５５千円  

事業概要：同和問題や新型コロナウイルス感染症に関する人権侵害等あらゆる人権課題に対する県

民の皆さんの理解と認識を深め差別のない社会を実現するため、マスメディアの活用や

ポスターなど、さまざまな手法による啓発を実施します。 

 

⑥人権相談、調査・研究事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ４ 人権施策推進費） 

予算額：(R3)  ８，０９５千円 → (R4)  ８，０７０千円  

事業概要：人権相談窓口において相談対応を行うとともに、関係相談機関とのネットワークを活用

した連携対応を行います。また、新型コロナウイルス感染症に関連する重大な人権侵害

について、的確に対応していく相談者に寄り添った支援を行います。 
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⑦インターネット人権モニター事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ４ 人権施策推進費） 

予算額：(R3)  ２，９１９千円 → (R4)  ２，９１９千円  

事業概要：インターネット上の差別的な書き込みを早期に発見し、削除要請を行うとともに、差別

事象の分析を行います。また、モニタリング活動等に協力いただく「インターネット人

権ソーシャルウォッチャー」を養成する講座を開催します。 

 

 

⑧人権感覚あふれる学校づくり事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ６ 人権教育費） 

予算額：(R3) ５４８千円 → (R4) ６０５千円 

事業概要：子ども一人ひとりの存在や思いが大切にされる「人権感覚あふれる学校づくり」が教育

活動全体を通じて進められるよう、人権学習指導資料の効果的な活用や人権教育カリ 

キュラムに関する実践研究等を行い、その成果を報告書や研修等で、全ての県立学校に

広めていきます。 

 

⑨（一部新）人権教育研究推進事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ６ 人権教育費） 

予算額：(R3) ３，３５６千円 → (R4) ２，２５１千円 

事業概要：三重県人権教育基本方針に則した「人権感覚あふれる学校づくり」を実践するため、学

校や中学校区を指定し、子どもが権利の主体者であるという意識や差別解消に向けた意

欲を高め、実践行動ができる力を身につけるための学習活動等の研究を行い、その取組

手法や指導内容等を普及し、活用します。 

 

⑩子ども支援ネットワーク・アクション事業 

（第 10 款 教育費  第１項 教育総務費 ６ 人権教育費） 

予算額：(R3) ２，４７７千円 → (R4) ２，４７７千円 

事業概要：教育的に不利な環境のもとにある子どもの自尊感情を高め、「人権尊重の地域づくり」 

が促進されるよう、中学校区の「子ども支援ネットワーク」の活動を推進します。 
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【主担当部局：環境生活部】 

現状と課題 

①県民一人ひとりが性別等に関わらず、個性と能力を十分に発揮し、参画・活躍できる社会の構築を

めざし、令和３年３月に策定した「第３次三重県男女共同参画基本計画」および第一期実施計画に

基づく施策を着実に実行していく必要があります。政策・方針決定過程への女性の参画は徐々に進

んできているものの、指導的地位に占める女性の割合は低く、地域活動等における女性の参画につ

いても未だ十分とはいえない状況です。根強く残る固定的な性別役割分担意識の解消に向け、男女

共同参画社会への理解が広がるよう、一層の普及・啓発が必要です。 

 

②職業生活における女性の活躍については、趣旨に賛同いただく企業等のネットワークが拡大するな

ど、気運は高まりを見せているものの、事業所における管理職に占める女性割合は未だ低く、真に

女性が活躍しているとはいえない状況です。コロナ禍では男女の経済的格差等が顕在化しており、

働くことを希望する女性や職場でステップアップしたいと希望する女性が、その希望に応じた働き

方を実現できるよう取り組んでいく必要があります。主 

 
③多様性を認め合い、誰もが参画・活躍するダイバーシティ社会に対する県民の皆さんの理解や共感

が高まり、ダイバーシティ推進に係る主体的な行動につながることが必要です。また、令和３年４

月に施行した「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」や令和３年９

月に運用開始した「三重県パートナーシップ宣誓制度」をふまえ、性の多様性について県民の皆さ

んの理解が広がり、性のあり方にかかわらず誰もが安心して暮らせるよう、取り組んでいく必要が

あります。 

 

④性被害に対する社会的関心や「みえ性暴力被害者支援センター よりこ」の認知度向上、新型コロ

ナウイルス感染症の影響等から、性被害の相談件数が大きく増加するとともに相談者の若年齢化が

進んでおり、その傾向は今後も続くと推測されることから、引き続き相談・支援体制の充実強化が

求められます。 

 

⑤ＤＶ被害者等からの相談について、より相談しやすい環境づくりに向けてＳＮＳ相談を実施してい

ます。今後も、ＤＶ防止のためのさらなる啓発や、多様化、複雑化する相談への適切な対応、情報

共有などに取り組む必要があります。また、ＤＶと児童虐待は密接に関連するため、関係機関の連

携強化に取り組む必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

 

①男女が社会の対等な構成員として、政策・方針決定過程に共に参画し、責任を担う社会づくりを進

めるため、あらゆる分野における指導的地位に就く女性割合の増加に取り組みます。また、市町お

よび関係機関等と連携し、男女共同参画意識の一層の浸透を図ります。 

 

 

施策１１－２  ダイバーシティと女性活躍の推進 
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②職業生活における女性活躍の推進については、企業・団体等と一層の連携を図り、経営者および男

性の意識改革や女性のモチベーション向上等に取り組み、女性が希望に応じて活躍できる環境づく

りを進めます。 

 

③「ダイバーシティみえ推進方針～ともに輝く(きらり)、多様な社会へ～」に基づき、誰もが参画・

活躍できるダイバーシティ社会の実現に向けた気運醸成を図り、企業・団体等のダイバーシティ推

進の取組を促進します。また、「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」

に基づき、多様な性的指向・性自認に係る社会の理解促進等を図ります。 

 

④性被害者を誰一人取り残すことがないよう、相談体制の強化や連携協力病院の拡充、学校等に向け

た広報啓発の強化など、「みえ性暴力被害者支援センター よりこ」の支援体制の強化と認知度向上

に取り組むとともに、増加傾向にある若年層被害者に対する支援強化を行います。 

 

 

⑤ＤＶが起こらない社会の構築に向けて周知・啓発を行うとともに、ＤＶ被害者に対して適切な相談

対応や支援を行うため、相談しやすい環境の整備や相談員等の対応力強化に取り組みます。また、

一時保護されたＤＶ被害者と同伴する子どもへの支援を充実するため、児童相談所との連携を強化

します。 

 

主な事業 
 

①男女共同参画連絡調整事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 

予算額：(R3)  ２，５５０千円 → (R4)  ４，１３２千円 

事業概要：男女共同参画社会の実現に向けて、県男女共同参画審議会による外部評価を実施し、施

策の総合的な推進につなげます。また、市町に対しては、「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律」（以下「女性活躍推進法」という。）に基づく推進計画の策定等の

取組が進むよう、働きかけや支援を行います。 

 

②（一部新）男女共同参画センター事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 

予算額：(R3)  ８，５８８千円 → (R4)  ８，５８８千円 

（８，５８８千円 →    ２１，０５５千円 ※２月補正含みベース） 

事業概要：コロナ禍で不安や困難を抱える女性の相談支援につなげるため、県男女共同参画セン 

ター「フレンテみえ」において、心理カウンセリングなど相談体制の充実、サポート講

座の実施、生理用品の配布、ＳＮＳ広告による周知を図ります。また、男女共同参画意

識の普及啓発および調査研究事業等を実施します。 

 

 

 

 

 

環境生活部 
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③（一部新）みえの輝く女子プロジェクト事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 

予算額：(R3)  ４，３０８千円 → (R4)  ３，４４６千円 

事業概要：女性が活躍できる環境整備に向けて、企業、国（労働局）、大学、地域経済団体等さま

ざまな主体と連携した「女性の大活躍推進三重県会議」を運営するとともに、女性活躍

推進法に基づく一般事業主行動計画の策定支援やグループワークを通じた取組改善の

支援を行います。 

 

④広げようダイバーシティみえ推進事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 

予算額：(R3)  ３，７３８千円 → (R4)  ２，９５７千円  

事業概要：誰もが参画・活躍できるダイバーシティ社会の実現に向け、「ダイバーシティみえ推進 

方針」に基づき、県民の皆さんのダイバーシティに係る理解や行動が拡がるよう講座等

を実施します。 

 

⑤性の多様性を認め合う社会推進事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 

予算額：(R3)  １１，０８０千円 → (R4)  ８，８６４千円  

事業概要：「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」をふまえ、県民の

皆さんを対象としたイベントや企業向け研修の開催など、性の多様性に関する理解促進

に向けた取組を行います。また、性の多様性に関する相談窓口の運営や相談人材育成講

座、当事者等の交流会を行います。 

 

⑥性犯罪・性暴力被害者支援事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 

予算額：(R3)  １２，０２９千円 → (R4)  ２２，５９７千円 

事業概要：「みえ性暴力被害者支援センター よりこ」において、相談件数の急増等に対応するた

め相談体制の強化を図るほか、引き続き、電話相談やＳＮＳ相談、付き添い支援等に

取り組むとともに、関係機関等と連携しながら被害者の心身の負担軽減と早期回復を

図ります。また、認知度向上のための広報啓発を行います。 

 

⑦（新）孤独・孤立な立場にある子どもの性被害支援強化事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 

予算額：(R3)   ― 千円 → (R4)  ５，３０３千円  

事業概要：「学校における性被害」に関する課題把握・論点整理等を行い、抽出した課題・論点を

基に関係機関が参加する検討委員会により支援マニュアルを作成し、公立・私立学校

等の関係機関に配付し運用することで、学校と関係機関の双方が連携しながら被害者

に対するアウトリーチ型の支援が行える体制を整備します。 
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⑧（一部新）ＤＶ対策基本計画推進事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ５ 社会福祉施設費） 

予算額：(R3)  ２９，６６５千円 → (R4) ３５，２２７千円  

事業概要：多様な相談に対応する体制の充実を図るため、ＳＮＳ等を活用した相談窓口の整備や相

談員等の対応力強化に向けた研修等を実施します。また、児童相談所との連携を強化し、

ＤＶ被害者と同伴する子どもへの支援の充実を図るため、「児童虐待防止コーディネー

ター」を女性相談所に配置します。 

 

子ども・福祉部 
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【主担当部局：環境生活部】 

現状と課題 

①外国人住民の日本語学習については、地域の日本語教室に支えられていますが、さまざまな課題が

発生しています。日本語学習を希望する外国人住民の学習機会を確保するため、県内の日本語学習

環境を整備していく必要があります。 

 

②新型コロナウイルス感染症の拡大は、外国人住民の生活に大きな影響をもたらしています。外国人

住民が孤立することのないよう、相談体制の充実や適切な情報提供に努めるとともに、安全で安心

に生活できる環境の整備が必要です。主 

 

令和４年度の取組方向 

①「三重県日本語教育推進計画」に基づき、県内の日本語教育環境を整備するとともに、多言語によ

る行政・生活情報の提供や、日本人住民と外国人住民がお互いの文化の違いや多様性を学び合う機

会の提供に取り組みます。 

 

②外国人住民が安心して暮らすことができるよう、相談体制の充実を図るとともに、外国人住民が抱

える日常生活における課題の解決に向けた支援にさまざまな主体と連携して取り組みます。 

 

主な事業 
①（一部新）外国人住民に対する情報や学習機会の提供事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ６ 国際化対応費） 

予算額：(R3)  １９，８５３千円 → (R4)  ２７，４９３千円 

事業概要：外国人住民が、地域社会の一員として安心して生活することができるよう、災害等の緊

急時や危機に備え、外国人住民を取り巻く関係者とのネットワークを強化するとともに、

県内の日本語教育環境を整備するため、外国人親子（子育て世代）を対象とするオンラ

インによる日本語教室のモデル事業を実施します。また、多言語ホームページにより行

政・生活情報を提供するとともに、多文化共生への県民の皆さんの理解促進に取り組み

ます。 

 

②外国人住民の安全で安心な生活への支援事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ６ 国際化対応費） 

予算額：(R3)  ４３，１８８千円 → (R4)  ３９，３７８千円 

事業概要：「みえ外国人相談サポートセンター（ＭｉｅＣｏ）」において、関係機関と連携し、外国

人住民の生活全般に関わる相談の対応を行うとともに、必要な情報を提供します。また、

医療通訳者の育成など医療機関における多言語対応の促進や、消費者被害の防止に係る

啓発に取り組みます。 

 

 

 

 

施策１１－３  多文化共生の推進 
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施策１２－１ 

 

 

 
 

 

【主担当部局：子ども・福祉部】 

現状と課題 

①「重層的支援体制整備事業」について、事業初年度の令和３年度は５市町で実施されており、関係

機関が連携して、相談者の属性等によらない包括的な相談の受け止めや必要な支援に取り組んでい

ます。今後、より多くの市町で取組が進むよう、未実施の市町に寄り添いながら、職員の専門性の

確保など市町が抱える課題の解決に向けた支援や、導入促進の場づくり等を行っていく必要があり

ます。 

 

②コロナ禍で現地での対面による指導監査が困難となる中、オンラインを活用した指導監査を実施し

たことで、感染防止対策はもとより、移動時間の削減や事業所等の負担軽減につながっています。

引き続き、適切に指導監査等を行い、福祉サービスの質の向上を図っていく必要があります。 

 

③要配慮者の福祉ニーズを把握し、災害時の適切な支援につなげるため、社会福祉士や介護福祉士等

の福祉専門職で構成する「三重県災害派遣福祉チーム（三重県ＤＷＡＴ）」の養成研修等を行ってい

ます。今後も、ＤＷＡＴの体制を強化するとともに、福祉避難所の運営支援や広域受援体制の整備

等に取り組む必要があります。また、社会福祉施設等における事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を推

進する必要があります。 

 

④地域福祉の要として重要性が高まる一方、「なり手」の確保が困難となっている民生委員・児童委員

について、活動の活性化や効率化に向けて、モデル地域を選定し、ＩＴを活用した情報共有や活動

報告等が可能となるツールの提供等の支援に取り組んでいます。令和４年度は一斉改選の時期にあ

たるため、市町の実情に応じた定数を定め、委員推薦業務が円滑に実施されるよう支援を行う必要

があります。 

 

⑤ひきこもりが大きな社会問題となる中、民生委員・児童委員や地域包括支援センター等を対象とし

たアンケート調査結果や、学識経験者等で構成する「三重県ひきこもり支援推進委員会」での議論

などをふまえ、「三重県ひきこもり支援推進計画」の策定に向けて、令和４年３月末を目途に取り組

んでいます。今後は、本計画に基づき、県民の皆さんをはじめ市町、関係支援機関、民間支援団体

等と連携し、ひきこもりへの正しい理解を促進するとともに、当事者やその家族に寄り添った支援

体制づくりを進めていく必要があります。 

 

⑥関係機関・団体等と連携し、自殺対策行動計画に基づく取組を進めるとともに、市町における自殺

対策の推進に向け、市町担当者の人材育成等に取り組んでいます。また、新型コロナウイルス感染

症を背景としたこころの悩みに寄り添い、自殺予防を図るため、相談体制の強化に取り組んでいま

す。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、引き続き、社会環境の変化に応じた総合的

な自殺対策の推進が必要です。 

 

 

 

地域福祉の推進 
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⑦新型コロナウイルス感染症の影響で、三重県生活相談支援センターに対し、生活に困窮する方から

の相談が多数寄せられていることから、専門職員の増員等により相談支援体制を強化して自立支援

に取り組んでいます。また、生活保護の申請件数も増加傾向が続いており、適正な保護の実施に努

めています。引き続き、相談者に寄り添った支援に取り組んでいく必要があります。 

 

⑧「第４次三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進計画」に基づき、ヘルプマークの普及・啓

発などに取り組んでいます。また、鉄道事業者が行う鉄道駅のバリアフリー化等を支援しています。

今後も、ユニバーサルデザイン（ＵＤ）の考え方の浸透を図るとともに、誰もが安全で自由に移動

できるよう取組を進める必要があります。 

 

⑨県戦没者追悼式を開催するとともに、参列できなかった方々に向けて式典の様子を県ＨＰに公開し

ました。なお、沖縄「三重の塔」での慰霊式については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で

令和３年度の開催を中止しました。引き続き、遺族支援を中心に据えた取組を進める必要がありま

す。 

 

令和４年度の取組方向 

 

①多くの市町が重層的支援体制の整備に取り組めるよう、市町への交付金の交付に加え、制度内容や

先進事例等の積極的な情報発信を行うとともに、複合的な課題を抱える相談者等を把握し、適切な

相談支援機関等へつなぐことのできる人材育成等に取り組みます。 

 

②社会福祉法人や介護保険・障がい福祉サービス事業者等への指導監査について、市町と連携し、コ

ロナ禍での工夫もふまえて、引き続きＩＣＴ等を活用しながら、効果的、効率的に実施します。 

 

③災害時に避難所で生活する高齢者や障がい者等の要配慮者を支援するため、「三重県災害派遣福祉チ

ーム（三重県ＤＷＡＴ）」の体制強化や、県外からの介護職員等の受援体制の整備を進めます。また、

災害等にあっても社会福祉施設等が最低限のサービス提供を維持していくため、社会福祉施設等の

事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を支援します。 

 

④令和４年 12 月の一斉改選が円滑に行われ、民生委員・児童委員が滞りなく活動できるよう、市町に

対する委員推薦に係る経費の補助や、新任委員を対象とした研修会の開催等に取り組みます。 

 

⑤「三重県ひきこもり支援推進計画」の計画初年度の取組として、ひきこもり当事者やその家族に寄

り添った切れ目のない包括的な支援体制の構築や社会全体の機運醸成のため、市町における相談支

援機能の強化や当事者等の居場所づくりに向けた支援、積極的な情報発信等に取り組みます。  

 

⑥新型コロナウイルス感染症の影響により、生活に困窮する方が増加しているため、三重県生活相談

支援センターにおけるアウトリーチ支援員等による相談支援体制の強化とともに、相談者に寄り添

った相談支援に取り組みます。また、速やかな生活保護決定など、関係機関と連携して生活に困窮

する方の支援に取り組みます。 
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⑦「第４次ユニバーサルデザイン（ＵＤ）のまちづくり推進計画（2019-2022）」に基づき、ＵＤの意

識づくりや、ＵＤに配慮された施設整備、公共交通機関のバリアフリー化などに取り組みます。ま

た、同計画が最終年度を迎えることから、これまでの取組成果をふまえた次期計画を策定します。 

 

⑧県戦没者追悼式や沖縄「三重の塔」での慰霊式等を通して、戦争犠牲者を追悼し、戦争の悲惨さと

平和の尊さを次世代に継承していきます。 

 
 
 ⑨新型コロナウイルス感染症の影響により自殺リスクが高まっている状況をふまえ、関係機関・団体

等と連携し、支援者の人材育成やこころの健康問題に関する正しい知識の啓発等に取り組みます。

また、令和４年度末までを計画期間とする「三重県自殺対策行動計画」について、次期計画の策定

に取り組みます。 
 

主な事業 

 

①（新）重層的支援体制整備事業交付金 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

予算額：(R3) ― 千円 → (R4) １６２，９００千円 

事業概要：地域共生社会の実現に向けて、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包

括的な支援体制を構築するため、「重層的支援体制整備事業」に取り組む市町に対して、

交付金を交付します。 

 

②相談支援包括化推進員等養成事業 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

予算額：(R3) ４，００１千円 → (R4) ４，００１千円 

事業概要：市町が包括的な支援体制を整備するために必要な人員を確保できるよう、複合的な課題

を抱える相談者等の把握や適切な相談支援機関等との連絡調整、相談支援機関に対する

指導・援助等を行う相談支援包括化推進員等の人材養成を行います。 

 

③社会福祉法人等指導監査費 

  （第３款 民生費 第３項 生活保護費 １ 生活保護総務費） 

  予算額：(R3) １，０７９千円 → (R4) １，３２３千円 

事業概要：社会福祉法人の適正な運営や社会福祉施設等による適切なサービス提供の確保に向けて、

法人や施設等に対して、指導監査や実地指導等を行います。 

 

④災害援護事業 

  （第３款 民生費 第４項 災害救助費 １ 救助費） 

  予算額：(R3) ８，４０３千円 → (R4) ９，３８４千円 

事業概要：災害時における避難所等での要配慮者支援を行うため、「三重県災害派遣福祉チーム（三

重県ＤＷＡＴ）」の体制強化や県外からの介護職員等の受援体制の整備に取り組むとと

もに、災害時にあっても継続したサービス提供が可能となるよう、社会福祉施設等の事

業継続計画（ＢＣＰ）の策定を支援します。 
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⑤（新）民生委員一斉改選事務費 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

  予算額：(R3) ― 千円 → (R4) ５，２５４千円 

事業概要：３年に１度の民生委員・児童委員の一斉改選に伴い、市町の委員推薦等に係る経費への

補助や新任委員への研修等を行います。 

 

⑥（一部新）ひきこもり対策推進事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

予算額：(R3) ７，５７３千円 → (R4) １３，９０８千円 

事業概要：市町における相談支援体制の充実に向けて、福祉・精神保健等の支援機関が参加する事

例検討会を開催するなど、県内全域におけるネットワーク機能の強化を進めます。また、

ひきこもり当事者が社会につながるきっかけづくりとして、市町等と連携し、デジタル

技術を活用した電子居場所の開設や、広域的に利用可能な居場所づくりに向けた調査研

究などに取り組みます。さらに、当事者やその家族が必要な情報を得られるよう、ＳＮ

Ｓ等を活用したきめ細かな情報発信を行うとともに、ひきこもりに関する正しい理解を

促進するため、県民を対象にしたフォーラムの開催や支援ハンドブックの作成に取り組

みます。 

 

⑦生活困窮者自立支援事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

予算額：(R3) ６０，５１６千円 → (R4) ９２，９２６千円 

事業概要：新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により増加した生活困窮者からの相談への

対応について、三重県生活相談支援センターにおいて、関係機関と連携して引き続き丁

寧な相談支援を行います。また、ひきこもり等、社会的孤立状態にある方に対して、ア

ウトリーチ手法（訪問支援）等を用いた支援に取り組むとともに、福祉事務所設置自治

体の支援員等の資質向上に向けて、研修や取組事例の情報提供等を実施し、県全体にお

ける生活困窮者支援の取組の充実・強化につなげます。 

   

⑧生活保護扶助費 

  （第３款 民生費 第３項 生活保護費 ２ 扶助費） 

予算額：(R3) ２，０００，６３８千円 → (R4) ２，０２３，４９８千円 

事業概要：生活に困窮する方に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障するため、生活保護

法に基づいて必要な扶助費を給付するとともに、被保護者の状況に応じ、就労、健康、

生活面等の自立に向けた支援を行います。 

 

⑨（一部新）ユニバーサルデザインのまちづくり推進事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

予算額：(R3) ２，２３８千円 → (R4) ２，４５０千円 

事業概要：ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例および条例に基づく第４次ユニバーサルデ

ザインのまちづくり推進計画（2019-2022）に沿って、ヘルプマークの普及啓発やＵＤ

に配慮された施設整備が進むよう「県有施設のためのＵＤガイドライン」の周知等に取

り組みます。そして、これまで取り組んできた成果をふまえて、次期（計画期間：令和

５（2023）年度～令和８（2026）年度）計画の策定に取り組みます。 
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⑩地域公共交通バリア解消促進事業 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

予算額：(R3) ２９，７０６千円 → (R4) ３３，７４０千円 

事業概要：公共交通機関を利用する際に、誰もが安全で自由に移動できるよう、鉄道事業者が行う

鉄道駅のバリアフリー化(段差解消、内方線整備等)の支援等を行います。 

 

⑪戦没者慰霊事業 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ４ 遺族等援護費） 

予算額：(R3) ２，２４０千円 → (R4) ２，２４２千円 

事業概要：戦没者等の冥福を祈り、平和の誓いを新たにする機会として三重県戦没者追悼式を開催

するとともに、沖縄「三重の塔」における慰霊式を開催するなど、戦争の悲惨さと平和

の尊さを次の世代に伝える取組を実施します。 

 

 
⑫（一部新）地域自殺対策緊急強化事業 

（第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ４ 精神衛生費） 

予算額：（R3） ７６，９７８千円 → （R4） ８２，２４２千円 

事業概要：自殺対策を推進するため、こころの健康問題に対する正しい知識の普及や人材育成に取

り組むとともに、関係機関・団体と連携し、各 課題の解決に向けた取組を行います。ま

た、夜間・休日においても対応できる電話相談の体制を確保するとともに、若者を重点

的な対象として、ＳＮＳを活用した相談体制の整備など効果的な自殺対策に取り組みま

す。さらに、令和４年度末までが計画期間である「三重県自殺対策行動計画」について、

次期計画を策定します。 

 

⑬（一部新）こころの健康センター指導事業 

（第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ４ 精神衛生費） 

予算額：（R3） ４，４５５千円 → （R4） １４，１９５千円 

事業概要：ひきこもり地域支援センターにおいて、本人や家族への専門相談や家族教室を開催する

とともに、ひきこもりに対する支援や介入の必要性の判断が困難で、より高い専門性が

求められる事例に対応するため、医療的な支援を中心とした多職種の連携による訪問支

援等を実施します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療保健部 

146



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147



施策１２－２ 

 

 

 
 

 

【主担当部局：子ども・福祉部】 

現状と課題 

①医療的ケアが必要な障がい児・者とその家族が地域で安心して生活できるよう、専門人材の育成や

多職種連携に取り組んでいます。今後も、医療、保健および教育等の分野と福祉分野が連携し、地

域での受け皿を整備する必要があります。また、令和３年９月に施行された「医療的ケア児及びそ

の家族に対する支援に関する法律」に基づき、医療的ケア児支援センターを指定し、支援の充実に

取り組む必要があります。 

 

②障がい者の地域移行や地域生活支援に向けて、グループホームの整備等を促進しています。また、

福祉事業所における工賃向上に向けて、専門家の派遣や共同受注窓口の運営支援を行っています。

今後も、ニーズの高い、重度障がい児・者を対象とした通所施設やグループホームの整備を進める

とともに、工賃向上に取り組む必要があります。 

 

③農林水産業における障がい者の就労の促進に向け、農林水産事業者や福祉事業所からの相談等に対

応するワンストップ窓口の設置や農業の現場で障がい者への指導にあたる専門人材の育成等に取り

組んでいるところです。今後は、林業や水産業の現場への障がい者の施設外就労を拡大するととも

に、作業に従事する障がい者の体調管理や現場環境の改善、生産された農産物の効率的な出荷・運

送体制の整備が必要です。 

 

④精神科病院の長期入院患者の地域移行や地域生活を支援する取組を実施しています。引き続き、精

神障がい者が地域で安心して生活できる体制づくりの推進が必要です。また、依存症対策として、

相談拠点や治療拠点機関、専門医療機関を整備し、連携体制の構築を進めています。発症、進行お

よび再発の各段階に応じた対策を講じ、依存症当事者とその家族等への支援を行う必要があります。 

 

⑤障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい社会の実現に向けて、広く普及啓発に取り組む

とともに、専門相談員を配置して障がい者やその家族等からの相談に対応しています。また、障が

い者虐待の未然防止のため、施設等職員などへの研修を実施するとともに、虐待事案が発生した施

設等への改善に向けた指導を行っています。引き続き、障がいを理由とした差別の解消に向けた啓

発や相談体制の整備、虐待の防止に取り組む必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

 

①令和３年９月に施行された「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」に基づき、医

療的ケア児・者が社会全体で支えられ、居住する地域に関わらず適切な支援が受けられるよう、医

療的ケア児支援センターを指定し、当事者や保護者等からの相談への対応、情報提供や助言を行う

とともに、関係機関への研修の実施と支援の調整等を行います。 

 

 

 

障がい者福祉の推進 
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②障がい者の地域生活を支援するため、障害福祉サービスの確保を図るとともに、グループホームや

重度心身障がい児者の日中活動の場等の整備促進に取り組みます。また、福祉事業所における工賃

向上に向けて、共同受注窓口の運営支援等を行います。さらに、障害者優先調達推進法に基づく調

達方針を策定し、各部局と連携して調達目標額の達成に向けて一層の調達拡大を図ります。 

 

③障がいを理由とする差別の解消をめざし、「障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重

県づくり条例」の普及啓発や障がい者への理解促進に向けた取組を進めるとともに、体制を整備し

て相談対応および紛争の解決を図ります。また、障がい者虐待への適切な対応のため、市町や施設

等職員などに対して研修を実施するとともに、専門家チームを活用しながら虐待の発生した施設等

に対する改善に向けた指導等を行います。 

 

 

④障がい者の施設外就労を拡大するため、農林水産事業者と福祉事業所のマッチング活動を支援する

ほか、特に、林業・水産業の分野において、コーディネート人材を育成するとともに、農福連携の

生産性の向上に向け、生産された農産物の集出荷体制の構築やスマート技術の導入による労働環境

の改善に取り組みます。 

 

 

 ⑤「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に向けて、アウトリーチ事業やピアサポー

ターを活用した地域移行・地域定着支援の取組を進めます。また、依存症対策について、令和３年

度に策定する「三重県アルコール健康障害対策推進計画（第２期）」および「三重県ギャンブル等依

存症対策推進計画」に基づく施策を推進します。 

 

主な事業 

 

①（一部新）医療的ケアが必要な障がい児・者の受け皿整備事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ２ 障がい者福祉費） 

予算額：(R3) ２，８８０千円 → (R4) ２９，７５１千円 

事業概要：「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」に基づき、新たに医療的ケア

児支援センターを指定し、医療的ケア児・者や保護者等からの相談に応じ、情報提供や

助言を行います。また、地域の関係機関からの専門性の高い相談に対して、多職種から

なるスーパーバイズチームにより助言等を行います。さらに、医療的ケア児・者コーデ

ィネーター養成研修をはじめ、障害福祉サービス事業者、保育所、学校等の看護師等へ

の研修を実施し、人材の育成を図ります。 

 

②障がい者の地域移行受け皿整備事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ２ 障がい者福祉費） 

予算額：(R3) ５６９，７６２千円 → (R4) ２５０，０１６千円 

事業概要：障がい児・者の地域生活を支援するため、重度心身障害児者の日中活動の場となる施設

や、重度・高齢の障がい者に対応できるグループホームなどを整備し、障がい者の施設

等からの地域移行の促進に取り組みます。 
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③障がい者就労支援事業 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ２ 障がい者福祉費） 

予算額：(R3) １７，７６９千円 → (R4) １７，４３９千円 

事業概要：工賃向上に向けて、福祉事業所に対する研修会の開催やコンサルタントの派遣を行うと

ともに、共同受注窓口への運営支援等を行います。 

 

④障がい者権利擁護推進事業 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ２ 障がい者福祉費） 

予算額：(R3) ５，４８６千円 → (R4) ５，３３６千円 

事業概要：障がい者の権利擁護を推進するため、障がい者差別に関する相談への適切な対応に努め、

相談事例や合理的配慮の好事例等について情報共有や検証を行うとともに、セミナーの

開催などにより差別解消に向けた啓発活動に取り組みます。また、研修会の実施や専門

家チームの活用により、障がい者の虐待防止や対応力の向上を図ります。 

 

 

⑤（新）林福連携におけるコーディネート人材の育成・活動支援事業 

（第６款 農林水産業費 第４項 林業費 ２ 林業振興指導費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) ２，０００千円 

事業概要：林業への障がい者の就労拡大に向け、キノコや苗木生産事業における施設外就労などを

促進するため、コーディネーターの育成や事業者と福祉事業所のマッチング活動支援に

取り組みます。 

 

⑥（新）水福連携におけるコーディネート人材の育成・活動支援事業 

（第６款 農林水産業費 第５項 水産業費 １１ 水産業経営対策費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) ２，０００千円 

事業概要：漁業への障がい者の就労拡大に向け、水産関係者と福祉事業所等のマッチングに取り組

む水産業施設外就労コーディネーターの育成と活動支援に取り組みます。 

 

⑦（新）農福連携による青果物のスマート流通体制整備事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ６ 農作物対策費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) ５，０００千円 

事業概要：県内の障がい者就労施設等で生産された農産物を需要に応じてタイムリーに出荷・管理

する仕組みを構築するため、アプリ等を活用した市場の出入荷情報の見える化などの実

証に取り組みます。 

 

⑧（新）農福連携におけるスマート技術環境改善実証事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ５ 農林漁業担い手対策費） 

予算額：(R3) ― 千円 → (R4) ３，０００千円 

事業概要：農福連携の現場へのスマート技術の導入促進により、障がい者の働く場の創出や、農業

における多様な担い手の育成を図り、農福連携実践者の経営発展の取組を進めることで、

地域の活性化につなげます。 

 

 

 

農林水産部 
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⑨農福連携「福」の広がり創出促進事業 

（第６款 農林水産業費 第１項 農業費 ５ 農林漁業担い手対策費） 

予算額：(R3) ４，０５３千円 → (R4) ３，４５３千円 

事業概要：農業への障がい者の就労拡大に向け、特例子会社設立に向けた企業等への啓発を実施す

るとともに、生きづらさや働きづらさを感じている若者等の社会的自立を支援するため、

農業の多様な作業内容を生かしたインターンシップに取り組みます。また、ノウフクＪ

ＡＳの認証取得推進を通じて、ノウフク商品の発信などに取り組みます。 

 

 

⑩精神障がい者保健福祉相談指導事業 

（第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 ４精神衛生費） 

予算額：（R3） ３４，４５９千円 → （R4） ３３，００６千円 

事業概要：アウトリーチ事業、ピアサポーターを活用した取組および地域住民への啓発により、精

神科病院入院患者の退院後の支援体制づくりを進めます。また、依存症に係る相談支援

体制の充実を図るとともに、治療拠点機関や専門医療機関等と自助グループ等との連携

強化を図るなど、依存症対策を推進します。 

 

   

医療保健部 
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施策１３－１ 

 

 
 
 

 

【主担当部局：教育委員会】 

現状と課題 

①令和３年度全国学力・学習状況調査の結果をふまえ、「ＣＤ層の児童生徒のつまずきの克服」、「経年

課題の克服」、「学習習慣の確立」を重点取組として進めています。今後も、一人ひとりの学習内容

の理解・定着が進むよう、学校や子どもたちに応じた支援に取り組む必要があります。 

 

 ②少人数学級の推進について、これまでの本県独自の小学校１、２年生の 30 人学級（下限 25 人）、

中学校１年生の 35 人学級（下限 25人）の取組に加え、令和３年度は国を先取りする形で小学校３

年生を 35 人学級としているところです。今後も、一人ひとりに応じたきめ細かな指導を進めると

ともに、安全で安心に学べる環境を確保していく必要があります。 

 

 ③「特別の教科 道徳」について、答えが一つではない課題に向き合い、物事を多面的・多角的にとら

え、主体的に考えを深められるよう、小中学校の教職員を対象に指導方法や評価についての指導助

言を行っています。今後も引き続き、道徳教育が発達段階に応じて適切に推進されるよう取り組む

必要があります。 

 

④いじめについて、教職員間の情報共有や定期的な教育相談、アンケートなど、学校での早期把握に

取り組むとともに、いじめ電話相談を実施しています。いじめの疑いのある事案を把握した場合は、

いじめ防止委員会などの組織で対応しています。「三重県いじめ防止条例」に基づき、三重県いじめ

防止応援サポーターの登録や、いじめ防止強化月間におけるピンクシャツ運動などの取組を行いま

した。今後も、教員の認知力を高め、正確な認知を進めるとともに、地域が一体となりいじめ防止

に取り組めるよう、サポーターと連携した取組を進める必要があります。いじめ防止に向けた取組

の発信や、増加しているネット上でのいじめの防止に取り組む必要があります。 

 

⑤いじめ、暴力行為などの問題行動や、不登校について、スクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカーを配置して、心理や福祉の面からの専門的な支援を行っています。今後、より一層、児

童生徒や保護者に寄り添った対応ができるよう、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カーの増員、教育相談員の配置を含め、より効果的で多様な取組を進める必要があります。 

 

⑥家庭、地域、学校等が連携して、発達段階に応じた読書活動が推進されるよう、家庭で家族とふれ

あいながら読書をする取組等を行っています。引き続き、読書に親しむ習慣づくりを図る必要があ

ります。 

 

⑦みえ高文祭は生徒の豊かな感性や情操を育むための貴重な発表の機会であることから、高等学校文

化連盟と連携して感染症対策を徹底し、発表方法の工夫を行ったうえで開催しました。今後も、文

化部生徒の交流により、さらなる芸術文化活動の推進に取り組む必要があります。 

 

 

 

子どもたちの基礎となる力の育成 
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 ⑧発達段階に応じた体力の向上や技能の習得を図るとともに、日常的な運動習慣を身につけられるよ

う、授業の工夫・改善や各学校の状況に応じた取組を進めています。また、検討委員会を設置して

持続可能な部活動についての検討を進めています。今後も、各学校における体力向上の取組の改善

や、部活動のあり方について検討を進めていく必要があります。 

 

 ⑨心の健康や性に関する指導について、専門家による児童生徒への講話や教職員への指導助言等を行

うとともに、歯と口の健康づくり、がん教育、薬物乱用防止教育等に係る教職員研修会を実施して

います。12歳児の一人平均むし歯の本数が全国平均と比べて高い状況にあることから、正しい歯み

がき指導やフッ化物洗口の取組を進め、歯と口の健康づくりに取り組む必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

 ①子どもたちが確かな学力を身につけられるよう、授業改善の取組や、１人１台学習端末を活用した

個に応じたきめ細かな指導を実践します。また、学校・家庭・地域が一体となった生活習慣・学習

習慣・読書習慣の確立を図る取組を推進します。 

 

 ②児童生徒一人ひとりの状況に応じ、きめ細かく行き届いた支援を行うため、これまでの本県独自の

小学校１・２年生 30 人学級（下限 25 人）、令和３年度から実施している３年生 35 人学級に加え、

令和４年度は国を先取りして４年生を 35人学級とします。 

 

③子どもたちの公共心、規範意識、自尊感情を育むとともに、命を大切にする心やよりよく生きよう

とする意欲と実践力を高めるため、発達段階に応じた道徳教育を推進します。 

 

④「三重県いじめ防止条例」に基づき、いじめ防止応援サポーターの協力も得て、社会総がかりでい

じめ防止に取り組みます。情報モラル教育を通して子どもたちのネットリテラシーの向上を図り、

ネットによるいじめをしない・させない心を育む取組を実施するとともに、著名人によるメッセー

ジや学校での効果的な取組、相談窓口など、いじめに関する情報を集約し、発信する仕組みを新た

に構築します。不適切な書き込みを検知するネットパトロールやネットみえ～るを引き続き運用し

ます。 

 

⑤子どもたちが安心して学べる環境づくりと、一人ひとりに寄り添った対応ができるよう、いじめや

暴力行為、不登校に対して、児童生徒の心のケアや保護者からの相談に専門的な支援を行うスクー

ルカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置を進めるとともに、引き続き教育相談員を配

置します。 

 

⑥本を身近に感じ、読書を楽しむことができるよう、「第四次三重県子ども読書活動推進計画」に基づ

き、「家読（うちどく）」の一層の普及啓発や子ども同士で本を紹介し合う読書経験の共有など、図

書にふれる機会の拡充を図ります。 

 

⑦生徒の豊かな感性や情操等を育むため、みえ高文祭を開催するとともに、全国高等学校総合文化祭

や近畿高等学校総合文化祭への生徒の派遣や作品の出展等を支援します。 
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⑧授業を通して体力や運動技能を養うとともに、日常的な運動習慣の確立に向けて、授業の工夫・改

善や、各学校の状況に応じた取組を推進します。部活動については、外部人材を活用して専門的な

指導の充実と教職員の負担軽減を図るとともに、部活動のあり方に係る国の動きや本県の検討委員

会での意見をふまえ、持続可能な部活動に向けた検討を進めます。 

 

⑨子どもたちが生涯にわたり自らの心身の健康課題に対応できるよう、食育の一層の推進や、基本的

な生活習慣の確立を図るとともに、多様化する健康課題の解決に向けて、歯と口の健康づくり、性

に関する教育、がん教育等の健康教育を推進します。 

 
主な事業 

①みえの学力向上県民運動推進事業 

（第 10 款 教育費  第１項 教育総務費 ２ 事務局費） 

予算額：(R3) ６４４千円 → (R4)  １５１千円 

事業概要：学力向上の取組を推進するため、学校・家庭・地域がともに学び、議論する機会を提

供するとともに、みえの学力向上県民運動推進委員による今後の方策についての協議

を行います。また、生活習慣・学習習慣・読書習慣の確立に向け、学習端末を活用し

た児童生徒の主体的な取組を促進します。 

 

②学力向上推進事業 

（第 10 款 教育費  第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R3) ２４，５４４千円 → (R4)  １５，８６３千円 

事業概要：学習内容の理解・定着を図るため、学力向上アドバイザーの指導・助言を得ながら、

算数・数学の習熟度別指導において、学習端末を効果的に活用した指導方法をモデル

校で実践します。また、全国学力・学習状況調査や、みえスタディ・チェック等を活

用し、学力向上に向けて学校全体の計画的な取組を推進します。 

 

③（一部新）ＩＣＴを活用した子ども一人ひとりの学びのつまずき克服事業 

（第 10 款 教育費  第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R3) １１，７０６千円 → (R4)  １０，９６４千円 

事業概要：みえスタディ・チェックをＣＢＴ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｂａｓｅｄ Ｔｅｓｔｉｎｇ）

で実施するとともに、国語、算数・数学の単元別ワークシートや、経年課題である「割

合」「図形」「読む力・伝える力」について学び直しができるワークシートを学習端末

に提供し、つまずきの克服につなげます。みえスタディ・チェックの実施に合わせて、

学習習慣や生活習慣等に係る質問紙調査を実施し、その内容を分析して、早い段階か

らの課題に対応した取組を進めます。 
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④（一部新）小中学校指導運営費 

（第 10 款 教育費  第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R3) １０５，６４２千円 → (R4) ８１，９４２千円 

 事業概要：市町教育委員会および小中学校を訪問して、学習指導要領に基づく授業実践や、学力

向上の取組を支援します。子どもたちに応じたきめ細かな支援を行うため、補充的な

学習の支援や、授業で教員の補助を行う学習指導員を引き続き配置します。学習端末

を活用した授業が効果的に実施できるよう、セキュリティやコンテンツに関するアド

バイザー等を小中学校や市町に派遣するとともに、小中学校におけるＩＣＴ環境の状

況把握や助言、学習ツールの利用に係るサポートなど、各市町に対して運用面での支

援を行います。 

 

⑤道徳教育総合支援事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R3) ４，５５４千円 → (R4) ３，３２３千円 

事業概要：道徳教育の充実を図るため、学校へ道徳教育アドバイザーを派遣し、「考え、議論す

る道徳」の効果的な指導方法等に係る具体的な指導・助言を行うとともに、三重県道

徳教育推進会議や公開授業を通して、その成果を普及します。また、中学生が学校や

郷土の課題について解決策を考え、提案する課題解決型学習（ＰＢＬ)の手法を取り

入れた取組を支援するとともに、その成果を発表する実践発表会を実施します。 

 

⑥（一部新）いじめ対策推進事業 

（第 10 款 教育費  第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：（R3） １３，０４０千円 → （R4)  １４，０９０千円 

事業概要：インターネットやＳＮＳでのいじめが増加していることから、高校生による小学生を

対象とした「ＳＮＳ・ネットの上手な使い方講座」や、いじめ防止応援サポーター等

の外部人材によるいじめ防止や情報モラルに係る出前授業を実施し、子どもたちのネ

ットリテラシーの向上を図ります。著名人によるメッセージや、学校での効果的な取

組、いじめ相談窓口など、いじめ防止に関するさまざまな情報を集約し、発信するポ

ータルサイトを新たに構築します。また、ネットトラブルや新型コロナウイルス感染

症によるいじめ・人権侵害から児童生徒を守るため、引き続き、不適切な書き込みを

検索するネットパトロールを年間通して実施するとともに、不適切な書き込みを発見

した場合に、その内容を投稿できるアプリ「ネットみえ～る」を運用します。 

 

⑦スクールカウンセラー等活用事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：（R3） ３６１，９７３千円 → （R4） ３９０，７８３千円 

事業概要：不登校やいじめの被害にあっている児童生徒、不安や悩みを抱える児童生徒からの相

談や心のケアに対応するため、スクールカウンセラーの各学校への配置時間を拡充す

るとともに、特別支援学校や教育支援センターにも引き続き配置します。スクールソ

ーシャルワーカーの配置時間も拡充し、各学校および教育支援センターからの要請に

応じた派遣、福祉や医療機関等の関係機関と連携した支援を行います。また、スクー

ルカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門家とも連携して、児童生徒の

日常的な相談に対応する教育相談員を中学校と高校に引き続き配置します。 
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⑧子どもと本をつなぐ環境整備促進事業 

（第 10 款 教育費 第６項 社会教育費 １ 社会教育総務費） 

予算額：（R3） ７１８千円 → （R4） ４９３千円 

事業概要：読書習慣の形成に向けて、家庭、地域、学校等で読書活動が進められるよう、読書活

動関係者の研修・交流会、家読（うちどく）やビブリオバトルの普及啓発、読書活動

実践フォーラム等を行います。 

 

⑨高校芸術文化祭費 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R3) ３，８６７千円 → (R4) ７，１５１千円 

事業概要：音楽、美術、演劇など高校生の芸術文化の技術と創造力を磨き、芸術文化活動の活性

化を図るとともに、生徒相互の交流を深め、豊かな人間性を育成するため、みえ高文

祭や全国および近畿高等学校総合文化祭への生徒派遣の支援を行うとともに、令和５

年度に本県で実施する近畿高等学校総合文化祭の開催準備を行います。 

 

⑩みえ子どもの元気アップ体力向上推進事業 

（第 10 款 教育費  第７項 保健体育費 ２ 体育振興費） 

予算額：(R3)  ５，９６５千円 → (R4)  ４，３５９千円 

事業概要：発達段階に応じた運動習慣や生活習慣等の改善を図るため、各学校の状況に応じた１

学校１運動を進めるとともに、各校で作成した元気アップシートの取組を着実に実行

できるよう、教員対象の研修会や指導主事の学校訪問を通じて指導・助言を行い、子

どもたちの体力向上を図ります。 

 

⑪みえ子どもの元気アップ部活動充実事業 

（第 10 款 教育費  第７項 保健体育費 ２ 体育振興費） 

予算額：（R3） ４８，５４３千円 → （R4） ５８，８５２千円 

事業概要：専門的な指導の充実と教員の負担軽減を図るため、中学校・高校において、顧問とし

て単独で専門的な指導や引率を行える部活動指導員を増員します。高校の運動部で技

術指導を行う外部指導者（サポーター）を派遣します。また、中学校のモデル校にお

いて、休日部活動の地域移行に係る実践研究に取り組み、持続可能な部活動に向けた

検討を進めます。   

 

⑫（一部新）運動部活動支援事業 

（第 10 款 教育費  第７項 保健体育費 ２ 体育振興費） 

予算額：（R3） ９３，２１５千円 → （R4） １９１，９８４千円 

事業概要：中学校、高校の県体育大会や東海大会の開催経費を負担するとともに、生徒や教職員

の全国・ブロック体育大会の参加に係る旅費に加え、安心して大会に参加するための

ＰＣＲ検査費用を負担します。 

 

⑬学校保健総合支援事業 

（第 10 款 教育費  第７項 保健体育費 １ 保健体育総務費） 

    予算額：（R3） ６４５千円 → （R4） ６４５千円 

    事業概要：子どもたちが健康に関する正しい知識を身につけ、理解を深めることができるよう、

専門医等を学校に派遣するなど、学校における健康教育の充実を図ります。 
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⑭がんの教育総合推進事業 

（第 10 款 教育費  第７項 保健体育費 １ 保健体育総務費） 

   予算額：(R3)  ４３３千円 → (R4)  ４３７千円 

     事業概要：教職員が、がんに関する教育の意義を理解し、指導内容・方法等に係る専門的な知識

を習得できるよう、研修会等をとおして資質向上を図ります。 

 

⑮学校給食・食育推進事業 

（第 10 款 教育費  第７項 保健体育費 １ 保健体育総務費） 

予算額：(R3) １７４千円 → (R4) １，４３５千円 

事業概要：朝食メニューコンクールの実施等を通じて食育を推進するとともに、学校給食の衛生

管理等の徹底を図ります。国事業を活用して、学校給食における食品ロスを削減し、

食への理解を深める取組を進めます。 
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施策１３－２ 

 

 
 
 

 

【主担当部局：教育委員会】 

現状と課題 

①新型コロナの影響の中でも、高校生一人ひとりの希望や特性に応じた就職を実現するため、就職実

現コーディネーターを増員し、早期からの求人確保等の就職支援に取り組んでいます。インターン

シップや職場見学がオンライン中心となっていることから、ミスマッチによる早期離職につながら

ないよう、生徒が業種や職種、地域の魅力ある企業の情報を得ながら、リアルな体験とオンライン

による学習を組み合わせたキャリア教育に取り組む必要があります。 

 

②グローバル化やデジタル化など社会状況の変化が進む中、地域や地球規模の課題を自らの事として

捉え、他者と協働しながら持続可能な社会づくりにつなげていく力が求められており、創造的な資

質・能力を育む教育に取り組む必要があります。 

 

③令和４年度から実施される新たな高等学校学習指導要領に基づき、知識や技能の習得とともに、思

考力・判断力・表現力や主体的に学びに向かう力を育むため、探究的な学びなどを通して「主体的・

対話的で深い学び」が実践できる教育を進める必要があります。 

 

④発達段階に応じた主権者教育に取り組むとともに、将来の自立した消費者としての役割や責任につ

いての学習を進めています。今後も主体的に社会を形成する力を育成する必要があります。 

 

⑤手書きで作成している高等学校入学者選抜の入学願書等について、作成作業や中学校での点検・提

出、高校での願書および調査書のデータ入力といった業務の負担が生じていることから、志願者の

利便性の向上と学校の負担軽減のため、デジタルを活用した改善を進める必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

①就職を希望する高校生の就職実現につなげるため、一層の求人確保や進路相談に取り組むとともに、

地域の魅力ある企業や仕事内容などの多様な情報をデジタル化し、学習端末を活用して入学後の早

い段階から地域の企業を題材とした新たな学びに取り組みます。また、働くことの意義や大切さを

理解し、社会的・職業的自立に必要な力を身につけられるよう、発達段階に応じたキャリア教育を

進めます。 

 

②新たなグローバル・リーダー育成プログラムに基づき、将来予測が困難な時代を生きる高校生が、

学校を越えて仲間とチームを結成し、データサイエンスやプレゼンの能力を高めるとともに、フィ

ールドワークや海外の生徒との交流等をとおして、これからの社会で必要とされる創造的な資質・

能力（コンピテンシー）を育む学びに取り組みます。 

 

③予測困難なこれからの時代を生きる子どもたちに、主体的に考え行動する力や、他者と協働して課

題解決に取り組む力を育みます。ＩＣＴを活用して複数の学校や他県・海外の高校を結ぶ学びや、

地域を学び場とした学習など、学校の枠を越えた多様な学びを進めます。 

 

社会の担い手となる力の育成 
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④社会の形成者としての自覚と責任を持ち、自ら考え判断し課題の解決に向けて主体的に行動する力

を育むため、発達段階に応じた主権者教育、消費者教育、環境教育などに取り組みます。 

 

⑤高校入試における受検者や学校の負担軽減と利便性向上のため、入学願書等をデジタル化します。 

 
主な事業 

①未来へつなぐキャリア教育推進事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R3) ２７，０３６千円 → (R4) ２２，７２１千円 

  事業概要：高校生一人ひとりの希望や特性に応じた就職を実現するため、新たな求人開拓や生徒

の就職相談等の就職支援を行う就職実現コーディネーターを引き続き配置します。外

国人生徒や障がいのある生徒に対して、きめ細かな相談や求人開拓などの支援を行い

ます。 

 

②（一部新）地域とつなぐ職業教育充実支援事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R3) ２９，５４２千円 → (R4) ４，８６１千円 

      （１，８１８，６０２千円 →  １５４，６５７千円 ※２月補正含みベース） 

  事業概要：職業学科における実習環境を整備するとともに、生徒がより高度な専門的知識・技術

を習得できるよう、全国規模の競技会への参加や看護・介護の実習を支援します。Ｇ

ＡＰを生かした学習を通じ、農業に関する実践力を身につけ、経営者や地域のリーダ

ーとなる人材を育成します。また、国の補正予算を活用して、老朽化した農業実習用

温室の改修や、新たに自動車整備の基礎となる機械加工を行う実習室の整備を行いま

す。 

 

③実習船建造事業 

（第 10 款 教育費 第４項 高等学校費 ２ 高等学校管理費） 

  予算額： (R3) １２，６０６千円 → (R4)    －   千円 

（１２，６０６千円 →    ８４５，６６２千円 ※２月補正含みベース） 

事業概要：水産高校の航海実習における生徒の安全確保や、最先端の航海技術を習得できる環境

を整えるため、国の補正予算を活用して、令和５年度末の竣工に向けて実習船「しろ

ちどり」に代わる、新しい実習船の建造工事に取り組みます。 

 

④世界へはばたく高校生育成支援事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R3) １１，８０３千円 → (R4) ４，５６０千円 

事業概要：高校生の留学支援やオンライン海外交流を実施するとともに、高校生を対象にした「レ

ベル別英語ディベートセミナー」を開催し、英語での発信力や論理的思考力の向上を

図ります。また、科学に対する興味・関心を高めるため、三重県高等学校科学オリン

ピック大会を開催します。 
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⑤（新）未来を創造するリーダー育成事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額： (R3)  ― 千円 → (R4) １５，７４０千円 

事業概要：新たなグローバル・リーダー育成プログラムに基づき、高校生が学校を越えて「Ｍｉ

ｅ ｌａｂ」（ミエラボ）を結成し、ＳＤＧｓに係る学習やデータサイエンティスト養

成講座に取り組むとともに、フィールドワークや海外との交流、研究成果の発表等の

探究的な学びを通して、これからの時代に求められる創造的な資質・能力を育みます。

また、地域の魅力ある企業や仕事内容などの情報をデジタル化し、新たに構築するポ

ータルサイトと生徒の学習用端末を活用し、企業と学校をつなぐキャリア学習支援員

を新たに配置して、高校入学後の早い段階から地域の企業を題材としたキャリア教育

に取り組みます。 

 

⑥（新）オンラインとリアルによる学校の枠を越えた学び推進事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ２ 事務局費） 

予算額：(R3) ― 千円 → (R4) ３，７００千円 

  事業概要：生徒の多様なニーズに応じた学びを実現するため、通信制課程において、オンライン

での交流や地域での探究活動など学びの充実に取り組みます。全日制課程においては、

遠隔授業のモデル構築を進めるとともに、専門分野の放課後講座や大学進学講座など、

学校の枠や地域を越えて学べるよう取り組みます。また、これまでに小規模校で取り

組んできた地域課題解決型学習を他校でも実施します。 

 

⑦（一部新）高等学校学力向上推進事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R3) ６１，１０１千円 → (R4) ６５，５０１千円 

  事業概要：普通科において、グローバルな視点から社会の課題をとらえ、その解決に向けて取り

組む人材を育成するため、国事業を活用し、モデル校で分野を横断して学ぶ学際的な

教育プログラムの実践研究に取り組みます。ＡＩドリル教材を活用した、一人ひとり

に応じた効果的な学びに係る授業改善のモデルを、全ての県立高校に展開します。ま

た、県立高校でのＩＣＴ環境の効果的な活用を進めるための支援員を派遣するととも

に、ＩＣＴによる授業で必要となる著作権料を負担します。 

 

⑧学びのＳＴＥＡＭ化推進事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額： (R3) ２，８２５千円 → (R4) ２，２９５千円 

事業概要：Ｓｃｉｅｎｃｅ（科学）、Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（技術）、Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ（工

学）、Ａｒｔ（ｓ）（リベラルアーツ・教養）、Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ（数学）を活

用した文理融合・教科横断的な課題解決型の学びを通して、論理的思考力や探究力を

育成するＳＴＥＡＭ教育の実践研究に取り組み、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の時代を生き

抜く人材を育成します。 
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⑨（一部新）入学者選抜事務費 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額： (R3) １０，８５１千円 → (R4) １８，０５８千円 

事業概要：高等学校入学者選抜における学力検査問題が、中学校での学習に沿った適切な内容と

なるよう問題作成を行うとともに、入学者選抜が円滑に実施できるよう制度や手続き

に係る情報提供を行います。受検者や学校の負担軽減と利便性向上のため、令和５年

４月入学生を対象とした選抜から入学願書や調査書をデジタル化し、Ｗｅｂ出願とす

るための取組を進めます。 
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施策１３－３ 

 

 
 
 

 

【主担当部局：教育委員会】 

現状と課題 

①特別な支援を必要とする子どもたちが増加していることから、小中学校でのパーソナルファイルの

活用や、中学校から高校への支援情報の引継ぎを進めています。高校では、発達障がい支援員によ

る巡回相談を実施し、生徒や保護者との面談や教員の指導に関する助言等を行っています。引き続

き、適切な指導・支援や校種間での確実な支援情報の引継ぎなど、早期からの一貫した支援を進め

る必要があります。 

 

②小中学校も含め、学校に勤務する看護師の医療的ケアに関する専門性の向上を図るため、研修会等

に取り組んでいます。引き続き、安全で安心な医療的ケアを実施する必要があります。 

 

③特別支援学校にキャリア教育サポーターを配置し、生徒に適した職種・業務と必要な支援の方法を

企業に提案する形の職場開拓を行っています。今後も、一般企業への就職を希望する特別支援学校

生徒の就職率 100％を維持するとともに、生徒の進路希望の実現と、卒業後の地域生活への移行が

円滑になされるよう、就労支援に取り組む必要があります。 

 

④特別支援学校において、施設が狭隘化・老朽化している学校があることから、学校の状況に応じた

対応を進める必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

①就学前、小学校、中学校、高校、特別支援学校の間で指導・支援に必要な情報が確実に引き継がれ

るよう、パーソナルファイルのさらなる活用、切れ目ない支援を行う体制づくりに取り組みます。

教員の専門性向上のため、各特別支援学校のセンター的機能による教員への助言等を進めます。 

 

②子どもたちが身体的に安定した状態で教育活動に参加できるよう、保護者、看護師、教員の連携・

協力のもと医療的ケアを安全に実施します。高度な医療的ケアを必要とする子どもの在籍校では、

指導医・指導看護師が巡回することで、安全で安心に実施します。 

 

③特別支援学校高等部生徒の進路希望の実現と、地域生活への円滑な移行をめざして、職場開拓およ

び職場実習を進めるとともに、各特別支援学校のキャリア教育プログラムを活用して、計画的・組

織的なキャリア教育を推進します。 

 

④特別支援学校の施設の狭隘化・老朽化に対応する計画的な整備を進めます。盲学校および聾学校は、

新しい校舎建築に係る設計および寄宿舎の建築工事に取り組みます。杉の子特別支援学校は、知的

障がいのある中学部生徒が令和５年４月から石薬師分校で学習できるよう、校舎の一部改修を行い

ます。稲葉特別支援学校は、寄宿舎棟を教室として活用する改修工事を行います。 

 
 
 

特別支援教育の推進 
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主な事業 

①早期からの一貫した教育支援体制整備事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R3) １８，００７千円 → (R4) １９，９１０千円 

事業概要：特別な支援を必要とする子ども一人ひとりの教育的ニーズを的確にするため、パーソ

ナルファイルの活用を促進します。高校において、発達障がいのある生徒への支援や

保護者への相談、教員への指導・助言を行う支援員を増員するとともに、特別支援学

校に在籍する外国人児童生徒および保護者を支援するため、通訳・翻訳を行う外国人

児童生徒支援員を配置します。通級による指導を担当する教員等の発達障がいに係る

専門性の向上を高める研修を行います。 

 

②特別支援学校メディカル・サポート事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R3) ５，５０１千円 → (R4) ６，５１６千円 

事業概要：医療的ケアの必要な子どもが身体的に安定した状態で教育活動に参加できるよう、

看護師免許を有する職員を中心に校内で連携して医療的ケアを実施するとともに、

研修会の実施による専門性の向上や、指導医等の指導・助言を得ながら校内のサポ

ート体制の構築等に取り組みます。 

 

③特別支援学校就労推進事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

  予算額：(R3) ６，２０７千円 → (R4) ４，６９０千円 

事業概要：特別支援学校のキャリア教育プログラムに基づく計画的・組織的なキャリア教育を

推進するとともに、外部人材を活用した職場開拓や、企業等と連携した職場実習等

を実施することで、高等部生徒の進路希望の実現を図ります。 

 

④特別支援学校施設建築費 

（第 10 款 教育費 第５項 特別支援学校費 １ 特別支援学校費） 

予算額：(R3) ２７２，０１６千円 → (R4)  ９０４，４４３千円 

（２７２，０１６千円 →   １，５１９，９６３千円 ※２月補正含みベース） 

事業概要：特別支援学校の施設について、計画的な老朽化対策および施設の狭隘化等に対応する

ための整備を進めます。盲学校および聾学校については、老朽化対策・安全対策とし

て城山特別支援学校の隣地へ移転するため、令和４年度は新たな校舎の建築に係る設

計を行うとともに、寄宿舎の建築工事を実施します。あわせて、国の補正予算を活用

して、杉の子特別支援学校の知的障がいのある中学部生徒が令和５年４月から石薬師

分校で学習できるよう校舎の一部改修工事、稲葉特別支援学校の寄宿舎棟を教室とし

て活用する改修工事、西日野にじ学園で空調設備の更新を行います。また、松阪あゆ

み特別支援学校の教室不足の解消を図るとともに、肢体不自由のある子どもたちの新

たな就学先とするため、校舎増築に向けた土地取得を行います。 
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⑤特別支援学校学習環境等基盤整備事業 

（第 10 款 教育費 第５項 特別支援学校費 １ 特別支援学校費） 

予算額：(R3) ２６７千円 → (R4) ２８，８６６千円 

事業概要：稲葉特別支援学校や杉の子特別支援学校石薬師分校の改修に伴い、必要となる学習備

品や消耗品など、学習環境の整備を進めます。特別支援学校小中学部に転入学する児

童生徒の増加に伴い、学習用端末の整備を行います。 

 

⑥特別支援学校スクールバス等運行委託事業 

（第 10 款 教育費 第５項 特別支援学校費 １ 特別支援学校費） 

予算額：(R3) ４８０，２６１千円 → (R4) ５０１，２７５千円 

事業概要：特別支援学校に在籍する子どもたちの通学に係る負担を軽減するため、スクールバス

を運行するとともに、登校時における「三つの密」を避け、安全で安心に通学できる

よう、引き続きスクールバスを増便して運行します。 
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施策１３－４ 

 

 
 
 

 

【主担当部局：教育委員会】 

現状と課題 

①不登校児童生徒が年々増加し、不登校の要因や背景が複雑化・多様化していることから、市町の教

育支援センターに心理や福祉の専門人材を配置し、専門的見地からの支援や相談を行うとともに、

有識者の助言を得ながら、訪問型支援を進めています。今後は、高校段階で不登校等の状況にある

子どもたちにも、学習支援や自立支援等の支援ができる体制づくりを進める必要があります。 

 

②市町が実施する外国人児童生徒教育への財政的支援を行うとともに、日本語指導や適応指導等を行

う相談員や翻訳等を行う支援員を配置し、外国人児童生徒への支援に取り組んでいます。本県では、

日本語指導が必要な外国人児童生徒の在籍率が高いことから、就学促進や日本語指導、進学支援を

進めていく必要があります。 

 

③子どもたちが登下校中に交通事故の犠牲となる事案が後を絶たないことから、各市町で策定する通

学路交通安全プログラムに基づく対応状況を確認し関係部局と共有するとともに、学校安全アドバ

イザーによる登下校の安全対策に係る学校への助言、交通安全担当教員やスクールガードへの講習

を行いました。今後、危険箇所に対する具体的な安全対策を関係機関へ働きかけるとともに、地域

による学校安全推進体制の構築に向け、市町と連携し、学校安全ボランティアであるスクールガー

ドによる見守りの強化や安全教育を一層進める必要があります。 

 

④新型コロナの感染防止のため、学校における衛生物品の配備や通学時のスクールバスの増便などに

取り組んでいます。新型コロナの影響下にあっても学びが継続できるよう、引き続き感染症対策を

徹底するとともに、子どもたちの学習支援などに取り組む必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

①高校段階で不登校や休学、中途退学により学校との関わりが希薄となる子どもたちに学習支援や自

立支援を行うため、県立の教育支援センターの設置に向けた実証研究に取り組み、社会的自立の促

進、将来的なひきこもりの防止につなげます。潜在的に支援を要する児童生徒について、早期の課

題把握と学校での組織的な対応に係る取組を進めます。市町の教育支援センターに心理や福祉の専

門家を配置し、教育支援センターを核とした不登校児童生徒への支援に取り組みます。 

 

②市町が実施する外国人児童生徒教育の取組への財政的支援や、日本語指導・適応指導を行う巡回相

談員の小中学校への派遣、オンラインによる日本語指導等を実施します。高校では、学習支援や進

路指導等を行う専門人材を拠点校へ配置します。義務教育段階の学びを提供する夜間中学の体験教

室を引き続き実施し、実証研究を通して丁寧にニーズを確認し、公立夜間中学の方向性を定めます。 

 

③通学路における安全確保のため、各市町で策定する通学路交通安全プログラムに基づく対応状況を

確認し、警察等との連携や市町への働きかけを行うとともに、学校安全ボランティアであるスクー

ルガードのスキルアップや、交通安全指導担当教員の講習会を通じて、見守りの強化および安全教

育を推進します。 

安心して学べる教育の推進 
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④児童生徒が安心して学校で学習できるよう、新型コロナウイルスに係る感染防止対策を徹底する 

ための必要な人材を配置するとともに、県立学校における通学時の「三つの密」を避けるため、ス

クールバスを増便します。 

 

主な事業 

①（一部新）不登校対策事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

  予算額：（R3） ２９，２５８千円 → （R4） ４４，９８７千円 

事業概要：高校段階で不登校や休学、中途退学により学校との関わりが希薄となる子どもたちに

学習支援や自立支援を行うため、県立の教育支援センターの設置に向けた実証研究に

取り組みます。小中学校のモデル校を指定して、潜在的に支援が必要な児童生徒や家

庭に、学校での早期かつ組織的な対応ができるよう、共通の基準で課題を把握するス

クリーニングの取組を進めます。市町の教育支援センターにスクールカウンセラーと

スクールソーシャルワーカーを配置し、専門的な支援を行うとともに、不登校支援ア

ドバイザーの助言を得ながら訪問型支援に取り組みます。 

 

②（新）オンラインを活用した不登校児童生徒の居場所づくり事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

  予算額：（R3）  ― 千円 → （R4） ７，０４０千円 

事業概要：不登校児童生徒が社会につながるきっかけを得ることができるよう、ファシリテータ

ーの適切な管理のもと、オンライン上で安全で安心に交流できる居場所として、不登

校児童生徒が個別もしくはグループで対話や体験活動ができるコミュニティを創出

します。 

 

③（一部新）多文化共生社会のための外国人児童生徒教育推進事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R3) ３２，６７７千円 → (R4)  ３４，０８２千円 

事業概要：市町における外国人児童生徒の受入れや日本語指導・適応指導に係る取組への財政的

支援を行います。学習支援等を行う外国人児童生徒巡回相談員の派遣を行うとともに、

散在地域の小中学校において日本語指導が受けられるよう、オンラインを活用した日

本語指導に取り組みます。義務教育段階の学びを提供する夜間中学の体験教室を引き

続き実施し、実証研究を通して丁寧にニーズを確認し、公立夜間中学の方向性を定め

ます。 

 

④社会的自立をめざす外国人生徒支援事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R3) ２１，８１１千円 → (R4) １６，１５２千円 

事業概要：外国人生徒が社会的自立を果たし、社会の一員として活躍できるよう、学習支援や進

路相談を行う外国人生徒支援専門員（ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語等）

および日本語指導アドバイザーを県立高校に配置します。 
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⑤学校安全推進事業 

（第 10 款 教育費 第７項 保健体育費 １ 保健体育総務費） 

   予算額：（R3） ３，０００千円 → （R4） ２，９１０千円 

事業概要：学校における安全推進体制を構築するため、学校安全アドバイザーを委嘱し、モデル

地域で通学路の安全点検や安全マップづくりを実施します。通学路における児童生徒

の安全確保のため、見守り活動の中心となるスクールガード・リーダーを育成すると

ともに、地域のスクールガードを養成します。また、県内の公立学校の教員を対象に

校種別の講習会を行い、交通安全および防犯対策の指導者を養成し、各学校での交通

安全教育・防犯教育を進めます。 

 

⑥高校生安心安全通学支援事業 

（第 10 款 教育費  第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額： (R3) １７３，１２３千円 → (R4)  １６３，５３８千円 

事業概要：県立高校の生徒の登下校時における「三つの密」を避け、安全で安心に通学できるよ

う、通学時における路線バス等の公共交通機関の乗車率が高く、さらに代替の交通手

段がない学校において、登校時間の調整等では混雑を回避できない公共交通機関の路

線に、スクールバスの増便等を行います。 

 

⑦特別活動支援事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額： (R3) ６，８００千円 → (R4) ６，８００千円 

事業概要：新型コロナウイルス感染症の影響により、県立学校が修学旅行を中止または延期した

場合の企画料、学校の臨時休業によりやむを得ず中止した場合に発生するキャンセル

料について、その経費を負担します。 
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施策１３－５ 

 

 
 
 

 

【主担当部局：教育委員会】 

現状と課題 

①学校の課題を保護者や地域の方々と共有し、子どもの豊かな学びの実現に向けて連携・協働して取

り組むため、地域とともにある学校づくりサポーターの派遣や県の指導主事の訪問を通して学校等

への助言を行うなど、コミュニティ・スクールおよび地域学校協働本部の拡充に取り組んでいます。

さらに、地域の方々の参画により子どもたちの学習支援に取り組む市町を支援しています。今後も、

コミュニティ・スクールおよび地域学校協働本部の拡充等の取組により、学校・家庭・地域が一体

となった教育活動を進める必要があります。 

 

②人口減少や経済・社会のグローバル化、急速な技術革新に伴う超スマート社会など、教育を取り巻

く環境が変化する中、これからの時代を生きていくために求められる力を育むため、県立高等学校

活性化計画の策定を進めています。今後も、策定に向けた検討を進めていく必要があります。 

 

③「令和３年度三重県教員研修計画」に基づき、コンプライアンス等の素養や児童生徒理解、授業力

向上等に係る研修を実施しました。また、生徒指導、人権教育、特別支援教育等、多様な教育課題

やＩＣＴ活用指導力の向上に係る研修を実施しました。引き続き、教職を担うにあたり必要な素養

や専門性が身につけられるよう、教職員の資質向上に向けた研修を実施するとともに、今日的な教

育課題に対応するための研修を実施する必要があります。 

 

④多言語でも相談できる、いじめ等に関する相談窓口「子どもＳＮＳ相談みえ」には、12 月末までに

438 件の相談がありました。今後も、必要な場合に迅速な対応ができるよう関係課等との情報共有

を密にし、より丁寧な相談を進める必要があります。 

 

⑤学校におけるＩＣＴ環境の整備を進めるとともに、専門人材を活用して、授業での効果的な活用や

円滑な運用に係る助言等の支援を行っています。今後、ＩＣＴを活用して、より効果的な学びが実

現できるよう取り組んでいく必要があります。 

 

⑥令和２年３月に策定した「三重県立学校施設長寿命化計画」に基づき、学校施設の老朽化対策を計

画的に進めるとともに、トイレの洋式化にも取り組んでいます。県立学校においては、建築から長

期間経過している校舎が多いことから、今後も、計画的に老朽化対策を進める必要があります。 

 

⑦個性豊かで多様な教育が推進されるよう私立学校への経常的経費等の補助を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

教育環境の整備 
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令和４年度の取組方向 

 

①学校が保護者や地域の方々と目標やビジョンを共有し、地域と一体となって子どもたちを育むため、

コミュニティ・スクールの拡充に向けた取組を進めるとともに、幅広い地域住民、団体が参画し、

目標を共有することにより、地域と学校がパートナーとして連携・協働する地域学校協働活動を推

進します。 

 

②次期県立高等学校活性化計画に基づき、高校における魅力化・特色化の取組を進めるとともに、地

域協議会において各地域の高校の活性化や今後のあり方について協議を進めます。 

 

③教職員として必要な素養や児童生徒理解、授業力等に係る研修を実施し、教育課題に対応できる専

門性、指導力の向上に取り組むとともに、いじめ・不登校に対応するため、より実践的な研修を新

たに実施します。 

 

 ④子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、いじめ問題に悩む子どもや保護者が 24時間いつでも

相談できるいじめ電話相談を実施します。また、子どもたちが気軽に相談できる窓口として、引き

続き、多言語でも「子どもＳＮＳ相談みえ」を実施します。 

 

⑤ＩＣＴを活用し、動画を用いて理解を深める学習や双方向による学習など、生徒一人ひとりに応じ

た学習や協働的な学びを進めるとともに、オンデマンド教材による学習や宿題のやり取りなど、学

校と家庭で切れ間ない学習を実現します。 

 

⑥県立学校施設について、「三重県立学校施設長寿命化計画」に基づき、安全面を最優先に計画的に外

壁等の老朽化対策を進めます。あわせて、普通教室棟のトイレの洋式化など、設備面での機能の向

上にも取り組みます。 

 

 

 ⑦私立学校に対して、経常的経費等への補助を行うとともに、学校訪問等において、学校が抱える課

題等に効果的な助言等を行うことにより、個性豊かで多様な教育の推進および健全な学校運営を支

援します。 
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主な事業 

 

①地域と学校の連携・協働体制構築事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R3) ６，２２６千円  → (R4) ５，１０２千円 

事業概要：地域とともにある学校づくりを進めるため、地域学校協働本部の取組や、各市町のコ

ミュニティ・スクールの拡充に向けた取組を支援します。また、地域未来塾など放課

後等に補充的な学習支援に取り組む市町に対して補助を行います。 

 

②教育改革推進事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ２ 事務局費） 

予算額：(R3) ３，６９６千円 → (R4)  ３，８２６千円 

事業概要：本県教育の今後のあり方について、国の教育改革の動向をふまえ、幅広い視点から検

討する教育改革推進会議を開催します。また、地域協議会を開催し、各地域における

高校の活性化や今後のあり方について協議を行います。 

 

③（一部新）教職員研修事業 

（第 10 款 教育費  第１項 教育総務費 ５ 総合教育センター費） 

   予算額：(R3) ２７，７６５千円 → (R4)   ３８，０５８千円 

事業概要：子どもたちが学習指導要領で求められる資質・能力を身につけられるよう、「令和４

年度三重県教員研修計画」に基づき、主体的・対話的で深い学びの授業改善につなが

る研修を行うとともに、市町教育委員会や学校での状況をふまえ、ＩＣＴ活用指導力

の向上に向けた実践的な研修を実施します。また、不登校児童生徒への早期支援や学

校での組織的支援を行うための研修を実施するとともに、インターネット・ＳＮＳ上

でのいじめやトラブルの未然防止、安全に利用するための指導方法に係る研修を実施

します。 

 

④（一部新）教育相談事業 

（第 10 款 教育費  第１項 教育総務費 ５ 総合教育センター費） 

予算額：（R3） ６０，２５５千円 → （R4）  ６１，２７３千円 

事業概要：臨床心理相談専門員を配置して、子どもたちの心の問題の解決に向けた専門的教育相

談を行うとともに、学校での教育相談体制を支援するための派遣を行います。教職員

の教育相談に係る力量の向上を図る研修や、校内の教育相談体制づくりを推進する中

核的リーダーの育成をめざした教育相談研修を実施します。不登校児童生徒や保護者

へ適切な支援や対応ができるよう、教育支援センターの指導員等の実践力向上を図る

研修を新たに実施します。さらに、いじめ電話相談や多言語でも相談できる「子ども

ＳＮＳ相談みえ」を引き続き実施します。 
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⑤学校における働き方改革推進事業 

（第 10 款 教育費  第１項 教育総務費 ３ 教職員人事費） 

予算額：（R3） ２９４，９２８千円 → （R4） ３１７，３７３千円 

事業概要：限られた時間の中で子どもたちと向き合う時間を確保し、より効果的な教育活動を持

続的に行うため、感染症拡大防止のための業務や学習教材の準備など、教員の支援を

行うスクール・サポート・スタッフを、引き続きすべての公立学校に配置します。 

 

⑥学校情報ネットワーク事業 

（第 10 款 教育費  第４項 高校教育費 ２ 高等学校管理費） 

予算額：(R3) ３００，７４４千円 → (R4) ４２４，６０４千円 

 事業概要：学校情報ネットワークを安全に利用できるよう、機器更新やネットワーク保守など情

報基盤の適切な維持管理を行うとともに、ネットワークを利用する教職員に対して、

端末のトラブル等への対応に係る助言など運用面での支援を行います。 

 

⑦情報教育充実支援事業 

（第 10 款 教育費 第４項 高等学校費 ２ 高等学校管理費） 

予算額： (R3) ２７５，３３４千円 → (R4)  ２５３，３５１千円 

（ ４３６，０７４千円 →      ３５８，０６６千円 ※２月補正含みベース） 

事業概要：県立学校において、教科「情報」で学ぶプログラミング教育や情報デザインなど、専

門的な実習に対応する学習用端末について、リースによる維持、更新を行います。国

の補正予算を活用して、子どもたちの理解がより深まる授業や協働的な学びなどＩＣ

Ｔを用いた教育を充実させるため、指導者用の情報端末を整備します。 

 

⑧校舎その他建築費 

（第 10 款 教育費 第４項 高等学校費 ３ 学校建設費） 

予算額：(R3) １，６７２，３２３千円 → (R4)  ２，８１６，２８７千円 

事業概要：県立高校について、老朽化が進む施設の安全性を維持するため、県立学校施設の長寿

命化計画に基づき、計画的な老朽化対策に取り組むとともに、トイレの洋式化や校舎

のＬＥＤ化など設備面での機能の向上に取り組みます。 

 

 

⑨私立高等学校等振興補助金 

（第 10 款 教育費 第８項 私学振興費 １ 私学振興費） 

予算額：(R3) ４，９２８，５２２千円 → (R4) ５，０５５，３１２千円 

事業概要：公教育の一翼を担う私立学校（小学校・中学校・中等教育学校・高等学校）において、

建学の精神に基づく個性豊かで多様な教育が推進されるよう経常的経費への支援を行

います。 
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施策１４－１ 

 

 

 
  

 

【主担当部局：子ども・福祉部】 

現状と課題 

①「三重県子ども条例」に基づき、地域の方々や企業・団体が主体的に子育て支援活動に関わる機会

の創出を進めています。また、子どもの相談を受け止める子ども専用の相談電話「こどもほっとダ

イヤル」を運営しています。今後は、子どもの権利に係るさらなる理解促進、子どもが主体となっ

た活動の充実を検討する必要があります。 

 

②子育て家庭の孤立を防ぐため、ワークショップの開催や子育てのヒントなどが学べるＷｅｂ講座の

充実を図っています。今後は、市町においても主体的な取組がさらに展開されるよう、これからの

家庭教育支援のあり方を検討していく必要があります。 

 

③男性の育児参画への関心や理解を深めるため、「みえのイクボス同盟」加盟企業や市町等と連携し、

「ファザー・オブ・ザ・イヤーinみえ」に取り組むとともに、ワークショップを通じて男性の育児

参画の質の向上を図っています。令和４年４月以降の改正育児・介護休業法の施行を機に、さらな

る男性の育児参画の推進や質の向上に取り組む必要があります。 

 

④経済的に困窮しているひとり親世帯や、課題を抱えていても声を上げられない子育て世帯等の増加

が懸念されているため、子どもや保護者等が気軽に集える子どもの居場所づくりを支援しています。

今後は、学習支援などの取組を行う子どもの居場所の活動を支援する必要があります。 

 

⑤ひとり親家庭への就業支援や日常生活支援に取り組んでおり、引き続き取組を進めるとともに、適

切な情報提供等に取り組む必要があります。 

 

⑥家族の介護や世話など年齢に見合わない負担を負い、自らの育ちや学びに影響を及ぼしているヤン

グケアラーと呼ばれる子どもたちに対して支援を行うため、支援の状況把握や関係機関等における

課題の共有を進める必要があります。 

 

⑦私立学校に通う子どもたちが安心して学べるよう、就学支援金および奨学給付金の支給や授業料減

免を行った学校法人等に対する助成等により、保護者等の経済的負担の軽減を行っています。引き

続き、保護者等の経済的負担軽減のため、支援を行う必要があります。 

 

⑧県立高校の授業料に充てる就学支援金や、授業料以外の教育費負担を軽減するための奨学給付金の

支給、経済的な事由により修学が困難な生徒に対して修学奨学金の貸与等を行っています。奨学給

付金においては、新型コロナ等の影響による家計急変世帯を支給対象とするとともに、家庭でのオ

ンライン学習に必要な通信費に一定の支援を行っており、引き続き、高校教育に係る経済的負担の

軽減を図るための支援を行っていく必要があります。 
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⑨身近な地域での発達障がいへの支援体制を強化するため、県立子ども心身発達医療センターにおい

て小児科医等を対象とした連続講座を開催しています。また、地域の医療機関や市町の相談支援窓

口などによるネットワーク構築を支援しています。さらに、途切れのない発達支援体制の構築のた

め、発達障がい児等への早期支援ツールである「ＣＬＭと個別指導計画」の幼稚園・認定こども園・

保育所への導入を推進しています。引き続き、支援が必要な児童への取組を進める必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

 

①子ども一人ひとりが大切にされ、豊かに育つことができる地域社会づくりに向けて、子どもを支援

したいという思いを持つ企業等や地域の皆さんが、より主体的に子育て支援活動に関わる仕組みを

検討するなど、子どもの権利が守られ、子どもの育ちを見守る取組を進めます。 

 

②コロナ禍で、親も子も家庭で過ごす時間が増えたことで、子どもとの接し方に悩む保護者がいるな

ど、家庭を取り巻くさまざまな環境の変化を捉え、これからの家庭教育支援のあり方を検討します。 

 

③男性が育児休業を取りやすい環境づくりに向けて、企業を対象としたセミナーや情報発信に取り組

むとともに、男性の育児参画に向けた気運を醸成するため、育児のノウハウ習得等への支援や、こ

れから親になる世代への普及啓発に取り組みます。 

 

④生まれ育った家庭の経済状況等により、子どもの学習や体験機会が奪われ、将来の夢を諦めてしま

うことがないよう、子ども食堂等の居場所を拠点とした学習支援や体験機会の充実など、身近な地

域での支援体制を強化する取組を進めます。 

 

⑤ひとり親家庭の就業や自立を促進するため、就労支援を行うとともに、効果的な情報発信等により、

さまざまな支援に適切につなげる取組を推進します。 

 

⑥ヤングケアラーの早期発見や適切な支援のため、要保護児童対策地域協議会等を通じた実態調査や

研修等を行います。 

 

⑦子ども心身発達医療センターにおける途切れのない発達支援体制の構築のため、市町との連携強化

や専門人材の育成に取り組みます。また、発達障がいの初診待機を解消し、早期発見・支援につな

げるため、身近な地域における医療の確保と支援体制の充実を図ります。加えて、「ＣＬＭと個別の

指導計画」の保育所等への導入を促進します。 

 

 

⑧家庭の経済状況に関わらず、子どもたちが私立学校等で安心して学べるよう、就学支援金および奨

学給付金の支給や授業料減免を行った学校法人等に対する助成等により、保護者等の経済的負担の

軽減を行います。 

 

 
 ⑨高校教育に係る経済的負担を軽減するため、きめ細かに修学支援制度を周知するとともに、就学支

援金および奨学給付金の支給ならびに修学奨学金の貸与等を行います。 

子ども・福祉部 
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主な事業 

 

①子どもの育ちの推進事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

予算額：(R3) １８，６４６千円 → (R4) １３，１３２千円 

事業概要：「みえ次世代育成応援ネットワーク」参加企業・団体をはじめとするさまざまな主体と

連携し、地域社会において子どもの豊かな育ちを支えるための仕組みを構築します。さ

らに、子どもの声を直接受け止め、子ども自身が解決に向かうよう支える相談電話「こ

どもほっとダイヤル」を実施します。 

 

②親の学び応援事業 

 （第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

予算額：(R3) ３，７３６千円 → (R4) ３，６９４千円 

事業概要：家庭を取り巻く環境の変化を捉え、コロナ後を見据えて、これからの家庭教育のあり方

を検討します。また、引き続き市町や関係団体等と連携し、保護者同士のつながりを作

るためのワークショップを開催するとともに、保護者が子育てについてヒントを得るこ

とができるＷｅｂ講座の充実を図ります。 

 

③男性の育児参画普及啓発事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

予算額：(R3) ４，０４６千円 → (R4) ３，４９３千円 

事業概要：男性が育児休業を取りやすい環境づくりを進めるため、企業を対象としたオンラインセ

ミナーを実施するとともに、育児に取り組む男性の表彰・情報発信を行います。また、

男性の育児参画の促進に向けて、ノウハウ習得やパートナーとのコミュニケーションの

充実に向けた気運醸成を行うとともに、これから親になる世代を対象としたワークショ

ップ等を開催し、普及啓発に取り組みます。 

 

④（一部新）子どもの貧困対策推進事業 

（第３款 民生費  第２項 児童福祉費 ３ 母子福祉費） 

予算額：(R3) １６，０７８千円 → (R4) １７，１１０千円 

事業概要：身近な地域での支援体制を強化するため、子ども食堂等の居場所の運営に必要な支援を

行うとともに、子どもの居場所における学習支援や体験機会の充実などを支援します。

また、市町、関係団体等で構成する子どもの貧困対策推進会議を開催し、貧困対策の好

事例の収集や情報共有を行うなど、市町等における取組を促進します。 

 

⑤（一部新）ひとり親家庭自立支援事業 

（第３款 民生費  第２項 児童福祉費 ３ 母子福祉費） 

予算額：(R3) ５３，１１６千円 → (R4) ５３，７５１千円 

（５３，１１６千円 →     ６５，１５１千円 ※２月補正含みベース） 

事業概要：ひとり親家庭の母又は父が、安定した雇用と収入を確保できるよう、就職に有利な資格

を取得するための給付金の給付等の就業支援を行うとともに、安心して子育てができる

よう、家庭支援員の派遣による日常生活支援やひとり親家庭の子どもの学習支援を行う

市町への支援を行います。また、効果的な情報発信に取り組みます。 
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⑥（新）ヤングケアラー支援事業 

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 ４ 児童福祉施設費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) １６，８１３千円 

事業概要：ヤングケアラーの支援体制を強化するため、市町要保護児童対策地域協議会等を対象に

実態調査を行います。また、要対協を構成する機関の職員等に対し、ヤングケアラーの

概念や早期発見につなげる視点など、支援に必要な知識や手法を学ぶ研修会を実施しま

す。さらに、ヤングケアラーを適切な福祉サービス等につなげるため、関係機関等と調

整を行うヤングケアラー・コーディネーターを配置します。 

 

⑦医療支援事業 

  （第１款 子ども心身発達医療センター費  第１項 子ども心身発達医療センター費 

 １ 子ども心身発達医療センター費） 

予算額：(R3) ２２，５８７千円 → (R4) ３１，６０７千円 

事業概要：身近な地域における途切れのない発達支援体制の構築に向けて、市町の総合支援窓口と

の連携を強化するとともに、市町職員を子ども心身発達医療センターで受け入れ、専門

的な人材を育成します。また、発達障がい児の早期診断・早期支援のため、地域の医療

機関への実践研修等の技術的支援を行うとともに、市町、療育機関等とのネットワーク

の構築を進めます。 

 

 

⑧私立高等学校等就学支援金交付事業 

（第 10 款 教育費 第８項 私学振興費 １ 私学振興費） 

予算額：（R3） ２，６７３，６１４千円 → (R4) ２，７６９，１０６千円 

事業概要：私立学校に通う子どもたちが安心して学べるよう、就学支援金等の支給を行うことによ

り、保護者等の経済的負担の軽減を図ります。 

 

⑨私立高等学校等教育費負担軽減事業 

（第 10 款 教育費 第８項 私学振興費 １ 私学振興費） 

予算額：（R3） １７０，０８０千円 → （R4） １８４，６２３千円 

事業概要：私立学校に通う子どもたちが安心して学べるよう、奨学給付金の支給や授業料減免を行

った学校法人に対する助成等を行うことにより、保護者等の経済的負担の軽減を図りま

す。 

 

 
⑩高等学校等進学支援事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：（R3） １４０，５５６千円 → （R4) １２９，３８３千円 

事業概要：高等学校・高等専門学校の生徒に対する修学奨学金の貸与等により、経済的な理由で修

学が困難な生徒を支援します。 

 

 

 

 

環境生活部 

教育委員会 
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⑪高校生等教育費負担軽減事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：（R3） ３，６６９，８１６千円 → （R4） ３，５３８，１１１千円 

事業概要：就学支援金や奨学給付金等を支給し、高等学校等における保護者等の教育費負担の軽減

を図ります。また、奨学給付金においては、家庭でのオンライン学習に必要な通信費に

一定の支援を行うとともに、新型コロナウイルス感染症等の影響による家計急変世帯へ

の支援を行います。 
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施策１４－２ 

 

 

 
 

 

【主担当部局：子ども・福祉部】 

現状と課題 

①待機児童を解消するため、保育所等の整備への支援や、私立保育所等に年度当初から保育士を加配

して低年齢児保育の充実を図る市町への支援を行っています。また、保育士・保育所支援センター

において、就労相談や新任保育士の就業継続支援研修を行うとともに、Ｗｅｂサイト「みえのほい

く」で職場環境の改善に取り組む保育所の紹介等を行っています。引き続き、待機児童解消に向け

た取組を進める必要があります。 

 

②病児・病後児保育事業の施設整備や運営、障がい児等の受入に向けて支援を実施しています。引き

続き、地域の実情に応じた取組を進める必要があります。 

 

③放課後児童対策を推進するため、放課後児童クラブの整備や運営への支援を行うとともに、支援員

認定資格研修や資質向上研修等を実施しています。また、放課後子ども教室への運営支援に取り組

んでいます。引き続き、放課後児童クラブや放課後子ども教室への支援を行う必要があります。 

 

④私立幼稚園や認定こども園を設置・運営する学校法人に対して、幼稚園教諭の処遇改善の取組や運

営経費を補助しています。引き続き、幼児教育の充実に向けた支援を行う必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

①保育士不足により生じる待機児童の解消や幼児教育・保育の質の向上に向けて、保育士を育成する

取組への支援や処遇改善などに取り組みます。あわせて、保育の仕事の魅力発信を行うなど、保育

士の確保を支援します。 

 

②病児・病後児、医療的ケア児、障がい児、家庭環境に配慮を必要とする子どもの保育を支援するた

め、保育環境の整備や保育士加配、保育支援者等の配置に取り組む市町を支援します。 

 

③保護者が昼間家庭にいない小学生の育成支援や安全・安心な居場所の確保のため、放課後児童クラ

ブの施設整備や運営費の補助を行います。また、ひとり親家庭の経済的負担を軽減するため、放課

後児童クラブの利用料を補助します。さらに、地域住民等の参画を得て、学習や体験活動等を行う

放課後子ども教室を設置する市町に対する支援を行います。 

 

④私立幼稚園や認定こども園を設置・経営する学校法人に対して、充実した幼児教育に取り組めるよ

う支援するとともに、幼稚園教諭の処遇改善への支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

幼児教育・保育の充実 
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主な事業 

 

①（一部新）保育対策総合支援事業 

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 １ 児童福祉総務費） 

予算額：(R3) １４２，２３２千円 → (R4) ３６６，６１４千円 

（３２３，３８２千円 →    ４５１，０３４千円 ※２月補正含みベース） 

事業概要：保育士の確保に向けて、現場で働きながら資格取得をめざす方を雇い上げる保育所を支

援するとともに、業務の負担軽減等による離職防止、潜在保育士の就労支援、保育士を

めざす学生への貸付等を行います。また、保育士をめざす学生や現役保育士を対象に志

望理由や職場環境等についての調査を行い、保育の仕事の魅力発信や職場環境の改善等

につなげます。さらに、医療的ケア児の受入などに取り組む保育所への支援を行います。 

 

 ②次世代育成支援特別保育推進事業費補助金 

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 １ 児童福祉総務費） 

予算額：(R3) ８２，１９０千円 → (R4) ８９，３３７千円 

事業概要：待機児童の解消や低年齢児保育の充実に向けて、年度当初から保育士を加配して低年齢

児の受け入れる私立保育所等に対して、補助対象を拡充し、市町を通じて人件費を補助

します。 

 

③放課後児童対策事業費補助金 

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 １ 児童福祉総務費） 

予算額：(R3) １，２４１，０３０千円 → (R4) １，３５９，２６１千円 

（１，３６４，２３０千円 →    １，３６２，０８８千円  

※２月補正含みベース） 

事業概要：保護者が昼間家庭にいない小学生の適切な遊びや生活の場を確保し、その健全な育成を

図るため、放課後児童クラブの運営や専門人材の育成、施設整備等に対して補助を行い

ます。また、ひとり親家庭の負担軽減のため、放課後児童クラブの利用料に対する補助

を行います。 

 

④放課後子ども教室推進事業 

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 １ 児童福祉総務費） 

予算額：(R3) ３８，０９４千円 → (R4) ３７，８９２千円 

事業概要：子どもたちが安全・安心に放課後を過ごし、多様な体験・活動ができるよう、地域住民

等の参画を得て、学習や体験・交流活動等を行う放課後子ども教室を設置する市町に対

して、運営費等を補助します。 

   

⑤私立幼稚園等振興補助金 

（第 10 款 教育費 第９項 私立幼稚園費 １ 私立幼稚園費） 

予算額：(R3) １，１５８，８９８千円 → (R4) １，１３０，８５３千円 

事業概要：私立幼稚園や認定こども園を設置・経営する学校法人が、特色ある個性豊かな幼児教育

を安定して行えるよう、運営に係る経費を補助します。また、幼稚園教諭の処遇改善に

取り組む学校法人に対して、補助を行います。 

 
 

子ども・福祉部 
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⑥就学前教育の質向上事業 

（第 10 款 教育費 第１項 教育総務費 ４ 教育指導費） 

予算額：(R3) ３，２１０千円 → (R4) ８０，５１３千円 

（ １１４，２１０千円 →    １３０，５１３千円 ※２月補正含みベース） 

事業概要：幼児教育の質の向上と保幼小の円滑な接続を進めるため、幼児教育スーパーバイザーお

よび幼児教育アドバイザーを市町や施設へ派遣し、研修支援等を行います。また、公立

幼稚園における新型コロナウイルスの感染症防止のための保健衛生用品の購入や、ＩＣ

Ｔ環境の整備について、国事業を活用して市町に補助を行います。 
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施策１４－３ 

 

 

 
 

 

【主担当部局：子ども・福祉部】 

現状と課題 

①児童虐待相談対応件数が増加する中、県内全ての児童相談所でＡＩを活用した児童虐待対応支援シ

ステムを運用するとともに、専門職の増員を進め、児童相談所の虐待対応力の強化を図っています。

また、市町の対応力強化に向けて、子ども家庭総合支援拠点の早期設置に向けた支援を行っていま

す。今後も、国の「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」に基づき、児童相談所における専門職

の増員を進めるとともに、拠点未設置市町の早期設置に向けた取組を進める必要があります。さら

に、増加する外国につながる子どもの虐待防止対策に引き続き取り組む必要があります。 

 

②「三重県社会的養育推進計画」に基づき、里親支援業務を包括的に実施するフォスタリング機関を

県内に３か所設置し、里親制度の普及啓発を行っています。引き続き、里親委託の推進に向けて、

フォスタリング機関の整備を進めるとともに、施設養育においてもより家庭的な環境を提供できる

よう、児童養護施設等の小規模グループケア化や地域分散化等を推進する必要があります。また、

施設退所者等の自立に向けた支援に取り組む必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

①児童相談所における虐待対応力の強化を図るため、虐待対応へのＡＩ技術の活用やリスクアセスメ

ントツールの運用、児童福祉司等の専門職の増員を進めます。また、市町の児童相談体制の強化の

ため、要保護児童対策地域協議会の体制強化や子ども家庭総合支援拠点の設置に向けた支援を行い

ます。さらに、外国人支援員を配置し、外国につながる子どもの虐待防止に努めます。加えて、子

ども等が相談しやすい環境整備のため、ＳＮＳを活用した相談支援を行います。 

 

②「三重県社会的養育推進計画」に基づき、子どもが家庭的な養育環境の中で豊かに育つことができ

るよう、フォスタリング機関の整備を進め、里親委託の推進に取り組みます。また、施設養育にお

いても小規模グループケア化や地域分散化等を推進します。さらに、児童養護施設退所者等の自立

に向けて、切れ目のない支援に取り組みます。 

 
主な事業 

①（一部新）児童虐待法的対応推進事業 

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 ４ 児童福祉施設費） 

予算額：(R3) １２２，９１３千円 → (R4) １５３，９４０千円 

事業概要：ＡＩ技術を活用した児童虐待対応支援システムにより、一時保護等にかかる意思決定の

迅速化を図り、児童の安全を確保するとともに、児童相談所に外国人支援員を配置し、

定期的な家庭訪問を行うなど、外国につながる子どもの虐待防止等に努めます。また、

児童相談所においてＳＮＳを活用した全国一元的な相談支援を開始するため、その対応

に向けた体制を整備します。 

 

 

 

児童虐待の防止と社会的養育の推進 
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②家庭的養護推進事業 

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 ４ 児童福祉施設費） 

予算額：(R3) ７６，９４５千円 → (R4) ８３，４６１千円 

事業概要：三重県社会的養育推進計画に基づき、里親・ファミリーホームへの委託を推進します。

なお、里親委託の推進にあたっては、里親の普及啓発や研修、里親養育への支援など里

親業務を包括的に実施するフォスタリング機関の整備を推進します。 

 

③（一部新）家族再生・自立支援事業 

（第３款 民生費 第２項 児童福祉費 ４ 児童福祉施設費） 

予算額：(R3) １１，７４５千円 → (R4) １７，７１１千円 

事業概要：児童養護施設等を退所した児童が円滑な自立を実現するため、就職支度費や大学進学等

自立生活支度費を支給するとともに、自立支援資金の貸付事業や、措置解除後も必要な

支援を行う社会的養護自立支援事業を実施します。また、新たに自立支援コーディネー

ターを配置し、施設等で生活する児童に対して、自立に向けての支援を行うとともに、

退所児童等に対して生活上の相談に応じるなど退所後の支援の充実を図ります。 
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施策１４－４ 

 

 

 
 

 

【主担当部局：子ども・福祉部】 

現状と課題 

①子どもたちが家族の大切さや自らのライフデザインについて考える機会を確保するため、引き続き

子どもたちを含めた若い世代が妊娠・出産や性に関する正しい知識を習得し、自らのライフデザイ

ンを考える機会を提供する必要があります。また、思春期の性の悩みや予期しない妊娠、妊婦健診

未受診などで妊娠等に悩みを抱える若年層を支援するため、相談しやすい体制を強化する必要があ

ります。 

 

②結婚を希望する方のニーズをふまえ、みえ出逢いサポートセンターにおいて、相談支援や出会いの

場の創出に取り組んでいます。コロナ禍で出会いの機会が減少しているため、引き続きニーズに応

じた取組を進める必要があります。 

 

③不妊や不育症に悩む方への精神的支援について、不妊専門相談センターで相談対応を行うとともに、

不妊ピアサポーターによる当事者の精神的なサポートに取り組んでいます。また、経済的支援とし

て、国の助成制度を活用しながら、県の助成制度を拡充しています。さらに、治療と仕事の両立に

向けては、理解促進のための講演会等を開催するとともに、企業内で治療への理解を深めるための

不妊症サポーターの養成などに取り組んでいます。引き続き、当事者に寄り添い、精神的・経済的

支援や両立支援に取り組む必要があります。 

 

④産後の子育ての孤立感等を軽減するため、産後ケア事業や産前・産後サポート事業に従事する保健

師等を対象に、母子保健コーディネーターの養成研修を引き続き実施し、地域における専門人材の

育成を行う必要があります。また、新型コロナウイルスに感染した妊産婦に対する医療専門職によ

るケアや、濃厚接触者など、不安を抱える妊産婦に対する相談支援体制を整備する必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

①家族生活や家族の大切さ、妊娠・出産や性に関する医学的に正しい知識を習得し、自らのライフデ

ザインを考えてもらえるよう、思春期世代を対象としたセミナーの開催や普及啓発に取り組みます。

また、妊娠等に悩みを抱える若年層に対して、相談しやすい体制整備を進めます。 

 

②結婚を望む方に対して安全で信頼できる出会いの場を提供するため、市町や企業等が行う出会いイ

ベントの開催等を支援するとともに、県と市町が連携した広域的な出会いの場の創出などを進め、

結婚する方に選ばれる三重県づくりに取り組みます。 

 

③不妊や不育症に悩む方の精神的負担を軽減するため、不妊専門相談センターにおいて電話相談、面

接相談を実施するとともに、身近な地域での当事者同士の交流会を開催します。また、不妊治療と

仕事の両立に向けた支援に取り組むとともに、不妊治療費等の保険適用に向けた国の動向も注視し

ながら、必要な経済的支援を行います。 

 

 

結婚・妊娠・出産の支援 
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④各市町において妊娠・出産から育児まで切れ目なく母子保健サービスが提供されるよう、専門人材

を養成するとともに、関係機関の連携を強化し、産前産後の支援体制の充実に取り組みます。また、

新型コロナウイルス感染症等に対して不安を抱える妊産婦等が、健やかな出産・育児を行えるよう、

専門職に気軽に相談できる体制を整備します。 

 
主な事業 

①思春期ライフプラン教育事業 

 （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 １ 公衆衛生総務費） 

予算額：(R3) ５，７７７千円 → (R4) １，５２０千円 

事業概要：産婦人科医、教育委員会、警察、ＮＰＯ法人等と連携し、思春期支援について情報交換

や検討を行う委員会を開催したうえで、多様な関係者を対象にした思春期保健指導セミ

ナーを１回開催し、思春期支援の充実を図ります。また、パンフレットやチラシを作成・

配布し、性に関する正しい知識の普及啓発等に取り組みます。 

 

②若年層における児童虐待予防事業 

  （第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 １ 公衆衛生総務費） 

  予算額：(R3) ５，３８３千円 → (R4) １０，２７９千円 

  事業概要：「妊娠ＳＯＳ『妊娠レスキューダイヤル』」において、予期せぬ妊娠等に関する相談に対

応するとともに、若年層が相談しやすい環境整備の一環としてＳＮＳによる相談を実施

します。また、医療機関受診の同行支援や妊娠判定費用の補助など、相談者に寄り添っ

た支援を行います。さらに、インターネット広告や鉄道広告を活用したＰＲを通じて、

相談窓口のさらなる周知に取り組みます。 

 

③みえの出逢い支援事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 １ 社会福祉総務費） 

予算額：(R3) ８，６５９千円 → (R4) ８，４９２千円  

事業概要：みえ出逢いサポートセンターを中心に、結婚を望む人のニーズに応じたきめ細かな情報

提供や相談対応を行うとともに、市町や出会い応援団体による出会いに関するイベント

等の開催を支援します。また、結婚支援に取り組む市町と連携し、地域における広域的

な出会いの機会の創出を図るとともに、結婚や子育てに適した地域の魅力を発信し、こ

れから結婚する方に選ばれる三重県づくりに取り組みます。 

 

④不妊相談・治療支援事業 

（第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 １ 公衆衛生総務費） 

予算額：(R3) ７１３，５９４千円 → (R4) ４９５，２９１千円 

事業概要：不妊や不育症に関する悩み等に対応するため、「不妊専門相談センター」において相談

や治療に関する情報提供を行います。また、不妊ピアサポーターを活用して、身近な地

域での当事者同士の交流会を開催します。不妊治療と仕事の両立に向けて、企業に対し、

不妊治療への理解を深めるためのセミナーを開催するとともに、専門的な知識を持つア

ドバイザーを派遣して体制整備を図り、仕事をしながら不妊治療が受けやすい環境づく

りを推進します。不妊治療や不育症治療に係る経済的支援について、保険適用へ向けた

国の動向を注視しながら、必要な支援を行います。 
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⑤（一部新）出産・育児まるっとサポートみえ推進事業 

（第４款 衛生費 第１項 公衆衛生費 １ 公衆衛生総務費） 

予算額：(R3) １２，１５７千円 → (R4) １７，４５４千円 

事業概要：各市町において妊娠・出産から育児に至るまでの間、切れ目なく母子保健サービスが提

供されるよう、母子保健コーディネーターを養成するとともに、関係機関の連携を強化

して支援体制の充実に取り組みます。また、「子育て世代包括支援センター」の運営機

能の充実や各市町の実情に応じた母子保健体制の構築に向けた支援を行います。新型コ

ロナウイルス感染症等に対して不安を抱える妊産婦等が気軽に相談できるよう、電話お

よびＳＮＳを活用した相談窓口を設置します。 
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【主担当部局：環境生活部】 

現状と課題 

①新型コロナウイルス感染症の影響をふまえつつ、「新しいみえの文化振興方針」に基づき、「人材の

育成」や「文化の拠点機能の強化」など５つの方向で取組を展開し、年齢や障がいの有無、国籍等

に関わらず、全ての県民の皆さんが主体的に文化にふれ親しむ機会を提供していく必要があります。

また、コロナ禍など大きな社会情勢の変化や国の文化政策の動きをふまえつつ、今後の文化振興施

策の方向性を検討していく必要があります。 

 

②「人生 100 年時代」の到来を見据え、県民の皆さんが人生をより豊かに過ごすことができるよう、

ライフステージ等に応じた多様な学習ニーズを把握し、魅力的な学びの場や学んだ成果を発表でき

る場の提供など、生涯を通じて学ぶことができる環境づくりが必要です。 

 

③国・県指定等を受けている文化財が適切に保存・継承されるよう、所有者等に財政的・技術的支援

を行いました。引き続き、文化財所有者への支援や市町への指導助言を積極的に行っていく必要が

あります。 

 

④社会教育関係者の人材育成とつながりづくりのため、地域と学校をつなぐコーディネーターの養成

を行うとともに、多様な主体が学び合う機会を設けました。引き続き、社会教育関係者の育成とネ

ットワークの強化に取り組み、社会教育施設における地域課題の解決に資する場づくりをサポート

していく必要があります。 

 

⑤鈴鹿青少年センターについては、隣接する青少年の森公園と一体となり、ＰＦＩ法に基づく事業者

選定手続きを進め、民間のノウハウや資金活用も含めた事業契約の締結に向けて進めているところ

です。今後は、民間活力の導入により、魅力ある施設の管理・運営が円滑に図られるよう進めてい

く必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

 

①展覧会・公演や調査研究等を通じて文化のおもしろさや価値等を伝えるとともに、人材育成や顕彰

制度の運用、発表の場づくりなどにより、さまざまな主体の文化活動を促進します。また、今後の

文化振興施策を一層推進するため「三重県文化振興条例(仮称)」の制定に向けた取組を進めます。 

 

②県立生涯学習施設において、高等教育機関との連携やさまざまな主体との交流等を通じて、県民の

皆さんのさまざまなライフステージやライフスタイルに応じた一層魅力的な講座やセミナー等の

学習機会を提供するとともに、生涯学習に係る情報発信や学びの成果を発表する場を充実します。 

 

 

 

 

施策１５－１  文化と生涯学習の振興 
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③歴史的・文化的に価値の高い文化財を調査し、保存・継承のため指定・登録等の措置を講じるとと

もに、市町や文化財所有者等による保存・活用・継承の取組を支援します。地域の文化や歴史を次

の世代へつないでいけるよう、特に、まつりや行事、遺跡等の文化財に触れるきっかけづくりに取

り組みます。 

 

④地域で子どもたちが健やかに育まれるよう、子どもの育ちを支える社会教育関係者等の研修や、情

報交流・共有できる機会を提供し、社会教育に携わる人材の育成に取り組みます。 

 

⑤鈴鹿青少年センターについて、民間活力の導入による魅力ある施設整備と運営管理を行うため、令

和３年度に締結予定の基本協定に基づき、改修工事等に係る設計を行います。 

 

主な事業 
 

①文化活動連携事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ３ 文化振興費） 

予算額：(R3)  １７，８９５千円 → (R4)  １６，７２８千円 

事業概要：「人材育成」など「新しいみえの文化振興方針」で定める５つの方向性に係る取組につい

て、専門的な視点から評価を行います。また、三重県文化賞の実施や各地域の文化活動

等の情報発信により、さまざまな主体の文化活動を促進します。さらに、今後の文化振

興施策を一層推進するため「三重県文化振興条例(仮称)」の制定に向けた取組を進めま

す。 

 

②文化活動再開支援事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ３ 文化振興費） 

予算額：(R3)  １８，５１９千円 → (R4)  １６，０００千円 

事業概要：文化団体等が感染症対策を講じながら活動再開できるよう、県総合文化センターのホー

ル等を利用する際の施設および付属設備の利用料や緊急事態宣言等で中止となった公

演等の準備に要した経費等の支援を行います。 

 

③文化会館事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ８ 総合文化センター費） 

予算額：(R3)  ７２，５５４千円 → (R4)  ７０,７５８千円 

事業概要：芸術性の高いオペラ、バレエ等から高い人気を誇る歌舞伎等の伝統芸能まで、多彩で魅

力的な文化芸術公演やアウトリーチ活動、人材育成に取り組みます。 

 

④生涯学習センター事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ８ 総合文化センター費） 

予算額：(R3)  ９，７０１千円 → (R4)  ９，７０１千円  

事業概要：多様化・高度化する生涯学習ニーズに応えるため、県内の高等教育機関等との連携によ

り、三重の歴史・文化など時宜を得たテーマによる学習機会を提供するとともに、地域

において生涯学習分野で活動する方々を支援するための研修会を開催します。 

環境生活部 
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⑤総合博物館展示等事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ９ 博物館費） 

予算額：(R3)  ４５，１０２千円 → (R4)  ５１，５３３千円  

事業概要：三重の多種多様で豊かな自然や歴史・文化を紹介する企画展等を開催するとともに、学

校や地域と連携して、学芸員講座（出前授業）やアウトリーチキットの活用等のアウト

リーチ活動を展開し、人材育成と本県の魅力発信に取り組みます。 

 

⑥美術館展示等事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 10 美術館費） 

予算額：(R3)  ６６，７１９千円 → (R4)  ７９,９５２千円  

事業概要：開館 40 周年を記念し、日本を代表する絵本作家である「いわさきちひろ」とその師で

ある松阪市出身の画家 中谷泰との交流を紹介する企画展をはじめ、本県にゆかりの深

い画家を紹介する展覧会を開催します。また、文化・教育関係機関をはじめとするさま

ざまな主体と連携した教育普及活動等に取り組みます。 

 

⑦斎宮歴史博物館展示・普及事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 11 斎宮歴史博物館費） 

予算額：(R3)  １１，０５７千円 → (R4)  １２，４９２千円  

事業概要：古典文学である「伊勢物語」と斎宮との関係を伝える特別展を開催するとともに、飛鳥・

奈良時代の斎宮を明らかにする新たな映像展示の上映や斎宮・斎王について多言語で紹

介する動画を作成し、プロモーション等を行います。さらに、さいくう平安の杜等を活

用した歴史講座等を実施し、史跡斎宮跡の魅力発信に取り組みます。 

 

⑧図書館管理運営事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 ８ 総合文化センター費） 

予算額：(R3)  ２４６，１４２千円 → (R4)  ２１３，１３４千円  

事業概要：図書館総合情報ネットワークや図書の相互貸借に係る物流ネットワークを適切に運用し

て全県域へのサービスを提供するとともに、県内図書館職員を対象とした研修会の開催

等により職員の資質向上を図り、県民サービスの向上につなげます。 

 

 

⑨文化財保存管理事業 

（第 10 款 教育費 第６項 社会教育費 ６ 文化財保護費） 

予算額：(R3) ６，１７１千円 → (R4) ６，０６０千円 

事業概要：「三重県文化財保存活用大綱」に基づき、文化財保護審議会の審議等を通じ、県内の貴重

な文化財が適切に保存・活用・継承等の措置が図られるよう、市町や文化財所有者への

支援を行います。また、国・県指定等文化財が持つ魅力の情報発信を行うとともに、適

切に保存されるよう巡視を行います。 
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⑩地域文化財総合活性化事業 

（第 10 款 教育費 第６項 社会教育費 ６ 文化財保護費） 

予算額：(R3) ９０，０００千円 → (R4)  ９０，０００千円  

事業概要：国・県指定等の文化財の所有者等が行う文化財修復等の事業について、技術的な助言お

よび必要な経費に対する支援を行うとともに、所有者等による保存・活用・継承の取組

を促進します。 

 

⑪世界遺産熊野参詣道・無形文化遺産保存管理推進費 

（第 10 款 教育費 第６項 社会教育費 ６ 文化財保護費） 

予算額：(R3) ５５０千円 → (R4) ５３８千円 

事業概要：世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の保存と活用のため、文化庁や奈良県・和歌山県

および関係市町と連携した取組を行うとともに、資産の保存・管理に多様な主体が参画

できるよう講習会・講演会等を開催します。また、「鳥羽・志摩の海女漁の技術」のユネ

スコ無形文化遺産登録に向けて、関係県との連携強化に努めます。 

 

⑫（新）三重の文化・歴史を引き継ごう！新しい学びの機会創出事業 

（第 10 款 教育費 第６項 社会教育費 ６ 文化財保護費） 

予算額：(R3)  － 千円 → (R4) １，５００千円 

事業概要：新型コロナウイルス感染症の影響により、これまで以上に地域の文化や歴史に触れるこ

とが難しくなっていることから、地域の文化財への理解や関心を深めるきっかけとして、

受講生を募集し、まつりや行事に係る映像視聴や講話、遺跡等の発掘等を行う体験講座

を開催します。受講した参加者が、県や市町における文化財の保存や活用、継承の取組

に協力したり、さまざまな形で身近な文化財に関わったりしていく契機とします。 

 

⑬埋蔵文化財センター管理運営費 

（第 10 款 教育費 第６項 社会教育費 ６ 文化財保護費） 

予算額：(R3) ７，６６７千円 → (R4) ７，５２８千円 

事業概要：埋蔵文化財に係る必要な発掘調査や適切な保存管理を行うとともに、県民への公開・普

及を行います。また、子どもたちが郷土への愛着を持てるよう文化財を活用した出前授

業等を行います。 

 

⑭社会教育推進体制整備事業 

（第 10 款 教育費 第６項 社会教育費 １ 社会教育総務費） 

予算額：(R3) ２，５２５千円 → (R4) １，３３４千円 

事業概要：社会教育の振興を図るため、市町における社会教育委員や社会教育担当職員等を対象に

研修や情報交換を行います。公民館等の社会教育施設において地域課題の解決に資する

学びの場が創出されるよう講習等を実施するとともに、地域と学校をつなぐコーディ 

ネーターの資質向上を図る講座を開催します。 
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⑮（一部新）鈴鹿青少年センター費 

（第 10 款 教育費 第６項 社会教育費 １ 社会教育総務費） 

予算額：(R3) ８４，８６２千円 → (R4)  ６６，４４８千円 

事業概要：心身ともに健全な青少年を育成するため、鈴鹿青少年センターを指定管理により運営

し、施設利用者の増加や対象者の拡大および社会教育の普及・振興を図ります。また、

民間活力の導入による魅力ある施設整備と運営管理を行うため、令和３年度に締結予

定の基本協定に基づき、令和４年度は改修工事等に係る設計を行います。 

 

⑯熊野少年自然の家費 

（第 10 款 教育費 第６項 社会教育費 １ 社会教育総務費） 

予算額：(R3) ４３，３１１千円 → (R4) ４７，９０８千円 

事業概要：自然の中で心身ともに健全な少年を育成するため、熊野少年自然の家を指定管理により

運営し、施設利用者の増加および社会教育の普及・振興を図るとともに、効率的な管理

運営を行います。また、経年劣化に伴う施設の維持管理のため、給水管の改修工事に係

る設計を行います。 
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施策１５－２  

 
 

 

【主担当部局：地域連携部スポーツ推進局】 

現状と課題 

①三重とこわか国体に向けて行ってきた、選手の発掘・育成・強化、指導者の養成、競技団体を通じ

た合宿や遠征等の強化活動への支援、就職支援等によるアスリートの県内定着、新たなチームの結

成など、さまざまな取組を通じて、三重とこわか国体での天皇杯・皇后杯獲得が十分に見込めるま

で、本県の選手やチームの競技力は確実に向上しました。令和４年度の栃木国体では、三重とこわ

か国体で発揮できなかった本県の競技力を発揮し、天皇杯順位 10位以内を獲得できるよう、これま

でに培ったノウハウを生かした強化活動を支援するとともに、その後も安定的な競技力を維持でき

るよう、取組を進めていく必要があります。また、国内外で活躍できるパラアスリートへの支援に

取り組む必要があります。 

 

②三重とこわか国体・三重とこわか大会の開催に向けて県営スポーツ施設の整備を行いました。今後

は、すべての利用者の皆さんがより一層安全・安心に利用できるよう、施設環境の整備を進める必

要があります。また、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した利用者数の回復・拡大を図

る必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

①選手や指導者、競技団体の皆さんが、国体で発揮できなかった努力の成果を栃木国体で十分に発揮

し、天皇杯順位 10位以内を獲得できるよう、成年・少年選手の強化などに取り組むとともに、その

後も安定的な競技力が維持されるよう、将来の競技スポーツを支えるジュニア・少年選手の発掘・

育成や指導者の養成を行い、次代を担う選手が生み出されるよう取り組みます。また、パラアスリ

ートの育成・強化に取り組みます。 

 

②県営スポーツ施設について、両大会に向けて整備してきた施設の機能を維持しながら、利用者が安

全・安心に利用できる環境を提供するため、老朽化設備等への必要な改修・修繕を行います。また、

新型コロナウイルス感染症の影響により減少した利用者数を回復し、スポーツに親しむ機会の充実

を図るため、指定管理者とより一層連携して感染防止対策や各種事業・サービスの充実に努めます。 

 

主な事業 

①（一部新）競技力向上対策事業 

（第２款 総務費 第 12 項 スポーツ推進費 １ スポーツ推進費） 

予算額：(R3) ８６７，６９４千円 → (R4) ６７０，４８８千円 

事業概要：栃木国体での天皇杯順位 10 位以内をめざすため、三重とこわか国体に向けて培ったノウ

ハウを生かして選手やチームへの強化支援を行います。また、本県の将来の競技スポー

ツを支えるジュニア・少年選手の発掘・育成や指導者の養成、ふるさと選手の強化支援

等を行い、今後の安定的な競技力を確保します。さらに、パラリンピック等の国際大会

や全国大会で活躍するパラアスリートの育成・強化に取り組みます。 

 

 

 

競技スポーツの推進 
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②三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿事業 

 （第２款 総務費 第 12 項 スポーツ推進費 ２ スポーツ施設費） 

予算額：(R3) ４５５，６３１千円 → (R4) ４７８，６６９千円 

事業概要：利用者のニーズに応じた効率的・効果的な管理運営を行うとともに、水泳場プール照明

のＬＥＤ化改修工事などを行い、利用者が安全・安心・快適に利用できる環境を整備し

ます。 

 

③三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢事業 

 （第２款 総務費 第 12 項 スポーツ推進費 ２ スポーツ施設費） 

予算額：(R3) １６６，０７１千円 → (R4) １０４，７９６千円 

事業概要：利用者のニーズに応じた効率的・効果的な管理運営を行うとともに、トレーニング機器

の更新などを行い、利用者が安全・安心・快適に利用できる環境を整備します。 

 

④ドリームオーシャンスタジアム事業 

（第２款 総務費 第 12 項 スポーツ推進費 ２ スポーツ施設費） 

予算額：(R3) ３０，５４０千円 → (R4) １１９，０７９千円 

事業概要：利用者のニーズに応じた効率的・効果的な管理運営を行うとともに、スタンド防水工事

などを行い、利用者が安全・安心・快適に利用できる環境を整備します。 
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施策１５－３  

 
 

 

【主担当部局：地域連携部スポーツ推進局】 

現状と課題 

①三重とこわか国体・三重とこわか大会の開催に向けた取組の結果、会場施設が整備されるとともに、

競技力向上の取組によって選手の実力は飛躍的に向上し、多くの指導者は高い指導力を身につける

こととなりました。また、競技役員やボランティアなどの人材が育成されるなど、多くのレガシー

が各地域に遺されました。今後は、これらのレガシーを活用した地域スポーツの振興やスポーツを

通じたまちづくりを進める必要があります。 

 

②女性やビジネスパーソン世代で、成人の週１回以上の運動・スポーツ実施率が低迷していることか

ら、これらのターゲット層を中心として、スポーツへの興味・関心を高め、スポーツに参画する（す

る・みる・支える）人口の拡大を図るとともに、年齢や性別、障がいの有無などに関わらず多くの

人が気軽に運動・スポーツに親しめる環境づくりを進める必要があります。また、地域の皆さんが

スポーツを身近に感じられるきっかけとして、国のスポーツ基本計画において地域スポーツの担い

手として位置付けられている総合型地域スポーツクラブに対し、その役割が発揮されるよう働きか

けていく必要があります。 

 

③障がい者スポーツをきっかけとして、障がいのある人の自立と社会参加の推進や、県民の障がいへ

の理解促進に取り組んでいます。また、三重とこわか大会に向けて選手の発掘・育成や指導員等の

養成、障がい者スポーツ普及に取り組みました。今後は、障がいのある人もない人も、障がい者ス

ポーツに関わることができる取組を総合的に展開し、障がい者スポーツの一層の裾野拡大に取り組

む必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

 

①三重とこわか国体・三重とこわか大会の開催に向けて積み上げたレガシーの活用によるスポーツの

振興や地域の活性化をめざして、大規模大会の誘致・開催や、両大会の開催競技に関わる普及イベ

ント開催、人材育成などについて、市町や競技団体とともに取り組みます。 

 

②運動・スポーツ実施率の向上に向けて、引き続き、実施率の低いターゲット層を重点的に、運動の

日常化などについて啓発するとともに、「みえスポーツフェスティバル」等の地域スポーツイベント

など、スポーツに親しむ機会の拡充を図ります。また、総合型地域スポーツクラブの質的充実が図

られるよう取組を進めます。さらに、三重県スポーツ推進条例がめざす「県民力を結集した元気な

みえ」の実現に向けて、第３次スポーツ推進計画を策定します。 

 

 

③三重とこわか大会に向けて取り組んできた成果等を生かし、障がい者スポーツのさらなる裾野の拡

大に向けて、合同練習の実施やフォーラムの開催、関係団体と企業をつなぐ役割を担う相談窓口の

設置などの取組を進めます。 

 

 

地域スポーツと障がい者スポーツの推進 

 

 

地域連携部 

子ども・福祉部 
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主な事業 

 

①（新）レガシーを活用したみえのスポーツ支援事業 

（第２款 総務費 第 12 項 スポーツ推進費 １ スポーツ推進費） 

予算額：(R3) － 千円 → (R4) １００，０００千円 

事業概要：三重とこわか国体・三重とこわか大会の開催に向けて積み上げたレガシーの活用による

スポーツの振興や地域の活性化をめざして、大規模大会の誘致・開催、各地域で両大会

の開催競技に関わるスポーツイベントの開催、それらを支える競技役員・ボランティア

等の人材の育成などについて、市町や競技団体とともに取り組みます。 

 

②地域スポーツ推進事業 

 （第２款 総務費 第 12 項 スポーツ推進費 １ スポーツ推進費） 

予算額：(R3) ３９，７１５千円 → (R4) ４７，３３１千円 

事業概要：地域スポーツの振興に重要な役割を担う総合型地域スポーツクラブに対し、その役割が

一層発揮されるよう、クラブアドバイザーの派遣や先進事例の情報提供、地域で活躍す

る指導者育成のための講習会の開催などに、市町や関係団体と連携して取り組みます。 

 

③地域スポーツイベント開催事業 

 （第２款 総務費 第 12 項 スポーツ推進費 １ スポーツ推進費） 

予算額：(R3) １６，０８４千円 → (R4) １６，０８４千円 

事業概要：幅広い層の県民の皆さんにさまざまなスポーツをする場を提供し、地域スポーツを推進

するため、推進月間である９月、10 月を中心に、（一社）三重県レクリエーション協会や

各競技団体等と連携して「みえスポーツフェスティバル」を各地域で開催します。また、

ジュニア世代の発掘・育成や市町相互の交流・連携を図るため、市町等と連携し「第 16

回美し国三重市町対抗駅伝」を開催します。 

 

④三重県スポーツ推進計画推進事業 

 （第２款 総務費 第 12 項 スポーツ推進費 １ スポーツ推進費） 

予算額：(R3) ７６６千円 → (R4) ３，２２８千円 

事業概要：三重県スポーツ推進条例がめざす「県民力を結集した元気なみえ」の実現に向けて、第

３次スポーツ推進計画を策定します。 

 

 

⑤（一部新）障がい者スポーツ推進事業 

（第３款 民生費 第１項 社会福祉費 ２ 障がい者福祉費） 

予算額：(R3) ９９，７４４千円 → (R4) ５５，００７千円 

事業概要：障がい者スポーツの裾野拡大および共生社会の実現をめざし、「三重県障がい者スポーツ

支援センター(仮称)」を設置し、合同練習の実施やフォーラムの開催、相談窓口となる

コンシェルジュを設置するなど、障がい者スポーツを「する」機会や「みる」機会の創

出、「支える」体制の拡充にかかる取組を総合的に推進します。 

 

 

 

地域連携部 

子ども・福祉部 
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令和４年度当初予算 行政運営の取組 取組概要 
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【主担当部局：戦略企画部】 

現状と課題 

①デジタル化や脱炭素化の推進など直面するさまざまな課題への対応を進め、将来世代も含めた県民

の皆さんが元気に、かつ安全・安心に暮らすことのできる持続可能な地域を県民の皆さんと共に作

り上げていくため、中長期的な視点から本県のめざすべき姿や取組方向を検討し、今後の県政運営

の基本となる計画を策定し、着実に取組を推進する必要があります。 

 

②令和２年国勢調査結果では、本県の人口は平成 27 年調査結果に比べ４万５千人以上減少し、177 万

人となり、人口減少に歯止めがかかっていません。人口の社会減が続いており、また、令和２年の

「県の合計特殊出生率（概数）」も前年より 0.02 ポイント低下して 1.45 となり、2020 年代半ばの達

成を目標とする 1.8 とは乖離がある状況です。生産年齢人口の減少による地域産業の低迷や、それ

に伴う雇用の減少、人口の流出や高齢化等による都市や集落の機能低下など、人口減少による様々

な課題を克服していくため、施策を総動員して取組を進めていく必要があります。 

 

③県民の皆さんの意識を把握し、今後の県政運営や各種計画の策定等に活用するため、アンケート調

査を実施しています。県民の皆さんの意識をより効果的に把握できるよう調査内容を検討した上で、

継続して実施していく必要があります。 

 

④令和２年 10 月に改訂した「三重県国土強靱化地域計画」の着実な推進を図るため、進行管理を図っ

ていくとともに、県内市町の国土強靱化地域計画の内容充実を支援していく必要があります。 

 

⑤先の大戦から 75 年以上が過ぎ、戦争体験者が高齢化していく中、戦争を実体験として語り継いでい

くことが年々難しくなっていることから、悲惨な戦争の記憶と教訓を風化させないため、引き続き、

多くの県民の皆さんに戦争の悲惨さと平和の大切さを伝えていく必要があります。 

 

⑥全国知事会、圏域や東海三県の知事会等で、新型コロナ対策をはじめ広域的課題等に関して連携し

た取組や国への提言を実施しました。引き続き、こうした取組を進めるとともに、地域の実情に応

じた制度改正や予算編成がなされるよう、国等に対して、時機を捉え提言・要望活動を実施してい

く必要があります。 

 

⑦県民の皆さんや、企業、団体等のさまざまな活動に生かせるよう、基礎資料となる各種統計情報を

積極的かつ正確に、わかりやすく提供することが必要です。 

 

⑧誰にとっても身近な課題である防災をテーマにしたセミナーを開催し、県民の皆さんの参画と 

 ＮＰＯ間の連携を図っています。県民の社会参画や連携を促進するとともに、ＮＰＯが多様化、複

雑化する地域の諸課題に対応していく必要があります。 

 

 

行政運営１ 総合計画の推進 
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令和４年度の取組方向 

 

①デジタル化や脱炭素化の推進などの直面する課題を克服し、将来世代も含め県民の皆さんが元気に、

かつ安全・安心に暮らすことのできる持続可能な地域を県民の皆さんと共に作り上げていく必要が

あるため、今後の県政運営の基本となる「強じんな美し国ビジョンみえ（仮称）」および「みえ元気

プラン（仮称）」を策定します。 

 

②人口減少の課題に的確に対応していくため、人口減少の現状や背景について調査研究を進め、これ

までの取組の成果と課題の検証を行い、より効果的な対策に繋げることで、人口減少対策を強力に

推進していきます。 

 

③県民の皆さんの意識を把握し、今後の県政運営や各種計画の策定等に活用していくため、県民を対

象としたアンケート調査を実施します。 

 

④「三重県国土強靱化地域計画」に基づき、県内市町の国土強靱化地域計画の改訂等に向けた取組を

支援するとともに、適切に進行管理を行います。 

 

⑤戦争の悲惨な記憶と教訓が風化することのないよう、未来を担う若い世代をはじめとする多くの県

民の皆さんに、戦争の悲惨さと平和の大切さを伝える機会づくりに取り組みます。 

 

⑥全国知事会や圏域の知事会等に参画し、防災・減災や地球温暖化、人口減少等への対策について、

広域的に連携した取組を進めるとともに、地域の実情に応じた制度改正や予算編成がなされるよう、

国等に対して提言・要望活動を実施します。 

 

⑦県行政を始め、県民の皆さんや、企業、団体等のさまざまな活動に生かすため、迅速かつ正確な統

計調査の実施、審査、集計等を行い、調査結果を分かりやすく公表するとともに、統計調査への理

解促進を図ります。 

 

 

⑧県民一人ひとりが自らを社会の担い手として認識し、ＮＰＯ活動への理解、参画が促進され、さま

ざまな主体との連携による地域課題の解決に向けた取組が一層進むよう、「みえ県民交流センター」

を拠点とした情報発信、ＮＰＯや中間支援組織の基盤・機能強化に取り組みます。 

 

主な事業 

 

①計画進行管理事業 

 （第２款 総務費 第２項 企画費 ３ 企画費） 

予算額：（R3） ３，９６４千円 → （R4） ２４，７４４千円 

事業概要：今後の県政運営の基本となる「強じんな美し国ビジョンみえ（仮称）」及び「みえ元気

プラン（仮称）」を策定し、進行管理を行います。また、県政の重要課題に関する総合

調整を行います。 

 

戦略企画部 

戦略企画部 

環境生活部 
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②（新）人口減少対策費 

（第２款 総務費 第２項 企画費 ３ 企画費） 

予算額：（R3） － 千円 → （R4） ２０，０００千円 

事業概要：効果的な人口減少対策を検討するため、三重県における人口減少の現状や背景、少子

化や転出者等の状況、産業との関連、先進事例等を把握する調査を実施します。 

 

③計画推進諸費 

 （第２款 総務費 第２項 企画費 ３ 企画費） 

予算額：（R3） ６，７０８千円 → （R4） ７，１８７千円 

事業概要：県民の皆さんの意識を把握し、県政の運営に活用するため、広く県民を対象としたア

ンケート調査を行います。 

 

④未来につなぐ平和発信事業 

 （第２款 総務費 第２項 企画費 ３ 企画費） 

予算額：（R3） ７８５千円 → （R4） ６００千円 

事業概要：戦争の悲惨な記憶と教訓が風化することのないよう、未来を担う若い世代をはじめと

する多くの県民の皆さんに、戦争の悲惨さと平和の大切さを伝える機会づくりに取り

組みます。 

 

⑤広域連携推進費 

 （第２款 総務費 第２項 企画費 １ 企画調整費） 

予算額：（R3） １２，１５９千円 → （R4） １１，７１２千円 

事業概要：全国知事会等に参画し、地域課題や県境を越えて取り組むべき広域的課題の解決に向

け、他の自治体等と連携した取組を実施します。 

 

⑥中部圏・近畿圏連携強化費 

 （第２款 総務費 第２項 企画費 １ 企画調整費） 

予算額：（R3） ２，８９１千円 → （R4） ２，９００千円 

事業概要：中部圏・近畿圏の知事会等に参画し、地域課題や県境を越えて取り組むべき広域的課

題解決に向け、他の自治体等と連携した取組を実施します。 

  

⑦（新）就業構造基本調査費 

 （第２款 総務費 第３項 統計調査費 ２ 統計調査費） 

予算額：（R3） － 千円 → （R4） ４４，６２９千円 

事業概要：県民の就業及び不就業の状態を調査して、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資

料を得ることを目的として調査を実施します。 

 

⑧統計情報編集費 

 （第２款 総務費 第３項 統計調査費 １ 統計調査総務費） 

予算額：（R3） ８２２千円 → （R4） ７１１千円 

事業概要：県民の皆さんや自治体・企業・教育研究機関等が統計情報を利活用できるよう、統計

情報を編集し、県統計情報のインターネット上の総合窓口である「みえＤａｔａＢｏ

ｘ」や刊行物で提供します。 
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⑨みえ県民交流センター指定管理事業 

（第２款 総務費 第５項 生活文化費 １ 生活対策費） 
予算額：(R3)  ３１，３３８千円 → (R4)  ２６，４８３千円 

事業概要：県民の社会参画と多様な主体の連携による地域課題の解決が進むよう、「みえ県民交流

センター」を拠点とした情報発信、ＮＰＯ等の基盤・機能強化に取り組みます。 

環境生活部 
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行政運営２  

 
 

 

【主担当部局：総務部】 

現状と課題 

①「第三次三重県行財政改革取組」の進行管理を行うとともに、上半期の進捗状況を取りまとめ、公

表を行いました。４月～９月の上半期実績は、概ね計画どおり進捗していますが、今後も引き続き

行財政改革取組の着実な推進に取り組んでいく必要があります。 

 

②県政の諸課題に的確に対応できるよう、新型コロナウイルス感染症対策本部事務局や保健所の体制

強化など、必要な組織体制を整備しました。今後も引き続き、限られた経営資源の中でも、より一

層効率的・効果的な組織体制を整備していく必要があります。また、新型コロナウイルス感染防止

対策に係る業務等が増加する中、所属長と職員との対話を進め、業務の平準化、業務の見直し等に

取り組みました。引き続き、職員一人ひとりが「ライフ」と「ワーク」を自身でコントロールでき

る状態をめざし取り組んでいく必要があります。 

 

③「三重県職員人づくり基本方針（令和２年３月改定）」にもとづき、コロナ禍における職員研修、勤

務制度の見直し等の取組を進めました。引き続き、同方針に基づき人材育成を進めます。また、「県

職員育成支援のための人事評価制度」等の適切かつ円滑な運用を進め、職員の意欲・能力の向上と

組織力の向上に努めました。今後も引き続き、制度を適切かつ円滑に運用していく必要があります。 

 

④コンプライアンス意識の向上のため、各所属においてコンプライアンス・ミーティングを実施する

とともに、適正な業務執行のために内部統制制度を運用しました。今後も、県民の皆さんからの信

頼を高めていくため、コンプライアンスの推進に取り組む必要があります。 

 

⑤三重県公文書等管理条例（令和２年４月施行）の適切な運用により、公文書の適正管理の徹底に取

り組みました。今後も引き続き、公文書の適正管理について職員の意識を高めるための研修の実施

等に取り組んでいく必要があります。 

 

⑥一定以上の時間外労働を行った職員に対し、面接指導を行うことにより、健康障害の防止に取り組

みました。また、ストレスチェック制度を円滑に運用し、職員のメンタルヘルス不調を未然に防止

するとともに、セルフケア研修の実施や復職支援・相談支援を行いました。引き続き、健康課題へ

の対応や過重労働対策、メンタルヘルス対策に取り組んでいく必要があります。 

 

⑦危機発生を未然に防止する事前対策を行うとともに、危機発生時において、迅速かつ的確な対応が

行えるよう、引き続き職員の危機管理意識の徹底や危機対応力を備えた人材育成を行っていく必要

があります。 

 

 

 

 

 

信頼される県行政の推進 
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令和４年度の取組方向 

 

①「第三次三重県行財政改革取組」のロードマップ（工程表）に基づき、行財政改革を効率的・効果

的に進めていきます。 

 

②より一層簡素で効率的・効果的な組織体制の整備を図るとともに、引き続き職員一人ひとりが主体

的に「ライフ」と「ワーク」をコントロールできる状態をめざします。 

 

③「三重県職員人づくり基本方針」に基づく人材育成を進めるとともに、「県職員育成支援のための人

事評価制度」等の適切かつ円滑な運用により、引き続き職員の意欲・能力の向上と組織力の向上に

取り組みます。 

 

④県民の皆さんからの信頼を高めていくため、引き続きコンプライアンスの推進に取り組み、内部統

制制度についても、実効性のある取組となるよう運用していきます。 

 

⑤三重県公文書等管理条例の運用を通して、公文書の適正管理の徹底に取り組みます。 

 

⑥職員の安全を確保し、こころと体の健康保持・増進を図るため、安全衛生管理に取り組みます。 

 

 

 ⑦研修等を通じて、危機発生の未然防止や危機発生時等に的確な対応が行えるよう、引き続き職員の

危機対応力の向上に取り組みます。 

 

主な事業 
 

①行政改革推進事業 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 ４ 行政改革推進費） 

予算額：(R3) ２，１５７千円 → (R4) ２，１５７千円 

事業概要：三重県行財政改革取組における各取組を進めるとともに、職員が「ライフ」と「ワーク」

をコントロールできるよう取り組みます。また、法令等を遵守しつつ、適正に業務を執行

するため、内部統制制度を運用します。 

 

②人事管理事務費 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 ２ 人事管理費） 

予算額：(R3) ４０，５３８千円 → (R4) ８１，４７５千円 

事業概要：「三重県職員人づくり基本方針」に基づき、自ら考え、未来を切り開くための取組にも

果敢に挑戦できる人材育成を進めます。また、コンプライアンスの推進に継続的に取り

組むことにより、職員のコンプライアンス意識の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

総務部 

防災対策部 

総務部 
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③文書管理事務費 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 ３ 文書費） 

予算額：(R3) ２４，６７８千円 → (R4) ２４，２７７千円 

事業概要：三重県公文書等管理条例に基づき、文書の引継ぎ、保存及び廃棄等、文書の適正管理の

徹底に取り組みます。また、公印の適正な管理、文書収発の円滑な処理並びに保存文書の

整理及び適正管理についての周知や研修を実施します。 

 

④職員健康管理運営費 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 ２ 人事管理費） 

予算額：(R3) ９６，０８７千円 → (R4) ９７，００９千円 

事業概要：健康診断等の健康管理事業や総合的なメンタルヘルス対策事業などを実施し、職員自ら

がこころと体の健康づくりに取り組むことができるよう支援します。 

 

 

⑤危機管理推進事業 

（第２款 総務費 第２項 企画費 ５ 危機管理費） 

予算額：(R3)  １，００４千円 → (R4)  ９９４千円 

事業概要：危機発生の未然防止に努めるとともに、危機発生時に迅速・的確な対応ができるよう、

職務に応じた職員研修等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災対策部 
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行政運営３  

 
 

 

【主担当部局：総務部】 

現状と課題 

①新型コロナウイルス感染症の感染拡大など、状況変化に応じて、累次にわたる補正予算を編成し、

新型コロナウイルス感染症対策をはじめとする諸課題に迅速かつ適切に対応してきましたが、引き

続き公債費が高水準にあることや社会保障関係経費の増加が見込まれることなどから、今後も持続

可能な財政運営を確保していく取組を進める必要があります。 

 

②税収確保については、県内８県税事務所における財産調査や滞納処分の早期着手等滞納整理の徹底、

市町支援窓口を通じた市町と連携した取組等により、県税収入未済額の縮減に努めています。今後

もさらに収入未済額を縮減していく必要があることから、市町と連携した個人住民税徴収対策の強

化に取り組むとともに、引き続き、県民の皆さんが納税しやすい環境の整備を推進する必要があり

ます。 

 

③「みえ公共施設等総合管理基本方針」に基づく具体的な取組を進めるため、各部局と情報共有等を

行いました。県庁舎等において、引き続き各庁舎管理者による点検や修繕履歴の蓄積を行うメンテ

ナンスサイクルを実施することによって、庁舎の長寿命化を図っていく必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

①新型コロナウイルス感染症対策を最優先課題に、県民の安全・安心の確保など喫緊の課題に対応し

つつ、経常的な支出の抑制と多様な財源の確保に取り組み、持続可能な財政運営を推進します。 

 

②県税の滞納整理については、早期調査に着手し、差押、捜索、公売等を含めた滞納処分を進めると

ともに、市町と連携して個人住民税の徴収対策を推進します。また、スマートフォン決済アプリに

よる納付など、引き続き納税環境の整備を推進することで、税収確保に取り組みます。 

 

③「みえ公共施設等総合管理基本方針」に基づく取組を進め、県庁舎等について、引き続きメンテナ

ンスサイクルを実施することで、庁舎の長寿命化を図ります。 

 

主な事業 
①予算調整事務費 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 ５ 予算調整費） 

予算額：(R3) １，２３２，１６７千円 → (R4) ２０１，２１２千円 

事業概要：予算編成、提出議案の作成等を行うとともに、財務会計・予算編成支援システムの運用

を行います。また、企業会計への元利償還金相当額の繰出しを行います。 

 

 

 

 

 

持続可能な財政運営の推進 
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②電算管理費 

（第２款 総務費 第４項 徴税費 ２ 賦課徴収費） 

予算額：(R3) ５００，５００千円 → (R4) ７０１，９１０千円 

事業概要：県税事務を適正、迅速かつ効率的に行うための総合税システムの運用を行うとともに、

税制改正に対応するための必要な改修を行います。 

 

③滞納整理事務費 

（第２款 総務費 第４項 徴税費 ２ 賦課徴収費） 

予算額：(R3) ４２，９１７千円 → (R4) ４４，８０１千円 

事業概要：滞納件数の大部分を占める自動車税種別割や高額滞納事案等について、県税事務所が税

収確保課とも連携して積極的に滞納整理を行うとともにインターネット公売も活用す

ることで、収入未済額を縮減し税収の確保を図ります。また、預貯金調査の電子化を活

用し、滞納処分の早期着手を図り、収入未済額を縮減します。 

 

④県庁舎等維持修繕費 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 ６ 財産管理費） 

予算額：(R3) １，０１６，１７７千円 → (R4) １，２７０，９６４千円 

事業概要：庁舎や職員公舎等の計画的な維持修繕を行います。 
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行政運営４  

 
 

 

【主担当部局：出納局】 

現状と課題 

①会計事務を適正に行うため、所属からの会計相談への対応、各種研修の実施及びｅラーニングの整

備、メールマガジン「出納かわら版」の毎月配信などにより、会計事務担当職員を日常的にサポー

トしています。また、出納局検査において、内部統制制度を踏まえた指導や評価を行うことにより

法令遵守の徹底を図り、適正な会計事務の運用に努めています。引き続き、会計事務に関する職員

の資質の向上と各所属のニーズに合った支援に取り組み、不適切な事務処理の防止に努めていく必

要があります。また、内部統制制度、監査、出納局検査で検査等の内容が重複する部分について、

総務部、監査委員事務局など関係部局と協議し、担当職員の負担軽減が図れるよう検討していく必

要があります。 

電子調達システム（物件等）については、会計事務担当職員が適正かつ円滑に業務を実施するため

に安定稼働と円滑な運用に取り組んでいます。今後、現行ブラウザのサポート終了に伴い、次期ブ

ラウザへの変更に対応するためにシステム改修を実施していく必要があります。 

 

②県債管理基金の運用については、令和２年度から始まった市場公募債の償還に対応するため、流動

性の確保を優先した、短期・中期の債券運用に取り組んでいます。歳計現金については、資金の動

向を見極めながら運用益の確保に努めています。今後も基金及び歳計現金の資金管理を適正に行う

とともに、運用益の確保に向けて不断の検討を進めます。 

 県民の公金納付方法の利便性を向上させるため、収納方法の多様化として、今年度から税外収入の

一部（使用料、手数料など）で、キャッシュレス収納等（コンビニ・スマホ収納）を導入しました。

今後も更なる納付者の利便性の向上に向けた取り組みを進める必要があります。 

また、会計事務職員が業務を適正かつ円滑に実施するため、財務会計システムの安定的な稼働と円

滑な運用に取組んでいます。今後、現行システムの運用期間が令和６年度中に満了することから、

円滑に機器更新するために検討を進める必要があります。 

 

令和４年度の取組方向 

①会計事務担当職員が適正に事務を行えるよう、業務に関する相談など日常的なサポートを行います。

会計事務に対するさまざまな知識の習得およびコンプライアンスの徹底を図るため、各種研修や事

前・事後の検査を実施し、担当職員の能力向上を支援します。また、公平・公正で透明性の高い入

札・契約制度を確保するため、国の会計制度や社会情勢の変化などをふまえて、会計規則等を見直

し、適正な財務会計制度の運用を行います。電子調達システム（物件等）については、会計事務を

行う所属が正確かつ適正に業務を遂行できるよう、安定稼働と円滑な運用に取り組みます。 

 

②公金を適正に管理するとともに、支払資金の安定的な確保や資金の安全かつ効率的な運用を行いま

す。また、財務会計システムの安定稼働に取り組み、会計事務担当職員を支援するとともに、公金

を適正に執行します。さらに、県民の皆さんの利便性を向上させるため、県歳入金の収納において、

令和３年４月に導入したキャッシュレス決済等を拡充するなど、今後も収納方法の多様化に向けた

検討を進めます。 

 

適正な会計事務の確保 
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主な事業 
①会計支援費 

 （第２款 総務費 第１項 総務管理費 ９ 会計管理費） 

予算額：(R3) ３７，３８６千円 → (R4) ３７，３２４千円 

事業概要：所属で処理する会計事務が適正に行われるよう、相談、検査、研修などの会計支援を

行います。 

 

②電子調達システム管理費 

 （第２款 総務費 第１項 総務管理費 ９ 会計管理費） 

予算額：(R3) ３４，７３６千円 → (R4) ７９，８８４千円 

事業概要：入札事務の執行を支援するため、電子調達システム（物件等）の安定稼働と円滑な運

用を行います。また、現行ブラウザのサポート終了に伴い、次期ブラウザへの変更に

対応するための改修を実施します。 

 

③出納管理費 

 （第２款 総務費 第１項 総務管理費 ９ 会計管理費） 

予算額：(R3) ９４，９４４千円 → (R4) ９４，２６１千円 

事業概要：県の収入支出に係る日々の出納事務を的確に行うとともに、資金の安定的な確保や安

全かつ効率的な運用を行います。 

 

④財務会計管理費 

 （第２款 総務費 第１項 総務管理費 ９ 会計管理費） 

予算額：(R3) ７２，０２５千円 → (R4) ７９，５６９千円 

事業概要：会計事務の執行を支援するため、財務会計システムの安定稼働と円滑な運用を行うと

ともに、現行システムの運用期間が令和６年度中に満了することから、円滑に機器更

新するために検討を進めます。 
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【主担当部局：戦略企画部】 

現状と課題 

①県民の皆さんが県政に関する情報を入手する際には、新聞・テレビ・ラジオなどが大きなウェイト

を占めています。より多くの方に情報が届くよう、手話通訳なども活用し積極的かつ正確に報道機

関へ情報を提供していく必要があります。 

 

②県の施策に関する情報を県民の皆さんに的確に届け、安全・安心な暮らしを実現するためには、県

ホームページをはじめ、各広報媒体を効果的に組み合わせた情報発信を行うとともに「伝わりやす

さ」を意識した質の高い「拡散性の高いコンテンツづくり」に取り組む必要があります。 

 

③県民の皆さんが県政に関する情報を滞りなく入手できるよう、県ホームページについては、常時安

定した運用・保守を行っていく必要があります。 

 

④県民の皆さんの意見や提案が県政に反映されるよう、幅広い広聴活動を行うため、従来の広聴ツー

ルのブラッシュアップを行っていく必要があります。 

 

⑤県民の皆さんの参加による公正な県政を推進していくためには、行政情報を積極的に公開し、情報

公開制度を適正に運用していくとともに、県が保有する個人情報を適正に管理していくため、職員

の理解促進を図ることが必要です。 

  

令和４年度の取組方向 

①県から発信した情報がテレビニュースや新聞等に取り上げられるよう適切に取り組むとともに、知

事定例記者会見における手話通訳を実施するなど、より多くの方に情報が届くよう発信を行います。 

 

②新型コロナウイルス感染症に関する県の施策や感染状況をはじめ、県政に関する重要な情報を県民

の皆さんに的確に届けるため、県ホームページや県広報紙、新聞、テレビ、ラジオ、ＳＮＳなどのさ

まざまな広報媒体を効果的に活用した情報発信を行います。 

 

③県ホームページについては、常に安定した運用を維持する必要があることから、ＯＳのアップデー

トやセキュリティの確保など、Ｗｅｂシステムの運用保守を適切に行います。 

 

④県民の皆さんの声を県政に反映できるよう、「県民の声相談」を実施するとともに、「みえ出前トー

ク」「ｅ-モニター」等を活用した広聴活動を行います。その際、より的確な広聴活動が実施できる

よう、ＤＸの観点も含めた各広聴ツールのブラッシュアップを行います。 

 

⑤情報公開・個人情報保護制度を適正に運用するため、情報公開・個人情報保護審査会や総合窓口を

適切に運営します。 

  

  

行政運営５ 広聴広報の充実 
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主な事業 

①県政情報発信事業 

 （第２款 総務費 第２項 企画費 ４ 広聴広報費） 

予算額：（R3） １０８，８０５千円 → （R4） １０８，１２９千円 

事業概要：県民の皆さんが利用しやすい方法でより確実に情報を入手できるよう、広報紙「県政

だより みえ」をさまざまな媒体でお届けします。また、併せて定期刊行物（フリーペ

ーパー）等も活用し、県の情報を発信します。 

 

②新聞等広告費 

 （第２款 総務費 第２項 企画費 ４ 広聴広報費） 

予算額：（R3） ２９，７４２千円 → （R4） ２９，７４２千円 

事業概要：新聞の紙面を購入し県政情報を効果的に伝えるとともに、県民の皆さんへの安全・安

心情報の提供等を行います。 

 

③電波広報事業 

 （第２款 総務費 第２項 企画費 ４ 広聴広報費） 

予算額：（R3） ５９，９５６千円 → （R4） ５９，９４７千円 

事業概要：県政の重要課題に関する情報、防災など県民の安全安心に関する情報及び三重の食や

景観など県の魅力に関する情報をより多くの県民の皆さんに届けるため、テレビ・ラ

ジオの番組で発信します。 

 

④インターネット情報提供推進事業 

 （第２款 総務費 第２項 企画費 ４ 広聴広報費） 

予算額：（R3） ２９，２４２千円 → （R4） ２９，４８２千円 

事業概要：県民の皆さんが、県の情報を確実に入手できるよう、ウェブサイトや動画を活用し、

効果的・効率的な情報提供を行います。 

 

⑤広聴体制充実事業 

 （第２款 総務費 第２項 企画費 ４ 広聴広報費） 

予算額：（R3） １３，５０５千円 → （R4） ２０，１６９千円 

事業概要：県民の皆さんの声を県政へ反映できるよう、「県民の声相談」を実施するとともに、「み

え出前トーク」「ｅ-モニター」等を活用した広聴活動を行います。また、県庁を訪れ

る方への庁舎案内や県庁代表電話の案内業務を適切に行います。 

 

⑥情報公開・個人情報保護制度運営費 

 （第２款 総務費 第２項 企画費 ６ 情報公開費） 

予算額：（R3） ４，６２８千円 → （R4） ４，６３４千円 

事業概要：情報公開・個人情報保護制度を適正に運用するため、情報公開・個人情報保護審査会

や総合窓口を適切に運営します。 
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行政運営６  

 
 

 

【主担当部局：デジタル社会推進局】 

現状と課題 

①昨年度に実施した行政手続の押印見直しに伴い、関係部局と連携し可能なものから行政手続のデジ

タル化を進めていますが、県民の皆さんの利便性向上を図るためには、一層のデジタル化の推進を

図る必要があります。 

 

②昨年度から県庁ＤＸ推進の核となる人材の育成に取り組んでおり、今年度からは全所属でＤＸにつ

いての職場内研修を実施し、職員間の意識、理解の差の解消を図るとともに、意欲のある職員に対

しｅ-ラーニングを提供するなど、知識の習得、能力の向上に取り組んでいます。県庁ＤＸを推進し

ていくためには、今後も核となる人材を育成するとともに、職員全体の能力向上に取り組む必要が

あります。 

 

③県情報ネットワークや各庁内システムについては、適切な運用管理や情報セキュリティ対策の徹底

等により安定運用を確保する必要があります。その一方で、県庁ＤＸがめざす県民目線の行政サー

ビスの創出や、テレワーク等による多様で柔軟な働き方を実現するためには、職員が日常的に業務

で利用するシステム等、情報基盤の見直しに取り組む必要があります。 

 

④各部局が保有している情報システムの最適化に向けて、企画・構築・運用に至る各工程において、

支援・審査・評価を行ってきましたが、今年度からは、情報システムに加え、各部局が取り組むデ

ジタル技術を活用したＤＸ関連事業についても、助言・支援を行っています。今後も全庁の情報シ

ステム及びＤＸ関連事業が適切に実施されるよう、引き続き各部局の取組を支援していく必要があ

ります。 

 

⑤市町のＤＸを推進するためには、新しいサービスやクラウド等を柔軟に活用することが求められて

います。また、令和７年度までに国が進める市町の基幹業務の標準化については、非常に多くの作

業が想定されますが、情報が少ない中、市町が期限までに適切に移行できるよう対策の検討が必要

です。 

 

令和４年度の取組方向 

①県民の皆さんの利便性向上を図るため、デジタル化の際に手続所管所属で課題となる業務フローの

見直し等の支援を行うなど、行政手続のデジタル化を推進します。 

 

②県庁ＤＸ推進の核となる人材育成に取り組むほか、新規採用職員から管理監督職員までの各階層で

必要となる知識等の研修を行い、職員全体の能力向上を図ることで、デジタル技術を活用した課題

解決を積極的に進める組織づくりに取り組みます。 

 

③県情報ネットワークや各庁内システム、職員の業務環境について、引き続き、適切な情報セキュリ

ティ対策を実施しながら安定運用の確保に努めます。また、県庁ＤＸの推進に向けて、業務の一層

のデジタル化と県民目線の行政サービス創出のため、職員が利用する情報基盤の見直しを進めます。 

行政ＤＸの推進 
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④各部局が取り組むＤＸ関連事業の助言・支援を行うとともに、情報システムの適正化を図るための

審査・評価・支援を継続して行います。 

 

⑤社会情勢の変化に対応し、市町のＤＸ推進の基礎となる情報基盤のあり方の検討を行います。また、

国が求める情報システムの標準化への対応について、市町が適切に標準化システムへ移行できるよ

うきめ細かな支援を行います。 

 

主な事業 
① （一部新）行政サービス提供事業 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 10 情報対策費） 

予算額：(R3)  ４０，８８８千円 → (R4)  ４８，８７１千円 

事業概要：行政手続における県民の皆さんの利便性向上を図るため、デジタル化の際に手続所管 

所属で課題となる業務フローの見直し等の支援や、電子署名等に対応した電子申請シ

ステムの導入を行うなど、県が所管する各種行政手続のデジタル化を推進します。ま

た、ＧＩＳ（地理情報システム）の運用により、事務の効率化や県民の皆さんにわか

りやすい情報提供を行います。 

 

② スマート自治体推進事業 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 10 情報対策費） 

予算額：(R3)  １６５，４９４千円 → (R4) １２３，０８９千円 

事業概要：県庁ＤＸの推進に向け職員の人材育成に取り組むとともに、ＡＩ・ＲＰＡ等のデジタ 

ル技術を活用した業務効率化を進めます。また、柔軟かつ弾力的な働き方の実現へ向 

けて、引き続き、在宅勤務やＷｅｂ会議システムの運用を行います。 

 

③ （一部新） 情報ネットワーク基盤維持管理費 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 10 情報対策費） 

予算額：(R3)  ６２１，９３２千円 → (R4)  １，１３７，４００千円 

事業概要：県情報ネットワークや自治体情報セキュリティクラウド等の主要なネットワーク・シ

ステムの安定運用に努めます。また、個人番号系ネットワークやユーザ認証システム

の再構築に取り組みます。さらに、県庁ＤＸの推進に向けて、インターネット接続や

テレワーク環境の改善、メール・グループウェアシステム等のクラウドサービスへの

移行、デジタルデータの活用による政策立案を進めるための新たな基盤整備を行い、

業務効率化や生産性のさらなる向上、県民目線の行政サービス創出をめざします。 

 

④ デジタル投資の効率化事業 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 10 情報対策費） 

予算額：(R3)  １６，１８５千円 → (R4)  １６，１８５千円 

事業概要：各部局が取り組むＤＸ関連事業の助言・支援を行うとともに、情報システムの適正化

を図るため、予算要求前審査、契約前審査、システム評価、各種支援を行います。 
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⑤ スマート自治体促進事業 

（第２款 総務費 第１項 総務管理費 10 情報対策費） 

予算額：(R3)  １１，３５５千円 → (R4)  ９，８７８千円 

事業概要：社会情勢の変化に対応した、市町のＤＸ推進の基礎となる情報基盤のあり方について

の検討を行うほか、国が求める情報システムの標準化への対応について、市町が適切

に標準化システムへ移行できるようきめ細かな支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

218



 

219



【主担当部局：県土整備部】 

現状と課題 

① 県民の安全・安心を確保するため、公共事業を適正に、効率的かつ円滑に実施していますが、これ

を担っている地域の建設業は就業者の高齢化や若手入職者の減少等による担い手不足が課題とな

っています。このため、「第三次三重県建設産業活性化プラン」に基づく働き方改革への対応、生

産性の向上等の各種取組の推進や不当要求への対応強化が必要です。 

 

令和４年度の取組方向 

① 公共事業を効率的かつ円滑に実施し、引き続き順調な執行を確保するため、「第三次三重県建設産 

業活性化プラン」に基づく労働環境の改善やＩＣＴの活用、担い手の確保、また、不当要求対策の 

強化などに取り組みます。 

 

主な事業 

①公共事業評価制度事業 

（第８款 土木費 第１項 土木管理費 １ 土木総務費） 

予算額：（R3) ７２６千円 → (R4) ８０２千円 

事業概要：「三重県公共事業評価審査委員会」を開催し、公共事業の再評価・事後評価を行うことに

より、公共事業を取り巻く状況の変化に対応し、適正な執行を行います。 

 

②入札等監視委員会開催事業 

（第８款 土木費 第１項 土木管理費 ２ 建設業指導監督費） 

予算額：(R3) ３９６千円 → (R4) ３９６千円 

事業概要：「三重県入札等監視委員会」を開催し、公共工事の公正性・透明性を確保しつつ、公共事

業を取り巻く状況の変化に対応した入札契約制度の改善、適正な運用を行います。 

 

③公共工事進行管理システム事業 

（第８款 土木費 第１項 土木管理費 １ 土木総務費） 

予算額：（R3） ６，８９３千円 → （R4） １１８，７７０千円 

事業概要：公共事業実施に伴う事務の効率化を図るため、予算管理や事業執行管理等と連携し各種 

業務を支援している公共工事進行管理システムの更新を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政運営７ 公共事業推進の支援 
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令和４年度当初予算 議会事務局 取組概要 
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【主担当部局：議会事務局】 

現状と課題 

①県民の皆さんに分かりやすく、参加しやすい議会運営に取り組む必要があります。令和３年度は、議

員が地域に出向いて県民の皆さんの意見をお聞きする「みえ現場ｄｅ県議会」を２月に桑名市で開催

するとともに、高校生の意見を直接聴き議会での議論に反映していく「みえ高校生県議会」の令和４

年８月の開催に向けた準備を進めています。 

 

②議員任期４年間を見据えた活動を計画的に行っていくために定めた議会活動計画に基づき、取組成果

の確認と継続的な改善を進めていく必要があります。 

 

③県政を取り巻く諸課題に取り組むとともに、独自の政策提言・政策立案に取り組む必要があります。 

令和２年度に設置した「選挙区及び定数に関する在り方調査会」の報告を受け、令和３年度に三重県

議会の議員定数・選挙区に関する条例の改正を行いました。 

また、令和２年度から「差別解消を目指す条例検討調査特別委員会」を、令和３年度から「花や木で

健やかな三重をつくる条例策定調査特別委員会」を設置し、それぞれ条例制定等に向けて調査・検討

を行っています。 

 

④議会経費の縮減のため、令和元年５月から令和５年４月までの間の議員報酬を１割、政務活動費を３

割減額し、令和２年７月から令和３年６月までの１年間は、政務活動費をさらに１５％削減しました。

また、政務活動費については、領収書等を県議会ホームページで公開していますが、引き続き透明性

を確保していく必要があります。 

 

⑤新型コロナウイルス感染症や大規模な災害等の対応のため委員会等をオンラインで開催する環境整備

をはじめとして、議会のDX（デジタルトランスフォーメーション）を進めていく必要があります。令

和３年３月に設置された「スマート議会の在り方検討プロジェクト会議」を中心に調査検討を行うと

ともに、規定の整備やペーパーレス化等を進めており、引き続き取組を進めていく必要があります。 

 

令和 4 年度の取組方向 

①県民の代表機関である県議会として、その活動が、県民の皆さんにとって分かりやすく、参加しや

すいものとなるよう、開かれた議会運営を行います。 

 

②令和元年度に策定した議会活動計画に基づき、効果的かつ効率的な議会活動を行います。令和４年

は、議員任期４年間の最終年であることから、４年間を通した議会活動の評価及び次期改選後議会

への提言を行います。また、議会本来の機能として、知事をはじめとする執行機関の事務執行につ

いて、監視及び評価を行います。 

 

③提出された議案の審議等を行うほか、県民本位の立場から独自の政策提言や条例案などの政策立案

に取り組みます。 

 

 

分権時代を先導する議会をめざして 
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④調査研究その他の活動に資するために交付する政務活動費について、今後も使途の透明性の確保に努

めます。 

 

⑤県民の負託に的確に対応するとともに、社会のデジタル化をふまえ、引き続き議会改革を推進して

いきます。 

 

主な事業 

①県議会広聴広報推進事業 

（第１款 議会費 第１項 議会費 １ 議会費） 

予算額：(R3)  １１９，０１２千円 → (R4)  １２０，９１６千円 

事業概要：本会議等のテレビやインターネットによる中継、「みえ県議会だより」の発行、新聞広

報及び「みえ現場ｄｅ県議会」など議会の広聴広報活動を行います。 

 

②議会運営事業 

（第１款 議会費 第１項 議会費 １ 議会費） 

予算額：(R3)  ９４，８２０千円 → (R4)  １３６，１６７千円 

事業概要：本会議や委員会の開催など、議会運営に関する諸事務を行います。 

 

③政策立案機能強化事業 

（第１款 議会費 第１項 議会費 １ 議会費） 

予算額：(R3)  ２，２９４千円 → (R4)  ２，３４１千円 

事業概要：議会及び議員の政策立案機能の強化や議会改革の推進を図るため、各種検討会や全議

員を対象にした勉強会等を実施します。 
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